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平成２９年第４回香美市議会定例会会議録（第１号） 

招集年月日 平成２９年９月６日（水曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 ９月６日水曜日（会期第１日） 午前 ９時００分宣告 

出席の議員 

   １番  甲 藤 邦 廣      １２番  山 崎 晃 子 

   ２番  小 松   孝      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ３番  利 根 健 二      １４番  大 岸 眞 弓 

   ４番  山 﨑 眞 幹      １５番  織 田 秀 幸 

   ５番  森 田 雄 介      １６番  比与森 光 俊 

   ６番  濱 田 百合子      １７番  依 光 美代子 

   ７番  村 田 珠 美      １８番  石 川 彰 宏 

   ８番  島 岡 信 彦      １９番  山 本 芳 男 

   ９番  爲 近 初 男      ２０番  小 松 紀 夫 

  １１番  門 脇 二三夫 

欠席の議員 

 な  し 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  法光院 晶 一   税 務 収 納 課 長  秋 月 建 樹 

  副 市 長  今 田 博 明   ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  明 石 清 美 

  総 務 課 長  山 中 俊 明   福 祉 事 務 所 長  佐 竹 教 人 

  企 画 財 政 課 長  川 田   学   産 業 振 興 課 長  西 本 恭 久 

  会計管理者兼会計課長  森   安 伸   建 設 課 長  井 上 雅 之 

  管 財 課 長  柳 本 隆 司   環境上下水道課長  安 井 幸 一 

  定 住 推 進 課 長  中 山 繁 美  《香北支所》 

  防 災 対 策 課 長  中 山 泰 仁   支 所 長  黍 原 美貴子 

  市 民 保 険 課 長  高 橋 由 美  《物部支所》 

  健康介護支援課長  前 田 哲 夫   支 所 長  近 藤 浩 伸 

 【教育委員会部局】 

  教 育 長  時 久 惠 子   教 育 振 興 課 長  横 山 和 彦 

  教 育 次 長  野 島 惠 一   生涯学習振興課長  岡 本 博 章 

 【消防部局】 

  消 防 長  寺 田   潔 

 【その他の部局】 

  代 表 監 査 委 員  三 木 象 二   監査委員事務局長  山 﨑 泰 広 
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職務のため会議に出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  猪 野 高 廣   議会事務局書記  山 本 絵 里 

  議会事務局書記  一 圓 まどか 

市長提出議案の題目 

 議案第 ５２号 平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ５３号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第 ５４号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 議案第 ５５号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 議案第 ５６号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 議案第 ５７号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

の認定について 

 議案第 ５８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算

の認定について 

 議案第 ５９号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入

歳出決算の認定について 

 議案第 ６０号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 議案第 ６１号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 議案第 ６２号 平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び歳入歳

出決算の認定について 

 議案第 ６３号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ６４号 平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号） 

 議案第 ６５号 平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第

２号） 

 議案第 ６６号 香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第 ６７号 香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ６８号 香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議案第 ６９号 香美市立大栃診療所の指定管理者の指定について 

議員提出議案の題目 
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 な  し 

議事日程 

平成２９年第４回香美市議会定例会議事日程 

                          （会期第１日目 日程第１号） 

平成２９年９月６日（水） 午前９時開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期の決定 

 日程第３ 諸般の報告 

   １．議長の報告 

   ２．行財政改革推進特別委員会委員長の報告 

   ３．定住人口増加促進特別委員会委員長の報告 

   ４．「協働」・「参画」調査研究特別委員会委員長の報告 

   ５．市長の報告 

     （１）地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第

１項の規定に基づく報告 について 

        報告第 ６号 平成２８年度香美市健全化判断比率の報告について 

        報告第 ７号 平成２８年度香美市資金不足比率の報告について 

     （２）行政の報告及び提案理由の説明 

 日程第４ 議案第 ５２号 平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第５ 議案第 ５３号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第６ 議案第 ５４号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第７ 議案第 ５５号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第８ 議案第 ５６号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第９ 議案第 ５７号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算の認定について 

 日程第10 議案第 ５８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳

入歳出決算の認定について 

 日程第11 議案第 ５９号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業

勘定）歳入歳出決算の認定について 

 日程第12 議案第 ６０号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第13 議案第 ６１号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計
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歳入歳出決算の認定について 

 日程第14 議案第 ６２号 平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び歳入歳出決算の認定について 

 日程第15 議案第 ６３号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第16 議案第 ６４号 平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第17 議案第 ６５号 平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補

正予算（第２号） 

 日程第18 議案第 ６６号 香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第19 議案第 ６７号 香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第20 議案第 ６８号 香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 日程第21 議案第 ６９号 香美市立大栃診療所の指定管理者の指定について 

会議録署名議員 

 １６番、比与森光俊君、１７番、依光美代子君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開会 開議） 

○議長（小松紀夫君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１９人です。定

足数に達しておりますので、これから平成２９年第４回香美市議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  議事に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  猛暑が続いた夏も９月の声を合図にその様子を変え、朝晩はもちろん日中も随分過ご

しやすく、季節の移り変わりを肌で感じるきょうこのごろでございますが、議員各位、

執行部の皆さんには、公私とも何かとご多忙の折、平成２９年第４回定例会にご出席を

いただき、まことにありがとうございます。 

  さて、昨今の国際状況におきましては、皆様ご承知のとおり北朝鮮における核実験、

日本列島の上空を横断するミサイル発射等により、緊迫の度合いはこれまでになく増大

をしていると感じるところでございます。政府におかれましては、最悪の事態に至らな

いよう米韓、また中露との連携による事態収拾に全力を挙げていただきますよう願うば

かりでございます。 

  さて、本定例会に市長から提出予定の議案は１８件でございます。議員各位におかれ

ましては慎重審議の上、それぞれの議案に対し適切な議決を賜りますようお願いを申し

上げます。 

  また、議会の品位を重んじ、円滑な議事運営に格段のご協力を賜りますようお願いを

申し上げ、開会に当たり私のご挨拶とさせていただきます。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりでございます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則の定めるところにより、今期定例会を通じて１６番、比

与森光俊君、１７番、依光美代子さんを指名します。両名はよろしくお願いをいたしま

す。 

  日程第２、会期の決定を議題とします。 

  本件につきましては、９月１日の議会運営委員会で協議をいただいておりますので、

委員長から報告を求めます。議会運営委員会委員長、比与森光俊君。 

○議会運営委員会委員長（比与森光俊君）   おはようございます。１６番、比与森で

す。 

  本日招集されました平成２９年第４回香美市議会定例会の運営につきまして、去る９

月１日に議会運営委員会を開催しましたので、協議の結果をご報告いたします。 

  まず、会期につきましては、お手元にお配りしました会期及び会議の予定表のとおり

進めることに決定し、本日から９月２２日までの１７日間としました。なお、会議が順

調に運んだ場合の繰り上げての閉会と会期の延長を必要とする場合につきましては、議

長に一任することになりました。 
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  続きまして会期中の会議ですが、本日は今期定例会に付議された提出議案の提案理由

の説明までとします。 

  会期２日目の７日から会期６日目の１１日までは、休日及び議案精査のため休会とし

ます。 

  会期第７日目の１２日から会期９日目の１４日までの３日間は、一般質問を予定して

います。 

  会期１０日目の１５日は、議案質疑の後、各議案等は各常任委員会へ付託となります。

引き続き、議案第６４号について連合審査会を行います。連合審査会終了後、総務常任

委員会において議案審査となります。 

  会期１１日目の１６日から会期１３日目の１８日までは休日及び祝日並びに議案精査

のため休会といたします。 

  会期１４日目の１９日は、午前９時より教育厚生常任委員会において議案審査となり

ます。同日午後１時からは、産業建設常任委員会において議案審査となります。 

  会期１５日目の２０日と会期１６日目の２１日は、議案審査整理のため休会といたし

ます。 

  会期１７日目の最終日２２日は、各常任委員会の付託議案の審査報告及び採決並びに

追加案件がありますので、委員会付託を省略して本会議で採決まで行います。 

  次に、一般質問の通告は、会期２日目の７日木曜日午前１０時までと決定しました。

一般質問の通告内容でありますが、質問の要旨が十分にわかるように具体的に記入の上、

提出をお願いします。 

  次に、請願・陳情、発議、決議案、意見書案等の議案について協議を行いました。請

願・陳情、発議、決議案については案件がなく、意見書案が６件あります。 

  意見書案第７号から第１２号までの意見書案につきましては、６件とも書式等整って

いますので、会派代表者会議において各会派が意見書に対する調整を行い、提出者が署

名を整えて、最終日に追加案件として提案することになりました。 

  その他協議事項につきましては、お手元にお配りしました協議結果報告書のとおりで

ありますので、議員各位の格段のご協力をよろしくお願いいたします。 

  以上で議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   議会運営委員会委員長の報告を終わります。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、委員長報告のとおり本日から９月２２日までの

１７日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、会期は本日から９月２２日ま

での１７日間と決定しました。 

  なお、会期中の会議の予定につきましては、お手元にお配りをしてあります予定表の

とおりです。 
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【会期及び会議（審査）の予定表 巻末に掲載】 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  初めに、議長の報告を行います。 

  市長から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１

項の規定による、報告第６号及び第７号の報告がございました。 

  次に、監査委員から、例月出納検査報告書、定期監査の実施報告書、平成２８年度香

美市一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書、平成２８年度香美市水道事業会計

決算審査意見書、平成２８年度香美市工業用水道事業会計決算審査意見書及び平成２８

年度財政健全化判断比率の審査意見並びに平成２８年度資金不足比率の審査意見が提出

されています。 

  その他の報告事項につきましては、お配りをしました議長報告書のとおりでございま

す。 

  これから、行財政改革推進特別委員会の協議の推移、進捗状況等について、委員長か

ら報告を求めます。行財政改革推進特別委員会委員長、爲近初男君。 

○行財政改革推進特別委員会委員長（爲近初男君）   おはようございます。９番、爲

近初男です。 

  ６月議会以降、７月２４日に行財政改革推進特別委員会を開催しました。協議事項の

審査の経過及び結果について順次報告をいたします。 

  １点目、市有財産の管理・活用状況についてでは、普通財産のうち市街化区域内の土

地・建物において、今年度進捗があるのは市営百石団地跡地、旧黒土児童遊園地で、売

り払い予定であり、境界確定の作業中であるなどの説明がありました。市街化区域外に

おいては、旧楠目小学校跡地の一部は楠目地区公民館の駐車場として利用している。旧

楠目保育所は生涯学習振興課が文化財事務所として使用しているなどの説明がありまし

た。 

  借地料の支払い状況においては、前年度、土佐山田町１６件、約６９５万円、香北地

方４３件、約２０８万円、物部町３０件、約１６０万円、アンパンマンミュージアム、

美良布多目的広場、保健福祉センター香北周辺８件、約３５４万円などの説明がありま

した。 

  質疑においては、商工会の駐車場の件は購入を検討してもらうという方針を打ち出し

ている中で話を進めてほしいがに対し、相手方の考えを聞き検討しますと答弁。旧前山

市営住宅跡地は、入札参加者がなかったということですが今後の対応はに対して、公告

の際に最低入札価格を考慮し入札に参加しなかったと思われるので、単価的に折り合わ

なかったと思うと答弁。見直しをして再度入札にかけることはないのかに対し、鑑定士

に鑑定してもらっている中で鑑定額を下げることが可能か鑑定士と協議すると答弁。旧

秦山保育園職員駐車場は何とかならないかに対し、面積が狭く売却できないと思う。近

隣の方に利用してもらうのがよいと考えると答弁。同和対策事業の残地は現状何もでき
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ないかに対し、難しいと思う。面積が狭く利用価値が低い。事業者は、事業を計画する

際には不要となる土地が出ないような事業計画を立ててほしいと答弁。借地料において、

米の価格を基準にして支払っているところがあるが、今米価は存在しないのでお金に換

算して金額で契約し直したらどうかに対し、支払い額を尊重すればできないことはない

と思うので検討すると答弁がありました。 

  続いて、平成２２年の土地開発公社の保有地と、それ以降に買った建設課分の説明が

ありました。 

  新町丸にある土地は振興計画で工事施工の形をとっているが、余り地が出るので今後

どうするか協議を進めている。楠目にある土地は、今年一部待避所にしたい形で計画し

ているなどの説明がありました。 

  質疑においては、管財課と建設課の所管の線引きはどうなっているのかに対し、建設

課の事業用地として購入という形での管理をしていると答弁。心配するのは、事業展開

する中でこれだけ余りましたという可能性のあるのは将来どれくらいあるのかに対し、

全てにおいて懸念はあります。計画がかっちり入っていない中で土地開発公社が一筆買

いをしているので、待避所を確保するなどし道路施設として有効利用すべきと考えてい

ると答弁。行政目的に使っていきたいとか、そうでなければ普通財産として管財課に回

っていく流れになるのかに対し、普通財産として管財課に回って、管理するだけの土地

は残らないと思う。その土地が売れるとか次の使い勝手があるということでなければ、

コンクリートを打つとかポケットパークなどで管理していかなければと考えると答弁が

ありました。 

  市有財産の管理・活用の状況についての委員の意見として、以前より変わっていない

現状もあり、市有財産をどう活用していくかは大事なので、継続しての調査・審査が必

要であるという意見が出ました。 

  ２点目として、平成２８年度の入札についてでは、年間を通じてどのような入札が行

われているか（契約内容、件数、金額等）について説明を受けました。 

  質疑においては、取り消すとあるが、契約が寸前まで行って取り消しになったのかに

対して、入札が済み設計書に不備があり、契約を取りやめたと答弁。どちらが発見した

のかに対して、業者ですと答弁。「随契８号該当」とあるが、これはどういうことかに

対して、入札したものの落札者がなく、随意契約で契約した工事ですと答弁。１回目の

入札で不調になった場合、再度やっているのかに対して、即時に再度入札を２回まで実

施するようにしていると答弁がありました。また、随意契約について質問はないかとの

発言がありました。随意契約の現状を把握するのに、原課のものを含めて管財課として

出せるのかに対し、調査をかけてできないことはないが、契約数、内容も多種にわたり

難しいと答弁。随契の金額はどうなっているのかに対し説明があり、問題と思われるの

は規則で定める額を超える額で随契を行うケースと答弁。手続が正常に行われているか、

随契の理由はどうなっているかに対して、政令に沿って実施している。県外では随契の
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理由をホームページに公表している自治体があると答弁がありました。 

  委員より、随契は内部でチェックするしかないのではないか。今後の検討課題とした

らどうかという意見が出て、今後の検討課題とすることにいたしました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   行財政改革推進特別委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  続いて、定住人口増加促進特別委員会の協議の推移・進捗状況等について委員長から

報告を求めます。定住人口増加促進特別委員会委員長、山﨑眞幹君。 

○定住人口増加促進特別委員会委員長（山﨑眞幹君）   定住人口増加促進特別委員会

では、７月２１日に都市計画の見直しについて、南国市の現状、状況についてを議題と

し委員会を開催しましたので、その経過等について報告をさせていただきます。 

  都市計画の見直しについてでは、現状維持という方向性はこれまでと変わっていない

が、権限移譲は時代の流れでいずれは受けなければならないと考えている。それまで権

限移譲に向けて、人材育成や資料・情報収集等、内部の土台固めを行っていかなければ

ならないと考えているとの説明を受けた後、質疑、意見交換等を行いました。 

  南国市の現状、状況についてでは、まず平成２９年５月１日付の高知新聞紙上に掲載

された「南国市 開発緩和へ基本方針、集落に住宅建てやすく医学部周辺学園都市に」

の記事にある４つの基本方針、①集落機能の維持、②高知大医学部周辺の活性化、③企

業誘致、④空き家活用について、また、香美市の人口の推移、建築確認申請受付件数、

都市計画法許可件数について説明を受けた後、質疑、意見交換等を行いました。 

  以上で定住人口増加促進特別委員会の報告を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   定住人口増加促進特別委員会委員長の報告を終わります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  続いて、「協働」・「参画」調査研究特別委員会の協議の推移・進捗状況等について、

委員長からの報告を求めます。「協働」・「参画」調査研究特別委員会委員長、山﨑眞

幹君。 

○「協働」・「参画」調査研究特別委員会委員長（山﨑眞幹君）    「協働」・「参

画」調査研究特別委員会では、６月２７日、８月１日、８月２８日に委員会を、また、

７月２５日から２６日にかけて、総務常任委員会と合同で埼玉県の宮代町と三芳町で視

察研修を行いました。 

  この視察研修については、この委員会が調査研究のたたき台とした条例等が、三芳町

の協働のまちづくり条例、協働のまちづくり条例施行規則、パブリック・コメント手続

条例、パブリック・コメント手続条例施行規則であることから、総務常任委員会に同行

し、合同研修とさせていただきました。 
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  なお、この視察研修の経過、内容等については、お手元の委員長報告をごらんくださ

い。 

  委員会につきましては、各会とも委員からの新たな資料等の追加があれば、それも含

め前回の協議内容の振り返り等を行うとともに、香美市協働のまちづくり条例（案）、

香美市協働のまちづくり条例施行規則（案）についての協議、検討を行いました。 

  なお、香美市協働のまちづくり条例（案）、香美市協働のまちづくり条例施行規則

（案）の素案ができ次第、議員の皆様にお示しするとともに、執行部との協議について

も行いたいと考えております。 

  以上で「協働」・「参画」調査研究特別委員会の報告を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   「協働」・「参画」調査研究特別委員会委員長の報告を終わ

ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第４、議案第５２号、平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について

から日程第２１、議案第６９号、香美市立大栃診療所の指定管理者の指定についてまで、

以上１８件を一括議題とします。 

  行政の報告及び議案第５２号から議案第６９号までの提案理由の説明を求めます。市

長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   おはようございます。平成２９年第４回香美市議会定例会

開会に当たりまして一言ご挨拶を申し上げます。 

  議員の皆様方にはご多忙の中を第４回香美市議会定例会にご出席を賜り、ありがとう

ございます。 

  さて、皆様ご承知のとおり、今月３日、北朝鮮は６度目の核実験を強行し、先月２９

日には弾道ミサイルを発射し、北海道を通過し、襟裳岬の東約１,１８９キロの太平洋

上に落下させました。国連決議を無視し暴走する北朝鮮に対して、国際的制裁圧力を一

層強化して、危険な行動やもくろみを何としても断念させなければなりません。北朝鮮

は本県上空を通過する弾道ミサイル発射の計画を表明しており、極めて危険で重大であ

ります。香美市では、弾道ミサイル等の飛来については、香美市国民保護計画に緊急対

処事態令の一つとして対応を定めておりますが、全職員が本計画を理解して速やかな行

動がとれるようにするとともに、国・県との緊密な連携のもと、市民の皆さんに対して

避難など、とるべき行動について周知を図ってまいります。全国瞬時警報システムを活

用した対応が全市でとれるよう、防災行政無線の早期完成を急いでまいります。 

  また、市民にとっては自然災害も大きな脅威であります。近年香美市においては、人

的災害、大規模災害は発生しておりませんが、毎年各地で自然災害によって多くの犠牲

者、想像を絶する被害が発生しています。香美市においてもこのような災害の可能性は

否定できません。むしろ極めて厳しい災害を想定した災害対策、１人の犠牲者も出さな
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い決意を込めた防災対策を進めなければなりません。 

  一方で、気象や災害に関する研究スピードは目をみはるものがあります。より精度の

高い分析が行われ、今後においてはより早く注意報や警報が出されるとのことでありま

す。また、情報も一層詳しくなることから、行政としてもこれらの情報を的確に活用し、

速やかに判断して指示できるような取り組みを進めてまいります。 

  市民の皆様にとり安心・安全は大きな願いであり、しっかりこのことに行政が応える

ことが大切であります。そのことは行政の責務であり、今後鋭意努力してまいる所存で

あります。議員の皆様にはご指導、ご提言をよろしくお願いを申し上げます。 

  次に、各課関連の行政報告を行います。 

  まず初めに、企画財政課。 

  １、まちづくり委員会について、第２期まちづくり委員会では、人口減少問題につい

て取り組むことになりました。今後、総合戦略及び振興計画の具体的な事業について理

解を深めていき、人口減少問題に関する施策などについて、提言をいただくことになっ

ています。 

  ２、連携中枢都市圏の形成について、平成３０年度から高知県全域における連携中枢

都市圏の形成に向け、高知市が中心となり、連携事業や連携中枢都市圏ビジョン策定に

向け協議を行っております。また、県全域における連携中枢都市圏の形成に先立ち、今

月、高知市が連携中枢都市宣言を行うことになっています。 

  次に防災対策課。 

  １、第二防災備蓄倉庫の完成について、平成２８年度から繰越事業として、土佐山田

町片地地区で施工しておりました第二防災備蓄倉庫の整備が、６月２０日をもって完了

しました。今後は「安心・安全で災害に強いまちづくり」を目指して、非常食・飲料水

等の適切な分散備蓄に努めることとします。 

  ２、九州北部豪雨の被災地調査について、７月５日から６日にかけて、九州北部地方

で発生した豪雨災害について、高知県が実施した被災地調査に防災対策課から職員２名

を派遣しました。期間は５月１５日（後に「７月１５日」と訂正あり）から１８日まで

の４日間で、福岡県朝倉市や大分県日田市における土砂災害・洪水被害の状況並びに災

害対策本部・避難所運営の状況を、県職員４名とともに視察しました。現地では、災害

対策本部室の機能配置や本部会議の運営体制、避難所での情報提供のあり方など、今後、

本市の災害対策に活かすべき貴重な知見が得られました。 

  次に定住推進課です。 

  １、香美市ものづくり会議について、今年度香美市ものづくり会議を設立し、７月２

８日に第１回香美市ものづくり会議を開催しました。平成２７年度から、伝統産業や製

造業などの現状と課題を共有するための準備会を重ねており、香美市ものづくり会議で

は香美市産業の課題解決に向けて検討し、香美市ものづくり産業の底上げを図り、香美

市の産業発展を目指してまいります。 
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  ２、姉妹都市交流について、６月９日、姉妹都市である積丹町を総勢２４名が訪問し

ました。当日は、香美市と積丹町のＹＯＳＡＫＯＩソーラン合同チームの練習を行い、

翌日から２日間は、札幌市で開催された第２６回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りへ合同チ

ームで参加し、より一層交流が深められました。６月２４日から２６日には、姉妹都市

である積丹町を１２名が訪問し、第１２回積丹ソーラン味覚祭りに参加しました。訪問

団は会場で香美市の地場産品である土佐打刃物やユズ関連商品、高知県の味覚を代表す

る鰹のタタキを販売し、大変盛り上がりました。８月４日、姉妹都市である積丹町の訪

問団３名が来市し、翌日に開催された第４９回土佐山田まつりにヤーレンソーラン積丹

町＆香美市チームで参加し、大きな拍手と声援を受けました。 

  ３、ふるさと納税について、７月３１日現在で寄附件数５,３１４件、寄附金額５

０,２５６,０００円になっており、今後は返礼品に体験型や観光コースも追加する予定

です。来年３月末には目標額２億５,０００万円を達成できるよう、今後もふるさと納

税のＰＲを進めていきます。 

  次に環境上下水道課。 

  １、香美市水道技術研修会について、７月１４日に水道技術者の育成を目的として、

水道施設の維持管理を委託している民間事業者と合同の水道技術者研修会を開催いたし

ました。当日は民間から７名と本市から２名が出席し、水道の歴史、施設管理、水質管

理、水道に関する国の動向など幅広い講義が行われました。これからもさまざまな機会

を設けて、水道事業における人材育成と技術力の向上を図ってまいります。 

  次に、建設課。 

  １、工事関係について、がけくずれ住家防災対策事業について、現在までに５件の要

望があり、１件は施工中で残り４件は現在入札等準備中です。本年度の豪雨等による農

林業施設及び公共土木施設災害復旧事業について、４７件であり随時国の査定に向けて

準備しています。査定後は早期完成に向け事業を実施します。市道・林道等の道路整備

について、年度内完成に向け現在、入札準備及び施工中です。 

  ２、県営工事について、国道１９５号は楠目・佐野工区の詳細設計及び物件調査を行

っています。あわせて県土木及び市にて地域に出向き詳細説明を行い、両工区とも用地

等買収を計画しています。また、大栃橋架け替え工事では、上部工工事の入札が終了し、

県議会９月定例会の議決を経て契約予定です。なお、製作、架設等４カ年の長期工事と

なります。 

  ３、国道１９５号及び各県道の事業促進活動について、今後の要望活動等をスムーズ

に進めるため、３つの県道期成会を一つにまとめ、新たに香南・香美地区県道改良促進

期成同盟会を設立しました。また、８月３０日に各総会を開催し、県議会議員を初めと

する関係者と意見交換を行いました。国道１９５号について、高知県土木部に山田バイ

パス、大栃橋などの事業促進要望を１０月に行う予定です。 

  ４、地方道路整備について、高知県市町村道整備促進協議会を通じ、交付金事業の予
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算確保を主とした要望活動を７月１２日に高知県土木部へ、７月２４日に国土交通省四

国地方整備局へ、７月２６日に地元選出国会議員及び国土交通省・財務省に行いました。 

  ５、河川整備について、ＳＴＥＰ ＵＰものべ推進協議会を通じ、６月２８日に国土

交通省高知河川国道事務所へ、同日四国整備局へ事業促進要望を行いました。また、７

月１０日に四国治水期成同盟連合会、四国河川協議会合同総会に出席し、７月１８日、

１９日に地元選出国会議員及び国土交通省・財務省・総務省・内閣府への要望活動を行

いました。 

  次に産業振興課です。 

  １、木造住宅支援事業について、木材住宅支援事業は本年度１０件を予定しており、

事業の周知に加え新聞広告による宣伝効果により、８月末で８件の申請をいただきまし

た。なお、予算残額に伴い、１０月下旬には再度、新聞広告を掲載して、一層の事業展

開を図っていきます。 

  ２、ホテル及び日ノ御子河川公園キャンプ場について、ザ・シックスダイアリーかほ

くホテルアンドリゾートの改修工事は、９月３０日の完成期限に向け工事が進んでいま

す。今後は備品等の購入を行い、１１月もしくは１２月実施予定の市民向けのソフトオ

ープンを目指します。また、日ノ御子河川公園キャンプ場については、７月２日から８

月２７日の毎土日、期間内の月５日から２０日までの全日、夏季営業を行いました。今

季の営業では、バーベキュー以外に家族向け自然体験イベントを実施し盛況でした。 

  次に教育振興課。 

  １、全国学力・学習状況調査について、８月２８日に全国学力・学習状況調査の結果

発表がありました。本市の状況は、小学校の国語は全国とほぼ同水準でありましたが、

算数は全国より明らかに高く、特に基礎を問う算数Ａは全国１位の県よりも高い結果で

した。中学の学力は依然課題ではありますが、国語で全国とほぼ同水準を維持しつつ、

応用を問うＢ問題では全国６位程度の好成績でした。数学は課題が残っていますが、全

国平均との差も明らかに縮まり改善の傾向にあります。これも学校の環境整備や教員研

修などの学力向上に係る事業の効果、皆様方の応援の成果だと考えています。 

  ２、イマニュエルプライマリースクールとの姉妹校提携について、グローバル社会の

中で夢や志を持って自立し、他と協働しながら未来を拓く子どもたちの育成を目指し、

外国語教育を中心とした教育の推進に取り組んでいます。その中で子どもたちの学びを

より豊かに深いものとするために、８月１７日、日本国領事等の出席のもと、イマニュ

エルプライマリースクールとの姉妹校提携に係る調印式を行いました。 

  次に、生涯学習振興課。 

  １、図書館及び美術館収蔵庫の建設に向けた取り組みについて、新図書館等の候補地

につきましては、庁舎内の用地検討委員会で検討された候補地及びアンケート調査等で

提案された合計９候補地を対象に、所有者の協力の意思と土地の公表確認を事務局が実

施し、５候補地を確定しました。次に、図書館と美術館収蔵庫の合築については、市民
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懇談会の意見の中で、多くの方から反対意見が提出されたことを９月５日の建設等検討

委員会に報告し、検討議題として提案しました。 

  次に消防課。 

  １、平成２９年１月１日から７月３１日までの火災、救急及び救助出動件数について、

昨年同期と比較して火災件数は２件、救急出動は１９件、救助出動は２件の減となって

おります。詳細については表に書かれておりますのでご参照ください。 

  ２、香美市消防団の活動について、７月３０日に香北方面隊が夏季訓練を実施しまし

た。 

  次に、本定例会に提案をしました議案等の説明を行います。 

  報告第６号は、平成２８年度香美市健全化判断比率の報告です。 

  報告第７号は、平成２８年度香美市資金不足比率の報告です。 

  議案第５２号は、平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定です。 

  議案第５３号は、平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定です。 

  議案第５４号は、平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定で

す。 

  議案第５５号は、平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定です。 

  議案第５６号は、平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定

です。 

  議案第５７号は、平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決

算の認定です。 

  議案第５８号は、平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決

算の認定です。 

  議案第５９号は、平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳

入歳出決算の認定です。 

  議案第６０号は、平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定で

す。 

  議案第６１号は、平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計歳入歳出

決算の認定です。 

  議案第６２号は、平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び歳入

歳出決算の認定です。 

  議案第６３号は、平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定です。 

  議案第６４号は、平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号）です。 

  議案第６５号は、平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算

（第２号）です。 

  議案第６６号は、香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条例の制定
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です。 

  議案第６７号は、香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定です。 

  議案第６８号は、香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の

制定です。 

  議案第６９号は、香美市立大栃診療所の指定管理者の指定です。 

  以上、報告２件、議案１８件の提案及び説明を終わりますが、議案の詳細につきまし

ては、お手元の議案細部説明書をご参照ください。どうぞよろしくお願いします。 

  各課の行政報告の中に、私が誤って報告したようでございますので訂正をさせていた

だきます。 

  ２ページのほうの防災対策課の２番の九州北部豪雨の被災地調査についてでございま

すが、下から６行目になりますけども、期間は７月１５日からと申し上げるところを

「５月１５日」と誤って報告したようでございますので、「７月１５日」のほうに訂正

をよろしくお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   これで市長の行政の報告及び提案理由の説明を終わります。 

  次に、議案第５２号から議案６３号までの各案件は、平成２８年度の香美市一般会計、

各特別会計及び各事業会計の歳入歳出決算の認定であります。 

  これから、議案第５２号から議案第６３号までの監査委員の決算審査意見書並びに平

成２８年度香美市健全化判断比率及び平成２８年度香美市資金不足比率の審査意見につ

いての説明を求めます。 

  なお、説明は自席において着座にてお願いをいたします。代表監査委員、三木象二君。 

○代表監査委員（三木象二君）   体調の都合で、座ったままで失礼ですけれども説明

をさせていただきます。 

  おはようございます。代表監査委員の三木です。よろしくお願いします。 

  市長より、地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された平成２８年度の

香美市一般会計及び特別会計歳入歳出決算について審査し、意見書を提出しましたので、

その概要について説明させていただきます。 

  次をめくってくださいませ。表紙の裏面に注記ということで掲載をしておりますので、

把握しておいていただきたいと思います。 

  次のページに目次を掲載しております。この目次の順に従って説明をさせていただき

ますので、よろしくお願いをいたします。 

  次に、１ページでございます。 

  平成２８年度香美市各会計歳入歳出決算審査意見。 

  第１、審査の概要。１、審査の対象、平成２８年度香美市各会計歳入歳出決算。審査

の期間、平成２９年８月８日から８月１８日のうち２日間。３、審査の手続、（１）各

会計に関する会計処理は、関係法令等の規定に従い適正に行われているか、また、決算

書及び政令で定める書類等も、適正に調製されているかを確かめた。（形式審査）
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（２）予算の計画的かつ効率的な執行が図られ、所期の目的達成に向け努力されたかを

確かめるとともに、決算計数の分析を行い、財政運営の健全性について考察、検討した。

（実質審査）（３）審査においては、各会計歳入歳出決算書及び政令で定める書類並び

に関係諸帳簿の閲覧、計数の突合、関係職員からの説明聴取その他必要と認める監査手

続を実施した。なお、証拠書類については、例月現金出納検査において精査している。

（４）一般会計歳入歳出決算における歳入歳出決算額には、公立保育所の個人給付及び

法定代理受領に係る歳入歳出決算額を計上したことにより、実際の歳入歳出決算規模よ

り拡大しているが、本意見書では施設型給付費に関する歳入歳出決算額は考慮しないも

のとする。 

  第２、審査の結果。審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び政令で定める書類は、

いずれも関係法令に従い作成されており、それらの計数も関係書類と符合し、正確であ

ると認められた。また、決算の内容についてはおおむね適正であった。なお、詳細は後

述のとおりであります。 

  ２ページでございますけれども、審査の結果の詳細につきましては、事前に資料を見

ていただいていると思いますので、時間の都合もありますので、要点のみの説明とさせ

ていただきます。 

  １、決算の総括、（１）決算規模、一般会計及び特別会計の決算額は次のとおりであ

ります。 

  下表をごらんください。歳入の一般会計、特別会計の総額は２６８億８,５００万円、

重複控除額は１５億１００万円、純計決算額が２５３億８,４００万円。歳出総額につ

きましては、２６３億５,３００万円、重複控除額につきましては１５億１００万円、

純計決算額は２４８億５,２００万円となっております。歳入歳出差引につきましては、

決算額、純計決算額ともに５億３,２００万円となっております。 

  次に、一般会計及び特別会計のうち、地方財政法施行令第４６条に規定する公営企業

会計の純計決算額を地方公営企業繰出金について（総務省自治財政局長通知）に基づい

て算出された基準内繰入金で調製した額は、次のとおりであります。下表のとおりであ

ります。総務省自治財政局長通知というのは、一般会計から水道事業に繰り出しが認め

られているものでございます。 

  次のページをお願いします。（２）決算収支。２８年度総計決算における歳入総額は、

先ほど申しましたように２６８億８,５００万円、歳出総額は２６３億５,３００万円、

実質収支は２億３,３００万円で、２７年度の繰越金を控除した単年度収支は３億７,１

００万円の赤字となっています。２８度実質収支が２７年度と比較して上記赤字額２

０.７％減少したのは、歳入が４億５,１００万円の減少となったことに対し、歳出につ

いては５億５,９００万円の増加となったことによります。表のとおりでございます。 

  次に、（３）市債の状況でございますが、２８年度末残高は、２７年度末残高と比較

して５億５,１００万円、率にして２.５％減少しております。２８年度末残高につきま
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しては、下表のとおり２１１億６,６００万円となっております。 

  次のページ、４ページでございます。２、一般会計（１）決算収支の状況。２８年度

の決算状況は、歳入総額１７５億３,９２６万３,０００円、歳出総額は１７１億４,５

２０万５,０００円で、実質収支は１億８２８万１,０００円の黒字となり、うち５,４

１４万１,０００円を財政調整基金へ積み立てております。 

  次に、（２）歳入でございます。歳入の構成につきましては、自主財源では２７年度

と比較しまして、市税４,１６３万２,０００円、率にして１.７％、財産収入３,６６９

万４,０００円、率にして１０４.５％、その他の収入３億３,６７５万２,０００円、率

にして２０.３％がともに増加した。依存財源では、国庫支出金１億１,４９８万８,０

００円、率にして５.９％が増加したほかは全てにおいて減少しております。下表のと

おりでございますので、見ておいていただきたいと思います。 

  次に、５ページ、イ、科目（款）別歳入決算状況を載せております。 

  また、６ページにはウ、款別歳入増減表、２８年度決算から２７年度決算を差し引い

たものを載せております。説明を省略させていただきますので、後ほど見ておいていた

だきたいと思います。 

  次に、７ページ、エ、収入実績について説明いたします。時間の都合で主なもののみ

を説明させていただきます。 

  １款、市税。市税の徴収率は緩やかな上昇傾向にある。下表によりますように、２８

年度の収入済額は２４億７,５５４万８,０００円、徴収率につきましては９６.７％と

なった。今後とも税の公平性に向け、効率的で確実な徴収努力の継続を期待をいたしま

す。 

  ６款、地方消費税交付金。地方消費税交付金につきましては、２７年度と比較して

５,４７９万１,０００円、率にして１０.７％減少しております。 

  次に、１０款、地方交付税。１項、地方交付税でございますが、２７年度と比較しま

して１億８,８２４万８,０００円、率にして２.５％減少しております。下表のとおり

収入済額については、７２億２５万４,０００円となっております。 

  ８ページにつきましては省略させていただきまして、９ページをお願いをいたします。 

  ９ページ、下の端の段でございますけれども、１７款、寄附金、ふるさと納税寄附金

につきましては、２７年度と比較して１億９,９４３万４,０００円、率にして７３

８.４％大幅に増加しております。ポータルサイトの活用や返礼品の工夫をするなどの

取り組みが、寄付金増額につながっております。 

  次に、１０ページを省略させていただきまして、１１ページごらん願います。 

  （３）歳出でございますが、ア、歳出の構成、性質別経費の状況につきましては、そ

の他の経費については、拠出金及び貸付金が減少となったものの、ふるさと納税業務委

託や電子計算費システム改修・構築費等による物件費の増加、まちづくり応援基金費や

施設整備基金費への積み立てによる積立金の増加等により、前年度比６億８５８万
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７,０００円、率にして９.８％の増加となった。下の表のとおりでございます。 

  次に、１２ページのイ、科目（款）別歳出決算状況につきましては、説明を省略させ

ていただきますので見ておいていただきたいと思います。 

  次に、１３ページ、ウ、支出内訳でございますが、これも主なもののみを説明させて

いただきます。 

  ２款、総務費、総務管理費、工事請負費でございます。２７年度と比較して１,６３

６万５,０００円、率にして１４８.０％増加した。これは主に岡ノ内ヘリポート進入路

整備など、市の財産整備に係る費用が増加したものであります。 

  次に、１項、総務管理費、委託料でございますけれども、これは主にふるさと納税業

務委託に係るもので、２７年度と比較して１億６,４０５万８,０００円、率にして

１,１４０.３％大幅に費用が増加しております。 

  次に、１項、総務管理費、負担金、補助及び交付金、これは主に香美市生活バス路線

運行維持費補助金や地域活性化に対する補助金等によるもので、２７年度と比較して

３,５８７万３,０００円、率にして６８.９％増加をしております。 

  次のページ、上の２段につきましては省略させていただきまして、下の端の段で、２

項、児童福祉費、工事請負費、２７年度と比較して３,７１５万１,０００円、率にして

６０７.８％大幅に増加している。これは、老朽化した保育園の改修や新制度に対応し

た保育園の改修によるものであります。 

  次のページをお願いをいたします。 

  次のページ中段でございます。１０款、教育費、２項、小学校費、工事請負費、２７

年度と比較して１億１,９７６万円、率にして６９５.８％大幅に増加しております。小

学校等に設置している遊具、プール等の老朽化に伴う修繕、整備によるものであります。 

  次に、１３款、諸支出金、基金費、積立金、市の施設等の整備に要する財源を積み立

てるもので、新図書館及び消防署香北分署等の建設事業に係る財源確保のため大幅な増

加となっております。金額にして、支出済額６億５,０２５万７,０００円となっており

ます。 

  以上、一般会計の歳入歳出決算状況を説明させていただきました。 

  続きまして、特別会計の決算について説明をさせていただきます。１６ページでござ

います。 

  ３、簡易水道事業特別会計、決算収支の状況、２８年度の歳入総額は４億８,３３６

万４,０００円、歳出総額は４億８,３２６万３,０００円、実質収支は１０万円であり

ます。なお、一般会計からの基準外繰入金１億３,６１４万円を除くと、１億３,６０４

万円の赤字決算となっております。基準外繰入金とは、総務省通達の繰り出し基準内の

繰入金を除く一般会計からの繰入金であります。詳細は表にしておりますので見ておい

ていただきたいと思います。 

  次に、１７ページ、４、公共下水道事業特別会計、決算収支の状況でございますが、
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２８年度の歳入総額は４億８,３６１万５,０００円、歳出総額は４億７,４４７万８,０

００円、実質収支は５０万円であります。下表のとおりでございます。 

  次のページに、５、特定環境保全公共下水道事業特別会計、決算収支の状況でござい

ますが、２８年度の歳入総額は１億５,４０８万８,０００円、歳出総額は１億４,９９

１万２,０００円、実質収支は１３万７,０００円であります。なお、一般会計からの基

準外繰入金２,５６７万１,０００円を除くと、２,５５３万４,０００円の赤字決算とな

っております。 

  次のページをお願いをいたします。６、農業集落排水事業特別会計、決算収支の状況、

２８年度の歳入総額は３,５２３万８,０００円、歳出総額は３,５２２万８,０００円、

実質収支は１万円であります。なお、一般会計からの基準外繰入金６６９万９,０００

円を除くと、６６８万９,０００円の赤字決算となっております。 

  ２０ページをごらんください。７、国民健康保険特別会計、決算収支の状況、２８年

度の歳入総額は４３億２,２９０万２,０００円、歳出総額は４３億１,８５９万３,００

０円、実質収支は４３０万８,０００円であります。 

  次に、２２ページをごらんください。８、介護保険特別会計、決算収支の状況でござ

いますが、２８年度の歳入総額は３３億８,６９９万６,０００円、歳出総額は３２億

８,０３１万５,０００円、実質収支は１億６６８万２,０００円となっております。詳

細は表の中を見ていただきたいと思います。 

  次に、２３ページ、９、介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）、決算収支の状

況でございますが、２８年度の歳入・歳出総額はともに１,３１６万４,０００円で、実

質収支はゼロ円となっております。 

  １０、後期高齢者医療特別会計、決算収支の状況につきましては、２８年度の歳入総

額は４億６,５２３万７,０００円、歳出総額は４億５,２０６万円、実質収支は１,３１

７万７,０００円であります。 

  次に、２５ページでございます。１１、香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計

でございます。決算収支の状況につきましては、２８年度の歳入・歳出総額はともに７

０万３,０００円で、実質収支はゼロ円となっております。 

  次に、２６ページ、第３、財政構造の弾力性等でございます。主要財務比率の年度別

推移は次の表のとおりでございます。一番上の財政力指数につきましては、本年度

０.３０、２７年度０.２９、２６年度０.２９となっておりまして、財政力の弱さが示

されております。 

  次に、経常収支比率でございますけれども、２８年度が９７.２％、２７年度が９

２.６％、２６年度が９２.５％となっておりますけれども、１００％に近いほど財政需

要の余裕がない状況が示されております。そのほかにつきましては順調にいっている模

様でございます。 

  次に、最終ページ、むすびでございますけれども、平成２８年度の一般会計と特別会
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計を合わせた決算額は、歳入総額２６８億８,５００万円、歳出総額２６３億５,３００

万円、実質収支は２億３,３００万円の黒字、平成２７年度の繰越金を控除した単年度

収支の額は３億７,１００万円の赤字決算となった。これは、普通交付税の減少や今後

計画されている施設整備に備えての基金の積み増しなどが要因である。次年度からは、

新たに第２次振興計画に基づく市政運営が進められるが、平成３２年度末には普通交付

税の合併算定がえの特例措置が終了することを踏まえると、将来的に財政状況は厳しく

なることが予想される。このような中、今後も新図書館や消防署香北分署、鏡野中学校

プール等の建設事業が控えており、効果的な施策を推進するとともに建設後の維持経費

を考慮するなど、一層のコスト意識を持って施策の実施に努められたい。また、新地方

公会計制度に関しては、平成２９年度までに財務会計を補完する統一的な基準による財

務書類の作成、公表が義務づけられている。地方公共団体における導入の意義は、説明

責任の履行が図られ、財政の効率化・適正化につながるものであり、予算編成等に積極

的に活用されるよう望むものである。最後に、健全な財政運営に努め、市民が安全で安

心して生活できる地域社会の構築に向けた、香美市の発展を期待してむすびといたしま

す。 

  以上、一般会計、特別会計歳入歳出決算の意見書の説明を終わります。 

  続きまして、水道事業会計の説明を行います。こちらの冊子をお願いいたします。 

  ２０ページの次のページ、監査１のページを開いてください。 

  平成２８年度香美市水道事業会計決算審査意見書、地方公営企業法第３０条第２項の

規定により審査に付された平成２８年度香美市水道事業会計の決算審査を実施したので、

その結果について次のとおり意見書を提出します。 

  第１、審査の概要、１、審査の対象、平成２８年度香美市水道事業会計決算報告書。

２、審査の期日または期間、平成２９年７月１１日、２８日。３、審査の場所、香美市

役所監査委員事務局。４、審査の内容、決算審査に当たっては、決算書類が関係法令に

定められた様式に準じて作成され、水道事業の経営成績及び財政状態を適正に示してい

るか等の形式審査と、経営分析及び内容が適正か等の実質審査を行った。また、公営企

業の経営の基本原則である企業の経済性と公共の福祉の増進については特に留意をして

審査した。 

  第２、審査の結果、１、形式審査、決算書類は関係法令に定められた様式に準じて作

成されており、経営成績や財政状態を適正に示しているものと認められる。 

  ２、実質審査、（１）年度比較分析、ア、対前年度比較（以下、平成２８年度決算と

平成２７年度決算の比較）でございます。Ａ、比較損益計算書、後ろにそれぞれ参考資

料を掲載しております。ａの収益でございます。収益に関して変動があったのは、給水

収益１５４万５,６２３円、率にして０.８８％であるが、今年度は有収水量が昨年度よ

り多かったためと考えられる。また、給水装置新設分担金４８４万円、率にして１０

０％が新たな項目に加わった。これは、平成２８年４月１日から水道給水装置を設置す
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るに当たり、水道管の敷設のため分担金を徴収しているためである。ｂ、費用。費用に

関して変動があったのは、配水及び給水費マイナス１,５２８万３,７９５円、率にして

マイナス４５.１９％でございますが、これは昨年度多かった修繕費の大幅な減少によ

るものであります。ｃ、経常利益・純利益・各種指標。全ての数字が改善されておりま

す。以上のことから、給水収益の増加と給水装置新設分担金による収益の増加により、

経営改善が見られた。また、配水及び給水費の費用の減少も影響を与えております。次

に、Ｂの比較貸借対照表。そして、次のページのＣ、比較キャッシュフロー計算書、そ

して、Ｄの比較収益費用明細書、そして、次のページのイ、直近５年間の推移につきま

しては、後ろに資料も載せておりますし記載のとおりでありますので、説明を省略させ

ていただきます。 

  次に、監査４のページでございますが、３、むすびでございます。当年度水道事業会

計の純利益は４,４７４万４,５１９円で対前年度１,８８６万４,２７７円、率にして７

２.８９％の増益であった。これは近年の集中的に実施した施設等修繕の結果、水道事

業費用が大幅に抑制されたことと、平成２８年より開始された給水装置新設分担金の徴

収など、費用と収益のバランスを考えた安定運営に努力されていることが伺える。なお、

引き続き効率的、安定的な事業体系により、安全で良質な水の安定供給の維持に努めら

れたい。加えて、新水源地の事業も始まり、計画的な管路の更新など総合的に推進し、

一層合理的な事業運営を図られるように望むものであります。 

  以上で水道事業会計決算についての説明を終わらせていただきます。 

  続きまして、香美市工業用水道事業会計の説明を行います。１６ページの次のページ、

監査１を開いていただきたいと思います。 

  平成２８年度香美市工業用水道事業会計決算審査意見書、地方公営企業法第３０条第

２項の規定により審査に付された平成２８年度香美市工業用水道事業会計の決算審査を

実施したので、その結果について次のとおり意見書を提出します。 

  第１、審査の概要、１、審査の対象、平成２８年度香美市工業用水道事業会計決算報

告書。２、審査の期日または期間、平成２９年７月１１日、２８日。３、審査の場所、

香美市役所監査委員事務局。４、審査の手続、決算審査に当たっては、審査に付された

決算書類が関係法令に準じて作成され、工業用水道事業の経営成績及び財政状態を適正

に示しているかどうかを検証するため、関係職員の説明を求めるとともに、会計帳簿及

び証拠書類との照合等通常実施すべき審査手続を実施した。 

  次のページ、第２、審査の結果でございます。１、決算諸表について、審査に付され

た決算諸表は、工業用水道事業の財政状態を適正に示しているものと認められる。 

  ２、むすびでございます。高知テクノパーク工業団地は、県内外企業を誘致し、新た

な産業の育成を図る役割を担っているが、工業用水の利用については、平成１９年度以

降実績がない。次年度におかれては改めて工業用水の利活用について必要性を再考しつ

つ、思い切った方向性をもって計画していくように努められたい。 
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  以上で工業用水道事業会計決算報告書についての説明を終わります。 

  続きまして、１枚物の文書をお願いをいたします。平成２８年度財政健全化判断比率

の審査意見について説明を行います。文書の裏面をごらん願います。 

  平成２８年度財政健全化判断比率の審査意見。 

  １、審査の対象、平成２８年度の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率

及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）並びにその算定の基礎となる事

項を記載した書類（以下「算定基礎書類」という。）。２、審査の期間、平成２９年８

月１８日。３、審査の概要、市長から提出された健全化判断比率及び算定基礎書類が適

正に作成されているかどうかに主眼を置いて実施した。４、審査の結果、審査に付され

た下記の健全化判断比率及び算定基礎書類は、いずれも適正に作成されているものと認

められる。また、全ての比率は早期健全化基準未満となっている。下表のとおり、全て

の比率が早期健全化基準未満となっておりますので申し添えます。 

  次に、もう１枚の文書でございますけれども、平成２８年度資金不足比率の審査意見

について説明を行います。文書裏面をごらんください。 

  平成２８年度資金不足比率の審査意見。 

  １、審査の対象、平成２８年度の各公営企業会計の資金不足比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類（以下「算定基礎書類」という。）。２、審査の期間、平成

２９年８月１８日。３、審査の概要、市長から提出された資金不足比率及び算定基礎書

類が適正に作成されているかどうかに主眼を置いて実施した。４、審査の結果、審査に

付された下記の資金不足比率及び算定基礎書類は、いずれも適正に作成されているもの

と認められる。また、全ての比率は早期健全化基準未満となっております。下表のとお

りでございます。 

  以上をもちまして、各会計の決算審査意見書の説明を終わらせていただきます。 

  お聞き苦しい点もあったと思いますけれども、ご静聴ありがとうございました。 

○議長（小松紀夫君）   監査委員の説明が終わりました。 

  以上、複雑多岐にわたる一般会計、特別会計及び事業会計の歳入歳出決算審査意見書

並びに健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見につきまして説明をいただきました。

そのご苦労に対しまして一同にかわり敬意を表します。まことにありがとうございまし

た。 

  これで本日の日程は全て終了しました。 

  次の本会議は９月１２日火曜日の午前９時から開会します。 

  本日はこれで散会します。 

（午前１０時２２分 散会） 
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平成２９年第４回香美市議会定例会会議録（第２号） 

招集年月日 平成２９年９月６日（水曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 ９月１２日火曜日（会期第７日） 午前 ９時００分宣告 

出席の議員 

   １番  甲 藤 邦 廣      １２番  山 崎 晃 子 

   ２番  小 松   孝      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ３番  利 根 健 二      １４番  大 岸 眞 弓 

   ４番  山 﨑 眞 幹      １５番  織 田 秀 幸 

   ５番  森 田 雄 介      １６番  比与森 光 俊 

   ６番  濱 田 百合子      １７番  依 光 美代子 

   ７番  村 田 珠 美      １８番  石 川 彰 宏 

   ８番  島 岡 信 彦      １９番  山 本 芳 男 

   ９番  爲 近 初 男      ２０番  小 松 紀 夫 

  １１番  門 脇 二三夫                   

欠席の議員 

 な  し 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  法光院 晶 一   税 務 収 納 課 長  秋 月 建 樹 

  副 市 長  今 田 博 明   ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  明 石 清 美 

  総 務 課 長  山 中 俊 明   福 祉 事 務 所 長  佐 竹 教 人 

  企 画 財 政 課 長  川 田   学   産 業 振 興 課 長  西 本 恭 久 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（小松紀夫君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１９人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許可します。 

  ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   改めまして、おはようございます。７番、自由クラブ、村田

珠美でございます。議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一問一答方式

で質問をさせていただきます。 

  １つ目の質問、子どもの体力低下と健康について。 

  昔と比べて子どもたちの体力が低下してきた。こんなことでは地震などの災害時には

大変なことになる。コンビニで子どもたちがしゃがんでパンを食べたりしゆう。長いこ

とよう立っておらんき、腰を地面につけて座っちゅうがよ。子どもがすぐに疲れた、疲

れたと言う。遊んでいても体を上手に使えず、ちょっとしたことでけがもしやすいとい

う心配する声をたくさん聞きます。また、正座ができない、しゃがんでも立てない、し

ゃがむと後ろにころげてしまう、背中に背負えないなど、心配される子どもたちが増加

しているようです。 

  文部科学省が昭和３９年から行っている体力・運動能力調査によりますと、昭和５０

年の半ばごろまでは向上を示していました。昭和６０年ごろからはほぼ全ての項目で急

激な低下が認められ、持久走の女子１,０００メートルでは、１３歳の女子は昭和６０

年を最高に、平成１２年までは２５秒以上遅くなっているようです。新体力テストへと

移行した後は低下速度がやや緩やかになっていますが、多くの項目は明確な向上の傾向

が見られないままだそうです。 

  子どもの運動能力低下が問題視される中、実は部活動やスポーツ少年団などで運動す

る子どもたちとそうでない子どもたちには、体力・運動能力の差が開き、体力の二極化

が進んでいることも指摘されております。 

  一方で子どもたちの身長や体重は向上していますが、子どもが靴のひもを結べない、

スキップができないなど、体を上手にコントロールできない、あるいはリズムをとって

体を動かすことができないといった、体を操作する能力の低下も指摘されているようで

す。 

  体力の低下は運動・健康面だけではなく、精神面にも影響が出ると言われております。

ストレスに対する抵抗力が低下するため、心身の健康に不安を抱えて生活をする人が増

加すると予想されます。体力の向上には、運動することだけではなく食も体をつくる大

きなもとになります。体の小さい幼少期のほうが、いろいろな動きができるようになる

チャンスが眠っています。この時期をどう過ごすかで、体を操作する能力が蓄えられる
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と言われております。 

  そこで、①の質問です。 

  子どもの体力・運動能力の低下についてどう考えていますか、お尋ねをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   村田珠美議員の子どもの体力・運動能力低下の原因につい

て、お答えをいたします。 

  毎年行っています国の体力調査によりますと、小学校はほぼ全国平均となり、中学校

も全国平均に近づいてきていますが、まだまだ課題が多く、体力が落ちた原因を分析す

ると、子どもたちの運動・スポーツに取り組む時間と関係があることがわかっています。 

  本市は小学生の１０％前後、中学生の２０％前後が１週間の総運動時間が６０分未満

でした。このことからもわかるように、生活の中で体育の時間以外に運動しない子ども

がふえていることが、体力の低下の原因になっているのではないかと考えているところ

です。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   それでは、続けて②の質問をいたします。 

  運動をする子どもたちとしない子どもたちの運動能力の二極化が心配されますが、本

市の現状をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えをいたします。 

  全国の小学生の調査からは、余り二極化は読み取れませんでした。しかし、中学生を

見ますと、男子は１５％が１週間の総運動時間は６０分未満であるのに対し、７５％が

７時間以上でした。女子は２５％が６０分未満に対し、５０％が７時間以上運動をして

おり、二極化がはっきりとあらわれています。運動部活動の影響があると思われます。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   運動能力につきまして、運動する時間が学校等以外に余りな

いような感じのことでしたが、小学生なんかはスポーツ少年団に属してる子どもたちも

いると思うんですけど、香美市内にはどういったスポーツ少年団があるのでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   地域の方がいろいろなスポーツ少年団の活動をしてくださ

っていまして、皆様がよくご存じの分には少年野球であったりとか、それからサッカー、

バレーボール等があります。あと、雪合戦のスポーツ少年団もありまして、そういうよ

うなことが地域ごとにいろいろされています。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   雪合戦というのは、これは冬季限定なのでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 
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○教育長（時久惠子君）   お答えいたします。 

  もともと雪が降らないものですから、体育館で雪を想定してずっと年中続けています。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   その雪合戦のことはきょう初めて知ったんですが、これは３

町ともやってらっしゃるんでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   香北町のほうでされています。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   ありがとうございました。またそれが、あとの２つの町にも

広がるといいと思います。ちょっとドッチボールに似たような感じにも受けとられます

が、ルール自体はちょっと違うのかもしれません。 

  それでは、続けて③の質問に移ります。 

  食生活も体力づくりにはとても重要なことです。学校での調理を通じた食育の授業は

どのような内容になっているのでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えいたします。 

  小学校では、高学年から炊飯、みそ汁、おやつやお弁当づくりなど工夫を凝らした調

理体験や、それから、大宮小のスーパー食育事業の取り組みで作成した食育ノートって

いうのがあります。こういうものですけれど（資料を示しながら説明）。この食育ノー

トを全校に配っていますので、こういうのを使って減塩などの取り組みなど、自分自身

の将来につながる健康に着目する授業に取り組んでいます。 

  中学校では、栄養バランスや体力アップにつながる内容となるよう、香美市食育ハン

ドブック、これもこういうのがございますが（資料を示しながら説明）、このハンドブ

ックを活用して調理実習を行っています。 

  本市独自の取り組みとして、香美市内全ての小中学校でヘルスメイトさんの協力によ

る調理実習を行っています。加えて中学校では、昨年度よりＪＡ女性部による香美市の

食材を使った献立による調理実習なども行っているところです。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   地域のさまざまな方々のご協力をいただいて子どもたちの食

育についての研究、勉強が進められていることは、すごくありがたいことだと思います。 

  その調理実習時間ですが、月に大体何回ぐらい実施をしているのでしょうか、お尋ね

いたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えいたします。 

  調理実習の時間は、家庭科の時間そのものが大変少ないので何回もではありません。
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でも、大体学期に１回ぐらいはできるような形で、どことも計画をしているところです。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   食育っていうことは、人間の体をつくることには本当に大切

なことなんですが、月１回くらいとか、学期に一度ぐらいってさっきおっしゃいました

けど、回数的にはちょっと少ないかなというふうには思うんですが、家庭のほうで子ど

もたちが料理できるようなことにつなげていくことには、すごく効果があると思います

ので、またぜひいろんなもの、つくり方等を郷土料理なんかももちろんそうですけど、

そういったところでまたお勧めをお願いできたらと思います。 

  それでは、④の質問に移ります。 

  朝食をしてこない子どもたちの割合と、また対策についてお尋ねをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えをいたします。 

  市の食生活に関するアンケートとして、小学校５年生と中学２年生を対象に行った調

査で、「朝食を毎日食べている」と回答した児童生徒の本年度の割合は、小学校８１％、

中学校７８％で、過去４年間の中で最も少なく残念な結果でした。 

  対策としては、参観日の食育講演会の実施や簡単朝食レシピを紹介するなどして保護

者に意識を持ってもらうことや、子どもたち自身が調理をして自分で食事ができる力を

養うように取り組みを進めています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   ４年間で過去最低だったという数字を聞きまして、子どもた

ちもきっとおなかがすくだろうなっていうふうに思います。食べてこない子どもさんに、

どういった理由で朝食をとってこないのかっていうふうなことは、わかる範囲内で構い

ませんが、教えていただけたらと思います。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   ここの部分はちょっと詳しくは調査をしていないというか、

きちっと聞き取れてないのですけれども、生活が不規則ということも１つありますし、

けれども食事の栄養が非常に高くなっているので、おなかがすかないというか、時間で

おなかがすかないということもあるような気がするのです。ですから、朝食の大切さに

ついては、終始学校のほうでは投げかけをして、調理実習のときには朝食は自分でつく

れるということを狙いにして、小学校も中学校もやっているところです。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   先ほど高カロリーのものっていうふうなことでおなかが膨ら

むというお話も聞きましたが、せんだってもちょっと栄養についての研修がありまして、

カロリーよりもやはりバランスっていうふうなことをすごくその方はおっしゃっていた
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んです。いろいろな理由があるかもしれませんが、家庭へ、朝何でもいいので少しでも

口に入れれるようなものを食卓に置いていただけるような、また通知とかお手紙の中に

入れていただき、朝食はその１日のバランスにもなりますので、ぜひ食べてくるような

形でまたお勧めいただけたらと思いますので、ご指導よろしくお願いします。 

  学校保健統計調査報告では、１９７０年から２０００年の３０年間に男女とも肥満傾

向のある子どもの割合が増加していて、男子は各年齢層ともおよそ２倍から３倍に増加

をしているそうです。小児生活習慣病の危険因子として、肥満、高脂血症、高コレステ

ロール、高血圧、家族歴、ストレス、運動不足などと言われております。 

  １９９６年の東京都予防医学協会の資料では、肥満、高脂血症などこれらの有所見者

の割合は、小学生で４１.５％、中学生で３９.３％、高校生で３５.６％となっていた

そうです。小学生がその中でも最も多いのには、ちょっと驚かされました。子どもの食

生活の欧米化や食べ方、体を動かさない日が多いなどにより、子どもの将来、生活習慣

病の増加が心配をされます。 

  そこで、⑤の質問をいたします。 

  生活習慣病を心配される子どもがいるのでしょうか。いるとしたら人数をお尋ねいた

します。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   生活習慣病等の子どもの人数に関してですけれども、生活

習慣病につながる数値として注目しているのは、肥満と痩せ身の児童生徒です。本年度

の肥満の小中学生は男子が６０名、女子６９名、合計１２９名です。割合は全体の

８.１％で、上級学年になるに従いやや増加傾向にあります。なお、痩せ身につきまし

ては男子が７名、女子１０名、合計１７名で割合は１.１％で、国や県と比較しては少

ないです。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   肥満傾向にある方が結構たくさんいるので驚きました。学校

等に行くこともあるんですが、最近は余り見かけなくなったかなっていうふうに思って

たんですけれども、逆にちょっと痩せてる子どもさんが多いかなとは思ったんですが、

ちょっと意外な結果でございました。 

  それでは、次、越智町では少し変わった指導をしているそうで、高知ファイティング

ドッグスの方々が子どもたちの体力づくりの指導にご協力をされているようです。それ

も大音量での音楽を聞きながらの運動だそうで、自然に体が動くといった感じでしょう

か、とても興味深いものだと聞きました。県の教育委員会も学力向上がすごいというこ

とで、調べに来たというお話も聞きました。体力の上に知力がつく、学力がつくと何で

もできるっていうふうに、その方はお話をされていました。 

  そこで、⑥の質問でございます。 

  体力づくりは学力向上にもつながると聞きます。基礎体力づくりに有効な運動はある
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のでしょうか。また実施をしているとしたら、それを実施しての効果についてお尋ねを

いたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えをいたします。 

  基礎体力をつくるのに有効な運動として、数年前からジャックナイフストレッチとい

うものが県から紹介をされています。市内の小学校でも朝の会などで各学級単位で取り

組むことで、体も頭も心も目覚めさせようと実施している学校が多くあります。 

  このジャックナイフストレッチは柔軟性を養う運動であり、継続して取り入れること

で効果がありました。全国体力調査の長座体前屈の数値が全国平均を大きく上回ったと

いう結果が出ています。このジャックナイフストレッチというのは、しゃがんでかかと

を手で持って、そのままの形でずっと伸ばしていくという運動で、見本が見せれないぐ

らいちょっときつい運動です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   初めにも申しましたように、しゃがんで背負えないとか、そ

ういったことの改善につながっていくような体操ではないかと思われます。継続すると

いうことは、本当に大きな力になっていくものだと思います。 

  それ以外は特にはなかったでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   学校のほうでは、初め申しましたように授業以外の運動時

間が多かったり少なかったりということですので、休み時間等にできるだけ運動を促し

ていくということはどの学校もやっています。県のほうからも課題は全県一緒ですので、

いろんなプログラムを出してくださっていまして（資料を示しながら説明）、たくさん

見本も示してくださったりとか、講習会もあったりしています。そういうものを取り入

れながら、子どもたちの運動をできるだけたくさんできる形へ持っていくようにしてい

ます。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   ぜひそのようにお願いいたします。 

  子どもにとっては遊びも重要な運動の１つでございます。特に乳幼児期の外遊びは、

運動不足を解消するだけではなく気分転換になり心の健康を保つ効果があると思います。

また、友達とたくさん遊ぶことで人間関係の基礎が学べると思います。外遊びで体を動

かし、楽しいことに夢中になれるような時間を学校などでつくり、汗を流して思いっき

り遊ぶ時間を、休み時間以外のことなんですけれども確保することが、今後重要な時代

に来ているのはではないかなというふうにも思います。 

  そこで、⑦の質問です。 

  遊びの中で自然に実につく柔軟性、俊敏性、適切な判断力は、災害時のときに自分の

命は自分で守るなどの生きる力につながると思います。全身を使った遊びが少なくなっ
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てきました。そして、またそんな遊びを知らない今、保育園、小学校での体力づくり、

遊びの時間として実施をしてはいかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えをいたします。 

  就学前の意識を保ち、小学校でもより運動、スポーツが好きになるには、ふだんの遊

びの中での運動の楽しさを味わうことと、体育の授業の中での運動の楽しさや達成感を

味わうことが大切だと思います。そのためには、保育園、小学校で体力づくりを意図し

た遊びの時間をつくることは効果的であると考えています。保育園や小学校には、幼児

期と小学校の運動をつなげる運動遊びプログラムポスターを配付し、活用していただい

ています。今後も体力向上を意図した工夫した取り組みが行えるように、市教育委員会

としても支援をしてまいります。 

  先ほどこのお見せしたこういうやり方を（資料を示しながら説明）書いて掲示もして

あったり、授業でも使ったりしますけど、こういうようなものとか、いろいろな冊子等

を出して促しているところです。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   先ほど大音量の音楽の話をしましたが、音楽を聞くというこ

とは、体を動かすのにはすごく有効的なことだと思います。遊びの中にもそういった工

夫を取り入れていくことも大事ではないかなというふうに思います。 

  スキップができない子どもさんが最近は多いっていうのをテレビ等で見られたことも

あると思いますが、これは運動能力ではなくてリズム感の問題だということを書いてる

ところもございました。リズムは、総合的に運動能力・体力づくりにも本当に大切なこ

とだと思います。 

  現在行っている先ほどジャックナイフストレッチもお話いただきましたが、ストレッ

チは時間をかけて行うことによって効果があらわれてくるっていうふうなことでござい

ます。それと併用して、前回もちょっと質問もさせていただきましたが、ラジオ体操も

今以上に取り入れると、全身運動として総合的に有効ではないでしょうか。 

  今年、奈義町を教育厚生常任委員会のほうで訪問をさせていただいたときに、ちょう

ど３時ごろの時間になったんですけれども、ラジオ体操の音楽が庁舎内に流れてまいり

ました。職員さんも町民の方々と一緒に、その時間は緊急でない限り体操を一緒に行う

というふうにお話をされておりまして、体操すると本当に体がリラックスできて、肩こ

りとかいろんなところで体がすっきりすると、仕事の効率も上がるというふうなお話を

聞きました。 

  本市でも日曜市でラジオ体操を行ったりしております。香美市の職員さん方もそうい

うふうになるとすごくいいのではないかなとは思います。 

  それでは、⑧の質問に移ります。 
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  リズム感のあるラジオ体操を子どもたちに定着させることも１つの方法だと思います

が、見解をお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えいたします。 

  ラジオ体操は、体幹等をしっかり鍛えることができる効果的な方法だと思っています。

村田議員さんの言われるとおりだと思います。 

  子どもたちもラジオ体操はどことも行っていますけれども、さまざまなことをまぜな

がらやっているということにはなります。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   今後なおまたラジオ体操のほうも力を入れてやっていただけ

たらと思います。 

  生活習慣病と呼ばれる高血圧症、糖尿病、高脂血症などが、大人だけでなく子どもに

も増加をしております。厚生労働省は小児生活習慣病として、子どものころからのライ

フスタイルの改善に力を入れております。予備軍の子どもたちは、小学校から高校生の

１０人中４人の割合で見られるそうでございます。生活習慣病にさせないためには、家

庭はもちろん学校、保育との連携が大切だと思います。 

  ⑨の質問をさせていただきます。 

  食生活や運動を含めた健康に対する自己管理を子どものころから身につけることはと

ても重要です。このことが定着していくと、将来的にも心身ともに健康に生活ができる

と考えます。また、生活習慣病予備軍の方も減少していきます。 

  今後は生涯にわたる健康を、目先ではなく１０年、２０年を見越した香美市独自の計

画を立てることが必要ではないでしょうか。 

  そこで、まず、子どもたちから標語を募集して、今以上に市民に健康についての意識

の高揚を促してはどうでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えいたします。 

  現在こういう冊子がございまして（資料を示しながら説明）、１つは平成２６年３月

に作成した香美市健康増進計画というこの計画と、それから、平成２５年３月に作成し

ました香美市食育推進計画、この２つに基づいて行っているところです。 

  子どもたちに自分の体の管理能力を育むために、例えば大宮小学校がスーパー食育ス

クール事業で学んだ減塩の取り組みを市内全域に広めています。保護者や地域の方々を

招いた講演会も企画し、多くの方々に参加をいただいています。また、市内に４名配置

されている栄養教諭を中心とした研究も行っており、子どもたちの深い学びにつなげて

いきたいと考えています。 

  標語につきましては、状況を見ながら判断をしていきたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   厚生労働省は小児期のライフスタイル改善等により、予防し

得る生活習慣病と捉えているようでございまして、その方法によって改善できて、生活

習慣病の子どもたちが、予備軍ですけどぐんと減っていくというふうに考えられると思

います。 

  生活習慣病は、今や健康長寿の最大の阻害要因となるだけではなく、国民医療費にも

大きな影響を与えております。子どもがこの先豊かに健康で生活ができるような、香美

市独自の１０年、２０年先を見越した計画がやはり必要だと思います。 

  今後ぜひそういった方向で検討をしていただけたらと思いますが、先ほど２つの資料

を見せていただきました。それに従いというふうなことでしたが、平成２６年、平成２

４年ということで、そろそろまた新しい計画を立てていかれるのでありましたら、そう

いったことも含めて計画をしていただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育課長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   この２つの計画につきましては、実践をしながら見直しを

していくということですので、十分に実践をしながら、また次へつなげていきたいと思

います。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   学校や公民館等の壁に「あいさつは人の心の橋渡し」という

標語が、長きにわたり掲げられております。その標語を見ると、挨拶の大切さを本当に

再認識をさせられます。 

  １枚の布ではありませんが、書かれた標語には大きな伝える力があると思います。子

どもたちがつくった標語を掲げ、市民全体で健康づくりがいかに大切かを共有し、啓発

することは非常に大切なことだと思います。今後の様子を見ながらというふうなことで

したが、ぜひとも実施に向けての努力をお願いをいたしたいと思います。 

  それでは、ここで次に、大きな２つ目の質問に移りたいと思います。 

  行方不明者の早期発見と対策についてです。 

  初めに、行方不明で亡くなられた方々、ご家族にお悔やみを申し上げます。また、ま

だ見つかっていない方の早期発見をお祈りいたします。そして、消防署を初めとする各

関係団体、個人の方々に感謝を申し上げ、１日も早く発見ができますことをお願いいた

します。 

  以前は未成年者の家出や失踪が多かったのですが、最近は高齢者の方が失踪するとい

う傾向が見られるようになりました。高齢者の失踪の場合は、大きく分けて２つのパタ

ーンがあるようです。 

  １つ目は、自分から失踪した場合で、金銭的や原因不明のケースです。 

  ２つ目は、認知症による失踪の場合です。認知症は、予備軍も含めて４人に１人の割

合だと言われております。 
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  平成２８年６月に、認知症もしくはそれが疑われる者の行方不明者数が、昨年におい

て全国規模で１万２,０００人余りに上ったと警察庁が発表しております。これにより、

当該行方不明者数が３年連続で１万人を超えたことになります。 

  内容は認知症による徘回等が理由で、行方不明になった者は１万２,２０８人に上り、

そのうち９.８％に当たる１万２,０５８人は所在確認がとれた一方で、残り０.２％の

行方不明者は行方不明のままだそうです。その中で死亡事例となってしまった方は、前

年度比で５０人増となる４７９人だったそうです。 

  大切なご家族がある日突然行方不明になってしまったと考えると、とても耐えがたい

ものがあります。最近は、消防無線で香美市内でも行方不明の方々の捜索の協力を願う

放送が聞こえてくるたびに、胸が痛くなり何か協力ができないものだろうかと市民の

方々も話をしております。 

  高齢化が進む昨今、高齢者の行方不明の方が増加をしております。この行方不明には、

高齢者の認知症も関係をしております。また、大人や子どもの行方不明者等について、

捜索と対策について以下をお尋ねいたします。 

  ①の質問です。 

  平成２７年度と２８年度、２９年８月までの現状をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   村田珠美議員の行方不明者の早期発見と対策についての①

の質問、平成２７年度、２８年度、２９年８月までの現状をという質問にお答えをいた

します。 

  まず、行方不明者の捜索等につきましては、警察から協力要請があった場合に消防団

を中心に行っております。そのため、件数等につきましては、あくまで警察から消防本

部に要請、または情報提供があった事案の件数等ということでご理解をお願いをいたし

ます。 

  年度別に見ますと、平成２７年度は２件、そのうち捜索活動はゼロ、拡声放送のみ実

施１件、情報提供のみ１件。平成２８年度は９件、そのうち捜索活動は２件、拡声放送

のみ実施１件、情報のみ６件。平成２９年８月までは９件、捜索活動３件、拡声放送の

み実施５件、情報のみ１件となっております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   続きまして、②の質問です。 

  年齢別、性別の内訳をお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   お答えをいたします。 

  年齢、性別の内訳でございます。 

  平成２７年度以降の行方不明者２０名のうち、１５名が６５歳以上の高齢者の方とな
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っております。年度別に見ますと、平成２７年度は行方不明者２名、いずれも高齢の女

性。平成２８年度は行方不明者９名、うち高齢の男性４名、高齢の女性３名、１０代・

２０代の男性各１名。平成２９年８月までは行方不明者９名うち高齢の男性２名、高齢

の女性４名、３０代の男性１名、５０代の男性１名、６０代の女性１名となっておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   ③の質問をさせていただきます。 

  高齢者の認知症の方の行方不明者数をお願いいたします。うち、高齢者の方の認知症

の方は何名だったのでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   お答えをいたします。 

  高齢者のうち認知症との情報があった方の数をお答えいたします。平成２７年度以降

の行方不明者２０名のうち１２名、男性５名、女性７名、全体の６０％が認知症の方と

なっております。 

  年度別に見ますと、平成２７年度は行方不明者２名中認知症の方は１名。平成２８年

度は行方不明者９名中認知症の方は７名。平成２９年８月までは、行方不明者９名中認

知症の方は４名、この中には６０歳の女性１名も含まれております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   それでは、続きまして④の質問に移ります。 

  香美市で発見された行方不明者数のうち市外在住の行方不明者数と年齢、また、その

方は認知症によるものなのか、お尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   消防長、寺田 潔君。 

○消防長（寺田 潔君）   お答えをいたします。 

  行方不明者のうち市外在住者数と年齢、また、その方は認知症によるものかという質

問にお答えをいたします。 

  平成２７年度以降の行方不明者２０名のうち４名が市外在住の方で、年齢は２０代、

３０代、６０代、７０代各１名となっております。そのうち認知症の方は７０代の方１

名となっております。 

  年度別に見ますと、平成２７年度は市外の方はおりません。平成２８年度は行方不明

者９名中１名、２０代の男性が市外在住の方となっております。平成２９年８月までは、

行方不明者９名中３名、３０代男性、６０代女性、７０代男性の方が市外在住で、７０

代の男性が認知症となっております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 
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○７番（村田珠美君）   それでは、⑤の質問です。 

  ひとり住まいの方等、認知症が心配される方を把握しているでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   村田議員のひとり住まいの方等、認知症が心配

される方を把握しているかという質問にお答えします。 

  全体の把握はできていませんが、相談があった方のおおむねの集計ですが、平成２９

年４月から８月で認知症を主とした相談対応を行ったのは約８０名。うち４月以降の新

規相談は１５名程度です。そのうち、ひとり暮らしの方で、現在もおおむね毎月の継続

した訪問等を行っている方は１０名程度です。 

  家族や友人の中で認知症が心配という方は、香美市包括支援センターや社会福祉協議

会のほうへ気軽に相談してください。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   認知症の方、心配される方が結構おいでるんだなというふう

に思いました。 

  岡山県の高梁市は人口約３万２,０００人で、高梁市徘徊ＳＯＳネットワーク事業を

実施しています。記憶力や判断力などの低下により、高齢の方などが道に迷い行方不明

になることを防ぎ、万一行方不明となったときは、関係機関・団体などとの連携やメー

ル配信サービスなどを活用することで早期発見につなげ、高齢者等と家族が住みなれた

地域で安心して生活できるように支援するような仕組みです。利用は登録制となってい

るようです。登録は市役所保険課、各地域局に置いてある所定の用紙に記入し、保険課

地域包括支援係に提出をする方法だそうです。対象者は６５歳以上の方、または市長が

認めた方となっているようです。 

  また別に、大切なあなたを見守り隊、これは徘徊ＳＯＳサポーターのほうですが、こ

ちらのほうも登録制で、対象者は市内の事業所、団体等となっています。登録制でこち

らも同じなんですが、徘徊ＳＯＳサポーター登録件数は、平成２８年３月で１２３件と

なっているそうです。 

  また、埼玉県さいたま市では、高齢者の徘徊見守りＳＯＳネットワークを立ち上げて

います。こちらは、行方不明になったときに警察だけではなく地域の生活関連団体等が

捜索に協力をして、速やかに行方不明者を保護する仕組みです。 

  全国各地の自治体や警察、支援団体などが連携して構築しているネットワークです。

捜索に協力する地域の団体は、タクシー会社であったり郵便局、ガソリンスタンド、コ

ンビニ、銀行、宅配業所者、町内会、老人クラブ、介護サービス事業者など、日ごろ地

域で活動されている企業や住民団体です。 

  捜索は、家族から警察に依頼があると、本人の特徴をまとめてＦＡＸやメールを使い

協力団体に捜査協力を要請して、連絡を受けた協力者は地域の中で仕事や活動しながら、

行方不明者を気にかけたり周りを探したりするのだそうです。 
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  そこで、⑥の質問です。 

  本市には、徘徊ＳＯＳネットワークのようなのはございますでしょうか、お尋ねいた

します。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  香美市では徘徊ＳＯＳネットワークはありませんが、一般的に行方不明になった場合

には、いないと気がついた方が近所や親族に情報を流し、警察に捜索依頼をし、家族の

同意のもとに市役所、消防署などに依頼する場合があります。そして、町内放送により

市民への呼びかけ、警察と地元消防団が捜索するという流れになっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   通報のおくれというのが生存率に大きくかかわってくるとい

うことはよく言われますが、いなくなってから２０分が大きなポイントだと聞きました。

一般的な例のみで、徘徊ＳＯＳネットワークはまだ構築できてないというふうなことで

すが、続けて⑦の質問をさせていただきます。 

  そういった場合、現在、担当課として早期発見のための対策はどのようになさってい

るか、お尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君） お答えします。 

  認知症の方を地域で見守ることができるよう、地域の方に啓発活動を行っていくこと

など、地域での認知症の理解や協力が必要であると考えます。 

  なお、包括支援センターと社会福祉協議会では、認知症知識や地域での見守りの大切

さなどの理解につながるよう、映画会や講演会、認知症サポーター養成講座等を実施し

ています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   現在のその方法にも限界があるかなというふうには思うんで

すが、先ほど述べましたような今後徘徊ＳＯＳネットワークを構築していくようなお考

えはいかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   今、相談対応を行ったケースの中で自宅に帰れ

なくなりそうなおそれのある方については、家族の方に警察へ情報提供を勧めたり、家

族の同意のもと、立ち寄りそうな場所等で見かけたら連絡をもらえるよう協力をお願い

しています。そういったネットワークっていうのはまだ考えていませんが、今後また考

えていかなければならないかと思っています。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 
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○７番（村田珠美君）   先ほど初めに消防長のほうにも人数等のお尋ねをいたしまし

たが、今年８月現在で９名っていうふうなことで、だんだん人数がふえてくるのではな

いかと、そういった面ですごく心配をされます。この高齢者の認知症の場合は、行方不

明になると一刻を争う事態になると思います。認知症の高齢者の失踪は本当に事件とか

事故にあう可能性が高くなってまいりますので、そういったしっかりした仕組みをつく

るということをぜひお願いしたいと思います。 

  ２０１３年度中、行方不明者届が出された認知症が疑われる１万３２２人のうち、７

６６人のご家族に調査票を郵送して返ってきたうちの、全項目に記載されていた２０４

人分を分析したという結果がありましたので、ちょっとお話をさせていただきますと、

データによりますと、当日発見された方の生存率は８２.５％、翌日発見が６３.８％、

三、四日かかると２１.４％、５日以上になりましたらもう０％というふうなことだそ

うです。 

  別のアンケートのほうでは、７０％の方が警察や周囲の方に迷惑がかかるからという

ことで、どこに相談したらいいのかっていうことで戸惑ったということが、やはり発見

がおくれたっていう理由になるようです。 

  ほかにこういった対策をとっている中で、すごく効果があるんではないかなというの

がありましたのでちょっと紹介をさせていただきますと、和歌山県では、認知症高齢者

に見守りステッカーの配布をして早期発見、保護につなげているようです。平成２１年

度から昨年までは、認知症で徘回のおそれのある高齢者に対して、位置情報がわかるＧ

ＰＳ機器を配布する事業をしていたそうですが、充電切れや携帯をしていなかったとい

うことで、ちょっといろいろと課題があったということで、より効果的な対策というこ

とで検討した結果、履物に着目をしたそうです。大体はだしで出かける方はいらっしゃ

らないので、履物ということはすごく効果があるのではないかなということだそうです。 

  行政や民間企業らが協力をしている徘回者の支援を行っている見守り安心ネットワー

クに登録をしている高齢者の認知症の方の情報を番号にして、その番号をステッカーに

記載をすると。ちょっと説明が下手でごめんなさい。ステッカーにその登録者の番号を

つけるっていうふうなことなんですけれども、そのステッカーを履物のかかとに張りま

す。よく反射材等を張ったりするのを見かけたこともあると思うんですが、その履物に

張るということは、ご家族の方にそのステッカーをお渡しして張っていただくというこ

とになるんですけれども、徘回が発生した場合、ネットワーク関係者に番号が伝えられ

て、徘回者のお顔を知らなくてもその番号を見ることによって捜索できる目印になり、

徘回されてる方を保護した場合に番号で素早く確認ができるっていうふうな仕組みだそ

うです。履物というのは何足もございますので、１人分として５足分のステッカーをご

家族の方にお渡ししているようでございます。全く知らない方なんかの協力もその靴を

履いてると、ひょっとというときに市民の方にもご協力がいただけるということで、す

ごくいいアイデアではないかなというふうに思いますが。 
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  そういったことも含めまして、ぜひその徘徊ＳＯＳネットワークの構築をお願いした

らと思いますが、もう一度、課長、その件に足しましていかがでしょう。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   いろんなアイデアが各地域にあるみたいですが、

今後の研究課題としていきたいと考えています。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   それでは、ここでちょっと写真をごらんください（スクリー

ンを示しながら説明）。 

  これは、香南市の野市小学校の近くの交差点でございます。ごらんになった方もおい

でるとは思いますが、野市小学校子ども見守り協議会と高知警察署の共同で設置してい

る見守りカメラです。こちらがアップになります。子どもの安心安全のために設置をし

たということでしたが、今では市民の安心にもつながっているとおっしゃっていました。 

  そこで、⑧の質問です。 

  子ども見守りカメラ・街頭防犯カメラの設置をしている場所はございますでしょうか、

お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   子ども見守りカメラ・防犯カメラの設置状況につき

まして、お答えいたします。 

  子ども見守りカメラの設置は、教育委員会の事業として、高知県警察本部の補助制度

を利用した施設が片地小学校に１カ所、県警の整備計画の補助による施設が楠目小学校

に１カ所で、計２カ所となっております。 

  街頭防犯カメラの設置実績はございません。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   楠目小学校と片地小学校のほうに子ども見守りカメラがある

とお聞きしましたが、それは校庭内にあるのでしょうか。ちょっと場所を教えていただ

けますか。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  ２カ所とも校門の門扉から道路を映すという位置についております。これは、カメラ

の設置基準に基づいた設置位置になっておるというふうに聞いております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   わかりました。 

  街頭防犯カメラはないというふうなことでございました。 

  この防犯カメラには、聞きましたところ、街頭防犯カメラと子どもや市民の見守りカ
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メラの２種類があるっていうことだそうですが、市民の方々の声の中に、いつ自分も認

知症になるかわからんし、防犯カメラ等があると、もしものときにカメラのあるところ

を通っていたら、自分を早く見つけてもらえる。やっぱり安心できるねっていうふうな

こととか、そういうのが数カ所香美市内にも欲しいという声を聞きます。いろんな個人

情報等のこともあるとは思いますが、こういった野市町のように「見守りカメラ作動

中」のような掲示をしておきますと、そこを通られた方もここに見守りカメラがあるん

だなっていうふうなこともわかるというふうなことで、安全安心につながるのではない

かと思います。 

  せんだっても市民の方に聞きましたところ、以前からそういったものが欲しいとおっ

しゃってた方なんですけれども、通行量の多い場所や今後予測される場所、今までにこ

ういったところで亡くなったっていう方がおいでるというところに設置することもすご

く大事なんですけれども、東西の横のラインですとか、南北の縦のライン等の交通量の

多いところ、人通りの多いところなどにもつけていただくと、すごくいいなっていうこ

とをおっしゃっていました。せんだって、もう発見された平山線のほうにも、あったら

いいんじゃないのっていうふうなお話をされる方もいらっしゃいました。やはり認知症

は本当に一刻を争うような救命にかかわるということで、そういったところでカメラに

よる効力を望む声も多いというふうに聞きます。 

  続きまして、⑨の質問をさせていただきます。 

  行方不明の方を早期発見するためと安心安全のために、街頭防犯カメラ・見守りカメ

ラの設置をしてはどうでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  高知県街頭防犯カメラ等設置支援事業費補助金交付要綱によれば、街頭防犯カメラと

は、公共空間における街頭犯罪の発生を抑止する目的で設置されるものとして、また、

子ども見守りカメラは、通学路や遊び場所等における子どもの安全確保を目的で設置さ

れるものとして定義されております。いずれも行方不明者の発見を目的としたものでは

なく、ご提案の目的での設置は県警の補助の対象外となってしまいます。また、街頭防

犯カメラは、補助対象者として地方公共団体が除かれております。 

  これらのカメラは２４時間撮影が可能である一方、撮影される方のプライバシーを侵

害することのないよう、設置に際しましては十分配慮する必要がございます。カメラに

記録された個人の画像は、特定の個人を識別することのできる個人情報であり、個人情

報の保護に関する法律に定められる個人情報として保護の対象となっております。二次

的に記録データを利用することが可能であっても、本来の目的とは異なる利用について

は、厳格なルールの適用と慎重な取り扱いが求められます。 

  以上のことから、行方不明者の発見活動を目的として市独自にカメラを街頭に設置す

るためには、費用対効果の合理性、撮影場所と範囲の適切性、画像データの保存・取り
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扱い、秘密保持の方法など多岐にわたる課題をクリアすることが不可欠であり、現時点

での設置は困難なものと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   課長のお話されたことはよくよくわかっておりますが、それ

だけではないという部分も、課長もきっと心の中ではわかってくれてると思います。 

  犯罪防止というふうなことでもありますが、香美市内でもちょっと不審者のこととか

いろいろあると思うんですけれども、香南市の場合なんかも子ども見守りカメラではあ

り、全くつけれないというふうなことはないと思います。 

  そういった面も含めまして、こういったものがあることによって、ほかにも人助けに

なるということも認識をしていただいていると思いますので、さっきおっしゃったよう

なことだけではなく、全くつけれないということはまずないと思いますので、本当に人

ごとではない、この行方不明者が出るっていうことで、もちろんそれだけの目的ではな

くて一番は市民の安心安全のために、ぜひ数カ所そういった検討を今後していただきた

いと思いますが、それについていかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  認知症の方の徘回に関する行方不明、これに対する対策というのは、これからの高齢

化社会において、まことに緊急かつ重要な対策課題だというふうに認識しております。

行政としてどういった対策がとれるのか、ふだんに検討を重ねながら施策を講じてまい

りたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   今回、行方不明者に対する質問をさせていただきましたのは、

本当に行方不明になられた家族のこと、そして、自分がいつそうなるかわからないって

いうことも含めまして、徘徊ＳＯＳネットワークの構築、そして、内外両方で香美市と

してそういった方に対する対応をいち早くしていただきたいということで質問をさせて

いただきました。また今後そういったことも検討していただきながら、やはり大切なか

けがえのない命をみんなで守り、老後も安心して生活ができるというふうな環境づくり、

そして施策づくりをしていただきたいと願い、今回はこれで私の質問を終わりたいと思

います。どうもありがとうございました。 

○議長（小松紀夫君）   村田珠美さんの質問が終わりました。 

  次に、４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   ４番、市民クラブの山﨑眞幹でございます。議長の許可をい

ただきましたので、通告に従いまして順次一問一答方式で質問をさせていただきます。 

  まず、第２次香美市振興計画と香美市産業振興条例をめぐってでございます。 
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  第２次香美市振興計画は、本市のまちづりの方向性や基本理念、将来都市像を市民と

行政が共有する最上位の手引書と位置づけられておりまして、「基本方針４賑わいを興

す」には、本市のにぎわいの創出には、地域に根差した産業の振興と、交流によるまち

づくりが必須です。農林業を初め地場産業の一層の充実を図るとともに、シティセール

スや観光振興の展開、雇用機会の確保、買い物環境の充実等、住む人、訪れる人に魅力

的な活力あるまちづくりを進めますと書き込まれております。 

  香美市産業振興条例は、第１条で「この条例は、本市の産業振興に関する施策を総合

的に推進し、事業者の自主的な経営意欲を高めるとともに、その経営基盤の強化を図り、

もって地域経済の健全な発展及び市民生活の安定と向上に寄与することを目的とす

る。」とこのようにうたっており、基本方針４、賑わいを興すを系統立てて政策展開す

る根拠条例となり得ると考えることから、以下、順次お尋ねをしたいと思います。 

  まず、この条例についての見解をお尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   山﨑眞幹議員の産業振興計画（後に「香美市振興計

画」と訂正あり）と香美市産業振興条例をめぐってという質問にお答えいたします。 

  この条例は、農林業、商工業、観光も網羅した産業振興の基本的な条例であると認識

しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   それでは、②に移ります。 

  この条例におきましては、第４条で基本的な施策が掲げられ、第５条で市の責務がう

たわれております。それぞれに整合した取り組みが行えているのかをお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  第４条の基本的な施策は第２次産業振興計画（後に「香美市振興計画」と訂正あり）

に反映されており、それに沿った事業展開に努めておりますので、整合した取り組みを

していると認識しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   それでは、③の質問に移ります。 

  第１０条で「市長は、この条例に掲げる産業振興に関する基本的な施策について、重

要な事項を調査、審議するため、香美市産業振興推進委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。２、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。３、市

長は施策の効果を委員会に報告し、評価及び検証を行い、改善に努める。」と産業振興

推進委員会の設置がこのようにうたわれております。この委員会の現状について、お尋
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ねをしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  産業振興推進委員会は、香美市産業振興推進委員会規則により、農林業、商工業、観

光、市民代表、大学、金融機関の分野の方１１名で構成されております。委員会は今年

の１月２４日に開催され、香美市の産業振興課関係の予算説明の後、各産業分野の現状

について意見交換を行い、各分野の委員からさまざまな提言をいただきました。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   それでは、次の質問に移ります。 

  産業振興に関する基本的な条例であるということはしっかりと意識をし、そして、整

合した取り組みが行われていると、それで、委員会も１回開きましたということなんで

すが、④の質問に移ります。 

  産業振興に関連しては、９月５日に第１回の香美市振興計画・総合戦略審議会におき

ましては、出席していた方から、例えばものづくり会議であるとか、農業、工業、伝統

産業分野、高知工科大学周辺の活性化等について質疑・提言等がされておりました。 

  しかし、先ほど整合していると言いましたけれども、産業振興の全体像を俯瞰的に見

ながら、進捗を図る仕組みを持ってないというふうに私は思っていますことから、せっ

かくの提言等が大概はその場限りのものとなって、活性化の機会を逃すことも多くある

のではないかと考えております。 

  これらのことから向こう５年ぐらいをめどとして、条例に沿って、産業振興全体を俯

瞰的に見渡すことのできる産業振興ビジョン、そして、それに基づいたアクションプラ

ンを策定して、政策の見える化を図りながら、委員会、審議会等を系統的に整理し、場

合によっては各課横断で施策を推進すべきだと考えております。 

  例えば、その場で出されていた意見なんですけれども、今、１つものづくり会議につ

いての意見が出てました。それ今は定住推進課でやっているけども、産業振興課でやる

べきじゃないのかとかいう意見とか、さまざまな意見が出ていました。鍛冶屋の学校っ

てどうやって推進するのかとかいろいろあったんです。あの場でその意見が出てました

けども、じゃあ、その意見を戦略審議会が持ち帰って、それぞれの課に対してちゃんと

反映するのかどうか、そこはちょっとわからないんですけども。そういうことも含めて、

やっぱり全体の振興ビジョンをつくり、そしてアクションプランを構えて推進すべきで

はないかと。実は、振興計画は産業だけじゃなくて６つの基本方針に分かれます。その

６つに対して、しっかりとそういう見える化を図るんじゃないかというふうに私は考え

ているんですけど、今回は産業振興についての見える化でございます。見解をお尋ねを

したいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 
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○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  産業振興の全体像を俯瞰し、進捗を図る組織が産業振興推進委員会であると捉えてお

ります。市の取り組む基本施策として条例第４条で９項目に分類されており、これがビ

ジョンであり、また、アクションプランは現在行われているさまざまな事業であると考

えておりますので、新たなビジョンやアクションプランを策定する考えは持っておりま

せん。 

  また、委員会、審議会については、根拠となる法律制度や条例などの目的により設立

されておりますので、系統的に整理することは難しいかとは思いますが、そこで出され

た意見は関係部署へ共有することで対応していきたいと考えております。 

  また、先ほど議員が言われました振興計画の審議会の意見ですが、これについては各

課に反映されておりまして、前回出されておりました産業振興課のほうでは、企業誘致

の件についても、今回初めて県とともに大阪のほうへＰＲに行ったとかそういうことは

随時しております。 

  そしてまた、ものづくり会議につきましても、所管は定住推進課ですが、産業振興課

もその会議の中には入って検討させていただいております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   今あるのが見えにくいというお話を私はしています。だから

確かに、そう言えばそう言えるんです、幾らでも言えます。基本的な施策に対して、そ

れぞれこれにのっとってやっているというふうには言えるわけです。ただ、それを全体

にまとめて見える化をして、情報公開をしてみんなでやりませんかというお話なわけで

す、基本はね。 

  例えば、香美市産業振興条例にのっとってつくられているこの委員会、多分今、年２

回やっていると思います。その２回で十分かどうかということも含めて、やっぱり現状

をもう少しわかりやすく、そして市民の皆さん、関係者の皆さんの横断的な協力も含め

て、協力が得やすいような形にちょっとしませんかというお話なんですけれども、今の

現状そのように説明されることも当然よくわかります。ただ、もう一歩進めませんかと

いうことなんですが、いかがですか。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  まず、アクションプランについては、この実施計画にも上げさせていただいておりま

すし、その審議会等の公開については、現在ホームページへの掲載について検討をして

おりますので、それがまとまれば、各審議会と同じような形でホームページへ載せられ

るのではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 
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○４番（山﨑眞幹君）   今の問いに対して適切だったかどうかちょっと僕も判断しづ

らいんですが、１つ最後に例を挙げておきます。 

  前にもちょっとお話させていただいたと思うんですが、水木しげるロードでやってい

る境港市なんかは、今は全体計画に対して、香美市も一緒なんですけど総合計画があっ

て、そこは５年間のプランです。それに対して、まち・ひと・しごと総合戦略を持って

います。それは当然、その総合計画の実施の中の１つの、香美市と一緒ですね、１つの

パートになってる、そういう境港総合戦略があります。そして、やっぱり産業振興プラ

ン（資料を示しながら説明）、これ産業関係の方が皆さん集まって、じゃあこの部分は

誰が集まってやりましょうということも含めて、全部検討してつくったプランがあって、

毎年度それに対してさまざまな改定、つけ加えるところはこういうものが（資料を示し

ながら説明）ありますよっていう話なんですけどもやってますので、今回の質問はこの

程度にとどめますけれども、また、質問をさせていただくこともあると思いますので、

ぜひ計画的にやられたほうがいいと思うんです、見える化をしてね。そのほうが皆さん

やる気も起こると思うんで、またちょっと参考にしていただければというように思いま

す。 

○議長（小松紀夫君）   暫時休憩します。 

（午前１０時１６分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（小松紀夫君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   それでは、続きまして、保育園運営委員会をめぐって質問を

させていただきたいと思います。 

  香美市保育園運営委員会に関しましては、香美市すこやか子育てプランの中で位置づ

けられた委員会で、関連する実施計画の中では、保育サービスの充実の中の保育ニーズ

の把握と、事業推進に関する取り組みの中のニーズに合った保育サービスの提供と柔軟

な見直しということに関連して設置されたものであり、香美市すこやか子育て指針に引

き継がれ、その後、保育園が教育委員会の所管となったことから、新たな保育サービス

の制度設計に必要な基本理念と今後の保育の方向性は、子ども・子育て支援事業計画や

香美市教育振興基本計画へとバトンが渡されておりますと、その成り立ちの経緯も含め

まして、その必要性について平成２８年６月議会で質問を行いました。 

  その際の前任の方の答弁は、「学校運営協議会の保育園版のような保育園運営協議会

を設置すればというご意見だと思いますが、現在は各保育園ごとの保育園運営協議会の

設置までは考えてなくって、現在あります香美市保育園運営委員会設置要綱を少し一部

改正しまして、この運営委員会で保育園運営についての必要な事項などを協議していき

たいと考えています。」というものでした。この答弁に対して私は、なかなか前向きで
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いいですね、よろしくお願いしますというようなことだったと思います。 

  そこで、このことに関連して順次お尋ねをしたいと思います。 

  まず、①です。 

  要綱のどの部分を改正して、どのような協議を行ったのかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   山﨑眞幹議員の保育園運営委員会をめぐってのご質

問にお答えいたします。 

  要綱の改正は行っておりません。保育園運営に係る課題等につきましては、園長会等

の場で協議しておりますので、今後早い時期に必要な部分の改正を行い、委員会を立ち

上げていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   改正してないということだったんですが、前担当の方とのじ

ゃあ、そこにそごがあると思いますが、その件に関して何かありますか。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  この保育園運営委員会を立ち上げるという経過と申しますか、これは昨年のご質問の

とき、あけぼの保育園問題が起こったときのご質問であったと思います。その後、年度

末には調査報告も出されて、それから、検討委員会を立ち上げていかなければならない

という協議はしてきていましたが、若干進展がおくれておるということでございます。

これから進めてまいります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   そのときの問題とは別のところで、このお話を私はしたよう

な思いがあります。 

  次の質問にもかかわってくるわけですけれども、この保育園運営委員会っていうもの

は、香美市すこやか子育てプランをつくるまでのさまざまな努力の結晶、それは３者に

よる努力だったんですけれども、保護者、そして保育園、そして行政、３者が協議をし

て、そもそも平成１６年８月から平成１７年３月の間に保育所改革検討委員会っていう

のがありまして、それで８回の協議をしました。そして、その提言を受けて平成１７年

７月から平成１８年３月にかけて設置された保育所改革推進委員会っていうものがあっ

て、それは７回協議をして、最終的に土佐山田町すこやか子育てプランをそのまま引き

継いだんですよ。そのときは保育所の再編と、そして新たな保育サービスをどのように

実現していくかと。保育サービスというか保育園の内容については、さまざまな意見が

あるということはご存じですよね、昔から。平成６年からやっているんです、これ。お

化け屋敷どうするとか、いや、笑っていますけど、そうじゃないですよ。呼び捨ての件
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はどうする、歯磨きどうする、プールで水着じゃないので泳がせるのどうする、それは

保護者からさまざまな意見があって。そこで保育園としては、みずから考える保育の考

え方がありますので、なかなかそこでハードルが高くてお話し合いできなかった。でき

なかったけども、その保育所の再編をめぐって保護者も一応納得して、じゃあこの保育

園運営委員会の中でそういう問題も常時話をしてやりますよねっていうことで、実はで

きた会ながですよ、この保育園運営委員会っていうのは。 

  それで、今改正してないって言いましたけど、条例の中で今ないんです。知っていま

す？香美市の条例の中に今、この保育園運営委員会設置要綱がなくなってます。要綱で

すから、別に議会に相談しなくてもいいんですが、ないんです。前回の平成２８年６月

に質問にしたときにまだあったんです。１年以上たってこの状態であるということは、

この委員会の重要性について、あんまり認識がないということでもあると思います。 

  それを前段述べまして、次のじゃあ質問に行きますけれども、②です。 

  本市では、中学校を頂点とするコミュニティ・スクールの実現を目指していることか

らも、就学前に幼保にあっても、運営委員会を設置して保育内容の承認を受けたり、運

営に関する意見をもらうことは、信頼関係を保ちながら、みんなで子どもたちの育ちの

見守ることにつながり、設置に向けた取り組みがあってしかるべきだと考えますが、見

解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  香美市の目指す保育の方向性といたしまして、地域と協働するコミュニティ・スクー

ルの考え方を取り入れることも必要であるとは考えております。考えてはおりますが、

現在の保育園が園区を指定しておらず、必要なサービス内容に応じて保護者が保育園を

選んでいる状況です。このようなことから、まずは香美市全体の公立保育園としての保

育のあり方、保育内容等についての課題を検討していく組織として、保育園運営委員会

を位置づけていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   去年の６月議会です。その話のときに、前任者が割と前向き

な答弁したのは読んだんですよね？議事録読みましたよね。１年３カ月何してたんです

か。何してたんですか。わからん、私には。じゃあ、その運営委員会はいつやるがです

か。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   まずは、その調査委員会の報告を待つというのが１

つあったんですけれど、それからにしてもおくれておりますので、年度内には立ち上げ

て行っていきたいと考えております。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 
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○４番（山﨑眞幹君）   コミュニティ・スクールを推進するという立場で、片地小学

校は最初にコミュニティ・スクールを立ち上げさせていただきまして、片地の子どもを

育てる会の中に常に片地保育園の園長さんも入って、さまざまなコメントを述べられて

います。その会にも教育長さんも何回か来られて、そのコメントも受けてると思います。 

  そういうことも含めてこういう会の必要性ですよね、それについて教育長はどのよう

にお考えですか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えいたします。 

  この運営協議会の組織そのものは、とても大切だと思っています。１つは、本当は理

想的に言えば各保育園に運営協議会があって、その中でそれぞれの園のことを協議する

ことも大事だと思っていますが、これは今すぐというのはちょっといろんな事情があっ

て、なかなか形になるのが難しい状況もあります。 

  今、課長が申しましたのは、市全体の運営協議会は、この３月にあけぼの保育園問題

の最終的な調査委員会の報告が終わった後、どうしても保育園のこれからの運営につい

て、いわゆる保育内容のことを中心とした議論をしていかないといけないということで、

仮称でしたけれど、保育園協議会を立ち上げてやっていきたいというお話をしたことで

した。それはできるだけ早くということで今考えているところなんですが、少し別の協

議会の立ち上げもあったりしておくれていまして、今暫時この協議会を立ち上げようと

思って準備をしているところです。今年中には立ち上げます。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   よろしくお願いします。 

  先ほども少し言いましたけど、私が最初の土佐山田町の保育所改革検討委員会ってい

うものに参加したのが、たしか平成６年やったと思います。その段階で、もう既に先ほ

ど言われて保育内容についてのさまざまな疑義が保護者の中から出てました。でもそれ

は常に、その声が結局執行部には上がらないというか、執行部は何か保母さんには遠慮

しているというか。そこの部分を何とか突破するというためにずっと苦慮してきたわけ

ですが、たまたま平成１８年に保育所の再編問題がありまして、駅を挟んで南北に少し

大き目の保育園をつくるということの中で、保護者は最初反対していたんです。でもさ

まざまな話し合いをする中で、じゃあわかりましたと。そのかわりそういう内容につい

て、常に話し合いをする場を設けてくださいねということは、その流れの中できちっと

３者の間で確認した話なんです。それを１０年以上もほったらかすというのは、僕はそ

れはちょっとまずいんじゃないかというふうに思いますので、ぜひ年内にやるというこ

となんで、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  香美市立図書館建設用地選定をめぐってでございます。 

  まず、９月６日の議員協議会で、新図書館及び美術館収蔵庫の建設に向けた取り組み
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について説明を受けたことからお尋ねをするわけですけども、最初に、候補地評価票に

関連してお尋ねをしたいと思います。 

  前回の用地検討は、平成２８年２月２６日から５月２日にかけて、庁内９名の検討委

員の方が、交通条件、環境条件、立地条件、他計画等との調整条件、経済的条件（土

地）、取得の条件、施工条件という７つの評価項目について５点の持ち点を持って評価

をしまして、点数の高かった３つの候補地を選び、最後には各委員が１票を持って挙手

を行いまして、票の多かった場所を優先候補地としたという経過であったというふうに、

このように理解をしております。 

  このことに関連しまして、平成２９年２月１５日付の高知新聞では、「香美市新図書

館の予算提出断念 用地選定方法の批判を受け」と、このような記事が掲載されまして、

２月１３日の検討委員会の委員の声として、自分たちも用地選定に加えることができな

かったのか、候補地の合理性があるとわかるよう詳細な選定経過を明らかにしてほしい

という意見が紹介をされておりました。 

  ９月６日の議員協議会の経過説明の中で、８月２８日の建設位置検討部会で作成され

た新図書館等建設候補地評価票が示されました。その内容については、土壌・土地・土

地上物、土地形状、環境、周辺状況（狭域）、リスク、インフラ、法規制等、そして周

辺状況（広域）という８つの評価項目につき細目を示しまして、それぞれに配点を置い

て評価する方法となっており、前回の評価に比べて得点についての客観性、合理性が担

保できるのではないかと思われるものとなっております。 

  まず、そこでお尋ねをしますけれども、評価票を作成したメンバーについてお尋ねを

したいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   山﨑眞幹議員のご質問にお答えします。 

  メンバーは建設位置検討部会の７名です。内訳は高知工科大学教授、教育委員、図書

館協議会委員、地域コーディネーター、県立図書館チーフ、図書支援員、美術館運営審

議会委員長です。  

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   それでは、②に移ります。 

  この８つの評価項目が構えられています。例えばリスクという項目がありますけども、

その中に津波、落雷、台風ルートというような、どこでも一緒みたいなところがあった

り、それも含めてほかにも幾つも、これあえて項目に入れる必要がないというものも私

自身はあるんじゃないかと思いますし、また、この評価票の中に例えば評価外でありま

すとか非評価というようなものがあるんです、中にまじっています。このようなものを

この評価票の中に残す必要性があるとは思えないです、私は思えない。だからこれ、私

個人の見解としては、これもうちょっと整理してやったほうがいいんじゃないかと思い
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ますので、そもそもこの評価票は、どっかの先例を参考にしたものかどうかということ

をお尋ねしたいと思います。部会で決めたということなんですけども。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  評価票は先例を参考にしたものではなく、ＣＭ業者が用地選定に必要な評価項目を作

成しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   ＣＭ業者が作成したということで、多分ＣＭ業者はどっかの

やつを引っ張ってきたと思うんですが、さまざまな評価項目を見ると。先ほども言いま

したように、おかしなところが私から見るとあるんで、ひょっとこれ部会の中でこの持

ってきたものを検討せずに、この評価項目について部会では、そのままそれでよしとい

うことになったんですか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   それにつきましては、委員７名の方にＣＭが提

示したものを１つずつ説明しまして、それについては採用していくということで検討は

しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   部会の議事録が出てないんでわからないんですが、私みたい

な、これ要らんのじゃないのとかいう話はなかった？その７名の検討委員から。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   そのときにはなかったと記憶しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   なかった。不思議ですね。 

  ③に移ります。 

  前回は９名の検討委員が７つの評価項目について、５点の持ち点を持って評価したと

いうことですよね。今回の細目の部分に当たるところについては、委員の持つ５点の中

に含まれていて、必要に応じて多分コメントもされたんじゃないかというふうにも考え

るわけです。 

  一方、今回は最初の会でコメントで対応していた部分については、細目ということで

見える化が行われていて、そのことで見える化を行っているというふうに思うんですが、

それに加えて今回ちょっと変わっているのが、重みづけを意図した乗数、これは得点に

対してちょっと重みづけしようかという乗数が設定されているわけです。 

  そこでお尋ねをするわけですけれども、この乗数について、これはアンケート調査等
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の意見を反映したものか、もしくは評価者（部会のメンバー）の優先順位（重みづけ）

を反映したものか、その乗数の重みづけの根拠をお尋ねしたいと思います。 

  でもさっきの答弁では、あんまり検討してないんじゃないかな、委員さんは。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  乗数は評価票を作成したメンバーで協議し、重みづけを行っています。市民アンケー

トでは、交通の利便性や安全性といった項目が支持されており、また移動手段は徒歩、

自転車、自動車によるものが多いなどの結果が出ています。そこで、乗数が最も高い周

辺状況の評価項目は、交通状況や接道、歩道状況などを評価したもので、アンケートの

意見とリンクしており、乗数を高めた評価は適正であったと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   一定、乗数については検討したと。 

  それでは、最初のこれを提出したときに乗数はなかったですか。 

  資料を持ってきた？ 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   最初のときはちょっと記憶しておりませんが、

ちょっとそこなくは確認したいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   変更したのかしないのかというところなんですけれども、こ

の乗数については、さっきの課長の公共交通とかの話については、今のちょっと答弁と

違うんじゃないかと思うところがありまして、１つは交通関係についてのことなんです

が、これは今の担当課長が本当に情報公開に対して熱心にやってくれていますので、そ

こはすごく評価します。その中で委員会の議事録が出ています。その議事録を読みます

と、ＣＭさんはこういうふうに言っているんです。アンケート結果では、公共交通機関

を利用される方はほとんどいらっしゃらない。公共交通機関の便利なところに置いても、

利用されない方が多いかもしれません。実際、香美市の場合、公共交通機関がそんなに

便利に発達していないので、なかなか使いにくいということがあります。それと、今後

議論する中では、公共交通機関をどこまで重視して話をするか、公共交通機関の利用者

が多いかどうかというところは考えていかないといけないと思いますとこのように、こ

れは７月１８日、第９回のところでＣＭの方がまとめとして言っております。 

  公共交通機関については、確かに例えば周辺状況協議のところで交通状況、進捗状況、

バスがあるかないかとかいう話ではないんですが、出入りしやすく安全性も優れ、３の

乗数が余り、ここではそういうふうにちょっと考えないかんよって言ってることについ

ても３の乗数があります。 

  それで、あとこの乗数に関して言うと、例えば環境の部分です。環境の中で眺望、眺
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め、見晴らし、眺望について特によい、優良が２で、それに対する乗数が２というふう

になっています。これなんかを見ると前回の計画を思い出すんです、Ａコープの計画。

眺めいいですよっていうのを全面的に出してましたよね、あのとき。だから、本当に図

書館は眺めのいいことが乗数２に当たるようなことなのかなとか、「静寂性、静寂のよ

い環境に対してプラス評価とする」。もちろんそうですけど、静寂性っていうのはいろ

んな建築のやり方によって保てる分というふうに私は思ったりする。それの乗数が２で

あったり、「緑の多さ、周辺に緑が多い環境に対してはプラス評価とする」、これも乗

数が２であったりするわけで、何かよくわからない。それは個人的な感想になるかもし

れません。 

  結局何が言いたいかっていうと、この評価票には加点評価と減点評価があります。ゼ

ロベースで評価するものと減点する部分もあるがです。だから、そういうふうに、これ

最終的に８つの項目のポイントを合算してトータルで多分評価すると思うがですが、そ

ういうやり方について、そのことが同じ点数でも意味合いがちょっと違うと思うので、

いいのかどうかのちょっとよう判断せんがですよね、私自身は。 

  そんなことについては話し合いとかしました？その合算の仕方でいいのかどうかも含

めて。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  乗数の重みづけにつきましては、建設位置検討部会において検討しまして、周辺状況、

環境、土地形状には乗数が必要であると確認し評価しております。 

  環境項目のうち加点される評価項目は、先ほど議員が申されましたとおり眺望、静寂

性、緑の多さです。先ほども申しましたが、部会においてこれらの重要度が協議された

結果、環境においては乗数が２となっております。 

  また、評価結果等につきましても建設等検討委員会に諮り、承認をいただいておりま

す。 

  先ほどもまた議員が言われておりますが、十分な評価であるかないかについては、そ

れぞれのご意見はあろうかと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   わかりました。乗数のあり方も含めて全部検討委員会の承認

事項、了承事項であるということですよね。じゃあ、そのように理解をします。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  ④、９月６日の議員協議会の中では、教育委員会は市民アンケート及び評価報告書等

を参考に順位づけを行い、最終候補地は年内に決定したいと考えておりますとこのよう

に説明を受けました。 

  評価が終わって決定に至るまでの手順を再確認するという意味で、どのようにされる
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のかをお尋ねをしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  決定に至るまでの手順につきましては、教育委員会において最終候補地を選定し、市

長に報告しまして承認を得ましたら決定となります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   ちょっと、建設位置検討部会があって、それで建設等検討委

員会に報告して、ここまで９月５日の分までは終わったと。これはもう検討委員会では、

この評価票に沿った（資料を示しながら説明）評価はもう出しているの？ 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   評価につきましては８月２８日に評価を行いま

して、それで９月５日の建設等検討委員会にその評価を提示しまして、それで確認して

いただいて、そこでもう決定という形をとってます。そして、９月５日の評価票とそれ

からアンケート内容等については、９月８日ですか、教育委員会のほうに建設位置検討

部会の委員長から教育委員会委員長に対して、こういう評価をしましたという報告を手

渡ししております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   ということは、あとはこれで言うと最終的に教育委員会の中

での協議になると、今その段階であると。 

（生涯学習振興課長、岡本博章君、自席にてうなずく） 

○４番（山﨑眞幹君）   そういうふうに理解しました。 

  それでは、（２）です。 

  （２）の①ですけれども、建設位置につきましては、まちづくり委員会や市民懇談会、

またアンケート調査の自由記述においてもさまざまな意見が寄せられております。まち

づくり委員会では、寄せられた意見の１６のうちの８、市民懇談会では４８のうちの１

９、アンケート調査の設問８の自由記述では５８のうち２８、設問２４の自由記述では

２５７の５０、この意見が全部建設位置に関する意見でした。トータルすると３５０あ

ったさまざまな意見の中で１０５の意見が位置についての意見でありました。 

  でありますから、最後、教育委員会がこれをどういうふうに考えるかと、見える化さ

れたそれぞれの候補地の評価がこうです。そして、市民の建設位置に関する意見はこう

です。それをどうするのかということについて、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  候補地選定においていずれも貴重な意見として捉えていますので、まちづくり委員会
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や市民の方々からいただいたご意見は大変重要な検討材料でありますので、有効に活用

していただくよう、教育委員会に提案していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君 

○４番（山﨑眞幹君）   教育委員会に活用していただけますようというのは、教育委

員会っていうのは教育委員さんも含めて、教育長も含めて５人でしたっけ。 

（生涯学習振興課長、岡本博章君、自席にてうなずく） 

○４番（山﨑眞幹君）   じゃあ、５人の方はなかなか重たい使命を得るということに

なりますよね、こりゃあ大変ですね。 

  じゃあ、有効に活用していただきますようと言われましたので、どうやって有効化す

るかということについて、次の②の質問です。 

  庁内の人事異動の後の第７回の委員会、これは本当に今の担当課長いいと思うんです

ね、詳細な議事録をちゃんと全部公開していますので、すばらしいと思います。４月２

５日のコンストラクション・マネジメントの方の今後の用地選定方針についての基本的

な基準や今後の流れを説明された段がありました。その中で用地選定に透明化の確保と

市民意見の反映が、大きな２本柱であるとそのＣＭさんは言っておられます。 

  その中で、透明性の確保は市民懇談会やホームページなどにおいて進捗の報告、これ

はされてますよね。第三者機関としての建設等検討委員会内の建設位置検討部会によっ

ての評価。評価の仕方も建設位置検討部会のほうで決めた内容を建設等検討委員会で検

討していただくと、これは透明性の確保です。そして、市民意見の反映については、市

民懇談会以外に市民アンケートとして意見聴取を考えている。アンケートで用地につい

ての自由なご意見があれば、位置検討に反映させていこうと考えていると説明をされて

います。 

  ということは、ずっとその後、この２本柱に沿って進められているということであり

ますけれども、この施設を利活用する市民の寄せられた意見、ここは大いに尊重しなけ

ればいけないと思います、当然そういうふうに考えられていると思いますけれども。市

民の意見の反映についても、やはり見える化ですよね、それをどうするのか。評価の乗

数に加えるとか、それは教育委員会が最終的に判断するわけですから、事務局が何とか

工夫してしなければならないことじゃないかなというふうに思うんです。 

  そういう意味で見える化の工夫を行って、意見１０５もありました。客観性、合理性

を担保する必要があるのではないかというふうに考えますが、そのことについて、事務

局を担当する担当者の意見をお伺いしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   全く議員の言われるとおりでございまして、市

民のご意見は先ほど申し上げましたとおり重要でありますので、意見に対する評価方法

については、教育委員会に諮り、慎重に検討したいと思います。 
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  加えてそれをどうするかというご質問もありましたので、あわせて答えさせていただ

きます。 

  まちづくり委員会、市民懇談会、アンケート調査の意見等については、事務局のほう

でもう少し取りまとめを行いまして、慎重な意見を候補地の判断材料として教育委員会

に提出し、協議検討を行っていただくように検討したいと考えております。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   一方が評価は点数ですよね。総合点数？それも含めて後で答

弁してください、点数。そして、この市民の意見についてはコメント形式にするのか、

割と具体的にどこがいいって言ってる意見も割とたくさんあります。そういうことにつ

いて、例えば具体的な場所を言われた意見については乗数を加えるとか、そういうこと

も含めて事務局はやっぱりそこについて心を砕かなければいけないし、このことに関し

ては、建設等検討委員会の皆さんの意見もやっぱりいただかなければいけないんじゃな

いかというふうに私は思いますけれども、どうですか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   ９月６日の議員協議会で提出しました候補地５

つについては点数化でやっておりまして、今度議員が言われるようにアンケートの言葉

ですね、言葉につきましても、ちょっと言葉を点数化にするかっていうのはちょっと難

しいようなところもあるかもしれませんけれど、教育委員会に諮り、委員の方にはしっ

かりと検討していただくというような答弁しかできないと思います。事務局のほうでは、

こういうやり方がいいんじゃないかというようなことで提出資料を求められた場合には、

随時教育委員会のほうに提出して、公正な立場において候補地が決まっていくことが望

ましいので、そういう方法をとりたいと思ってます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   教育委員会の皆さんは一定評価が出たら、点数であらわされ

たら、確かにその後の事業のことはあるとしても、これがもとで決まるんじゃないかな

というふうに思われることもあるかもしれんですよね。そうじゃなくて、確かにある意

味客観的なことはこととして、でも今利用している人、これから利用しようとしている

人、市民の皆さんの意見というものはやっぱり最大限、さっきも言いましたけど生かす

必要があると思うんです。例えば、人通りの多い場所へ建設してほしいとか、できれば

今の図書館に近いところがいいとか、人口が多く利用率が高い場所がよいとか、いろい

ろ言ってます。それをやっぱり見える化することが全てではないと思うけど、何かそれ

を工夫せんとですよね、同じ土俵にのれんがやないです？ 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   今ここでその方法論について、ちょっと提案と

いうか答えれません。これについては、同じ答弁になりますが、議員のご意見は教育委
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員会に持ち帰って委員に報告をしまして、しっかりと検討を行いたいと考えております。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   教育委員会に持ち帰るということなんで、教育長の意見を求

めます。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   大事なご意見ありがとうございます。 

  教育委員会のほうに先日、この検討の後を引き継ぐ形でいただきましたので、会をこ

れから何回か重ねながら、理解が得られるような内容のこと、見える化していきたいと

思っているところです。 

  教育委員会の委員のほうも今までの資料を全部読んでいまして、全体像はつかんでい

ますけれども、数値化できるところは数値化する、どういう意見がどれぐらいあったか

というようなことはとても大事ですので、特に市民アンケートにつきましては、とても

大事に扱っていかないといけないと思っています。 

  それから、市民懇談会等ほかにもご意見もいただいたりしていますので、参考にでき

るところはできるだけ参考にさせていただくとともに、最終的には決定ですので、なる

ほどと思っていただけるような議論の過程を経ていかないといけませんので、そこは委

員長のほうも厳正にしっかりと検討していこうということで、回数が何回か必要だろう

ということですので、少しお時間をいただきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   これまでの議事録、特に一度白紙に戻った後の議事録を読ん

でも、建設等検討委員会の中の委員長さんの意見でも、ちゃんと説明責任の果たせるよ

うなことにしてほしいというふうなことがありました。そのことがすごく大事なんで、

今言われるように、結局市民は１００近くの意見を言ってるわけですから、それに対し

てに何かきちっと、意見はこうでしたということだけで、最終的に言った意見と違うと

ころが選ばれた場合、市民の方にどう説明するかというところですよね。そこのコンプ

ライアンスというか説明責任が果たせるように私もしていただけたらいいので、本当に

慎重に協議をして、建設等検討委員会の意見も聞く必要あるんじゃないかなと、私は個

人的に思います。 

  それを含めて教育委員会の最終段階では、前回評価されて今回その項目がない他計画

等との調整条件であるとか、これは場所についていろいろ細目じゃなくて、それ一覧表

に少し付加されている部分、例えば市街化調整区域であるとかいろいろ、何分、何キロ

とかそういうこともあるんですけれども。経済的条件、これは含まれてなかったんです

が、そういうことも加味するとともに、やっぱり最初の段階の文化施設検討委員会の報

告書に書き込まれております「文化施設がまちづくりの核として機能し、人の流れやま

ちの活性化につながっていく事を期待する。」とこのように書き込まれております。つ
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まり、その施設を中心にどのようなまちづくりを展開するのか、どのような人の流れが

予測されるのかも重要なポイントとなると思いますので、そのようなことについてもぜ

ひ教育委員会の中で最終的に、もうその評価は出てるんで付加していただいて、検討い

ただきたいというふうに思いますけれどもいかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えをいたします。 

  経済的な条件につきましては、建設位置検討部会だったり建設等検討委員会のほうに、

そこを土台にして話をするというのは非常に負担もかかるということで、建設等検討委

員会の方々は、どういう図書館が香美市にあれば香美市が活性化するかということをず

っと考えながら今までやってきてくださった方ですので、位置の検討の要件の中に経済

的な条件は抜きました。これは、これから行っていく教育委員会のほうで責任を持って

するべきことだろうということで点数化もしていません。 

  あと、今後につきましては、さまざまな要件もございますし、ご意見をまちづくりの

ほうからもたくさんお聞きをしたりして、全体を整理しながら来ているところですので、

それが十分な説明になるようにしっかり検討していきたいと思っています。 

  もともとこの図書館は市民が使う図書館で、香美市の知の拠点になる、本当にここを

中心にしながら文化を高めるという思いでみんながやってきたものですから、そういう

意味で精いっぱいの検討をしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   市民の皆さんの期待にしっかりと応えるように、説明責任の

果たせるように、適切な検討が行われますようによろしくお願いをいたします。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  続いて、婚活事業をめぐってです。 

  きょうの新聞にも婚活の記事が、「参加者集めに悩みも」って出てました。その前の

９月１０日付の高知新聞にも「結婚 市町村５３％が支援、延べ３７万人参加」こうい

うような記事も掲載されました。 

  本市でも婚活事業を総合戦略の１つと位置づけまして、鋭意取り組みを行っているこ

とでございます。そこで、昨年度３組のカップルが誕生した香美市主催の交流婚活イベ

ントに関連して、少しお尋ねをしたいと思います。 

  ①です。 

  婚活である以上は最終的にカップルが成立して結婚という、こういう成果を望むわけ

ですけれども、そのことも含めて昨年度誕生した３つのカップルのその後を、わかる範

囲で構いませんのでよろしくお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   山﨑眞幹議員の婚活事業をめぐってというご質問に

お答えします。 
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  昨年１２月に開催いたしました市主催の出会いイベント「クリスマスキャンドルｉｎ

龍河洞２０１６」では、男性１０名、女性９名、合計１９名の参加があり、３組のカッ

プルが成立いたしました。カップルに対しましては、イベントに参加した方の出会いを

交際、結婚へとつなげるための支援をするイベントサポーターが、その後の交際フォロ

ーを行っております。イベントサポーターは、イベントから１週間後、１カ月後、３カ

月後、６カ月後に交際の状況をメールで確認いたしますが、１組は男女どちらからも返

信がなく交際に至らなかったと思われます。また、残る２組も１カ月後の確認メールで

交際に至らなかったと報告がありました。なお、このうちの男性１名は、本人のご意思

によりまして、地域づくり支援員が登録しております婚活サポーター制度を活用いたし

まして、結婚へ向けて取り組まれております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   これ参加したらなかなか大変ですよね、ずっと後追いで。 

  ちょっと済みません。これ議長に怒られるかもしれません。そういう話は最初からし

ています、イベントの手前に。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えします。 

  詳しいことは多分言ってないとは思うんですけれど、カップルになられた方について

は、こういうふうな形でメールをまた１カ月後とかにはさせていただきますということ

は、ご理解いただいておるところでございます。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   なかなか、そこそこという評価でいいのかもしれませんね。 

  じゅあ、②に移ります。 

  本年度は３回のイベントの開催を計画しているとのことでしたが、その第１回目の

「ＣＨＡＲＩ恋２０１７」開催のお知らせが現在ホームページ上に掲載をされておりま

す。ちなみに昨年度のキャンドルナイトｉｎ龍河洞２０１６では、事業費が１１万

７,３５０円ということでこれは報告を受けてるところなんですけども、そのうちの市

費が３５０円、県費が７万７,０００円、参加者負担金が４万円ということで、１９名

だと、２,０００円だとするとちょっと計算が合わんという気がして、それは別にして、

となっています。 

  ＣＨＡＲＩ恋２０１７に係る経費の内訳と、残りあと２回多分予定してると思うんで

すけれども、それについても同様の内訳のご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   お答えいたします。 

  ＣＨＡＲＩ恋２０１７は、イベント企画運営会社が実施しておりますサイクリングで

物部川湖畔をめぐる「Ｃａｆｅチャリ」を取り入れたイベント内容としておりまして、
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イベント企画運営会社と委託契約を締結しております。 

  費用の内訳は、事業者への委託料２１万５,４６０円、消耗品費１万円、ポスター・

チラシ印刷代３万９,１２３円、イベント保険料４,０００円、参加者飲食代３万円で合

計２９万８,５８３円となっており、参加費は１人３,０００円ということになっており

ます。 

  残り２回のイベントは、１つは昨年と同様にクリスマスキャンドルｉｎ龍河洞２０１

７を１２月２３日土曜日に行うよう予定しております。キャンドルづくり体験やカフェ

でのフリータイム、龍河洞入洞を予定しており、２０代後半から３０代の独身男女各１

０名を募集いたします。 

  費用は、司会者及びキャンドルづくり講師謝金５万円、消耗品費１万円、ポスター・

チラシ印刷代７万８,８４０円、イベント保険料１,１００円、入洞料２万３,０００円、

飲食代２万円、キャンドルづくり材料代２万円の合計２０万２,９４０円となっており、

参加費は１人２,０００円となっております。 

  もう一つは、べふ峡温泉でのジビエ料理と農林漁業体験実習館でのそば打ち体験をテ

ーマにしたもので、４０代から５０代の独身男女各１０名を募集しまして、平成３０年

３月１１日日曜日に開催を予定しております。 

  費用は、司会者及び運営補助者謝金３万５,０００円、消耗品費１万円、ポスター・

チラシ印刷代７万８,８４０円、イベント保険料１,１００円、バス借上料８万１,００

０円、飲食代３万円、そば打ち体験料４万円の合計２７万５,９４０円となっており、

参加費は１人２,５００円となっております。 

  なお、これらのイベントは、高知県出会いのきっかけ応援事業費補助金、県の補助金

を活用しておりまして、補助額は３０万円となっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   ３０万円ということは、それぞれじゃないよねこれね、全部

で３０万円ということですよね。 

（定住推進課長、中山繁美君、自席にてうなずく） 

○４番（山﨑眞幹君）   はい。わかりました。 

  今度のやつは、Ｃａｆｅチャリをやってる株式会社わらびのに委託をして、あとは自

前でやるというか、それでやってるということですよね。４０代、５０代もということ

ですが。 

  ちょっとそれに関連して、新聞記事にもよると「参加者集めに悩みも」というような

ことでどこもなかなか悩みも持ってまして、前回の龍河洞でやったときは、一応男性は

香美市内ということでやったんですが、ほかのところ見るとなかなか集めにくいき、も

うちょっと幅を広げゆうというようなところもあるみたいですが。今回はどうです、香

美市は。一応市内で人がふえて、子どもふえてほしいという意味合いでやりゆうと思う
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んですが、男性、女性に対する募集の要件というのは、何かあります？  

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   一応、香美市優先ということにはしております。せ

んだってでは、チャリコイのほうについては現在５名ぐらいは希望が今おります。参加

者のほうが入っております。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   優先ということは、香美市じゃなくても、もうしょうがない

ぞというようなことですか。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   あくまで香美市の方に出会いのきっかけの場という

ことでやっておりますので、香美市の男女ということにはしておりますが、どうしても

少なからず集まらない場合につきましては、ほかの南国市さんとか香南市さん、よそか

ら来る方に対してもオーケーということにしております。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   きょうの記事だったかな、広域での取り組みみたいな話が少

し出てますよね。結局何か、地元のそういうところには行きづらいとかいう話があった

りするらしいですよね。だから、お互いそこはちょっと話し合いをしてやったらどうか。

どの自治体も自分ところにそういうカップルがふえて、そこで子どもができてというふ

うなイメージでやってるので、そういう方向性というのは少し検討されてます？  

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   私どもも今年に入って広域のほうもいろいろ考えて

おりまして、まず出会いイベントではないんですけれども、９月２４日にサザンシティ

ホテルのほうでマッチングの出張登録会というのを香南市、南国市、香美市の３市、そ

して県も一緒に合同で、１日での出張登録会というのを企画しております。これは広報

の９月号にも載せておりまして、それぞれ１対１の出会いをサポートする、これは会員

制のお引き合わせのシステムということになっております。 

  また、来年度以降、南国市、香南市、香美市という３市でも広域連携でやってきたい

ということは、それぞれの担当のほうとも話をしておりますので、今後、検討課題とい

うことになろうかと思います。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   県の補助金が３０万円あるとしても、あとは本市のお金でや

っていて、やっぱり費用対効果をこの場合言うのはどうかとは思うのですが、余りそう

いう成果が出ないときにはどうするかっていう、そういう判断を迫られた自治体もある

ということなんで、そのことにもつながりますので、ぜひさまざまな工夫をして頑張っ

てほしいというふうに思いますので。 

  それでは、次の質問に移ります。 
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  次に、観光振興と観光協会をめぐってという質問でございます。 

  本市の観光振興につきましては、観光協会にその役割を大いに、期待をずっとしてき

たし、してるところが大きいわけですけれども、一方で県のほうの産業振興計画の絡み

もあったりするところで、ものべみらいという持株式のホールディングカンパニー式の

会社による取り組みが、本市の主要観光施設であります旧セレネを中心としたやなせた

かし記念館周辺でありますとか、それから龍河洞周辺ですね、進んでいるわけです。 

  これらのことから、本市における今後の観光振興の方向性と、その中で観光協会に期

待される役割というか、担当課として期待してる役割について、少しお尋ねをしてみた

いと思います。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   山﨑眞幹議員の観光振興と観光協会をめぐってとい

うご質問にお答えいたします。 

  現在、ものべみらいは、物部川流域の主要観光施設の個別活性化とともに、物部川流

域全体として、全国に向けた発信力の強化に取り組んでいるところです。 

  今後、本市における観光振興は、広域観光の推進と着地型・体験型観光の推進が必要

であると考えております。 

  その中で、観光協会には、香美市における着地型・体験型観光の推進のため、今ある

観光素材の磨き上げとともに、新たな観光素材の掘り起こし、それをもとにした着地

型・体験型観光の仕組みづくり、及び市外に向けたきめ細やかな情報発信を期待すると

ころです。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   適切な切り分けであるというふうに私も思います。 

  観光協会、ちょっといろいろ、平成２４年に一般社団法人化したんですけども、その

後少しごたごたしまして、なかなかスタートができませんでした。逆にある意味マイナ

スのスタートになってしまったという実は経過も、当然ご存じだと思いますけれども。

その中で２年かかって旅行業の免許も取りました。メンバーが１人やめてしまいました

けどもね。それは残念な話ですけれども、あと１人は残っていますので。そういう意味

で従来からあった、その前の雇用創造協議会のときからもそういう着地型の観光という

か、地元の素材に光を当てたツアーみたいなものはずっと考えていまして、最初のころ

はやっていたんですけれども、さまざまな事情でもう途中で頓挫して、それがずっと放

りっ放しになってしまったというふうに、そういうような理解です。 

  ただ、最近ものべみらいが県の後押しもあって、この間もアクションプランに龍河洞

周辺の活性化が追加されたというようなことで、いよいよ姿をあらわす。変な言い方で

すけど、頑張ってるというふうに私自身も評価しています。 

  それで、この間ある意味少し驚いたことがありまして、この間といってもほんのあれ
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ですけど。きょうの新聞に出てましたよね、「かほく星空劇場」、これ（資料を示しな

がら説明）。それまではさまざま補助金があって、それでやってたイベントを地元の青

年団がほぼ自前でやった。こういうふうに広告もとってやったイベントで、この広告の

１つに株式会社香北ふるさとみらいというのが入ってまして、その中の今、社長の方が、

どういうふうなイベントにするのかということについて話し合いをして、計７回の協議

を持ったらしいです。それはこの間の星空劇場の映画の前に、こういうことで今回はや

ってますという説明の中で、青年団団長さんである方がそういうのを発表してました。 

  その中でやっぱり、ものべみらいが目指してるいわゆる「もの ’べ ’がたり」、高知物

部川パパママキッズもの ’べ ’がたりというコンセプト、これがこの星空劇場に見事に生

かされてまして、行かれた方いるかどうかわかりませんが、きょうの高知新聞の写真は

全体を捉えれてなかったですけども、写真撮った人もいますけどすごいですよ、僕が見

る限りは二、三千人いました。その方たちが、じゃあ皆さんどっから来ましたかと司会

の方が聞いてました。まず、香北の人あんまりいない、香美市の人あんまりいないんで

すよ。周りは香美市外の方がほとんど。そういう若い子連れのカップルが二、三千人で

した。僕もカウントがちょっと違ってるかもしれませんが、あそこの芝生広場が満杯に

なって、そして、食べ物の屋台もあったんですけどあっという間に間に合わなくなって、

かき氷屋さんは最後まで入ってましたけども、そういうような状況です。 

  だから、これは新しいザ・シックスダイアリーかほくホテルアンドリゾートもそうで

すし、龍河洞の活性化についても同じコンセプトで取り組んでます。だから、県外のい

わゆる２０代、３０代の子育てをしているカップルについて、ここでさまざまな体験を

してもらって、６つの体験ですよね、もの ’べ ’がたりという。僕も最初はちょっと頭ひ

ねってたんですけど、でもそういうことを見ると先ほど課長が言われたように外向けの

広域のことについては、やっぱりここに一旦任せて、足元の体験型のあれについては観

光協会にしっかりと軸足を移すというか、そういうことも含めて、今言われたようなこ

とを少し観光協会のほうにも伝えて、伝えてるかもしれません。やっていかれたらどう

かなというふうに思います。 

  そのことも含めて、最初の質問にまた戻るような形になりますけれども、ここそうい

う観光。ここはものべみらい、ここは観光協会というふうなことがちゃんと見えるよう

な、観光振興ビジョンというのがやっぱり要るんじゃないかなと。さっきの産業振興ビ

ジョンの中の観光部門であるわけですけども、そういうふうにも思うんです。 

  ちょっと関連みたいになります。再度のそういうビジョンが要るんじゃないかなとい

うことについて、ちょっとお返事がいただければ。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  議員がおっしゃられましたように、香美市の観光協会については紆余曲折ありまして、

現在の状況で頑張っていただいております。それで、ものべみらいにつきましては、当
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初の計画どおりといいますか、広域に情報を発信していただいて現在の状況になってお

りますので、おっしゃられましたビジョンというのは必要と思いますし、観光協会につ

きましても、ものべみらいは継続していくということですが、同じようなビジョンを共

有して香美市の観光情報を発信していただきたいと思いますので、ビジョン策定まで至

るかどうかわかりませんが、心の中ではずっと持ち続けていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   本当にここへ来て何かすごい大きなものが、観光に関して言

うとひょっとしたら動き始めているんじゃないかなっていう気がします。 

  特にホテルもそうですけど、今、龍河洞について、まちづくり協議会の中で情報があ

んまり表に出てこないんで僕らもわかりません。そこは何とか見える化してほしいがで

すけれども、大きな動きがあるようで、龍河洞保存会という組織のあり方が、なかなか

いろんな面で大変になっているというタイミングもよかったんじゃないかと思いますが、

高知新聞の記事にも出ていたように、あそこに新しい店がここへ来て急に３軒、４軒と

いうふうに出始めて、廃業される方がいる一方で新しく開業を目指す人もいたりして、

何かすごく動きがあるんです。ぜひ今、課長の言われたようにビジョンを持って、皆さ

んにやっぱりそこに参加する機会を与えて、龍河洞の活性化については、それまでさま

ざまにかかわって意見を言ってきた人たちも実はいるわけですから、今そういう人たち

について余り情報開示もされてないようなこともありますので、そういうことについて

もぜひ鋭意取り組んでいただければと、言ってることがちょっとわかりにくいかもしれ

ませんが、要は頑張ってくださいという話です。よろしくお願いします。 

  それでは、最後の質問に移ります。 

  最後に総合案内、これは３月議会でもお尋ねをしました。その後の経過等を、設置さ

れてからほぼ１年がたって、今の３名のメンバーでかわりがわりやりながらやってます。

その後の経過です。市民からの声、庁内の評価、そして今ある課題等、どういうことが

あるのか含めて、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   総合案内の評価について、お答えいたします。 

  総合案内の評価については、市民の皆さんから直接聞いたことはございませんが、庁

内からは、来庁者に対する気遣いや丁寧な説明をしており接客対応がよい。安心感があ

る。障害者への対応も職員が行くまで気長く対応してくれた。また、市民からの評判も

よいと聞いているなどの声があります。このことから、内外の評価は高いと感じており

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   市民の声については、市民の声という箱があったりするんで
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すが、そこには総合案内の話は入ってないという理解でいいのかということですね。評

価がよ過ぎると何かかえって心配になるがですけども、課題がないのかなと思いますが、

箱の話と課題はないのっていう。 

○議長（小松紀夫君）  総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  その意見箱のほうについては、総合案内の評価については、私が課長になってからは

なかったと思うんですが、総合案内が非常によくなったというような意見はあったと記

憶しております。 

  また、課題につきましては、やはり市役所の職務というのは多岐にわたっております

ので、そういった業務に精通してないとなかなか総合案内というのはできないというと

ころもございますが、昨年度から同じ方に引き続きずっとやっていただいておりますの

で、そういったスキルのほうも高まってきておりまして、今後ももっとこの業務のほう

に精通をしていただければというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   じゃあ、とりあえず対応とか来られた市民の皆さんに対して、

その市民の皆さんの様子を見ながら、この人についてはすぐ声をかける、結局そういう

話が要らん人もおったりする可能性もあるんよね。だから、その人のそれは経験値にも

よってくると思いますけども。ある人が入ってきたときに、ああこの人はここへ真っす

ぐ来るのか、それともどうなのかというようなことも、経験値を積めばだんだんわかっ

てくると思うんですよね。そういうことも含めて、その人に合わせて対応しているとい

うことが、庁内でもそういうふうに評価しているのか。それはしているというふうに認

識して、さっきの課題の中では、職務が多岐にわたってスキルも高まってきているが、

もうちょっと精通してもろうたらえいという話やったと思うんですが、課題がね、そう

いうことはいいのか。スキルというか職務に精通してないんで、なかなか言われたとこ

ろですぐそこの場所に取り次ぎができないとか、そういうことがまだ少しあるのかとい

う点に関連して、再度お尋ねをしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  総合案内の内部の評価につきましては、各課長さんに感想をちょっとお聞きしたわけ

ですが、その中で特に総合案内について課題や問題があるというようなご意見はなく、

先ほど私が答弁しましたような好印象の意見が全てでございます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ４番、山﨑眞幹君。 

○４番（山﨑眞幹君）   わかりました。 

  今これ本当に、私の知ってる範囲の声でも割と評価が高いんで、ぜひ足りないところ
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は総合案内のほうからいろいろ逆に、案内のほうから要望というかそういうこともある

と思いますが、気がついたことはいろいろお互いに指示し合ってというか情報を共有し

ながら、全てはやっぱり来られる市民の皆さんに対してどういうふうに、やっぱり香美

市って市役所えいねっていうふうに思ってもらうことが、親切でいいよねっていうふう

に印象を持っていただくことが総合案内の役目だと思いますので、ぜひそういうことに

向けて今後も努力していただきたいというふうに思います。 

  ちょっとユニホームみたいなものも少し、もうちょっと希望ですけど、派手って言う

たらあれやけど、もうちょっと何とかしたら。ちょっと京丹後市の丹後ちりめんのイメ

ージが私にはすごくあるんで、ということもちょっとつけ加えさせていただきます。そ

ういうこともちょっと検討してみてください。 

  以上で私の質問を全て終了します。ありがとうございました。 

○議長（小松紀夫君）   山﨑眞幹君の質問が終わりました。 

  次に、１２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   １２番、くらしと福祉を守る会の山崎晃子です。私は住民

の皆さんの声を大切にし、その思いを真っすぐ届けられるよう丁寧な質問に努力いたし

ます。市長並びに関係担当者から率直で誠実な答弁をいただきますよう求めまして、通

告に従い質問いたします。 

  本日の質問は、受動喫煙対策に関して、大栃診療所に関して、クマ出没情報に関して、

地震対策に関しての４項目を一問一答でお伺いいたします。 

  初めに、受動喫煙対策に関して、お伺いいたします。 

  ＷＨＯでは、５月３１日を世界禁煙デーとして「タバコはすべての人をおびやかす」

をグローバルテーマにさまざまな取り組みが行われています。日本でも平成４年から世

界禁煙デーの始まる１週間を禁煙週間と定めて普及啓発を行っています。今年は５月２

７日には、東京都医師会館において受動喫煙防止の徹底を目指す「タバコフリーサミッ

ト２０１７・東京」が開かれ、報告や討論が行われたと聞きました。 

  私はたばこを吸いませんので、受動喫煙する側の立場になります。そこで、たばこの

煙の害と受動喫煙について少し調べてみました。 

  たばこの煙に含まれる有害物質は、大きく分けて３つあるそうです。 

  １つ目は、タールと呼ばれる物質です。このタールには、発がん性物質が多く含まれ

ているそうです。また、タールによって喫煙者の肺は黒くなり、肺機能の働きを著しく

低下させるそうです。 

  ２つ目は、ニコチンです。ニコチンには、血圧を上げたり心拍数をふやして心臓に負

担をかける害があるそうです。また、このニコチンは依存性、中毒性が強く、簡単には

たばこがやめられない原因になるそうです。 

  ３つ目は、一酸化炭素です。一酸化炭素は、血液中の酸素を運ぶのを妨げてしまうた

め、心臓や脳の働きに大きな負担をかけると言われています。 
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  喫煙によって生じるこれらの有害物質が含まれたたばこの煙は、喫煙者が直接肺に吸

い込む煙を主流煙と呼び、火がついたたばこの先から立ち上る煙を副流煙と呼ぶそうで

す。このうち、たばこから立ち上る副流煙の近くにいる人が、自分の意思とは関係なく

吸い込んでしまう状況を受動喫煙というそうです。 

  副流煙の中に含まれる有害物質の濃度は主流煙より高くなり、副流煙に含まれるター

ルの濃度は主流煙の３.４倍、ニコチン濃度は２.８倍、一酸化炭素は４.７倍にもなる

ということです。このように喫煙者の周りでは、たばこを吸わない人、家族、子どもな

どが、受動喫煙の被害にさらされています。 

  受動喫煙によって、大人の場合はがんや脳卒中、心筋梗塞などのリスクが高まり、子

どもの場合は呼吸器症状、肺の発達のおくれ、乳児突然死症候群、急性呼吸器感染症な

ど、さまざまな病気を引き起こす危険があるそうです。また、妊娠されている方が受動

喫煙状態にある場合には胎児にも影響を及ぼし、低出生体重児、早産、妊娠・分娩合併

症などのリスクが高まると言われています。 

  そこで、お伺いいたします。 

  たばこを吸わない人にとっても、有害物質を含んだたばこの煙が健康に悪いことは科

学的にも明らかになっています。国立がん研究センターでは、受動喫煙が原因で年間１

万５,０００人が死亡していると推計しています。受動喫煙についてどのような認識を

お持ちでしょうか、見解をお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   山崎晃子議員の受動喫煙についての見解を問う

にお答えします。 

  先ほど山崎議員からも説明があったように、自分はたばこを吸っていなくても、他人

が吸っているたばこの煙を吸わされることを受動喫煙と言います。受動喫煙によって、

自分が吸わなくても、知らないうちに体への大きな害を受けてしまいます。最近では、

たばこを吸い終わっても衣服や息、家具などに残った煙、においも受動喫煙のもとにな

ると言われています。 

  また、副流煙には発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの有害物質が、主流煙の

数倍も含まれていると言われています。受動喫煙を受けている方のがん等の罹患リスク

は高く、肺がんは１.３倍というデータを国立がん研究センターが発表しています。ま

た、受動喫煙を受けなければ、少なくとも年間１万５,０００人の方が、がんで死亡せ

ずに済んだと推計されています。喫煙者本人だけでなく、受動喫煙により周囲の人にも

健康の悪影響が及ぶため、受動喫煙防止の対策は重要であると考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   受動喫煙対策は重要であるということで、国のほうではな

かなか調整がつかずに前回、国会のほうには提出されずに見おくられたという状況があ
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りますけれども、これはもう本当に重要な課題ということで取り組んでいく必要がある

と思います。 

  そこで、②の質問に入ります。 

  たばこの害に関しては、市の第２期健康増進計画の中でも重点対策の１つに掲げられ

ています。受動喫煙対策の基本方針と目標及び具体策についてお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  受動喫煙の防止については、国は平成１５年に健康増進法に努力義務を設け、自主的

な取り組みを推進してきました。また、高知県においても、日本一の長寿県構想の中で、

喫煙率を下げる取り組みを進めています。 

  香美市でも第２期香美市健康増進計画の中で、たばこ対策を重点項目として掲げ「禁

煙推進！！吸うならマナー」をスローガンに、受動喫煙の意味や危険性について広報を

するとともに、禁煙の取り組みを進めています。 

  具体策として、健診会場での喫煙者への保健指導の実施と禁煙外来の紹介など、母子

から高齢者まで防煙の徹底、分煙の推進、禁煙支援を行っています。このほか禁煙・分

煙運動を推進していえる香美市健康づくり婦人会が、土佐山田町の小中学校全校に禁煙

防止対策として、紙芝居の読み聞かせに出向いています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   さまざま取り組んでいるということで、確かにこの計画に

も載ってますように、「禁煙推進！！吸うならマナー」ということで行われている啓発

とか健康まつりとかでも行われてたと思いますし、それから、広報なんかでも呼びかけ

をしていってるという状況ですけれども、そういった取り組み、啓発等を行って取り組

みをした結果、どういう効果が出ているのかお聞かせください。  

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   効果の検証はしていませんが、最近はレストラ

ンや喫茶店でも、喫煙席や店内禁煙になっている店がふえてきています。受動喫煙防止

の取り組みが進んでいると思われます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   受動喫煙対策は進んでいるというふうに思っているという

ことですが。 

  それでは、③の質問に移ります。 

  健康増進法第２５条では、「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、

百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、

これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努
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めなければならない。」こととされています。 

  本庁・支所等公共施設の受動喫煙対策について、本市の取り組み状況をお聞かせくだ

さい。 

○議長（小松紀夫君）   管財課長、柳本隆司君。 

○管財課長（柳本隆司君）   本庁舎、支所等公共施設の受動喫煙対策について、お答

えいたします。 

  対策につきましては、平成２２年２月２５日付厚生労働省健康局長通知がありますの

で、その趣旨に基づき回答させていただきます。 

  内容につきましては、受動喫煙防止対策としまして、多数の者が利用する公共的な空

間は原則として全面禁煙、少なくとも官公庁や医療施設は全面禁煙が望ましいと通知さ

れています。当市の場合、香美市庁舎管理規則第４条別表第１に記載されています１７

の庁舎において、全ての施設で建物内全面禁煙を実施していますので、受動喫煙防止対

策はとれていると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   建物内での喫煙は禁止していると、禁煙できているという

ことでお聞きをいたしました。 

  庁舎のほうも新しくなりましたので、そういうことにもなってくるかと思いますが、

それでは、次の④の質問に移ります。 

  小中学校での禁煙、受動喫煙に関する教育及び受動喫煙対策について、お聞かせくだ

さい。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   山崎議員の小中学校での教育、対策はというご質問

にお答えいたします。 

  先ほど紙芝居の読み聞かせの話もありましたが、小中学校では毎年、薬物乱用防止に

ついて、外部から講師を招いて講演を行うようにしております。その際、たばこの害に

ついても学習しています。また、小中学校の最上級学年では、保健の授業で喫煙と健康

について学習し、受動喫煙についてもあわせて学習しております。 

  現在、市内の全ての小中学校が敷地内全面禁煙で、地域や保護者のご理解も得ながら、

子どもたちをたばこの害から守るようにしております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

（サイレンにより中断） 

○１２番（山崎晃子君）   今、ご答弁で敷地内はもう全面禁煙ということで、それは

もうそれでしていただきたいというふうに私も思いましたので、また紙芝居等でそうい

う学習もしていってる、薬物乱用のほうでも取り組みを進めていってるということです
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けれども、子どもたちの反応っていうか、それはどういう反応？そういう禁煙教育とい

うか受動喫煙教育、それがだんだんまた大人に徐々になっていくにつれて、喫煙という

ことにもつながってくると、何とかそこを喫煙につながらないようになっていったらい

いかと思うんですけれども、子どもたちのそういう反応っていうのは、もしおわかりで

あればお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  学校現場で直接反応を見せていただいたわけではありませんけれど、今、大体の若い

方の喫煙率というのは下がってきておるんじゃないかと思います。 

  子どもたちもやはりたばこに対する害については、学習を通じてかなり理解が深まっ

ておると考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   学校でそういう受動喫煙に関する学習をすることで、また

それをおうちのほうに持ち帰って、おうちのほうでそういう話をするということにもつ

ながっていきますので、子どもさんに言われたらやっぱり親御さんも、これは自分の健

康を気をつけないかんというところでも意識は変わってくると思いますので、どういう

状況やったのかなというのをお聞かせいただいたところです。 

  それでは、⑤のほうに移ります。 

  受動喫煙は、家庭及び公共施設だけではなく、民間事業者の役割についても明らかに

し、協力を求めていくべきではないでしょうか。本市ではどのような取り組みを行って

いるか、お聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  香美市健康づくり婦人会は、中央東地区健康づくり推進協議会と協力して、毎年１回、

受動喫煙防止キャンペーンを実施し、土佐山田町内の市街地をパレードし、飲食店や民

間事業者の事務所などに立ち寄り、禁煙・分煙・喫煙の状況を調査し、禁煙への取り組

みを進めてもらうようにお伝えしています。 

  そのほか高知県では、受動喫煙防止に取り組み、県民の健康づくりを支援する施設ま

たは店舗を「ノンスモーキー応援施設」として認定しています。また、受動喫煙防止を

実施している飲食店を「空気もおいしい！認定店」として認定しています。香美市内で

は、空気もおいしい！認定店は平成２９年４月末で１４店舗となっています。認定店の

わかるリーフレットは、中央東地区健康づくり推進協議会の委員となっている商工会を

初め、さまざまな施設または店舗に設置されています。なお、高知県内ではノンスモー

キー応援施設が３６８施設、空気もおいしい！認定店は１８８店舗となっております。 

  以上です。 
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○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   ちょっと先ほど言われたパレードですかね、それで調査を

していったかと思うんです。何か具体的にどういった調査をしていますか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  調査というのは、そのお店で受動喫煙を知っているかどうか、それと、実際にやって

いるかどうかというアンケートをやっております。受動喫煙を知っているかという調査

の中で、６２％の方が受動喫煙を知っているというふうに答えております。そういった

調査を行っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   わかりました。 

  そういうふうな取り組みをされていってるということで、言われたように県の取り組

みもあります。空気もおいしい！認定店とかパンフレットになったりもしてきてるわけ

ですけれども、そういった県とも連携をしながら、今後もその取り組みを進めていって

いただきたいというふうに思いますが、なかなか民間事業者の場合は、その事業者の方

の理解が十分でないと、なかなかこっちが啓発しても進まないという点もあろうかと思

うんですけれども、その点はどういうふうな反応を。ほかのところでも進めていってる、

先ほどは市のほうでそういう健康づくり推進協議会の方が進めていってるというところ

もありましたが、市内でどういった、団体で取り組んでいるところもあろうかと思いま

すが、その取り組み、そういった連携などもしていってるのか、お聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   これは広域のほうで、中央東地区健康づくり推

進協議会という団体がありまして、その中に香美市内の商工会とＪＡの団体も含まれて

まして、その方たちが持ち帰って禁煙対策、それから受動喫煙の防止について、多分広

げているというふうに感じてます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   今後この法が改正されていくということにもなろうかと思

いますので、たばこが体に悪いと、たばこに害があるということでありますので、やは

り健康という面でますます取り組みを進めていただきたいというふうに思いまして、こ

の質問を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   暫時休憩します。 

（午後 ０時０８分 休憩） 

（午後 １時１０分 再開） 

○議長（小松紀夫君）   正場に復します。 
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  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

  １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   それでは、午前中に引き続きまして質問をさせていただき

ます。 

  ２項目めになります。大栃診療所についてお伺いいたします。 

  今議会には、大栃診療所の指定管理に関する議案が上程されています。これは現在の

指定管理者との契約期間が来年３月末までであり、４月からは新しい医療法人と３年間

の指定管理を指定するものです。 

  この案件は、物部地域に住んでいる方々にとって大変心配していたことです。この間、

診療所はどうなりゆうろう、診療所がなくなったら年寄りは遠くの病院へはよう行かん

と不安の声をお聞きしてきました。 

  今回議案が上程され、診療所が存続される状況になってきたことは、物部に住む住民

の一人として大変うれしく思います。市長を先頭に、担当課長、担当職員の皆さんが危

機感を持って取り組んでいただいたたまものと感謝を申し上げます。 

  診療所の運営に関しては、指定管理者の状況などにもよりますが、市と指定管理者の

間で精力的に協議された上で円滑に運営されていくものと考えています。 

  現段階で協議されている診療時間や診療体制などの運営内容については、議員には説

明がありましたが、正式決定するまでには議会での議決後もさまざまな手続等を踏まな

ければいけないと思います。このことを一日も早く住民の皆さんにお知らせすることは

できないものかと考えます。広報などを積極的に活用し、わかりやすく説明、報告し、

住民の皆さんに安心をお届けしていくことが大切だと思いますが、今後の取り組みはど

のようになるのかお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   山崎晃子議員の大栃診療所に関して、今後の取

り組みという質問にお答えします。 

  本定例会に、香美市立大栃診療所の指定管理者の指定についての議案を提出していま

す。議案の承認が得られましたら、香美市立大栃診療所の管理運営に関する協定の締結

に向けて準備を進める予定です。 

  地域住民の皆様方が心配されている診療所運営の継続や診療時間、診療体制に関する

広報につきましては、協定書締結後、四国厚生支局などに診療所の届出事項変更届など

を提出し、許可がおり次第、早い段階で行いたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   許可がおり次第、早い段階ということでお聞きをいたしま

したが、大体どれぐらいかかるのかっていうことと、それから、どういう形で住民にお
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知らせをしていただけるのか、その点をお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お伝えするのは、大体１月下旬までには決めた

いと思っております。 

  それで、決まり次第、大栃診療所からも住民の皆様へ詳しい詳細につきましてお知ら

せするようになっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   そしたら１月下旬ごろまでということで、決まり次第、大

栃診療所のほうからということですが、市のほうからは特には広報とか、民生委員さん

の会なんかもあると思いますので、そういったところでのお知らせっていうのは考えて

ますでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   物部の民生委員さん、そして自治会長を通じて、

広報等も検討しております。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   その方向でできるだけ早く、安心を届けていただきたいと

思います。 

  それでは、次の質問に移ります。３項目めです。 

  熊出没情報に関してお伺いいたします。 

  物部町では、今年５月に熊の目撃情報があったと聞きました。これまでにも熊がいた

などの話を聞いたり、「クマに注意」の看板を見かけたことがあります。実際、剣山山

系にはツキノワグマが生息していると言われていますので、熊を見かけてもおかしくな

い状況にあると思います。山は杉やヒノキの植林が多く、山で暮らす動物の食べ物が減

少し、食べ物を求めて人里におりてきているのではないでしょうか。 

  今は鹿や猿などが当たり前のように身近に存在するようになっていますが、今後熊も

人家の近くにあらわれるのではないかと心配する声を聞きます。他県では民家の近くま

で熊が出てきたり、熊に襲われるなどの報道がありましたが、熊は鹿や猿と違い、襲わ

れたら生死にかかわるという恐怖感があります。 

  熊に関して、担当課としてどのような認識を持っているのか見解をお聞かせください。

あわせて、熊に関する情報の収集や市民への情報提供、対策などについてもお聞かせく

ださい。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   山崎晃子議員の熊出没情報に関してにお答えいたし

ます。 

  生息域及び行動範囲について、中国四国地方環境事務所が昨年度からツキノワグマ四
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国地域個体群の保全に係る広域協議会を立ち上げ、ツキノワグマの保全に関する指針等

を作成しています。その中で、行動圏域は剣山系の山中に生息しており、生息が確認で

きた個体数は２０から３０頭ぐらいと少ないため、人家付近に出没することはごくまれ

なことと推測されるという報告があり、そのように認識しております。 

  担当課としましては、まずは住民の安全を考えることを重点に置いており、目撃情報

については即時対応し、裏づけ調査及び目撃のあった場所に関係する自治会長等に目撃

があったことの連絡をします。その後、熊と断定できた場合のみ、地域全体に周知する

こととしています。 

  しかし、四国地域のツキノワグマについては環境省レッドリストに指定されており、

絶滅のおそれのある地域個体群となっています。また、高知県希少野生動植物保護条例

の対象として、基本的には保護すべき動物として位置づけられ捕獲等は制限されていま

すので、熊と断定されても市としては、注意喚起や調査結果等の情報提供などが主なも

のとなります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   今回、私の知ってる限りでは大栃のほうにもチラシが回っ

てっていうことでしたんですけども、２０頭から３０頭で前はもっと少なかったかと思

うんですけれども、保護されてちょっとふえているのかなというふうにも思いました。 

  いろいろ熊に対して注意っていうか、怒らせないようにとかいろいろあると、熊のふ

んとか足跡で断定していくのかと思うんですけれども、そのあたり一般の人が見て、こ

れは熊のふんとか足跡とかっていうようなことなんかがわかるもんでしょうか。ちょっ

とその断定って言ったら難しいと思うんですけども、特徴か何かありますか。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   目撃した情報はございますが、確認された事例が最

近ございませんので、我々にとってもネットで見て、ああこれが熊の足跡だというよう

な判断しかできておりませんし、今回専門家の方に周辺調べていただきましたが、熊の

爪跡とかそういうものが残るらしいですが、そういうものもなかったということですの

で、今回は見間違えたのではないかと判断しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   わかりました。物部の地域、人も少なくなってきてますの

で、またさまざまな情報収集をしていただきたいというふうに思います。 

  なかなか人家のほうにおりてくるっていうことは少ないかもしれませんけれども、絶

対ないとは言い切れないというふうに思いますので、ぜひ情報収集を続けてお願いした

いと思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 
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  地震対策に関してお伺いいたします。 

  南海トラフ地震では、強く長い揺れによって多数の住宅で全半壊の被害が予想されて

います。昨年４月の熊本地震でも多くの方々が家屋の倒壊等で亡くなられました。こう

した被害を目の当たりにして、県内では近年、住宅耐震化の意識が高まっていると聞い

ています。 

  被害を軽減するための耐震改修工事や家具の転倒防止等は有効な対策と考えます。し

かし、住宅の耐震化には経済的な負担が重いため、行政の補助は大変助かるとの声を聞

きます。 

  そこで、お伺いいたします。 

  本市は、住宅の耐震改修費用の補助額を本年度より１５０万円に引き上げました。住

宅耐震化をためらっていた方々にとっては大きな後押しになったのではないかと思いま

すが、現状はどうでしょうか。住宅等耐震化促進事業の利用状況についてお聞かせくだ

さい。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   ご質問にお答えいたします。 

  住宅等耐震化促進事業の利用状況は、９月７日現在で耐震診断が予算見込み１５０件

のところ７６件、耐震改修設計が１００件に対し５６件、耐震改修工事が８０件に対し

３４件となっております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   耐震改修工事が８０件に対して３４件、これは例年に比べ

てどういう状況でしょうか。その点をお聞きします。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  平成２８年度の同時期と比べますと、耐震診断の件数でマイナス３５件、設計はプラ

ス９件、工事はマイナス８件となっております。これは、平成２８年度は４月に熊本で

大きな地震がありました関係で非常に件数が伸びたということで、単純比較は余りでき

ないというふうに思いますので、その前々年度平成２７年度の年間の実績と比較いたし

ますと、平成２７年度診断が年間８６件でございました。これに対して、平成２９年度

は現在７６件上がっております。 

  同じく耐震改修設計が、平成２７年度年間件数が４４件でございましたところ、現在

５６件でございます。 

  耐震改修工事につきましては、３８件のところ３４件というふうに数字が上がってお

るところでございますので、利用状況につきましては非常に増加しておると認められる

と思います。 

  以上です。 
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○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   増加をしているということですけれども、そうしたら、全

体的な耐震化率は今どのようになってますか。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  全体の戸数が１１,９２２件のところ、耐震性ありと認められる戸数が６,８２０件と

いうふうになっております。これは平成２８年度末の数字でございます。これから導き

出される耐震化率は５７.２０％ということになっております。 

  ちなみに、前年の平成２７年度末５６.４７％から０.７３％の上昇というふうになっ

ております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   耐震化率も上昇してきているということですので、耐震化

に関しては、非常に関心も意識も高まっているというふうに思われます。 

  そこで、②の質問に移ります。 

  ６月３０日付の地元紙に、国の改修補助制度が２０１９年度以降見直される可能性が

ある旨の報道がありました。先ほども述べましたように、耐震化の意識も高まっている、

また本市は補助額を引き上げたばかりですので、この動向が大変気になるところですけ

れども、市としてはどのような対応になるのかお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  本年度から、耐震改修工事に係る補助限度額を９２万５,０００円から１５０万円に

引き上げ、耐震改修を積極的に推進する体制を整えた本市にとりまして、国の制度見直

しに関する報道は、大変残念なことであると受けとめております。 

  この情報の公表後は、本市も含め県内の各自治体、住民の方々から懸念の声が多く上

がっており、高知県や全国自治会が国に対して、緊急提言の形で要望活動を行っている

と伺っております。 

  本市といたしましては、今後も引き続き国の動向を注視するとともに、現行制度の補

助率の維持の要望を、高知県を通じて行ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   維持の要望をしていくということですので、ぜひその方向

でお願いしたいと思いますが。今年の耐震改修工事８０件でしたかね、予定。そういう

ことで意識も高くなってますし、こういう新聞報道を見て、もう早うにせないかんとい

う思いも出てくると思うんですけれども、この予算ですけれども、ひょっと申請が多か

った場合、補正対応等は考えておられるでしょうか、お聞きします。 
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○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  耐震改修に係る相談件数もふえておりまして、予定件数を超えることが十分予想され

ております。国・県の予算の動向を注視しながら、市として予算要望を行い、財源を確

保した上で補正予算に計上するよう対応を考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   ぜひその点よろしくお願いします。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  ③です。 

  地震などに備え、日ごろからたんすや本棚、冷蔵庫や食器棚の大型家具類を固定して

おくことが、家具等の転倒による圧死などを防止し、被害を軽減するための重要な取り

組みになります。 

  本市における家具転倒防止等対策事業の利用状況は、どのようになっているかお聞か

せください。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  家具の転倒防止器具やガラス飛散防止フィルムなどの購入費用を補助する家具転倒防

止等対策費補助金の交付は、９月１日現在で実績ゼロ件でございます。 

  また、転倒防止金具等を自己負担なく取りつけることのできる家具転倒防止金具等取

付事業につきましては、１件の申請があったものの事情により断念されたため、こちら

も実績はございません。 

  ちなみに、それぞれ予算見込額は２０件と、それから１０件というふうになっており

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   ゼロ件ということですけども、この数字はどう考えたらい

いでしょうか、ゼロ件。去年はあったと思うんですけれども、その点ちょっと、どう課

長は考えてますか。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  参考までに過去３年度のこの２つの事業の実績をご報告いたしますと、平成２６年度

につきましては、取りつけが１件、購入に対する補助が７件でございました。翌２７年

度につきましては、取りつけ２件、購入が６件でございます。昨年の２８年度につきま

しては、取りつけが８件、購入が１６件という数字になっておりましたが、今年度はま

だ実績がないという状況になっておりまして、非常に危機感を持って、今後この制度の
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普及啓発に努めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   そしたら、その④になりますけれども、その普及啓発って

いうことですが、他の自治体では自主防災組織の方々とか、あるいは学生さんたちが地

域を訪問して、家具の転倒防止対策を積極的に呼びかけているところもあるようです。 

  本市でも広報に掲載するなどの啓発活動が行われていますが、地域を訪問しての取り

組みなども必要になってくるのではないでしょうか。周知・啓発に関して、今後の取り

組みについてお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  これまでの周知・啓発に関する取り組みといたしましては、広報香美５月号に募集記

事を掲載するとともに、ホームページで補助制度の利用を呼びかけております。 

  今後は耐震診断、改修工事の補助についてご相談があった場合は、建物の耐震化に加

え、家具の転倒防止対策をあわせて行うことの重要性を説明し、制度活用の普及に努め

たいと考えております。 

  また、今年度から高知県建築士会香美支部と木造住宅耐震改修促進を目的とした戸別

訪問実施に係る協定を締結しており、部員の方が市内の木造住宅を訪問して市の耐震対

策をＰＲしていただいておりますので、これにあわせても周知を図っていきたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   今年度は戸別訪問もして。 

（防災対策課長、中山泰仁君、自席にてうなずく） 

○１２番（山崎晃子君）   もう既にしていってますか。それで今ゼロ件という状況な

んですね。わかりました。 

  続けてそれはしていっていただくということになりますし、それから、小中学校では

防災学習もしていってますので、そういった子どもさんたちを通じて呼びかけるってい

うのも効果があるんではないかと思いますし、家具の耐震化っていっても何をどうすれ

ばいいのかっていうこともちょっとわからない。 

  具体的にこう目で見て、ああこういうふうにしたらいいんだっていうのがあったら、

もっとこうわかりやすいんじゃないかと思うんですけれども、そのあたりおうちの中に

入って、こうやってっていうところまでできていってるのか。うちへ入るのにちょっと

抵抗もあるという方もおいでるかと思いますけれども、目で見てこういうふうになるっ

ていうのが、もっとあったら意識が高まってくるんではないかと思うんですけれども、

その点どんなお考えでしょうか。 
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○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   啓発の手法でございますけれども、今現在、実績が

上がってないということもありまして、従来の固定観念にとらわれることなく、あらゆ

る角度からアプローチをできるように今後は考えていきたいというふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   そしたら、その点よろしくお願いいたします。 

  では、以上で私の質問を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   山崎晃子さんの質問が終わりました。 

  次に、１１番、門脇二三夫君。 

○１１番（門脇二三夫君）   １１番、門脇二三夫です。議長の許しを得ましたので、

総括方式によって質問をさせていただきます。 

  県外出荷を目的としたサカキ生産をについてお伺いをいたします。 

  これは、県が本年度からシキミ、サカキなどの特用林産物に対する苗木の補助制度が

新設をされ、この活用も考える方もいるかもわかりません。 

  また、本市の中山間地域でも県内の各地域同様、耕作放棄地や材価の低落などから、

手の入っていない森林が増加をしています。 

  シキミも中山間地域の換金作物として有効だと考えていますが、森林の活用と現在消

費されているサカキの９割は中国からの輸入だと言われていて、消費者の国産志向とは

かけ離れた数値となっているのであります。 

  サカキの品質は用途の違いもあって、県内産は小葉で濃緑のもの、県外は大葉で濃緑

のものを良としています。 

  県内用を生産するためには小葉の系統を選別し挿し木をし、育苗が必要となってきま

す。また、太陽光で赤葉が発生しやすいなどの問題点があります。 

  木には陰樹と陽樹があって、サカキは陰樹であり、杉やヒノキの樹林下の栽培が適し

ています。 

  杉やヒノキは殺菌・殺虫効果のあるフィトンチッドを発生しますが、特にヒノキは昔、

防虫剤の原料として使用されていたクスノキと同じぐらいの量であると言われているの

であります。ただし、病気や虫の防除が必要ないということではありません。誤解をし

ないようにお願いをいたします。 

  私は過去に、２年間程度鳥獣被害対策専門員として市内を巡回する機会がありました

が、昔人家があって耕作地に植林されたところ、傾斜が緩く作業性がよいと思われる森

林が多くみられ、サカキの栽培適地であると判断をしたところであります。 

  ただ、サカキは花市場で取り扱っていることから、販売は農協、生産は林業となりま

すので、生産現場での調整が必要となってきますが、調整をとり、山間地域の方が安定

した収入を得るためには、消費量の多い県外出荷を目的とした生産を行うべきと考えま
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すが、どのように思われるのかお伺いをいたします。 

  また、新植から結果が出るまで４年ないし５年かかりますので、事業の長期継続を望

むものであります。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   門脇二三夫議員のご質問にお答えします。 

  新規就業者の補助ということでお聞きしておりましたので、新規就業者の補助としま

しては、先ほど議員がおっしゃられましたように、平成２９年度から高知県地域林業総

合支援事業に特用林産振興事業を追加し、植栽に対する補助事業を定めておりますが、

これは個人への補助はできません。該当する団体、３名以上で組織する林業・木材生産

を生業とする団体とされておりますが、この団体が希望されれば、市としてもこの事業

に対して応援をしていきたいと考えております。 

  また、県では平成２８年度から中山間地域の活性化としてサカキ、シキミの振興に取

り組んでいますので、香美市営農対策推進協議会特産部会でも研究していきたいと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １１番、門脇二三夫君。 

○１１番（門脇二三夫君）   団体、これ私のほうでも確認をさせていただいたんです

が、農協あるいはその出荷団体があればえいというような確認はとれたところですけど、

そのあたりはどうでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  おっしゃられるとおり農協、森林組合、そして、農事組合法人等でも取り扱いできま

すし、また今回、集落活動センターの運営組織でもこの該当団体になったと聞いており

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １１番、門脇二三夫君。 

○１１番（門脇二三夫君）   先ほど課長のほうからも説明がありましたけれども、農

業と林業になりますので、販売は農協のほう、生産は中央東林業事務所、指導は森林総

合センターになったりします。そのあたりの調整をかなりしていかんと、さっき言うた

大葉の生産をしていかんと県外では売れませんよっていうことになりますので、ぜひそ

のあたりも力をかしていただいて、調整をとっていただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたように、香美市営農対策推進協議会特産部会のほうで今ユズと
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かをやっておりますが、そこに土佐香美農協、それから、中央東農業振興センター等々

入っておりますので、そちらの協議会特産部会で今後のサカキ、シキミの生産について

の研究をさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○１１番（門脇二三夫君）   以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小松紀夫君）   門脇二三夫君の質問が終わりました。 

  次に、１６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   １６番、比与森です。通告に従い一般質問を行います。 

  初めに、教育関係についてお尋ねいたします。 

  去る８月２８日、文部科学省より結果の公表がありました全国学力・学習状況調査に

つきまして、本市の結果に対する見解をお聞きしたいと思います。 

  ２９日付高知新聞では、高知県は小学生算数Ａが全国３位、中学生数学は全国との差

が縮小されているとの記事が掲載されていました。 

  尾﨑知事は「算数Ａで全国３位だったことはすばらしい快挙。算数、数学はじわじわ

と成果が出てきていると感じた」と述べる一方で、小中学校ともに国語の順位が落ちた

点について「少し残念。今まで見えなかった弱点が見えている。総じて言えばいい方向

に向かっているが、課題は見えている。課題に対して直截的な対応をしっかり図りた

い」とコメントされています。 

  以上を述べまして、本市の小中学校の全国学力・学習状況調査がどのような結果であ

ったかお尋ねいたします。 

  本定例会の初日に市長の諸般の報告では、小学校の国語は全国とほぼ同水準、算数は

全国より明らかに高く、特に基礎を問う算数Ａでは全国１位の県よりも高い結果。中学

校の国語は全国とほぼ同水準を維持しつつ、応用を問うＢ問題では全国６位程度の好成

績でした。数学は課題が残っていますが、全国平均との差も明らかに縮まっているとい

う報告がございました。その辺重複する点もあろうかと思いますが、本市の結果につい

ての見解をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   全国調査の本市の結果でございますが、本年度の小中学校

の結果は、この別紙にお示しをしたとおりでございます。 

  大きな文字の数字は全国との比較でして、比較のポイントを書いてございます。ごら

んください。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   それでは、②。教育長もこの辺はしっかりと力を込めて

答弁されると思いますので。 

  小中学校の現場では、教職員が多忙の中本当に頑張っておられると理解をしています。

数日の短い期間であっても、夏休みの短縮などもその対応の１つではないかと考えてい
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ます。 

  今回のこの調査を受けまして、文部科学省では教職員を他の都道府県に派遣し、先進

的な授業法を参考にするなど、自治体の努力が実を結んでいるのではないかと分析。加

えて、基礎的な問題の正答率が６から７割台と基礎学力の定着が見られた一方、児童生

徒の表現力やまとめる力に課題がある点も浮き彫りになったとの見解を述べています。 

  また、部活動との正答率の関係につきまして、午前中の同僚議員の質問でも体力づく

りと学力向上についての質問がありましたが、今回の全国学力・学習状況調査では、部

活動と正答率の関係について初めて調査を実施、中３への質問で部活動にかける時間別

に平均正答率を比較したところ、平均１日当たり１時間以上２時間未満の部活動をして

いる生徒の正答率が最も高かったという結果であります。そして、部活動の時間別に平

均正答率を比較すると、国語・数学のＡ・Ｂいずれも１時間以上２時間未満の中学生が

高く、正答率が最も低かったのは、いずれも部活動を全くしていない生徒であったとい

う結果が出ています。 

  今回の調査結果に対しまして、どのような見解をお持ちか教育長の見解をお尋ねいた

します。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   結果に対する見解と今後の課題について答弁させていただ

きます。 

  まず結果のほうからですけれども、小学校は過去９年間ほぼ全国の平均正答率を上回

り、安定した学力の保障ができるようになってきています。今回は国語Ａで全国平均を

若干下回る結果になりましたが、算数Ａは過去５年間全国で５番目相当の県の平均を維

持し、本年度は初めて１位の県をさらに上回る結果となりました。 

  中学校も過去の低迷の時期からやっと抜け出す兆しを見せており、国語Ｂでは全国６

位相当の成果を出すことができました。数学はまだまだ課題が多いですが、全国との差

も確実に縮まってきています。 

  小学校では国語、中学校では数学に課題があります。授業改善と学習の確実な積み上

げが大切ですので、各校が自校の課題分析をもとに、目標を定め地道な取り組みを行っ

ています。また、学びの連続性を大切にしながら、中学校区を単位とした小学校と小学

校、小学校と中学校の連携、中学校での教科間の連携を進めているところです。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   学校現場は先生方大変と思いますけど、まあ頑張ってい

ただきたいと思います。 

  次に、教育関係の（２）。 

  本年８月２８日月曜日から３１日金曜日までの支援員雇用についてお尋ねいたします。 

  この件につきましては、複数の学校から、複数の管理職を含む教職員からその大変な
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実情を聞かされたことから、改善を求め質問する次第です。 

  本市にあっては本年も夏休みが短縮され、８月２８日から２学期がスタートしました。

そのことに関しては何ら疑問を持つものではありません。しかしながら、たとえ４日間

であっても、スタートするのであれば児童生徒、そして保護者に対し、その立場で学校

の受け入れ体制は万全な体制でスタートさせることが求められるのではないかと思い質

問いたします。 

  まず、①。 

  本市小中学校にあって、支援を必要とする児童生徒数は各校何人でしょうか。学校別

人数をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   比与森光俊議員の支援の必要な子どもに関する質問

にお答えいたします。 

  支援を必要とする児童生徒につきましては、先ほどお配りしてあります資料の２枚目

にございます。このような数字になっておりまして、年々増加傾向となっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   ６月議会のときに特別支援学級について質問をした際の

人数と比較をさせていただきますと、これはその特別支援学級ではなくて通級にいる児

童さんがかなり入っちゅうわけですね。そうすると、通級に支援を必要とする生徒さん

が、例えば山田小学校でしたら１０８人に対して２８人でしたので、８０人が通級で支

援が必要とする児童さんがいるということでよろしいでしょうか、ちょっと確認させて

ください。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   通常学級ということになります。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   ６月議会のときに特別支援学級の児童さんを聞きました。

今回支援を必要とする児童生徒の回答をいただきました。例えば山田小学校でしたら、

支援を必要とする児童数が１０８人で、６月に特別支援学級の児童数を聞いたら２８人

でしたので、その差の８０人というのは通級にいるということでよろしいですかね。通

常の学級、クラス。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   この表については通常学級の数字で、この中に特別

支援の数が含まれておるということです。 

  それともう一点、この表の中で網かけの部分がありまして、上のほうに小学校小計２

１１人、下のほうも「（小学校）小計」となっており、これは「（中学校）小計」でご

ざいます。申しわけございません。訂正をお願いいたします。 
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○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   支援を必要とする児童・生徒数はわかりました。 

  ②です。 

  そうした児童生徒に対し、支援員は各校何人が雇用されているのでしょうか。学校別

に支援員の雇用人数をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  支援員の学校別の人数につきましては、同じ表の下のほうに載せておりますとおりと

なっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   ③です。 

  先日、次のような新聞記事を目にしました。 

  教職員の年間を通じての長時間労働が深刻なことから中教審（中央教育審議会）は、

教員の負担軽減に向け配布物や会議の準備など、事務作業を代行するスクール・サポー

ト・スタッフを全国の公立小中学校に配置する方針を決めたとの記事でした。授業以外

での作業を代行するようですが、まずは大規模校からスタートというような記事でござ

いました。 

  また中教審特別部会では、学校現場へのタイムカード導入の緊急提言をまとめたとの

記事も目にしたところであります。 

  ８月２８日から３１日の期間、支援員が雇用されないことから教職員は大変だったと

いうことです。教育長は、どれだけ大変であるか十分理解されていると思います。 

  先生方から直接お聞きしたことを少し紹介してみますと、プールの授業では校長先生

にも手伝ってもらわなければ授業ができない。夏休みの宿題採点が大変な時期に支援員

がいない。また、プールの授業は体制が整っていないので授業ができない。図書館での

学習の際、その授業の時間に支援員さんが手伝いに来てくれた。当然無報酬。授業が終

わると感謝でいっぱいだった。通常であれば毎日出す家庭学習に取りかかれない。 

  以上５件ほど紹介させていただきましたが、このほかにも幾つか、聞けばどの先生も

答えてくれます。 

  せっかく８月２８日から２学期がスタートしているのに、なぜ学校現場の体制が万全

ではないのでしょうか。さきにも述べましたように、児童生徒、そして保護者の立場も

理解した上で教育長の見解をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   ８月末に２学期がスタートするということで、支援

員のいない時期がどうしても発生いたします。学期のスタート時期でもあり、配慮の必

要な子どもたちへの支援員の対応ができませんので、学校では先ほども比与森議員がお
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っしゃられたとおり、先生方の割り振りなどを工夫して対応しておるところです。 

  なかなかいつもいる支援員さんがその４日間、今年は４日間でしたけれど、年度によ

って違いますけれども四、五日いないということで、これにつきましては後のご質問と

も関係してきますが、支援員のいない空白期間を何とかしなければならないと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   後の答弁ともかかわるということですので、そしたら④

に移ります。 

  ２８日から３１日の４日間、なぜ支援員を雇用できなかったのか。たかが４日間、さ

れど４日間、貴重な４日間だと思います。 

  雇用に関して何らかの規制があるのでしょうか。明確な理由をお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   支援員には限りませんけれども、臨時的任用職員に

つきましては１１カ月雇用とされているところです。１１カ月雇用に対応するため支援

員等の学校勤務の臨時職員につきましては、一番休みの長い８月を除いた期間としてお

ります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   市職員の臨時さんと同じような形の１１カ月雇用という

ことだと思います。 

  これ総務課長に聞いたほうがえいのかね。 

  １１カ月雇用というのは、その月の１日から月末までという区切りでなければいけな

いのか、その辺。１５日から次の月の１５日という、そういう区切りの雇用はできない

ものかをちょっとお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   比与森議員の質問にお答えします。 

  臨時職員等の雇用については６月の議会でも質問が出て答弁をいたしましたが、地方

公務員法に定められておるとおりでございまして、６カ月の雇用の後、１回追加できる

ということで、本市としましては１１カ月雇用ということで運用をしております。 

  ただ、雇用する場合、事務的な手続等を含めてやはり初日から雇用するほうがベスト

であるということでそういうふうにしてきておりますが、ただ途中からできるかという

問題については、そういった制限はないんではないかというふうには考えております。 

  ただ、運用として月の初めから雇用しているという現状でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   そしたら、課長済みません。事務的な作業上、１日から
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月末までということであって、１５日から翌月の１５日までの雇用ができないわけでは

ないということで確認をさせてください。 

○議長（小松紀夫君）  総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  法的に今ちょっとそういう資料を持っておりませんので、確実にというお答えではな

いですけれども、それはできないことではないというふうに考えております。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   であるならば、これはもう先生方の意見です。７月２０

日までの雇用で、２５日でもいいですわ、７月２５日から２８日ごろ、そして、次の雇

用を８月２５日ごろにしていただいたらという声を複数聞きました。 

  もしそれが可能であるなら、事務的作業は職員がするだけですので、それをできるの

にしないということになると、それもどうかなというふうに思います。 

  また、この件につきましては今後聞かせていただきますので、できるできないを明確

にしたものを今後検討していただきたいというふうに思います。 

  再度、教育振興課長、その辺についての見解をお願いします。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   臨時職員の通年雇用など支援員の不在が発生しない

ような雇用形態がとれないか、今後の検討課題となろうかと思います。この点につきま

しては、総務課とも検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   ⑤です。 

  これからもこの夏のような体制を学校現場にお願いするのか。 

  今回の質問では支援員さんだけでしたけど、実際用務員さんも今回は雇用がされず、

給食の手配は全部教職員の方がされたと聞いてます。小規模校であれば何とか児童数も

少ないので構いませんけど、山田小学校のように規模が大きいと教職員も大変でござい

ました。これ通告後にわかったことですので、校長先生からも用務員について相談を受

けたというような経緯もございますので、何らかの対策、先ほど検討したいという答弁

もいただきましたけど、今後の対策についてお考えをお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   山田小学校は規模が大きいこともありまして、確か

に給食の受け入れとかで大変苦労されておるということも聞いております。 

  このことにつきましては、前回の議会でもお話させていただいたかと思うんですけれ

ども、支援員のこともあわせて今後何とかできないものか、これについては総務課と一

緒に研究ということになるかと思いますけれども、進めていきたいと思います。 

  以上です。 
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○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   よろしくお願いして、２の質問に移ります。住所に字名

をの質問です。 

  土佐山田町に番地のみで字名の入ってない住所があります。その住居は理解しづらく、

住所への字名の入った正式住所となることを要望して質問をいたします。 

  この件につきましてはこれまで二度一般質問させていただきましたが、そのころから

比較しますと家屋の建築が進み、家屋の増加が進んだ番地のみの地域も随分あります。

これまでにも述べてきましたが、番地だけの住所では聞かれてもその場所を正しく教え

られませんし、私自身、訪問したくても番地のみの住居を訪ねる場合、一苦労すること

もあります。以前から住んでいる方であればなれ親しんでいる字名を使用することもあ

り、字名が入れば、その地域を特定することはそんなに困難なことではありません。民

生児童委員の担当地区も正式な住所では使われていない字名が親しまれ、使用されてい

ます。 

  ２カ月ほど前だったと思います。市民の方から次のような苦情を聞かされました。 

  土佐山田町３４４の５番地の量販店の北に移転されたこの方は、市役所で転居の手続

をする際、職員から言われた郵便番号は７８２－００４１だったそうです。その後、郵

便局へ転送の依頼手続に行くと、郵便局では７８２－００４７との郵便番号を指示され

たということです。 

  以上を述べまして①の質問です。 

  郵便番号に対する見解と、郵便局から発行されていますポスタルガイド、郵便番号の

本ですけど、に記載されていない７８２－００４７はどの地域なのでしょうか、お尋ね

いたします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   比与森議員の郵便番号の見解等についてお答えをい

たします。 

  郵便番号は、現在７桁の郵便番号の上の５桁については原則郵便局ごとに割り振られ、

下２桁が町や大字ごとに振り分けられているもので、郵便事業の省力化のために番号を

読み取ることで、効率的に配送ができるようにするためのものと思っております。 

  また、００４７の地域はということでございますが、郵便番号７８２－００は香美市

土佐山田町で、４７はその他、わからない場合の補助表示ということになっているよう

です。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   今回のこの通告で課長は４７を調べてわかったわけで、

前から知っていたわけやないですよね。確認です。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 
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○市民保険課長（高橋由美君）   その他というのがあるのは知っておりましたが、４

７がその他、補助表示ということは今回知りました。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   次、②です。 

  市役所から７８２－００４１と言われ、郵便局では００４７と指示をされたこの方は、

郵便局へ行ったその後、再度市役所を訪れ、郵便局からの指示を市役所職員に伝えると、

職員は郵便局に電話して何らかの対応をしたそうです。その詳しいことはわかりません

が、その後再度また郵便局へ行くと、今度はこの転居された方に対し、郵便局から強い

口調で不愉快な思いをするようなことを言われたということです。 

  郵便番号自体が郵便局が発行する番号ですので、それを市の職員がそうじゃなくて４

１ですよと、郵便局が００４７と指示された地域を市役所が００４１と指示した理由、

その根拠はなぜかお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   ちょっとその経過のほうは聞いておりませんけれど

も、先ほど申しました郵便番号７８２－００４１は、日本郵便番号一覧によりますと先

ほど申しました７８２－００が香美市土佐山田町で、４１は北本町、４７は先ほどのそ

の他ということになります。 

  市では行政サービスを行うため行政区を設けております。行政区北本町の地域には、

市の郵便物の郵便番号は７８２－００４１が出るようになっておりますが、その他とい

う行政区はないために郵便局との違いが生じております。 

  ７８２－００４７その他について、うちのほうでももう一度郵便局にお尋ねをいたし

ましたところ、地域名がわからない場合は４７、その他のものを使ってください。郵便

番号は配達区域を特定するために補助的に使用しているもので、実際郵便物を配達する

際には、郵便局は宛名の住所、氏名で配達をするので支障はありませんとのご回答をい

ただいておるところではあります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   行政のほうでも、便利であるので行政区としての北本町

なんかの地名を使っていると。便利であるものであれば、それは正式な住所に入れたほ

うが住民に優しいんじゃないかと一言言っておいて、次に移ります。 

  相談に来られたこの方は、基本的には００４１、相手によっては００４７と現在使い

分けて使用しているようです。参考のために言いますと、ＪＡや四国電力、そしてＮＴ

Ｔからの通知は全て００４７のようです。 

  日々の生活において直ちに影響するようなことではないかもしれませんが、今後ます

ます家屋の建築の増加が見込まれる番地のみの地域について、親しみのある字名を正式

な住所に入れることを強く望み、③の質問です。 
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  例えば、あけぼの街道沿いに接した番地のみの地域、ここは住宅が増加してますが、

北組西の地域もあろうかと思います。これを大きく「あけぼの１丁目から５丁目」など

に区分することや、また、親しみのある字名を入れることなども今後検討してはと思い

ますが、見解をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   お答えをいたします。 

  字名につきましては、単に郵便配達の問題だけでなく地域特定のための名称であると

しても、先ほど議員さんが申されてるように地域に無関係につけられたものでなく、地

域の地理的な特色や社会経済的特色、生活様式などをもとにつけられたものであり、そ

れらが地名と結びついて愛着の深い場合も多く、昔からの地域の呼び名に変更したらと

いうことは理解ができるところです。 

  また、新たな区域名をつくることにつきましても、土佐山田町で住居表示が実施をさ

れました昭和４１年当時に比べ、あけぼの街道の開通などによりましてＪＲ土佐山田駅

北の地域は大きく変化をしており、市街地を形成している区域では、ご質問をいただい

ておりますように、新しい町名をつけて住居表示を実施することも一案であるようにも

思います。 

  ただし、９月１日現在、土佐山田町○○番地の地域に住民登録のある人口は１,９１

８世帯４,２６５人です。字名変更により住所が変更になった場合、市役所関係のもの

は自動的に変更にはなりますが、社会保険や免許証、登記やマイナンバーカードなどの

住所変更には、住民の方にご負担がかかることにもなります。 

  これらのことを踏まえまして、字名の変更や都市計画の観点も踏まえた住居表示区域

の見直しについては考えられる影響が大きく、今後慎重に検討は行っていかなければな

らないとは考えております。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   今後検討は行っていかなければならないということです

ので、ぜひ考えていただきたいというふうに思います。 

  というのも、初めにも述べましたようにＪＲから北側は自分が子どものときには全て

田んぼでした。今はもうその見る影もなく、ますます今後増加傾向にあると思います。

今の人口が四千数人だから早くしておく、これが５,０００人６,０００人になるとます

ますできないと思います。そのことも考慮した上で検討していただきたいということを

述べまして、３の質問に移ります。 

  防災関係について質問します。 

  先日、私どもの自主防災組織会長から、香美市の自主防災訓練が１１月５日に実施さ

れることから、どのような取り組みを自主防で行うか協議するとの役員会開催の連絡が

ございました。それまで９月３日の開催と思い、１１月５日の開催のことは全く知らな

かったものですから、大変無知な質問になろうかとは思いますがよろしくお願いします。 
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  高齢者が多いことから、暑い９月よりも涼しくなる１１月開催に決して反対する立場

からの質問でないこともつけ加えさせていただきます。 

  以上を述べまして、①。 

  地元自主防災役員会にて会長から説明があろうかとは思いますが、どのような経緯か

ら１１月５日に変更、決定となったかお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   一斉訓練の変更経緯につきましてご説明をいたしま

す。 

  本市では、これまで高知県が県内各市町村に呼びかける県内一斉避難訓練及び地域の

みんなで自主防災訓練の実施に合わせる形で自主防災組織の参加による一斉訓練を実施

してまいりました。昨年度まではこの実施日が８月３０日から９月５日までの高知県南

海トラフ地震対策推進週間にあったものでございます。本年度からはこの日が１１月５

日に変更となりました。 

  県によると、９月は台風シーズンのさなかにあり、悪天候のために訓練を中止せざる

を得ない事例が過去に数回あったことから、この時期を避け比較的好天を望むことがで

き、かつ国の提唱する地震・津波防災訓練の主たる取り組み期間である１０月２８日か

ら１１月１２日までの間に当たる日として、津波防災の日、これは１１月５日に当たり

ます。の前後の日曜日に変更したとのことです。 

  本市もこれに倣う形で実施日を変更することといたしました。変更に当たっては、６

月の自主防災組織連絡協議会において提案し、ご了承をいただきました。また、従来ど

おり各組織において、南海トラフ地震対策推進週間での実施についても何ら問題はない

ということを確認しております。 

  なお、９月の防災訓練につきましては、県下的に広く定着してきたものであるため、

県では新たな一斉訓練の取り組みとして地震の揺れに備えたシェイクアウト訓練を実施

いたしました。本市でも自主防災組織を通じて参加を呼びかけております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   わかりました。 

  ちょっと確認ですけど、この１１月５日に決定したことは自分が見落としたのかもし

れませんが、広報なんかには発表しました？ 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   １０月１日発行の広報香美のほうでお知らせすると

いうことにしております。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   まあ、せんよりはましですけど、できたら９月１日発行

ぐらいに。せめて７月に会をしたら、８月は間に合わないと思いますので。はい。わか



 

－68－ 

りました。 

  ②です。 

  本市にあって９月３日に訓練を、まあ先ほど少し答弁で触れられたかもわかりません

が、自主防災組織の訓練を実施したところはなかったんでしょうか。もしあったとすれ

ば、その際の市の対応、連携はどのようにしたのかお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  ９月３日の訓練実施でございますけれども、２組織で訓練予定のところ、当日実施は

１組織でございました。これは地元での単独での実施ということで、特に市のほうから

連携ということではございませんでした。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   はい。わかりました。 

  ③です。 

  私どもの自主防災組織では、７月だったと思いますが、平成２８年に高知県が制作し

ましたＤＶＤ、南海トラフ地震対策啓発ドラマ「その日、その時…」第１章２５分、第

２章１１分が役員に回覧され、私も見せていただきました。１人でも多くの市民の方々

に見ていただきたいと思ったところであります。 

  このＤＶＤに対する感想、見解をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  ご質問のドラマは、冬のある休日の午後、突然高知県を南海トラフ地震が襲い、主人

公一家の３世代家族がさまざまな困難に直面するという物語です。 

  地震発生直後の自宅から避難路、緊急避難場所、指定避難所、そして仮設住宅まで、

命を守る、命をつなぐ、生活を立ち上げるという現実に即した場面が時系列に展開し、

地震災害を他人事でなく主体的に捉えることができます。 

  およそ２５分という短編の作品であるにもかかわらず、自助や共助の備えにつながる

多くのヒントが示されており、防災学習の素材として非常に良質なものと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   非常によいという感想をお持ちでよかったです。そうや

なかったら次の質問に移れませんので。 

  ④です。 

  ＤＶＤ「その日、その時…」、多くの市民に見てほしいわけですが、これまで市民に

対して見ていただくための何らかの広報は行ったのでしょうか。また、今後の対応につ
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いてお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）  防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  ＤＶＤは、市内全ての自主防災組織に１枚ずつ配付をしております。各家庭へ回覧さ

せる形での視聴のほか、防災訓練の一環として大人数での視聴も勧めております。 

  先ほどのドラマ編に加えて、一人一人ができる備えについて解説した南海トラフ地震

対策資料編をあわせて見ることで、より具体的な地震被害の軽減策を学ぶことができ、

繰り返し見ること、意見を交換することで防災に関する知識をより広げ、深めていただ

きたいと考えております。自主防災組織での活用はもちろん、小中学校での防災学習に

取り入れることも今後検討したいと考えます。 

  また、他市町村での活用事例につきましても、今後参考にしていきたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   最後に嫌みな質問かもわかりませんが、執行部の方は全

員が見てるという認識でよろしいでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）  答弁者は誰にしましょうか。 

○１６番（比与森光俊君）   防災対策課長。 

○議長（小松紀夫君）    防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   まことに申しわけございません。ＤＶＤのほうを執

行部のほうには、私のほうから手渡しが抜かっておりました。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １６番、比与森光俊君。 

○１６番（比与森光俊君）   以上で質問を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   比与森光俊君の質問が終わりました。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２時２８分 休憩） 

（午後 ２時４５分 再開） 

○議長（小松紀夫君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、産業振興課長、西本恭久君から発言を求められておりますので許可をします。 

  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   けさほどの山﨑眞幹議員への答弁の中で、「香美市

振興計画」と申し上げるところを「産業振興計画」と申し上げました。文言の訂正をお

願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   ただいま、産業振興課長、西本恭久君から「産業振興計画」
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と発言した部分を「香美市振興計画」に訂正したいとの申し出がございましたが、これ

を許可することにご異議ございませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、許可をすることに決定をいた

しました。 

  それでは、一般質問を続けます。 

  次に、１４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。私は住民こそが主人公の立場で一

般質問を一問一答方式で行います。 

  まず、中期財政計画からお伺いをいたします。 

  平成２９年度から平成３３年度までの中期財政計画が示されました。平成３２年には

地方交付税の算定替えが終了するため、中期財政計画の最後のページの結びの文では、

「市税等の収入未済額の縮減、遊休財産の処分や貸付等による有効活用や有利な補助制

度の活用などで安定した財源の確保を図るとともに、経常経費の抜本的な見直し、事業

の選択と集中、公共施設の統廃合、公共サービスの民間委託又は民営化などの検討など

歳出の削減」、途中略しまして、「を図る。」こういうふうに記述をされております。

これらは算定替え終了時への備えというよりは、政府の進めるトップランナー方式の地

方交付税算定に対応するためのものではないかと思いました。 

  地方交付税のトップランナー方式は地方創生政策の一環として打ち出されており、成

果指標を設けて交付税の性格をゆがめるおそれがあったり、公務や公共施設の管理を外

部委託化へと誘導する内容を含んでいることを認識する必要があると思います。 

  私は、本市の向こう５年の財政計画が住民の暮らしの安定のために役立つものである

よう願いつつ、合併後の財政運営と今後の見通しについて質問を行います。 

  まず、①です。 

  小泉内閣当時のこれは三位一体改革、２００４年から２００６年までの間に三位一体

改革で国庫支出金を４.７兆円、地方交付税を５.１兆円、これを減じまして、そして、

その税源移譲が３兆円ほど行われましたけれども、差し引き６.８兆円のマイナスとな

っております。これはいまだに回復はされておりません、交付税の総額で。そして、平

成の合併で全国的に公務員数がさらに減少しました。 

  本市でも地方交付税の一本算定への備えとして、退職した職員を２分の１ずつしか補

充しないという手法で職員数を減してまいりました。 

  それによる財政効果と住民サービスへの影響についてお聞きするとともに、今後の職

員定数はどうされるのか、まずお聞きをいたします。 

○議長（小松紀夫君）  総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   大岸議員の質問にお答えします。 

  職員数につきましては、普通交付税の一本算定を見据えて退職者２分の１補充により
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これまで約５０名削減し、総額で約２０億円程度の人件費削減となっております。この

間、職員減を補うため組織改革等により住民サービスの充実に努めてきました。しかし、

地方分権や新たな制度の導入など業務量は増加する傾向にあり、現時点でこれ以上の職

員の削減は難しい状況となっております。 

  また、防災対策、高齢者対策や地方創生の取り組みなど、香美市にとって重要な時期

となっております。こうしたことを踏まえ、職員数については財政状況も見据えながら、

一定の職員数を維持していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   ご答弁をいただきまして職員数を約５０名削減というふう

にお聞きをしましたけれども、私の持っております資料では５７名。これは決算カード

ベースですが、になっているのかと思いますが、ちょっと記憶違いでしょうか。 

  それから、財政効果については約２０億円削減をしてきたということですね。課長お

っしゃったように、もうこれで限界ではないかと、その認識をお持ちのようですが。 

  ちょっと経過につきまして私の記憶の範囲で申し上げますと、職員定数のことですが、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○本庁のその机の配

置なんかもそんなふうになってた記憶があります。 

  しかし、合併の年数が過ぎるにつれて、広大な面積を有することと周辺部が廃れるこ

とへの住民の不安が強く、支所庁舎も支所の職員も引き揚げるわけにはいかなかった。

それは現実問題としてそうでした。実際今になってみますと、大規模災害がいつ起こる

かわからない、地震がいつ起こるかわからないということの中では、やはり支所をなく

すことはできないと私も思います。職員は全体として減っていく中で、支所にそれだけ

残すわけですので、当初の計画から言うと本庁機能に支障が生じてきたという一面もあ

るのではないでしょうか。 

  これまでも質問を行ってきましたように、技術職員の不足が不安視をされ、そして、

職員の残業時間の多さが監査に指摘をされたこともございました。また、多くの臨時・

非常勤職員が正職員と同等の仕事をしながら、低い処遇で据え置かれている、こういう

問題も香美市にはございます。特に保育の部門では、臨時・非常勤職員がいなければ回

らない状態で、これは深刻でございます。 

  でも、こういうことは本市に限ったことではなくて、三位一体の改革や合併の影響は

どこの自治体もありますので、そして、どこの自治体にも国の制度改定による地方の社

会保障関連費が増加をしております。そして、その増加分を給与関係費とか投資的経費

の減で吸収してきた、こういう実態もあろうかと思います。 

  一方で、マイナンバーの事務や臨時給付金の事務がおりてくる。で、職員の負担は大

変大きくなっていると推察されます。 
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  さっき課長もおっしゃいましたように、総務省の地方財政審議会が２０１４年６月に

出しました意見で、これまでと同じように地方公務員の数を削減することは困難。そし

て、２０１５年、２０１６年の１２月には、もはや限界とこういうふうに総務省も見解

を示しております。 

  それで、今はもうこれ以上減らすことはできない見解をお持ちで、可能な限り一定の

職員数を保っていくとおっしゃいましたけれども、当面の計画数、例えば２００５年時

点の４１８人あたりまで戻すのか、どういう計画であるのか。そのあたりをお聞きいた

します。 

○議長（小松紀夫君）  総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  削減した職員数につきましては、私のほうでは約５０名ということでお答えをしまし

た。 

  それで、職員の定数をどれくらいの規模でというご質問でございますが、現状の職員

数をベースに考えておりますので、それにふえたり減ったりということはあろうかと思

いますが、やはり現在は地方創生の取り組みということで２０６０年の人口を１万

４,７００人から１万９,０００人に持っていくというような、長期的な目標を視野に入

れてやっております。 

  また、喫緊の課題として防災対策等もございますし、また、高齢者人口も６５歳以上

の人口が、たしか平成２９年度がピークになるだとうと思います。ですから、これから

６５歳以上の人口は減ってきますけれども、７５歳以上の人口は１０年後がピークとい

うことになってきますので、そこから高齢者人口も徐々には減ってはきますけれども

徐々にということでございますので、そうした介護とか医療、福祉等の業務もこれから

も減ることはないだろうというふうにも思われますので、そういったことを含めて考え

ますと、やはりそこに対応するための一定の職員数は必要であろうというふうに考えて

おります。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   具体的な数はおっしゃいませんでしたけれども、仕事に見

合う、少子化対策も進めながら職員数は保っていくというふうに受けとめました。 

  ただ、満ち足りるということは多分なかろうかと思いますので、ぜひ職員さんの労務

管理も十分留意されながら、職員定数を考えていっていただきたいと思います。 

  次に、②の質問に移ります。 

  合併当初の算定がえ終了時予測のこれぐらい減りますよという交付税の額、一本算定

になったら、その額と途中から支所費等が加算をされまして、減る額の上に加算をされ

て交付税がそんなに減らなくて済みました。 

  その現時点で示されております交付税額との差額をお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 
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○企画財政課長（川田 学君）   大岸眞弓議員のご質問にお答えいたします。 

  普通交付税は、平成２６年度から合併による市町村の面積が大きく変化したことに対

応した算定に加えまして、平成２７年度からは標準団体の面積の見直しや人口密度に応

じた補正の見直しによる算定が行われているところです。 

  こうした緩和策が始まった前年度であります平成２５年度の一本算定額と比較いたし

ますと、今年度の普通交付税の一本算定額のほうが約６億７,０００万円多くなってお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   当初は１０.七、八億円ほど減るのではないかと言われて

いたのが、６億７,０００万円加算をされて、そうすると減る額が３億円ぐらい、３割

程度で済んだと、こういう認識でよろしいですか。それについて。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  数字的にはそういった３億円程度という形にはなろうかと思いますけど、交付税自体

毎年中身が動いておりますので、確実にその分が３億円ということは、ちょっとお答え

ができない部分ではございます。 

  ただ、数字的には約７割が加算というか措置されたというふうには言えると思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   当初おそれていたほどではなかったと。というか地方から

声が上がって、総務省もそんなに減らすことはできないという判断に至ったのだと思い

ます。 

  それで、いわば全然予想していなかった今現実に６億７,０００万円のこのお金を、

企画財政課としてはその差額をどういうふうに活用されるお考えなのか、それをお伺い

いたします。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  地方交付税は、ご存じのように使途が限定されない一般財源でありますので、支所費

等の加算によってふえた部分でありましても、あくまで交付税の一部に変わりはござい

ません。したがいまして、従来どおり各事業の一般財源に活用するということになりま

す。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   合併当初の国税の変動を見据えて、合併後の事業計画とい

いますか、それについてはどういうふうな計画になっておりましたか。これはもう減る
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のでやめようという計画をしたとか、そういう事業がありますか。交付税が減るのでや

めようということを計画したとか、そういう事業がありますか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   合併当初、交付税が減るのでやめようということで

はなくて、まずは庁舎建設をやろうということで庁舎建設に向けて事業を精査しながら、

あと起債の借り入れも抑制しながら、当初はそういった計画で進めてきたというような

状況です。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   最初に川田課長がご答弁くださったように、この加算は総

務省のほうでは従来の枠組みでは対応できない、とてつもなく広い面積の自治体が誕生

したことによる、それに対する加算分です。 

  国の財政措置でありますので、香美市なんかもとても広い面積を有しているというこ

とでは該当しておると思うのですが、例えばその加算分を本来はないとしていたもので

すから、合併をして周辺部の方々が生活を維持していく上で、不便になった点が多々あ

ろうかと思うんですね。条件不利地に手当てをすることが、この加算分を財政的に生か

すこと、行政論的にもそういうことが言えるのではないでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  大岸議員の言われるお気持ちは十分わかるところでございます。 

  ただ、６月議会で中期財政計画をご説明させていただきましたけども、その交付税の

見込みにつきましても今回の加算分も含めた見込みとなっております。 

  そうした中で、平成３２年度からはちょっと赤字になっていくというような見通しの

中で新たな事業をやるというふうになりますと、既存事業の当然見直しという形にもな

りますので、その辺は全体的な事業を見ながら判断していくという形になろうかと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   私は、壮大な事業をやれとかいうふうなことは言っており

ません。 

  ただ合併してから、例えばいつも住民要望の強い福祉タクシー制度ですね、保険で言

ったら免責部分が非常に多いと、その分をもとの形に戻す。高齢者の方が安心して外出

ができる、病院へも行けるというふうな、これなどはそんなに多くの金額を要さないと

思うんですね。でも、その少しの見直しでも随分助かる。合併によるそういうその弊害

を乗り越えることができる。それがまた地域が疲弊することへの対策、地域から人が出

ていくことへの対策にもつながると思うのですが、そういうささやかな要望があるかと
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思うのですが、その点はいかがですか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  金額の大小というのは当然ございますけども、金額が小さいから大丈夫だろうか、大

丈夫ということで事業を選択するわけにもなかなかいかず、より費用対効果とか、議員

さんが言われましたように、やはり弱者の方に対する施策も当然必要とは思います。 

  ただ、金額の大小じゃなくて全体的な事業の中で優先的に取捨選択していく必要があ

るというふうに考えてますので、その部分についてはもうそういうお答えしかできませ

ん。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   私の今申しましたことも踏まえまして、今後の検討課題と

していただきたいと思います。 

  それでは、次に④の質問に移ります。財政健全化指標です。 

  本市は４つのその指標のどれも、何も問題視をされておりません。公表されだしまし

て３年間か４年間ぐらいはちょっと数字が出たことがあったのですが、最近はずっとハ

イフンできております。 

  ひとえに堅実に用心深く財政運営をしてきたということだろうかと思うのですが、４

指標のうちのその将来負担比率がどのように改善をしてきたのか、その動向についてお

伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  平成１９年度に導入されました健全化判断比率の指標の１つであります将来負担比率

は、平成１９年度が７８.９％で、その後毎年度徐々に下がり、平成２３年度以降は将

来負担額を充当可能財源が上回る状態となり、実質的な負担額は生じておりません。 

  今後も将来負担額を充当可能財源が上回る状態が続くと思われますので、当面は負担

額が生じないものと考えておりますが、合併特例債の活用ができなくなる平成３３年度

以降に事業への基金の充当がふえますと、充当可能財源であります基金が減少すること

につながりますので、将来負担比率は悪化する可能性もあるというふうに思っておりま

す。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   私のちょっと手持ちの資料によりますと、将来負担の減少

が金額にして２００７年に６０億５,４００万円、２０１５年がマイナスの５３億８,９

００万円、８年間で約１１０億４,３００万円改善をしております。その数字はよろし

いですか、これで。 
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○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   済みません。その数字がちょっとどの数字なのかと

いうのがすぐわからなかったので、それは将来負担比率の数字ではなくて金額のという

ことですよね。 

  ちょっと今手元にございませんので、その確認ができません。申しわけございません。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   済みません。改善した分子の部分を今数字で申し上げまし

た。これは県の資料でございますので間違いはないと思うのですが、年間約１４億円ペ

ースで改善をしてきていると、こういうことだと思います。 

  ちなみに、将来負担比率は３５０％が国の示すレッドカードですね。それで、香美市

はこの前出たのがマイナス５６.９％ですので、担当課にしますと大変な努力の末、大

幅に改善してこられたと、こういうことだろうかと思います。 

  そして、担当課におかれては相当危機感を持ってやってこられたと思うのですが、そ

の点いかがですか、感想なり課長の思いとしては。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  この間、最初の質問で総務課長のほうが答弁しましたように、職員の減に対応して皆

さんが協力して事業を遂行してきたということもありますし、１つ目の質問では人件費

は職員の分しか入ってませんが、議員さんの人件費であったり、あと特別職の人件費で

あったり、そういったもの全てが含まれて、歳出部門ではそういったものが抑制されて

きたと。 

  片や交付税のほうが、国のほうが合併当初大きくもっと下がっていくのではないかと

いうような見通しを立てておりましたけども、その後いろんな要因があったかと思いま

すけど、そこまで交付税が下がらなかったということで、こういった状況になってると

いうふうに思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   課長おっしゃいましたように、交付税がそんなに言ったよ

うには下がらなかったと。それはやはり先ほど申しましたように、地方団体や市長会な

どから声が上がった結果だと思います。現実そうでないと回せませんので自治体が。そ

の要望活動もあったかと思います。 

  それから、おっしゃいましたように職員さんの減、議員も定数減、そうやってみんな

で補い合いながら財政改善をしてきたと。これ本当に、こうやって力を合わせて住民の

不安を払拭してきたということは、住民の皆さんにこの財政改善の状況について詳しく

お知らせする、そういうことはないでしょうか、どうでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 
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○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  今のところ、そういったことは考えていません。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   議会報告会などに行きますと香美市の財政は大丈夫かねと、

それから、箱物事業が続くけど財政は大丈夫かねというような声をよく市民の方からお

聞きするんですね。 

  こういう努力もして健全財政を保っていると、その結果１１４億円という今年度の今

現在の一般会計の財政規模、１１９億円ですか、その６割ぐらいの額を生み出してきた

ということについては、やはり市民の皆さんにお知らせもして、それでこういうことを

やりましたということを言うことで、そのことが行政への信頼にもつながると思います

が、広報などで周知してはいかがですか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   これまでやってきた事業については、毎年決算状況

について広報等でお知らせさせていただいておりますし、ホームページにおきましても

財政状況につきましては公表してますので、改めてこの間にということは今のところ考

えておりませんが、何かしらできるようなことがありましたら、ちょっとまあやる必要

があるのであればまあ考えるところですけど、今のところ特にはちょっと考えていませ

ん。 

  ただまあ、これまで市民の皆様におきましても市の事業に我慢していただく部分も

多々あったかと思いますので、その点につきましては、この場をおかりして感謝したい

というふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次に⑤の質問に移ります。 

  財政調整基金を含む基金の今後の活用について、どのようにお考えでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   現在、普通建設事業に活用しています過疎債や辺地

債にはシーリングがかかっておりまして、状況に応じて合併特例債に振り替えたりして

対応しているところですが、平成３３年度以降は合併特例債が使えなくなります。また、

公共施設等総合管理計画では、今後多額の費用が必要になるという試算が示されている

ところでもあります。 

  こうしたことを考え合わせますと、基金は各目的に合った活用をするわけでございま

すが、主に必要な普通建設事業の財源や公共施設等の維持管理の財源としての活用が中

心になってくるものと想定しております。 

  以上です。 
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○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   香美市はたくさんの種類の目的基金がございますので、そ

れにしても私は、額が減債基金も合わせて多いなという実感を持ちます。 

  先ほどの将来負担比率の数値からも、香美市の財政が今一本算定になったとき云々の

お話がありましたけれども、危機的状況に陥るとは思えないですね。これでまあ香美市

が将来やっていけなくなるとかいうふうなことがありましたら、香美市より指標の悪い

ところは全部やっていけなくなるような、公共施設の維持管理などはオールジャパンで

考える問題ですので、そういうことではないでしょうか。 

  それから、基金の活用につきましては、政府が最近何日前の新聞でしたか、地方の財

政が改善してきて基金がたまり過ぎているから、交付税を減額してもいいのではないか

というふうに言っている新聞報道がありました。 

  これに関しては、ちょっとまあ非常に、地方の実態を見ない、どうやってこのお金を

生み出したかわかってない記事だなと思って読みましたけれども。こういう国の動きも

あることでございますから、いろいろ言われないように熟慮されて、この県下トップク

ラスの基金を活用して住民の暮らし応援、今まで陥没してきた部分への穴埋め、道をな

らすとかいうふうなことですね、行政上ですが。こういうことに暮らし応援の住みやす

いまちづくりに役立てるというお考えはないでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  まず、基金の県下での状況ですけども、香美市は基金を持ってるというふうによく思

われがちなんですけども、標準財政規模でいく比率で申しますと、県下で１５番目に該

当すると。ただ、市の中では香南市に次いで２番目というような状況になっております。 

  当然、基金の活用につきましては、必要な事業に対しては使う必要があると思います

けども、一応経常的な経費には充てるべきでないというふうに考えておりますし、また、

基金は今後なかなか積んでいくのが難しいというふうに考えております。 

  ですから、一度崩すとそこまで持ってくるのはなかなか難しいので、今後活用につい

ては、事業の精査とか基金を使うべきかどうかも含めた検討をして、活用していく必要

があるというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   行政論的に言いましても、積み上げておけばいいというも

のではないと思います。 

  それで、必要な事業に必要に応じて、そのときはきちんと適切に使うんだというご答

弁だったかと思いますけども、その必要な事業のその計画の立案の中に、ぜひその日ご

ろの市民の要望も入れていただきたいと。要望もあるかと思うのですが、どうでしょう

か。 
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○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  当然そういった要望も含めた中で検討されるべきというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、２点目の質問に移ります。日欧ＥＰＡについて

お伺いをいたします。 

  今年７月の６日、安倍首相は日本と欧州連合ＥＵで経済連携協定ＥＰＡ交渉が大筋合

意したことを表明しました。日欧ＥＰＡはアベノミクスの重要な柱だと強調しています。

そしてこの大筋合意をてこに、永久離脱を表明した米国を除く１１カ国でのＴＰＰ交渉

につなげていく考えを示しております。 

  同じような自由貿易に関する協定でも、ＴＰＰのときとは違い、情報も少なく判断材

料がありません。日本農業新聞によれば、１９５５年には１００％近かった木材自給率

は、１９６４年の自由化以降、２００２年に最低の１９％にまで下落、最近は国産材利

用の機運が高まり、２０１５年には３３％にまで回復してきたところであり、政府には

慎重な姿勢が求められると報じております。 

  ここで、１枚物の私の質問資料をごらんになってください（資料を示しながら説明）。 

  これは政府の大筋合意の発表を受けまして、農民運動全国連合会が独自にまとめまし

た農産物の主な大筋合意の内容と国内農業への影響をあらわした表でございます。ＥＰ

Ａ交渉は２７品目に及ぶことがわかっておりますけれども、これは農産物１６品目につ

いての大筋での合意内容でございます。 

  表を見ていただきますと、上から４番目の牛肉ですが、ＴＰＰ交渉のときと同じよう

に３８.５％の関税を１６年目に９％に削減するとしており、直ちにではないにしても

酪農への影響が心配されます。また、この交渉を契機に、日米の２国間協議で米国から

の圧力も懸念されるところでありますし、食の安全性も担保されるのか不安なところで

ございます。 

  ほかにもありますが、本県、本市が力を入れている木材は、現行の関税２.２％から

６％が８年かけて全ての関税を撤廃し、セーフガードもなくなるとされております。こ

れはＴＰＰ交渉のときよりも厳しい内容であり、特に影響が懸念されるところです。 

  欧州産の木材は品質にも定評がありまして、しかも価格が安いとなれば、せっかく上

向きかけました木材自給率がどうなっていくのか。また県の進めるＣＬＴ、地場産業の

活性化につなげたいということで、いろいろ研究、投資して始めました本市の香美市木

材住宅支援事業も、軌道に乗りかけたばかりのところでございます。こうした地方の努

力にも水を差すものではないでしょうか。 

  以上を述べましてお伺いをいたします。 

  ①です。 
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  本市の酪農（後日「畜産」と訂正あり）や林業部門への影響試算はできておりますで

しょうか。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   大岸議員の日欧ＥＰＡについてお答えいたします。 

  酪農部分への影響については、現在、国・県レベルでの影響額の資産の公表はされて

おりません。ＥＰＡ交渉の大筋合意による影響は、主にチーズ・バターなどの乳製品の

生産加工分野になるものと考えられ、生乳販売が主となる香美市管内の乳牛飼育農家に

その影響は非常に少ないものと思われるため、影響額の試算は現在のところ行っており

ません。県に確認しましたところ、四国内においてもその影響は非常に少ないとの見方

がされております。 

  林業部門への影響についても影響額の試算は公表されておりませんが、県が力を入れ

ているＣＬＴに影響があるとは思われます。 

  議員もおっしゃられましたように、ＥＵは製材、集成材の先進地であり、日本の主要

輸入先となっています。欧州産は価格も安く、ＣＬＴを含む国産材との激しい競合関係

となり、国産材の価格を下げざるを得なくなることが懸念されます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   酪農部分への影響はそれほどないのではなかろうかと。具

体的な数字についてもなかなかまだ影響が出ていない。まあ情報が非常に少ないですの

で、そういうことかもしれませんけれども。 

  考えてみますに、ＴＰＰと同じような自由貿易の枠組みですね。 

  それで、以前ＴＰＰの議論を議場でしましたときに、木材の自由化をして香美市のそ

の林業が２０年後３０年後に今のような状況になった。山が荒廃して環境面への影響、

そして多面的機能の喪失、それから経済的にもそうですけれども、何十年かけて下降線

をたどって、気がついたときには耕作放棄地が出たりとか、そういうふうな状態に今な

ったんだと。それを見たときに、やはり今はすぐには影響が出ないかもしれないけれど

も、将来的にそういう懸念があって、これが地方の疲弊に拍車をかけるのではないかと

いうような私はおそれを持っておりますが、課長、その辺どういうふうにお考えになり

ますか。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  確かに林業部門につきましては、経済連携協定の発効後８年かけて関税が撤廃されて

いくわけなんで、ＥＵからの輸入が大きなウエートを占めております。日本といいます

か本県についても大きな影響は懸念されますし、そうなってくると今やっと林業関係が

伸びているのに、水を差されるという懸念はいたします。 

  また、先ほど市内の酪農家については、生乳販売が主ですので影響は少ないだろうと
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いう見方はされておりますが、実際問題、乳製品の加工分野が圧迫されていきますと恐

らく生乳の価格が下がってくると思われますので、そうなれば当然香美市の酪農農家の

ほうにも影響が出てくると思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   予想されるそのおそれというか影響につきまして、課長か

らご答弁をいただきました。 

  次に、②の質問に移ります。 

  自動車製品などと引きかえに自由貿易にさらされようとしております地場産業を守る

手だてについて、どのような協議がされておりますでしょうか。 

  欧州委員会のほうでは農産加工品の対日輸出が、最大１.３兆円増加するとの影響額

をはじき出しているそうです。日本は、申しておりますように情報が出ておりません。

ここはやはりＪＡとか森林組合とも連携して対策を講じる必要が、例えば情報の収集と

かあるのではないでしょうか。 

  また、市長会などは日欧ＥＰＡの大筋合意の発表を受けてどういう動きをしているで

しょうか。わかりましたらお伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  国は国内対策をこの秋にまとめるという見通しのようですので、それまでこちらとし

てもまだ情報がないもので、この関係機関との経済連携協定についての協議は行ってお

りませんので、現在地場産業を守るために実施している支援の状況をご説明させていた

だきます。 

  酪農家に対する支援は、本市及び南国市、香南市の乳牛飼育農家を中心に、各市担当

課及び高知県中央家畜保健衛生所香長支所、ＪＡ、高知県立高知農業高校、農業共済組

合等を構成員とした南国・香美・香南酪農振興協議会において、酪農振興に関する協議

を行っております。協議会では、酪農家の飼育技術の向上や衛生管理、品質向上を図る

ための知識を取得するための講演の開催や地域との交流を図りながら、３市の地場産業

を支える乳牛飼育農家の活動をＰＲするため「畜産フェスティバル」を毎年、高知県立

農業高校で開催しております。 

  林業部門に関する支援は、間伐や作業道の整備を初め、森林組合の作業機械の導入補

助や林業後継者育成に対して補助をしています。また、議員がおっしゃいました木材住

宅支援事業は、認知度が高まり利用者が増加しております。 

  市長会においても、国の国内対策が不透明なため現時点では協議がされておりません

が、この秋の市長会では協議されるものと思われます。 

  今後は国・県の動向に注意を払うとともに、関係機関との連携、支援事業の充実を図

っていきたいと考えております。 
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  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   さまざまな、できる範囲で対策を精いっぱいやっておられ

るというふうなご答弁だったかと思います。 

  ここで、私はもう一点、食料の安全保障の面からも検討をしたいと思うのですが。 

  今その日欧ＥＰＡの枠組みで日本の食料自給率は、ご存じのように４０％を切ってお

りますね。この前また３８％ぐらいまで下がったと言われておりますけれども。今その

相手にしようとしている国々は、２国間協議ではアメリカは１３０％の食料自給率です。

カナダが２２３％、ドイツが９３％、フランスが１２１％、低いところでもスイスの５

６％、オーストラリアが１８７％。それから、農地面積も日本の１,０００倍、１,５０

０倍。こういったところと同じ市場で競争していこうとしているわけですね。 

  食料の安全保障の面からも非常に心配をされるところです。 

  香美市は１次産業が基幹産業ですので、それでこういう心配も踏まえて情報もきちん

と入れるようにということで、市長会等で政府へ申し入れをするとともに、県選出の国

会議員に要請するなどの手だてが必要ではないでしょうか、お伺いをいたします。 

  ②の質問です。 

○議長（小松紀夫君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）  大岸議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

  課長からも答弁がありましたように、今なかなか情報が十分にあるという状況ではご

ざいませんけれども、言われるように香美市にとりましては林業、また農業が非常に大

事な産業でございますので、これに対して大きなダメージになるような形になることは、

どうしても避けなければならないというふうに考えております。 

  したがいまして、当然のことではありますけれども、市長会などを通じて言われるよ

うな要請は当然していかなければならないというふうに考えております。 

  林業につきましてもせっかく風向きが少し変わりつつある中ではありますけれども、

早くＣＬＴの工法についても国が認めて、これを大々的に使えるようにすること。また、

環境税につきましても思い切って林業の活性化に使えるような手だてをするべきだとい

うふうに考えております。 

  これらの取り組みをやる中で、やはり競争力を上げなければどうしても取り組みが弱

いと、競争力に負けるということになっていけば、幾ら材を持っていても全て外から物

が入ってくるという形になります。 

  山の現場はもちろん、山から出てきた木の製材につきましても、大きなてこ入れをし

なきゃならない時期になってきてます。山での伐採の大きなタワーヤードなんかにつき

ましても、これを国内で製造するというような方向を、できれば高知県で製造をするよ

うな方向を知事も考えておるようでございますので、そちらの方向でできるだけ自前で

物事ができるようなことにしていかなければならないというふうに思っています。 
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  農業につきましては、今、中間機構などが入りまして土地の集約などを進めておりま

すけどなかなか遅々として進まないところでありますけれども、近代的な次世代のハウ

スなどにつきましても、毎年のように我々も予算化を進めておるところではございます

けども、なかなかそうした企業としたものがなかなか立ち上がってこないというような

ところがありますけれども、ここはもう県、市が一体となって、農業の近代化を徹底的

に図っていくような、今までにないような取り組みをやらなければ欧州の攻勢には抗し

切れないんじゃないかという危機感を持っておりますので、そうしたところで最大、市

長会などを通じまして取り組みを進めてまいる所存であります。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   市長から心強いご答弁をいただきましたので、国保の質問

に移ってまいります。 

  ３点目です。①です。 

  国保の都道府県化を控えて、５月１７日に知事会、市長会、町村会が連名で社会保障

制度改革に対する緊急要請を行っております。 

  新たな保険制度の県一本化の保険料算定にも影響することからだと思いますけれども、

その趣旨についてどのように捉えておられるのか、課長の見解をお伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   緊急要請の趣旨はというご質問でございましたので、

まずそれについての答弁をさせていただきます。 

  平成３０年度の国保改革まで１年を切ったこの段階で、国保の普通調整交付金を今ま

での医療費実績ではなく、標準的な医療費水準に基づいて配分するように見直す等の根

本を大きく変更する議論が、影響を受ける当事者であります都道府県や市町村が入らな

い中で行われていることに対して、都道府県や市町村の意見をもとに、社会保障制度改

革の協議を進めるように連名で要請をしたものです。 

  とりあえず趣旨についてはそちらになります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   保険料の大まかな算定もできていないといけないこの時期

になって、調整交付金のこれまでの性格というかそれを変えようとしているということ

で、それもまた地方抜きでやろうとしていることで、抗議とともに申し入れを行ったと

いうことですね。 

  この調整交付金は本市のような地方自治体には多い目に配分されてきたと思いますが、

この点いかがですか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   はい。そのとおりです。 

  普通調整交付金は高齢化率が高くて医療費水準の高い高知県のようなところには、そ
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の調整として今まで多く配分をされておりました。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   その配分ぐあいが変わるとなると、やはり大変気になると

ころだと思います。 

  調整交付金の動向は、本市の国保の保険料にも影響してきますね。結果そういうこと

になると思うのですが。 

  それを確認の上で次②の質問に移りたいと思います。 

  まだ十分国の方向が完全に定まっていない状況ではありますけれども、本市の来年度

からの保険料算定、それはどのような見込になるでしょうか。県からどういう大まかな

方向が示されておりますか。わかっております範囲で。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   正式な国保事業費納付金の金額につきましては、平

成３０年１月中旬ごろに通知をされるということになっておりますが、この平成２９年

１０月に県のほうが仮係数によりまして算定された市町村ごとの納付金を示してくれる

予定になっております。 

  香美市の保険料算定につきましては、この示された納付金をもとに、そこから検討を

することになります。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   今現在、資産割についてどうするかとかいうふうな議論が

たしか進んでいることと思うのですが、それについてはわかっておりますか。大まかに

言いますと３方式になっていく方向でしょうか、保険料の算定です。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   先ほど申しましたように、市のほうにつきましては

これからということになりますが、県の示してくる事業費納付金の部分で決まっている

ことです。 

  これは納付金の配分の算定方式は、県につきましては３方式、所得割、被保険者均等

割、世帯別の平等割を採用することになっております。それと、医療費水準につきまし

ては、一応配分は全て反映をすると、それから、所得係数につきましては、国の原則で

県平均１人当たりの所得額を全国平均１人当たりの所得で割るということ、それから、

大きくこういう事業費納付金が一定以上に増加をすると見込まれる場合には、激変緩和

の措置をするというような大まかなところは決まっております。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでいくと香美市もその３方式になるのではないかと、

こういう認識でよろしいですか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○保険課長（高橋由美君）   それにつきましてもこれからということになります。 
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  一応県とか国のほうは一本算定といいますか保険料統一の方向に動いてるのは間違い

ないのですが、香美市としてその事業費納付金をどういう形で算定をするかということ

につきましては、これからのことになります。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   今度の国保の改定につきましてちょっといろいろ読んでみ

ますと、言っているその調整交付金の中に今度保険者努力支援部分とか、これは国の議

論の中で国もその必要性を認めておりますが、子どもの均等割ですね、これを除く方針

でいくのではないかと、それは国保の加入者も本当に望むところでありますが、それに

ついてもまだこれからということですか。課長としては香美市の子どもの均等割は外し

てもいいとか、そこまでまだ言える状況ではないでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   非常に勉強不足で申しわけございませんが、その子

どもの均等割を除くっていうことにつきまして、正確な文書を読んでおりません。 

  均等割を外すとかいうことは、それ以後のことになってこようかと思います。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次の③の質問に移ります。 

  私は、国保に関する質問のたびに、香美市の国保会計の運営についてただしてまいり

ました。 

  合併当初は財政安定化支援事業に対しまして、市で手当てするルールの内部留保分２

割分どころか、地方交付税措置された事業費の８割分も全額でなく当初ゼロだったとき

もあるんですが、３,０００万円とか４,０００万円の定額しか繰り入れられておりませ

んでした。この当時８,０００万円とかあったと思うのですが、それで同時に国保の基

金も７億５,０００万円余りあったと思います。そういう状況ではありました。ここ近

年になりまして、やっと国が地方交付税措置したよという８割分が入るようになりまし

て、加えてこれも指摘をしてまいりました地方単独の医療費助成に関するペナルティー

分はさかのぼって繰り入れていただきました。しかし、その内部留保分から補うべき２

割の市の負担分がまだ繰り入れられておりません。 

  そこで、お伺いをいたします。 

  本市の国保会計、合併時以降の繰入不足額は幾らでしょうか。それは一般会計にとめ

置くものではなくて、国保会計に繰り入れるべきものだと思いますがいかがでしょうか、

お伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   内部留保金という考え方とはちょっと外れるかもわ

かりませんけれども、交付税措置をされている金額ということです。厚生労働省の繰入

基準と交付税算入額による繰入金との差額につきましては、１億５,８５５万１,０００

円が合併後のトータルの金額になります。 
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  財政安定化支援事業は交付税で措置をされているもので、国保会計への繰り入れにつ

きましては、財政安定化支援事業の一般会計からの繰り出し基準の趣旨が、国保財政は

国費と国保税で賄うという基本原則を踏まえつつ、保険者の責に帰することができない

特別の事情に基づくと考えられる要因に着目して限定的に繰り出しができることを認め

ようとするものであり、国保税で負担すべき給付費について一般会計が補助することを

一般的に容認する趣旨のものではないということになっております。また、交付税で行

われる財政措置も繰り出しの要否及びその額は、各市町村が実情に即して独自に決定す

べきもので、国保税の安易な引き下げに充てられることがないようにすべきであるとい

うことになっております。そのため合併時多額の基金を有し、その後もずっと基金の保

有額が県平均よりも多い状態で推移をしてきておりますために、香美市は交付税措置額

のみを繰り入れをしてきました。交付税の趣旨に基づいて一般会計の一財で使うという

趣旨のものでありますので、一般会計との話し合いのもとに交付税措置額のみを繰り入

れをしてきました。 

  そこで、繰り入れを行うべきではということにつきましては、過去の繰り入れにつき

ましては、今申しましたように実情に即して香美市として決定を既にしてきたものであ

り、さかのぼって繰り入れをするべきものではないと思っております。しかし、基金に

つきましては、平成３０年度以降前期の精算が２年間市町村に残るということで、香美

市では返還が生じるということも想定をされておりまして、基金は枯渇をしてくると見

込まれております。今後は交付税措置額でなく、基準額での繰り入れを要望していきた

いとは考えております。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   財政安定化支援事業については法的根拠がないと。 

  自治体が裁量の範囲なのでというふうに以前にもお聞きをしたかと思いますが、その

基準の繰り入れを要望していくとおっしゃったのはどういう意味ですか。もう一度説明

をお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   繰入基準額というのが、計算上のいわゆる今言って

ます１０割分ということです。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   そしたら、今申しておりますあとの２割分も要望していく

と、こういうことでよろしいですか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   今後の基金の動向を見て、今後は要望をしていきた

いというふうには考えております。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、一歩前進ということで捉えたいと思いますけれ
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ども。 

  基金の動向を見てといいますより、この財政安定化支援事業は、法的な根拠はないと

言いながらこういう制度を設けているその理由は、やはりその国保加入者の中に低所得

者や非正規雇用などが多いために、国が財政支援しなければ国保会計はもっていかない

というそういう、構造的な問題解決のために設けている制度だと私は理解をします。そ

れについて認識は一致するところと思いますけれども。 

  であれば、やはり国保会計の支援の意味もあるわけですから、やはり１０割相当分は

きちんと繰り入れていかなければならないと思います。今そういうふうな基金の様子を

見てという枕言葉はつきましたけれども、一歩前進のご答弁をいただきましたので、次

の④の質問に移りたいと思います。 

  国保都道府県化によりまして、基金の取り扱いはどうなりますでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   国保の基金につきましては、そのまま市町村に残り

ますので、今までどおり取り扱いについては市町村で決めることになります。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   国保会計が県で一本化になりますけども、県で掌握するの

は医療費の部分で、あと保険事業とか出産育児一時金とかいうのは残りますので、国保

会計がそのまま。そして、基金もそのまま国保会計に残るということですね。はい。そ

れで、その基金の様子を見て２割部分を入れると言いましたけども。 

  ちょっと違うかなと思いますのは、国保の都道府県化に際しまして全国知事会の代表

が、協会けんぽ並みの保険料負担率まで引き下げるには約１兆円が必要だとしておりま

す。それで、政府に国保の財政基盤強化の必要性を知事会等が訴えました。それで、１

兆円入れなければ、もう国保の一本化には応じないよという強い態度で出た結果であり

ます。 

  その結果、平成２６年に実施をしました保険料軽減措置の拡充５００億円、これ最初

に低所得者の保険料の軽減が実施をされました。そして、平成２７年度には低所得者対

策の強化に１,７００億円を実施しまして、平成２９年以降もさっき申しました子ども

の保険者が多い自治体への支援を行うことなんかが決められております。 

  そこで、その基金、今２億５,０００万円あるのですが、平成２７年度の低所得者支

援強化の１,７００億円は、このときどういう使い方をしますかということで私質問を

しましたけれども、法定分はもちろん軽減分は使うけれども、あとはもう基金に積み上

がっています。ですので、県で国保料の負担軽減などには使用しませんでしたので、基

金に積み上がっておる２億５,０００万円、私どもへの説明では、この基金は一本化さ

れるときには国保の収支が医療の分赤字になっているので、そのために基金を使うから

残らないと言っておったのが、国の支援分が２億５,０００万円そのまま使わずに積み

残っておると。で、国はこの支援分で 1 人５,０００円の保険料引き下げが可能と説明
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しているんですね。 

  そういう国の繰り入れの趣旨が生きるような基金の使い方をするべきではないでしょ

うか、お伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   暫時時間を延長します。 

  市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   基金の額につきましてですが、今２億５,０００万

円積み立てておるというところで、その１,７００億円につきましては、前回その基金

の中に算入された分が四、五千万円やったと思いますので、その中に残っておるという

お答えをさせていただきました。 

  現在２億５,０００万円に枯渇をすると予想していた基金が膨らんだ要因というのが、

前期の高齢者の交付金が一気に今年大きく入ってきてます。その分はまた２年後に精算

が来ます。精算額は全くちょっと予測がつかないんですが、例えば１億２,０００万円

ぐらい膨らんできているのが、平成３０年の広域化以降に平成２８年、平成２９年の分

は精算が残りますので、その分が例えば１億円あるとすれば、残ったお金っていうのは

２億５,０００万円もございません。 

  そういう意味で４,０００万円がそこに残ってはおりますけれども、その使い道につ

いて４,０００万円分がそのまま使えるか使うかっていうことにつきましては、その基

金の使い道ということで、不足納付金の額が決まった時点でまた運営協議会等で協議も

し、使い道については考えていくべきものと思っておりますので、現在はそういうお答

えをさせていただきます。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   その前期の分の精算の金額を正しくはわからないけど１億

２,０００万円として、まだちょっと残りますよね。 

  それで、この間基金をきちんと使いなさいということで私たちは主張をしてまいりま

したけども、それもこれもやっぱり加入者の責めによらない、例えば高度先進医療が発

達したとか、それから国保加入者に農林業とか、それから会社勤めでない非正規の低所

得者の方が多いために、医療費に対して国保税の収入が少ないと。そのために国もいろ

んな手当てをしているわけですけれども、それにしても国保税が高いと。 

  こういう構造的問題に起因する加入者の高い国保料ですね、払える方はいいのですけ

ど、払えない方が資格証明書を持ってたくさんいらっしゃると、そこをどうするのかと。

国保税が高いからこういう制度からあぶれている方がたくさんいるこの現実を、やっぱ

り社会保障ですのでどうにか保険原理だけじゃなくてしなければならない、市の担当者

はそういうふうな立場に私は立つべきだと思います。 

  それで、ちょっとどういう現状なのか新聞記事をご紹介をしたいのですが、これは今

年の４月１５日に地元の新聞に掲載をされました、高知市に無料低額診療所というのが、

そういう困窮された方を受け入れる、普通の病院にかかることのできない、もう本当に
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ようようたどり着くところなんですが、そこの取材をした記事が載っております。 

  その来られた方を受け入れた医師が、１人の患者さんが、２０年以上塗装業を営んで

きた男性で、景気悪化の中でも従業員を解雇せずに頑張ってきたが自身の国保料が払え

なくなり、その七、八年前から無保険になって、腹痛と体重減少でがんを疑って市役所

の国保担当課に相談したが、保険料を払って保険証を受けるのが原則と言われた。生活

保護などを紹介されることもなく、困ってネットで検索して同診療所を見つけて受診を

した。診療所で精密検査ができないため持ち家の処分の手続などを進め生活保護を受給

し、その後入院治療したが胃がんが骨転移、肺転移が見つかって入院から１カ月後に死

亡した。そういう５０代の男性が、非正規で働くホテルに住み込むような形で暮らして

いた。昨年の１１月に勤務中に右半身が麻痺したが、２年ほど国保料を滞納して保険証

がないため病院に行くことができなかった。市の担当者が潮江診療所の地図を示して紹

介した。しかし、病院にかかったときはもう手おくれ状態だった。それから、血圧が２

４０を超える状態で脳内に出血が広がっていたとか、そういう実態があるわけですね。 

  香美市内には無料低額診療所というのはありませんのでなかなかわかりにくいですけ

れども、もしそういうのがあればそこへ駆け込む人が、私はたくさんいるのではないか

と思います。 

  公平負担の原則とか言いますけども、やはり医療というのは命を守る最後のとりでで

すので、こういうことに目を向けていただいて、国がこういうふうに１人５,０００円

も保険料を引き下げることができるという、お金を手当てしたときにはそれに使うと、

こういうご判断には至らないのか、その点を再度お伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   今後、事業費納付金が決まりまして、香美市の保険

料算定をするときに十分協議をして決めていきたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それでは、次の⑤の質問に移ります。 

  都道府県化に際しまして、保険料率などが決まれば国保運営協議会が開かれます。こ

の会議の傍聴を私はしたいと思います。以前、傍聴を申し出ましたが断られました。そ

の断られました理由と、秘密会でもない限り傍聴は認めるべきだと思いますがいかがで

しょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   おっしゃられますように、委員さんには被保険者の

代表として一般の市民の方も入っておりますために、活発に意見を述べていただくため、

誰がどういうふうに発言しているかなど、傍聴者を気にせずに自由に意見を述べていた

だきたいということで、後で議事録を見ていただくようにお願いをし、以前には傍聴を

ご遠慮いただいたことがございますが、傍聴が不可というわけではございません。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 
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○１４番（大岸眞弓君）   そしたら、次の会のときにはご案内をいただきたいと思い

ます。傍聴させていただきたいと思います。 

  では、４点目の児童クラブの質問に移りたいと思います。 

  まず、①です。 

  香美市は平成２０年１２月議会におきまして、児童クラブの運営をそれまでの委託契

約から指定管理者制度にする条例改正を行いました。この条例は平成２１年の１月１日

から施行されております。 

  条例施行後、平成２１年１月２０日に指導員、保護者ら関係者に執行部が説明を行っ

ております。その議事録が私の手元にございます。 

  それによりますと、なぜ指定管理者制度に移行なのかということについては、監査か

らの意見でというものでございました。 

  説明の席上で、今の条例・規則で行くと法令違反に当たると監査に言われたから、指

定管理者制度にしたと説明をしておりますが、市に対しまして、監査からどのような意

見があったのか、またそういう意見があったとしても、直営などほかの選択肢は検討し

なかったのかお聞きをいたします。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   大岸委員の児童クラブに関するご質問にお答えいた

します。 

  委託制度で運営していた平成２０年度までの条例・規則では、保護者負担金は一旦香

美市に納付していただいて、その分を含めた委託料を支払う必要がありましたが、その

ようになっていなかったことについて指摘があったようです。 

  平成１５年の地方自治法改正により、改正前の規定に基づき管理委託を行っていた公

の施設は、指定管理者制度の導入で条例を改正する必要が生じていた時期でもあり、選

択肢としては直営か指定管理かのどちらかであったと思われますが、個々の児童クラブ

の実情に合う運営ができるよう、指定管理を選択したものということのようでございま

す。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   非常に残念でならないのは、直営か指定管理者制度か決め

なければならなかったというときに、なぜ関係者の意見を聴取した上で行わなかったの

か。 

  その当時はまだ国の法整備もきちんとできておりませんでしたので、児童クラブとい

うのはなかなか行政の中で位置づけはされておりませんでしたけれども、平成２１年ご

ろというと大分認識も進んできていたことだと思います。 

  先に決めておいて後で説明に行く。この説明会場の中でも随分いろんな意見が出てる

んですね。これ課長にお渡ししましたので読んでいただいたと思うのですけど、こうい
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う疑問に答える説明もできてないまま、とどまることなく指定管理者制度の条例を先に

通してしまってますから、私も反対討論もして反対しましたけれども、最終的に議決を

されてしまったということですが。このあり方は児童クラブに対してでも何に対してで

も、十分に説明を行ってから事を起こしていただきたいと思いますがいかがでしょうか、

この件を踏まえまして。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   やはり、実際このとき委託先でありました保護者会

等とは先に詰めておくべきであったというふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   この前も児童クラブの勉強会をしてくださったようですけ

ど、最近はもうそういうことなく進んでいかれると思いますので、きちんと説明をした

上でということを徹底していただきたいと思います。 

  では、次の②の質問に移ります。 

  児童クラブは来年度契約更新の年度となります。 

  私たちはこの間、他市の例とか国の法令の進展なども調査、研究しまして、香美市の

児童クラブの状況は、とても指導員さんや保護者会、子どもたちに負担が多いことがわ

かりました。これは施設の問題も含めてでありますけれども。それで、陳情など上がっ

て、議会の教育厚生常任委員会も聞き取りをする、それから、行財政改革特別委員会も

聞き取りをするなどの動きがありまして、このあり方について改善をするように指摘が

あっております。同時にそれが関係者の願いとなっております。 

  そこで、更新時期を機会に指定管理者制度は見直すように強く求めます。いかがでし

ょうか。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  実際としまして、指定管理者制度を直ちに廃止、変更するということは難しいとは考

えておりますが、それぞれの保護者会の実情に合う形での運営を損なわず、また、事務

量の増加が生じない形での運営が可能であれば、委託方式にすることも考えてみる必要

があると思いますので、近隣市町村等の実情等を調査してみたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   実は、その平成２１年のときの説明会の席上で保護者会か

らも指摘がありました。 

  都会なんかでは、指定管理者は大体大手の業者とか教育関係のそういうところが受け

たりするところが多いんですが、保育園もそうですけど、もうけなかったら手を引くん

ですね。それほどの人口規模でもないし、公募を行っても指定管理者でやろうという業
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者さんも多分いないかと思いますし、現在の形で進んでいっているわけですけれども、

その説明会の席上で、その指定管理者ができん言うたときにどうしますかっていう質問

があってるんですね。そのときは考えますみたいな答弁になっておりますけれども。 

  実際、この心配が今年、山田小学校の児童クラブで起きましたね。休むという形には

なっておりますけれども、事実上、その子どもたちは大規模のくじら児童クラブに吸収

される形で、指導員さんを含め運営がなお困難になってご苦労されておるということで

ございますので、ぜひ見直していただきたい。 

  それで、来年度の指定管理者制度の協定で指定管理者にする期間を従来５年で香美市

はやっておりますね、これの期間を短くして１年とか、その間に関係者とも話し合いを

しまして、一番香美市に合ったやり方を協議して進めることを提案いたします。 

  この間、議会から指摘や質問、それから頑張っておられる指導員さん、保護者会の皆

さんの要請は市民の声です。真摯に受けとめられ対応をすべきと思いますがいかがでし

ょうか。 

○議長（小松紀夫君）  教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   たくさんのご意見、ご指摘も受けております。 

  香美市に合った、実情に合った運営方式というのをぜひ実現させていきたいと考えて

おりますので、今後ともご支援をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   私は関係者の皆さんが、ややボランティア的にやっておら

れる部分も本当にあると思いますのでね、安い時給で。こうやって関係者の皆さんの要

望が聞き入れられて、じゃあ新しい形の運営方式を考えましょうというふうに市が提案

をしたら、私は人の善意は集まってくると思います。 

  一番いい形でやることを決めたらスムーズな運営が継続できていくんじゃないかと思

いますのでぜひ、もうご答弁結構ですけれどもよろしくお願いします。 

  それでは、次の５点目の質問に移ります。 

  一連の図書館や鏡野中学校の武道館、プールの建設等にまつわる事務に関しましてお

聞きをします。 

  ①です。 

  この懸案の事業につきまして、多額の補正計上や十分な説明を欠いたことで議会の不

信を招き、事業がおくれこんでおります。一連の施設建設事業等で持っておくべきノウ

ハウを持ち合わせていない状態で事務を行っていたことが、議員協議会の質疑等を通じ

て判明をいたしました。また、議員協議会の質疑等を通じて計画が、設計が変わった部

分もございます。 

  先日の新聞記事では、中学校長さんのコメントにもありましたように早期の施設建設

が待たれております。 

  私たち議会のチェックの甘さも大いに反省するところでありますけれども、財源確保
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の面からも、こういったことを繰り返すことは避けなければならないと思います。 

  再発防止策を検討されたかどうかお伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   大岸議員の再発防止策についてお答えをいたします。 

  図書館や鏡野中学校の武道館、プール建設等の事務に関しましては、事務推進上の理

解不足、研究不足、基本的な手順の誤り、議会や市民の方々への説明不足等により、円

滑な事業の推進ができなかったことに対し、心よりおわびを申し上げます。 

  専門性の必要な事業につきましては、事業に対して個人の理解を深めていくことはも

ちろんですが、教育委員会事務局での共通理解のもと、チームによる推進体制でその都

度での教育委員会への報告、協議や関係機関や庁内専門部署との相談、協議を行いなが

ら、円滑な事業を推進することが必要と考えております。 

  今後、これまでのような不手際のないように、事務局では事務手順を確認しながら、

チームとして事務に当たり再発防止に努めてまいります。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   教育長からご答弁をいただきましたが、やっぱり例えば教

育委員会部局ってすごく忙しいですよね、事務が物すごく多岐にわたってまして。それ

で、事務を補助していただく方が要るとか、そういう声は職員さんの間からはないので

すか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えいたします。 

  事務の補助につきましては、それぞれの部署で臨時職員さん等もお願いしてたりする

ものですけれども、この専門的な部分につきましてはどうしても専門的なところでのチ

ームが必要なものですから、どうしても担当とか課長とか班長とかいうチームをつくっ

てするということが第一です。 

  それだけではやはり全体的な専門性が不足しますので、専門部署との連携が必要と思

ってやっているところです。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   改善はされていくと思いますけれども。 

  非常に残念なのは、職員さんって市民の方に喜ばれる仕事をしたとき、モチベーショ

ンも上がってとてもいい結果が生まれると思うのですけれども、新聞記事のようなこと

が続きますと、庁内全体の活気もなくなりはせんだろうかと、ちょっとそのあたりを心

配します。それがひいては住民サービスの低下につながっていったりするのではないか

と。 

  今回の例を引きましたら、教育長もおっしゃったようにチームで当たると、担当者が

自分の判断に迷ったとき、例えば課を飛び越えて庁内で横断して相談できたり、教育委

員会だったら建設課に入札のことや何かで相談をスムーズにできるという、事務を補い
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合える、声をかけてよとかっていうようなやりとりだけでもいいんでしょうけれども、

そういうことを庁内のシステムとしてつくっておく、そういうことは考えられないでし

ょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   庁内の連携でということにお答えをいたします。 

  専門性の必要な事業につきましては、専門部署や専門機関等から指導や助言をいただ

くことは必須であると考えています。検討時から庁内でのプロジェクトチームをつくっ

たり、検討のための委員会や協議会に入っていただいたり、日常的に相談に乗っていた

だいたりしながら、円滑な事業推進ができるよう努めなければなりません。 

  庁内での連携への意識は高くなっていると思いますけれども、相談が集中する部署に

ついては、対応し切れない状況もあると思います。場合によっては、外部による支援を

求めながら、よりよい推進体制をつくっていかなくてはならないと考えているところで

す。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   それと、外部の指導もときには得ながら、プロジェクトチ

ームをつくって、事務を円滑に推進できるようにしていくということのご答弁をいただ

きました。 

  職員には人事異動や退職がありますね。そういった年齢の開きをカバーできるように

人材育成を日ごろから気にかけていくということも大事だと思います。 

  今回は反社会的なとまではいきませんでしたけれども、こういうことが起こらないよ

うに再発防止のため職員の健康管理を含めて目配りをして、「チーム香美市」と言える

ようなプロの集団をつくっていただく気概があってほしいと思います。いかがでしょう

か。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   大岸議員の言われるとおりだと思います。 

  先般のことから、このごろは本当にそれぞれが研究をしながらやっていたり、チーム

で取り組んだり、教育委員会もたびたび開きながら、何というかな、専門性で言うとな

かなか専門者が集まってる教育委員会のメンバーではないのですけれども、チームで取

り組む中では、素朴な疑問などを投げかけ合うことがさらに研究を深めたり、仕事を確

かなものにしていくということになりますし、専門の部署に聞いたりするときにも、い

わゆる素朴な質問から多分始まっていくというのが私たちの今回反省の大きなところで

すので、いろんなチームの会もやりながら、本当に確かな仕事をするのには、専門部署

の力をどうしてもかりていかなければならないと思っているところです。 

○議長（小松紀夫君）   １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小松紀夫君）   大岸眞弓さんの質問が終わりました。 
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  お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ延会にしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会することに

決定しました。 

  次の会議は９月１３日午前９時から開会します。 

（午後 ４時１９分 延会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（小松紀夫君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１８人です。定

足数に達していますので、これから、本日の会議を開きます。 

  報告します。１６番、比与森光俊君は、所用のため遅刻という連絡がありました。 

  ここで、大岸眞弓さんから発言を求められておりますので、許可をします。 

  １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   皆さんおはようございます。議長の許可をいただきました

ので、発言をさせていただきます。 

  きのうの私の一般質問で、文言訂正が１カ所ございます。 

  「酪農」と発言しましたところを「畜産」と言いかえたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   ただいま１４番、大岸眞弓さんから、質問事項２の日欧ＥＰ

Ａについての質問の発言の中で、「酪農」の部分を「畜産」に訂正したいとの申し出が

ありました。香美市議会会議規則第６５条の規定により、これを許可することにいたし

ます。 

  議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許可します。 

  ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ５番、森田雄介です。議長の許可をいただきましたので、通

告に従い順次質問をしてまいりたいと思います。 

  今回の質問は３点であります。 

  まず、１点目です。水道事業の見通しについて、お伺いをいたします。 

  先日も水道事業会計の決算報告を受けました。本市では、安定した水道供給事業に努

力してきていると感じています。 

  水は人が生きていくのに、欠かせないライフラインです。古来より都市化していくに

は、飲料、料理、洗濯、入浴などの家庭用に加え、農業用水や工業の発展に伴った需要

に応じる必要がありました。用水並びに上水道をつくらなければ、地域はある程度以上

に発展しないものです。 

  人口増加と都市化の時代においては、不足するインフラの整備が優先されました。し

かし、今後は施設の更新時期とも重なる中で、人口と都市動態を注視しながらの適切な

維持管理が求められます。仮に、施設の更新に過剰な負担を計上すれば、人口がふえな

い中で不要な負担増となりかねません。水道施設に限らず、今後のインフラ整備に共通

する視点であります。 

  本市でも、計画されている水源地整備事業並びに耐震送水管の新設事業は、今後事業

計画が出てくるものと聞いているところですが、内容が気になるところです。この点に
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ついて、平成２８年６月議会で同僚議員からの質問があったように、水道事業の耐震対

策など受益者負担になじまない分野は、総務省が地方公営企業への繰り出し基準を明示

しています。事業の資金計画について、お伺いいたします。 

  ①です。 

  管路の耐震化を進めるに当たって、積立金の取り崩し及び繰り出し基準にのっとった

補助金、負担金、出資金、長期貸付金等の方法により、一般会計等が負担する財政見積

もりをお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   森田議員のご質問にお答えいたします。 

  現在、将来にわたり持続可能な水道事業経営を目指すために、香美市水道事業経営戦

略を策定中です。 

  この経営戦略では、各種法令・会計業務の専門業者と公認会計士による財政収支シミ

ュレーションを実施し、本市の上下水道の諮問機関である香美市上下水道審議会におい

て、ご審議を経た後に公表する予定です。また、お示しできるようになれば、議会にお

いてもご説明をさせていただきます。 

  お尋ねの管路の耐震化についても、この経営戦略の中で事業計画を定め、料金収入と

のバランスを考慮しながら検討していきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   課長より今の現状をお聞きをいたしました。 

  収支シミュレーションに基づいて、計画をこの後お示しできるようにするというふう

にお聞きをしたところですが、私がこの質問の中で中心にお聞きをしたかったのは、そ

の繰り出し基準をしっかりと計上するということを計画に盛り込んでいただきたいとい

うことであります。これは、計画が出てきた時点でしっかりとお示しいただけるという

ことでよろしいでしょうか。それとも、今もし少しでもわかることがありましたらお聞

かせください。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   お答えいたします。 

  先ほど説明をさせていただきました香美市水道事業経営戦略において詳細が今後出て

くることになりますが、現在の中期財政計画の中では、平成３１年度より５カ年計画で

戸板島水源地から八王子配水池までの区間で送水管の耐震化を計画しております。概算

事業費は約４億円、単年度予算ベースは８,０００万円として、財源は内部留保資金と

建設改良積立金を充当します。なお、起債借り入れについては、将来の経営を考えれば

できるだけ行わない考えであります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 
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○５番（森田雄介君）   内部留保資金、積立金の充当ということでお聞かせいただき

ました。 

  実際に一般会計が負担する繰り出し基準にのっとった財政計画というのは、担当課と

いうよりか、ひょっとしたら企画財政課ということにもなるんでしょうか。また、もし

予算要求のときにこういった繰り出し基準があると思いますが、繰り出し基準にのっと

った補助金、負担金、出資金等の方法による一般会計が負担する見積もりが担当課から

計画が出てきたときに、担当課は内部留保資金、積立金を使っての計画ですけども、さ

らに使える事業があれば、企画財政課のほうで予算要求をするというようなことになる

でしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  基本的には担当課から繰り入れの金額の予算要求があって、それを精査するという、

企画財政課のほうでは、繰り出し基準に基づいた金額になっているかどうかという部分

も含めて、精査するというような形になります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   今、答弁いただきました。 

  そうすると、やっぱり計画の中でこの繰り出し基準があれば、それを計画の中に盛り

込むということが前提やということで確認できたと思います。計画は今後というふうに

お聞きしていますので、その計画の中に本来繰り出し基準で出さなければならないもの

はぜひ、そこに含むということの確認をお願いをいたします。 

  それでは、②に移りたいと思います。 

  国は簡易水道の安定経営に向けて、余裕のある上水道会計との統合を進めるように誘

導しています。しかし、会計上の理由だけの統合はあり得ないところであります。水道

は生きていくのに欠かせないインフラであって、低廉で安定した供給を目的とする事業

です。公的な機関が責任を持って運営をするものです。国土保全の立場からも、簡易水

道には受益者負担に限らない自治体負担があってしかるべきと考えます。 

  また、災害対応面から考えた場合、統合や広域化による安定供給が必ずしも有利とは

言えないと考えます。独立水源を確保していたほうが、災害時に有利になることが考え

られます。 

  以上を前提におきまして、本市の簡易水道施設の状況と統合への対応をお聞きいたし

ます。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   それでは、統合についてお答えさせていただき

ます。 

  香美市の水道を利用する方々に大きく関係するとともに、水道事業経営にも多大な影
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響が生じることから、国の定めた統合期限である平成２９年３月の統合を香美市におい

ては見送りました。 

  その理由として、１、香美市の上水道と簡易水道の給水人口比率は５８対４２と拮抗

しており、現在の状態で統合すれば、比較的経営が安定してる上水道が経営が苦しい簡

易水道を受け入れることになります。現在の簡易水道は料金収入が少なく、収入の半分

が一般会計からの繰り入れ補塡であり、統合した場合は企業会計の原則から繰入金がな

くなり、その資金を水道料金の値上げにより補う必要があります。また、統合初年度に

は減価償却費に１億５,０００万円が発生し、その収入を確保する必要があります。 

  ２、統合した場合は、今までの起債にかわり水道事業債となりますが、元簡易水道地

域の新規事業に係る起債の元利償還金の交付税措置が簡水債と比べて５５％から２５％

に減少します。 

  ３、今まで簡易水道事業で利用していた辺地債、過疎債、簡水債の起債が統合した場

合は使えなくなります。 

  以上のことから、統合については市民の皆さんへ情報開示と情報提供を行うとともに、

上下水道審議会、議会などのご意見をいただきながら慎重に進めていきたいと考えてい

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   課長より見送りという、また理由もお聞かせを願ったところ

です。本当にそのとおりであるのではないかなというふうに思います。 

  この①と②の質問の内容は、先ほどの答弁の中でも水道料金の見直しというようなお

話もありましたけれども、そのかかわりが非常に大きい２つの要素だと思っております。

今言ったような利用がある限り、安易な今すぐの統合というのは非常に問題が大きいの

で見送っていると。これは本市の判断でもありますが、水道事業は全国同じような課題

を抱えておるとは思いますが、そういったほかの市町村の動向も、もしわかればあわせ

てお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   現在の状況は自分のほうでは把握しておりませ

ん。ただ、かなりの数、簡易水道を抱えるうちと似た状況の自治体は多いと考えており

ます。水道新聞とかの記事を見る中では、なかなかやはり上水道との統合については厳

しい。実際、統合した自治体についても今後、先ほど議員のおっしゃられた水道料金の

値上げ等が、もうすぐに発生するという状況になっております。 

  香美市としては、先ほども説明しましたができるだけ住民の方に水道の実態を知って

いただいた上で、今後の水道料金等についての検討に入っていきたい。そのためには十

分時間をかけて、やっぱりやっていかないといけないというふうに考えております。 

  以上です。 



 

－7－ 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   それでは、今後の対応については、また十分な説明をよろし

くお願いをいたします。 

  それでは、③の質問に移りたいと思います。 

  本市は平成２８年４月１日より、物部・香北地区の簡易水道施設の点検・管理業務を

民間委託しています。簡易水道の委託を始めて１年以上が過ぎました。この評価と見通

しをお伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   それでは、お答えいたします。 

  簡易水道民間委託業務は、平成２８年度に物部・香北地区の簡易水道及び飲料水供給

施設の全１９区域の維持管理を委託し、本年度より土佐山田地区の８区域を追加すると

ともに、管路及び施設の工事立会、管路の通水断水の補助業務、漏水調査、管内全域の

水質検査などを追加しています。 

  本年度で２年目を迎え、本課、支所職員の負担軽減、緊急時の迅速な初動対応、地元

雇用の創出、官民合同の技術研修の開催、地震・風水害に伴う応援協定の締結など、多

くの効果があったと感じています。今後の課題である退職や人事異動における円滑な水

道業務を継続する体制づくりにおいても、受け皿として重要な役割を担っていただきた

いと考えています。 

  現在、国が審議中の改正水道法では、適切な資産管理、広域連携の推進、官民連携の

推進などが新たに盛り込まれることから、なお一層の連携を図りながら安全・安心な水

の提供に努めていきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   状況をお聞きをいたしました。さらに本年度土佐山田地区の

追加、そして業務の内容についてもさらに広がったというような形でよろしいでしょう

か。管路の点検、緊急出動の点についても研修を重ねたというふうにお聞きをいたしま

した。これ、大もとには技術の継承、そういったことも含めての委託であるということ

です。 

  このときに私が少し気になってくるのが、民間委託をしたほかの事例であります。高

知医療センターの掃除業務などは、ＰＰＰ/ＰＦＩを導入した際に毎年のように委託業

者が変わったり、同じ人が変わった業者に雇い直されるというようなことが繰り返され

るというような事例も聞いております。こういった事態にならないような手だてが当然

必要だと思うんですけれども、この委託した先の事業者の継続性、これは大丈夫なのか

お聞きをしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   お答えいたします。 
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  先ほどＰＰＰ/ＰＦＩのお話が出てきたわけですが、実際のところ、高知医療センタ

ーについてのＰＰＰ/ＰＦＩはまだ国として十分な内容の吟味なくスタートして、ちょ

っと失敗をしたというふうに聞いております。現在も香美市においては下水道における

ＰＰＰ/ＰＦＩを国の国土交通省、総務省、内閣府の中に入りまして、定期的な会議に

出席をし、意見交換、情報の収集を行っております。 

  改めまして簡易水道の委託についてでありますが、現在、委託の更新については業務

評価、これは日本水道協会が作成をしました水道施設管理業務評価マニュアルをもとに、

評価に基づき更新の可否について判断をしております。 

  今後においても同様に評価を行い、継続の可否については判断をしていくと。それに

ついては、今後ホームページ等で結果を公表していくということを考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   課長からは、しっかりとした評価もした上で継続の判断をし

ていくというようなお話がありました。私が逆に心配しているのは、事業者側の立場と

いうかそういったところであります。民間というのはもうけがあるうちはいいんですけ

れども、そうでなくなった場合には、撤退というようなことも考えられます。そういっ

たことがないような、逆に言えば技術の継承を前提とした民間委託であれば、事業者に

対して、こちらの意図をしっかりと伝えた上で契約がされるべきだとは思うわけですけ

れども、そういったあたりの確認というか、契約内容について話し合いはあったのかお

聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   先ほどもお話ししましたが、現在は単年度契約

になっておりますので、月ごとの検査ヒアリングを行い、最終年度には総合評価を行う

という段取りでやっております。その中で委託事業者さんとのヒアリングに特に重点を

置いて行っております。それは今後の継続性も含めての協議になってきますが、今のと

ころ企業体のほうでは、問題はないというふうに担当課としては考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   またヒアリングのときにコミュニケーションを図っていただ

けたらと思います。 

  もう一点、民間委託になった場合の懸念点が私ありまして、今は点検管理業務、緊急

時の出動等の内容ですけれども、将来的に包括的、全体的な経営も含めた委託、そうい

ったものになることも懸念をするところです。そういった委託の内容がどんどん広がっ

ていくといったことへの懸念はないのか、再度お聞きをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   お答えいたします。 
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  まだ構想の段階として説明をさせていただきます、将来的にですね。 

  将来的に行けば、今の水道事業を継続していく１つの方法としては、上下水道一体の

包括委託がうちとして理想的ではないかなと。できるだけそれによってコストの削減、

ダウンサイジング、スペックダウンが図られるというふうに考えている。これはまだ一

応の検討の段階です。できるだけ業務を集約化してできないかという、できるだけコス

トを下げれないかという１つの案として検討しております。 

  先ほどちらっと話をさせてもらいましたＰＰＰ/ＰＦＩ、下水道に関しては、他県に

おきましてはかなり進んでまして、ある自治体で上水・工水・下水の包括・民間委託が

もう既に２期目に入っていると。そういった他方の事例もやはり参考にしながら、将来

的な香美市の下水道も含めた検討に入らなければいけないとは考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   少しですね、私前段で申し上げましたように、水道は生きて

いく上では欠かせないライフラインということを考えてみましたら、これは公的な機関

が責任を持って運営を行うことが前提であるというふうに考えております。時代の流れ

はあると課長の答弁もありましたけれども、いわゆる国が計画を立ててくる場合、実際

に簡易水道の統合なんかでも、非常にこれまでの流れからすると上水道との統合は難し

い実態があるわけです。この各地域において水道事業を安定経営するためには、やはり

公的な機関が望ましいというようなことを、実態も含めて地方からは発信をしていただ

きたいというのが１点であります。 

  そして、その包括的と私申しましたけれども、上水道、工業用水、農業用水といった

そういう意味での包括も同じ包括なんですけれども、１つの上水道の経営の中で、新た

な今回の耐震化のような施設の更新、いわゆる長年にわたっての資金計画が必要になっ

てくるような計画なんかを、その部分は今の段階ではこの上下水道課で行っていると思

うんですけども。その計画、単なるもうけだけではなくて適切な維持管理を、計画性を

持ってやっていくという部分、ここに公的な一番責任を持つべきではないかというふう

に考えるところです。 

  その部分まで完全に民間に委託をしてしまえば、一番懸念するのが不採算部門とか、

地域によって値段に差が出てくるとか、そういったことを懸念するわけであります。そ

の点、包括的だという意味の内容で、管路の更新とかそういった事業の中身、全体的な

将来計画にわたる運営を委託するのかどうか、そういったところで課長のお考え、今、

案を検討中ということでありますので、今のお考えをお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   お答えいたします。 

  やはり水道事業経営戦略が、まず１つの重要な資料になってきます。それに基づいて

今後１０年間のまず事業計画が出てくると、収支と財源の収支バランスが明確に出てく
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るということになります。 

  現在、今の状況で行きますと、手持ちの資金を活用してできるだけ借り入れをせずに

やっていった場合には、先ほど説明しました単年度８,０００万円ベースで５カ年とい

うことになるわけです。一方で、地震対策については早急に取り組みなさいということ

であれば、前倒しで３年間という圧縮した事業計画を立てなければいけないわけですが、

現在の公営企業予算でいきますとそれは厳しいという状況です。実際できるのは５年間

８,０００万円ベース、これで住民の方に負担をかけずに、送水管の耐震化の事業はク

リアできるというふうに考えております。 

  今後についてはやはり経営戦略ができて、上下水道審議会、議会にも説明し、住民の

方にも公表して意見をいただきながら、今後の上下水道事業の将来について検討してい

きたいというふうに考えております。 

  また、水道事業、下水道事業もそうですけど、完全民営化というのは考えておりませ

ん。これはもう基本的には、水道事業であれば最終的に行政がやっぱり責任を持つ原則

になっておりますので、完全民営化というのは全然自分として考えておりません。ただ、

やっぱりコストダウン、スペックダウンとダウンサイジング、企業会計ですので、でき

るだけ出費を抑えてやっていくという原則に基づいて、今後も取り組んでいきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   完全民営化は考えてないということも確認をできました。選

択肢は狭めたらいけないというような、課長の思いもあるというのを答弁の中から感じ

させていただきましたので、それはそれで置いといて、よりよい水道会計のために検討

を続けていただければと思います。 

  それでは、１点目の質問は終わりまして、大きな２点目の質問に移っていきたいと思

います。耕作放棄地への対策についてであります。 

  農村・農業地域では、都市部に先駆けて高齢化や人口減少が進行し、農業就業者が高

齢化、減少するとともに、集落を構成する人口も減少しています。そのことによる農地

の荒廃や担い手の不足等による生産基盤の脆弱化等が進行。このような状況は特に中山

間地域において顕著です。またそれは、農業経営が次の世代に継承されず、貴重な資源

や技術の伝承が途絶えてしまうおそれにつながります。さらに、農地・農業用水等の地

域資源の維持管理や生活サービスの提供等の継続に支障を及ぼすことも懸念されます。 

  以上述べたような状況は、農林水産省が平成２８年４月の荒廃農地の現状と対策につ

いての冒頭に述べていることです。 

  こういった現象をさも自然現象と同等のように淡々と取り上げていますが、私はこの

ような現象を招いた根本原因は農業政策によるものだという認識をしています。政府の

政策は、地域の持続的な農業経営よりも、対外的な貿易摩擦の解消のために農作物の輸
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入拡大を推し進めるほうに偏り、後継者の農業離れ、輸入食品の価格下落を招きました。 

  そのことを押さえた上で、中身についてもう少し見ていきたいと思います。 

  荒廃農地の発生原因として農林水産省の農村振興局調べでは、高齢化・労働力不足が

１位、土地持ち非農家の増加が２位となっています。また、ほかの調査でも高齢化・労

働力不足が８８％、価格の低迷が４３％と続いています。これらを招いた根本原因には、

先ほど述べた対外政策優先があると考えます。国内では生産調整、価格下落で農業離れ

が加速をしました。 

  さらに次に記されております基盤整備事業が実施された地区においては、耕作放棄地

の発生が極めて少ない状況との報告です。この事実を足がかりに、この資料の中では耕

作放棄地の再生と農地中間管理機構への利用権設定を進めることによる、耕作放棄地の

発生防止と解消へと政策を進めています。このことは根本原因を見ずに、枝葉の事象で

もって対処策をとっているように見えてしまいます。あわせて、鶏が先か卵が先かの議

論のように、耕作したい土地だから基盤整備したとも言えるわけで、説得力ある理由に

見えてはきません。 

  しかしながら、農地は単独で存在しているわけではなく、耕作放棄地が周辺農地に与

える影響を嘆く声が聞こえてきます。そのことからすれば、対策がとられるということ

には評価をしなければならないと思えてきます。 

  そこで、農業委員会において必須事務に位置づけられた農地等の利用の最適化の推進

をどのように進めていくのか、推進に関する指針を見ながらお聞きしていきます。 

  ①です。 

  耕作放棄が長年続くと農地への復旧が難しくなってきます。現状でこの資料の中で遊

休農地とされている５.７ヘクタールのうち、引き続き耕作の目的に供されないとする

ものと、利用の程度が劣っていると認められるものの割合はどのようになってるのか、

お聞きをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   森田雄介議員の遊休農地への

対応についてお答えいたします。 

  遊休農地とされる５.７ヘクタール全て、引き続き耕作の目的に供されないものとさ

れております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   全部が引き続き耕作の目的に供されないということでありま

した。 

  この冒頭で紹介しました平成２８年４月の農林水産省の荒廃農地の現状と対策につい

ての資料の中で、全国の事例が出ております。この事例の中では、遊休農地の引き続き

耕作の目的に供されないものと利用の程度が劣っているというこの２つの割合は、大体
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半々ぐらいになっておりました。これの判断というか本市が全部引き続き耕作の目的に

供されないというほう、そちらの農地ばかりというのは、その現地を見た農業委員会の

判断ということでよろしいでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   おっしゃられるとおりでして、

この２に当たる農業上の利用の程度が、その周辺の土地における農地との利用の程度に

著しく比べて劣っているという判断がなかなか難しいもので、全て１ということにして

おります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   それでは、②に移りたいと思います。 

  本市の指針の中でありますが、遊休農地の年間０.５ヘクタールの解消を目標として

おります。この具体的方法をお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  遊休農地の解消等の具体的な方法といたしましては、一昨年までは８月に１回行って

いました利用状況調査を、平成２８年度の新体制移行後は、農業委員と農地利用最適化

推進委員により、１年間を通じて随時実施するなど、調査回数をふやしております。ま

た、調査結果に基づき所有者に対して利用意向調査を行い、あっせん等を勧め、農地利

用の調整を図り、遊休農地の発生防止と解消に努めています。 

  利用意向調査の回答で、利用意向等を示さず遊休農地の解消もされない場合、翌年度

から固定資産税が１.８倍になる制度があることを周知し、利用意向把握に努めており

ます。 

  また、利用調査の結果を受け、農地中間管理機構への貸し付けの推進を行うなど、遊

休農地の解消に努めております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   実際に耕作放棄地、遊休農地となっている持ち主のところへ

訪ねて、丁寧にお話を聞いているということになろうかと思います。また、それによっ

てさまざまな事情があるとは思います。それでも何とかしたいということであれば、積

極的に支援もしていくということだと思います。 

  詳しくはちょっとまた後のほうの質問で取り上げたいと思いますので、③のほうに移

っていきたいと思います。③です。 

  農地に戻すことが困難とされる、Ｂ分類というふうに示されておりますＢ分類に区分

された荒廃農地については、非農地判断された後はどのような対応になるのか。そうい

った土地があるのかどうかも含めて、ちょっとお聞きをします。 
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○議長（小松紀夫君）   産業振興課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  非農地判断された農地は農地とみなされなくなり、所有者にその旨を通知し、申請に

より法務局の登記官の判断で登記地目の変更が可能となります。具体的には非農地証明

を行った農地と同様の扱いとなりますが、しかし、現在この通知を出したことはござい

ません。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   通知を出したことはないということでした。実際、通知の段

階までは至らなかったのか、非農地判断された土地がなかったのか、そこら辺はどうで

しょうか。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   現在、随時調査も行っており

ますし、所有者の方には利用を促しておりますので、そういうことはなかったと認識し

ております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   実際この取り組みが始まってまだ１年余りということですの

で、事例の数からすれば判断に至ったものはまだないということで確認をしておきたい

と思います。 

  それでは最後、④の質問に移りたいと思います。 

  耕作放棄地の減少に向けて指針はどのような方向を考えているのかも含めて、改めて

伺います。 

  根本的には農業経営向上の支援が欠かせないと考えるところです。圃場整備や集約化

なのか、次世代型ハウス農業なのか、はたまた６次産業化支援グループの育成なのか、

また農＋Ｘという話もありました。 

  同じ農業でも大きく２つに分かれるように思います。より稼ぐための農業なのか、よ

り自立し共生する農業なのか、意欲的な農業者への支援や育成に向けて現在の取り組み

をお聞きをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  農業委員会では、意欲的な農業者や新規就農者に対して、農業委員及び各担当地区の

農地利用最適化推進委員が農地をあっせんしたり、各種市の補助制度の情報提供を行っ

ております。 

  また、農政班のほうでは、耕作放棄地とならないためには地域の担い手の農業者の経

営安定が欠かせないものです。担い手の経営内容にもよりますが、例えば園芸用ハウス
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整備事業によるハウスの整備事業や、炭酸ガスの濃度や光等を制御して、農産物の収量

を増収させる施設を導入できる環境制御技術普及促進事業、産地パワーアップ事業等に

より、担い手の支援をしております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   今お聞きをいたしました次世代型ハウスなどの支援制度を使

って、新しい担い手づくりに力を注いでいるというお話が聞けました。 

  私、ちょっと資料で手元に持っているものなんですけれども、去年の高知新聞で示さ

れた新規就農者の内訳です。 

  去年は過去最多で２７０人の新規就農者があったと、その内訳で、Ｉターンの方の内

訳が過去最多の１６２人であったということです。これは２７０分の１６２で全体の６

割に達しておるということです。この傾向は平成２５年度、２０１３年度あたりからこ

のＩターンの就農者は１００人を超えて、以後、増加の傾向であるというふうなグラフ

になっております。 

  こういった状況から見ますと、先ほど私の感想で農業といっても２つに分かれると、

一つはより稼げる農業なのか、もう一つは地域と共生をしていく農業なのかというよう

なところであります。新規就農者が実際どのような農業をしているかまではこの資料で

は触れてはいないところではありますが、一定イメージとしては農村回帰、田園回帰と

いったようなイメージも持つところです。そういった新たな担い手に対する支援という

のが今後、今までの支援に加えてより必要なのではないかというふうな思いもするとこ

ろであります。そういった方に稼ぎだけが中心ではない、もっと人生の喜びとか、当然

Ｉターンですから今までつながりがなかった方が来るわけでありますから、地域のつな

がりであるとかそういった総合的な、本当に人間らしい支援も必要なのではないかなと

思います。その辺に対しての今の課長の見解等をお聞かせ願えたらと思います。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長兼農業委員会事務局長、西本恭久君。 

○産業振興課長兼農業委員会事務局長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  本年度も３名ほど新規の就農者がいらっしゃいまして、そのうち市外からの方が１名、

ユズ農家としてこちらに入って来られましたが、その方には香美市、農協を初め農業振

興センター、市が支援をしながら、まずは柚子生産部会とか地域の団体に入って活動す

ることを勧めております。そしてまた、その団体からアドバイスをいただいて就農が成

功するように見守っていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   既存の農家さんとつながっていくということであります。 

  受け入れる側も当然経営のほうは一番に心配はするところではありますけれども、ま

た一方で農業の楽しみ、そういったものも伝えていけるような、そんな内容になってい
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ただければと思います。また、小規模農家でありますから、収益だけではちょっと大変

な状況でもあるというのは当然であります。そういったかつての民主党の政権のときの

施策ですけれども、農業者の戸別所得補償制度なんか、これが今、名称が変更して経営

所得安定対策になっておりますが、これが平成３０年度で終了という予定にもなってま

す。 

  こういったほんのちょっと下支えをするような制度がありましたら、より新規就農に

も向かいやすいということを思いますので、そういった点もまた研究をしていただけた

らというふうに思います。 

  それでは、３点目の質問に移らせていただきたいと思います。 

  会計年度職員の制度運用ということでお聞きをいたします。 

  本年５月１１日に可決・成立した地方公務員法及び地方自治法の一部改正は、期限つ

き任用を法定化する内容になっています。これまでは、任期の定めのない常勤職員を中

心とする公務の運営が前提でありました。このことは附帯決議で確認をされましたが、

改正法の中に明確な文言があるわけではないので、財政危機と人手不足を理由にするこ

とによって、自治体職場の非正規化が一層促進されかねない懸念があります。 

  その一方、法案審議で総務省は「改正法案をもって、任用の適正化、処遇改善に向け

てまず第一歩を踏み出したという形にできれば大変有り難い。」と法案の趣旨を述べま

した。以上のことは運用に当たり無視できない事項になることを踏まえた上で、順次質

問してまいります。 

  ①です。 

  今回の法の改正、法の趣旨への見解をお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   森田議員の質問にお答えします。 

  この法案の趣旨は、公務の重要な担い手となっている臨時・非常勤職員の適正な任用、

勤務条件の確保、また地方公共団体の取り扱いの統一化、そして、簡素で効率的な行政

体制を実現するとの認識を持っております。 

  こうしたことから、この法案の成立により、臨時・非常勤職員の労働条件の改善につ

ながっていくものだと考えております。また同時に、業務の改善、効率化も求められて

いるものだと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   労働条件の改善と効率化も一方では求められるのではないか

という答弁をいただきました。 

  実際に国会での審議の中でいろんな懸念事項が議論をされておりまして、実際に附帯

決議という形で４点の決議がなされております。これは衆議院、参議院両方同じ内容で

あります。その附帯決議に記された内容をちょっと自分箇条書きにしておりますのでち
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ょっとここで読み上げたいと思いますが、再度の任用が可能であること、また公務の運

営は任期の定めのない常勤職員を中心に行うこと、会計年度任用職員も同様であるとい

うこと、移行に当たっては不利益が生じることのないようにすること、必要となる財源

は国のほうが確保に努めるということ、また休暇制度の整備、育児休業等に係る条例の

整備、施行条件について調査・検討をまた後追いでしていくということ、そして最後に、

民間の同一労働同一賃金という今の働き方改革なども注視をしながら、公務における同

一労働同一賃金に重点を置く。こういったことを附帯決議として上げております。 

  こういったことを附帯決議としながら、一方でこの法案の内容では、同じ会計年度の

任用職員ですが、フルタイムとパートタイムによって待遇の格差を認める内容にもなっ

ております。こういった附帯決議の趣旨を見ますと、実際に今フルタイムで働いている

方が、財政その他の状況によってパートタイムに切りかえるというようなことがあって

はならないと当然解釈できるところであります。これまでの待遇を切り下げないという

対応、これ最低限望まれるところではありますが、その点についての見解をお聞かせく

ださい。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  この制度につきましては５月に成立したということでございまして、今後は総務省の

ほうから平成２９年度、３０年度にかけて都道府県ごとの説明会を実施するということ

になっておりますので、その後に市町村については詳しい説明があるんだろうというふ

うに考えておりまして、その附帯決議の内容がどのようになっているのかということは

ちょっと現在のところわかりませんが、ただ、この会計年度任用職員制度の要件という

ものは明確化されておりまして、従事する業務の性質に関する要件と勤務時間に関する

要件の２つに大きく分かれていまして、そして常勤勤務を要する職と非常勤の職という

ふうに分類されています。 

  森田議員の先ほどの説明にもありましたが、非常勤の職においては会計年度任用職員

の職は２つに分かれておりまして、フルタイムの会計年度任用職員とパートタイムの会

計年度任用職員とに分かれているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   新しい制度はそのように分かれておるわけであります。です

から、その制度に合わせようとすれば、当然今まで臨時的任用とか非常勤任用で働いて

こられた方の任用が逆に切り下がるというようなことにも、規制はないというかそうい

った内容になっております。そこら辺は、それまでの条件が切り下がらないようにとい

うことを確認していただきたかったわけであります。その点の確認はよろしいでしょう

か。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 
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○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  細かい内容についてはこれから県のほうからも説明あろうかと思いますが、先ほど説

明しましたように、会計年度任用職員制度の要件というものはかちっと決まっておりま

すので、地方公共団体はこの要件に基づいて運用していくということになります。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   実際に国・県からの説明会も今後ということでありますから、

その説明もしっかりと踏まえた上で、私も手元にこの導入に係るスケジュールがあるん

ですけれども、実際、今、本市における臨時・非常勤の任用職員の実態、現状把握をし

っかりとしていただきたいと思います。このスケジュールにおいても、説明の前に任用

等の現状把握というようなことも記されております。こういったもの自体がまだ取り寄

せでもしない限りあんまりない状態なのではないかとは思うんですけども、私の少し聞

くところによると、この秋ぐらいには説明もあるんじゃないかというようなことも、こ

れは聞いたところであります。ですので、それまでに現状把握をした上で、しっかりと

した対応をまずお願いをしたいと思います。 

  それでは、②に移ります。 

  臨時・非常勤職員の処遇改善を実際に求めていくものです。これまでの検討状況と実

現に向けた段取りをわかる範囲でお聞きをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  臨時・非常勤職員の処遇改善につきましては、これまで有資格者の保育士職員の単価

を改正しております。 

  さて、今後の取り組みについてでございますが、通年雇用については６月議会で今後

の検討課題とお答えしておりますが、地方公務員法改正により、会計年度任用職員制度

の施行期日が平成３２年４月１日となっていることから、その制度の内容や施行までの

スケジュールや作業を踏まえた中で、検討していくことになると考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   そうですね。６月議会、そしてまた本議会においても、通年

雇用されないがために、学校現場では非常に矛盾が生じているというような現状が報告

をされております。それについての改善は当然検討ということでありますが。 

  もう一点、今まで自分も保育現場のことを取り上げながらお聞きをしてきたわけです

が、処遇改善に必要な財源処置、これまでの答弁であったら特に退職金の計算などが１

０年に限れば可能と、だけれども、全体をなかなか見通しての試算というのは難しいと

いうようなことがありました。今後は説明の中でマニュアル等も示されるはずですし、

実際、退職金の計算をしていただきたいということを、まず申し上げたいと思います。 
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  その上で政府も財政処置に対して言及をしているわけなんですけれども、退職手当の

支給予定額というのは、一般会計等の先日、同僚議員が質問をしました将来負担比率の

負担額、これに退職手当の支給予定額というのは含められるというふうに認識をしてお

るところです。この将来負担比率の財政見込みは、本市においては大変優良であるとい

うことが明らかになっておりますので、以前聞いた懸念は解消されていると認識をする

ところです。 

  そういったところも今後、このスケジュールを踏まえて検討というのは今の答弁でし

たけれども、実際にその懸念される中身というのは早期に解消されていくということも

十分あると思います。その点、まず財政見込みは大変優良で、懸念する退職金の負担見

込み額、これはそこまでの懸念ではないということをまず１点、ちょっと確認をしてい

ただきたいと思います。今もしその見込み額が多少わかるようでしたら、お願いをいた

します。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   この会計年度任用職員制度施行後の退職金等については、

質問にもございませんでしたのでちょっと試算もしていないわけですが、ただ、現状の

非常勤職員が全て通年雇用になると、何千万円単位の人件費の増額ということにはなる

と考えられます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   何千万円かの負担増ということでしたが、実際にパーセンテ

ージでいうとマイナス５３％、実際の金額で毎年１４億円あたりのお話やったと思いま

す。そういったとこから言うと、この財政負担というのは、一定大きなものではないと

いうふうにも思うところであります。 

  また、実際に今雇用されている方の現状を十分把握をしていただきたいということは

先ほども申し上げましたけれども、これの条例の制定には、任用に対しては新たに本市

でも条例を制定する必要があるということであります。これ実際、十分協議を尽くして、

また実態把握というのは、実際に臨時的な任用をされている職員さんの声も聞き、また

労働組合等の協議も尽くしていただきたいと思うところであります。その点についての

見解をお願いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  今後のスケジュールということになってこようかと思いますが、平成２９年度から平

成３０年度にかけて県等からの説明会があろうかと思いますが、来年度に向けて人事給

与システムの改修、それから制度改正に伴う任用根拠、執行体制の整備等の検討確定、

または臨時・非常勤職員の制度改正内容の説明等々、この制度施行に当たっての作業内

容は多岐にわたっておりますので、こういったものを今後細かく分析し、準備に当たっ
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ていきたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   きのうの質問でもありましたし、その前の質問、自分の取り

上げた質問でもありました。 

  保育現場、学校現場では非常に深刻な矛盾が広がっている。できれば通年雇用の見直

しを当然言及はしておるんですけれども、今回この会計年度任用職員という新たに国の

指針も出てきたということでありますから、本市の抱えてる矛盾を１日も早く解消をす

ると、こういった決意を持っていただけたらと思うわけです。スケジュールありきでは

なくて今ある矛盾を速やかに解消する、こういった思いを最後に確認をさせていただき

たいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  本市においても臨時・非常勤職員の雇用につきましては、地方公務員法に基づいて運

用しておりますので、その中でどういうふうな改善ができるかというようなことは、今

後検討していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   仮にですけど、現状でも当然できる改革というのはあります

ので、その点もじゃあ含めて早期の決断をお願いするということで、私の質問は以上で

終わらせていただきたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   森田雄介君の質問が終わりました。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時０９分 休憩） 

（午後１０時２５分 再開） 

○議長（小松紀夫君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  次に、６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   ６番、濱田百合子です。通告に従いまして一問一答で質問

をさせていただきます。 

  本日の質問は２点です。 

  まず１点目、健康づくりの支援について質問をいたします。 

  誰もが健康で自分らしい人生を送りたいと思っていると思います。健康づくりの主役

は市民一人一人です。自治体は地域の課題を分析し、そのデータに基づき健康課題と改

善目標を明確にし、データヘルス計画を勧めています。 

  本市は高齢者が多く、平成２７年度の高齢化率が３７.３％で、平成３２年度には３
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９.３％という予測をされています。高齢になれば疾病にかかる率も高くなり、当然医

療費も増大します。今後ますます市民みずからが健康課題に取り組み、地域で支え合う

ことができるシステムが必要になると思います。そして、必要なときに安心して医療や

介護、福祉サービスが提供できるような仕組みを行政として構築していくことが求めら

れていると思います。 

  そこで、健康づくりを支える本市の積極的な支援をとの思いで質問をいたします。 

  最初に、（１）健康づくり地域ネットワーク推進事業についてです。 

  ①、この事業が始まった平成２６年度から３年間の実績と今年度の申請状況をお尋ね

いたします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   濱田議員の３年間の推進事業の実績、そして申

請状況ということでお答えします。 

  平成２６年度は８団体、会員数が１１１人、平成２７年度は１０団体、新規団体が３

団体、会員数は１２９人、平成２８年度は４団体で新規団体が２団体、会員数は６９人、

平成２９年度は５団体で新規団体は３団体、会員数は８２人となっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   新規団体が毎年、平成２７年度、２８年度、２９年度とふ

えているということは非常にうれしいことだと思います。それで、この事業は１年また

は２年間、同じ団体が継続して申請ができるということでありますので、この４年間で

トータルしたときに幾つの団体が、香北、土佐山田、物部、それぞれ何団体がこの事業

を今までに利用したことになりますでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  物部地区が１団体、香北地区が５団体、土佐山田地区が１０団体、計１６団体となっ

ております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   １６団体のサークルまたは団体の方、この事業を有効に使

われているということがわかりましたが、②に移ります。 

  この事業の実績状況から見て、健康づくり地域ネットワーク推進事業の意図するとこ

ろですね、地域のネットワークをつくるということでこれが始まっていると思うんです

けれども、その構築について、この４年間ですけれどもできてきていると評価されます

でしょうか。また、今後のこの事業の計画について伺います。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  事業開始後３年が経過し、本年度の申請件数を含むと１６団体、会員数延べ３９１人
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が地域ネットワーク推進事業を活用しています。地域での健康づくりはもちろんのこと、

人と人のつながりを強める活動についても、２年間の補助期間が経過した後もそれぞれ

の地域で根づいていると思われます。今後、このような団体が香美市内にふえることに

より、よりネットワークの強化が図られていくと思いますが、近年申請件数が１桁台と

なっておりますので、ネットワークの構築についてはまだまだこれからだと考えており

ます。より多くの団体が地域ネットワーク推進事業を利用できるように、広報香美８月

号に利用団体を掲載しています。今後も利用団体のＰＲも兼ねた広報活動を行いながら、

利用団体の増加につなげていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   地域のネットワーク構築まではまだ途上だということだと

思うんですけれども、課長もおっしゃいましたように８月の広報でも掲載をしたという

ことですが、この事業は対象が３０歳以上の市民の５人以上で健康づくりのための運動

や講座を開催したり、また同時に地域のつながりを強められるように見守りや健診など

のお誘いの声かけをすることが申請条件になっているかと思います。この間、申請の方

法や事業内容について、市民からの問い合わせまた要望はありましたでしょうか。それ

と、この申請が今１桁台になっているという状況をお伺いしましたけれど、担当課内で

そのことについて、申請方法をもう少し容易にするとか、何かそういうふうな検討はさ

れてきたのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  申請につきましてですが、補助金ですのでやはり実施報告、申請、事業計画、事業報

告等は必要になってきますので、やはり担当課のほうで各団体のほうに丁寧にご指導し

て、申請のほうを受けるようにしています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   課長、こういう１桁台になってきています。平成２８年度

が４団体いうことでしたよね。今年は５団体なんですけれども、やはり予算も同じよう

に１５０万円計上されておりますので、できるだけ多くの団体に利用をしてもらいたい

と思うところなんですけども、確かに補助金なので丁寧に説明をしてやってもらうとい

う、その趣旨は前回も同じような質問をさせてもらったときにご答弁いただいたとは思

うんですけれども、そういう利用をふやすために担当課内で申請方法とかいろんなこと

について、このことについて話をしているのかどうか、そういうことお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  今回の広報香美の８月号にも載せましたが、やはりそうやって団体のほうに出向いた
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り、そして、社会福祉協議会とか民生委員のほう、それからまた健康づくり団体のほう

にも声がけして、団体にこの事業があることを勧めていくということは話しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   社会福祉協議会にも出向き、健康づくりのほうにも声をか

けるというようなことを話されたということでございますが、当初の今年度の募集の４

月号ですね、４月の広報にも掲載はされていました。１１ページの中段ぐらいにあった

んですけど、ちょっと目につきにくいと思いました。中段ですので、１１ページでした

けれども。優先順位っていうのもまたわかりませんけれども、やはりもうちょっと掲載

の方法も何かこう工夫がいるんじゃないかなと、アピールの仕方にも工夫がいるのでは

ないかと思いますが、その広報の掲載の工夫の仕方、その辺どうなんでしょう。今後の

こともありますので、もう少し目につきやすいというか、そういうことも考えていただ

きたいですが、その辺いかがでしょう。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  今回の８月号の広報につきましても取材をしてきたんですけど、やはりほかの掲載の

部分と関連がありまして、そういった形の写真だけになりましたけど、次回４月号のほ

うには、やはりもう一回取材をしまして、見やすいような形で掲載したいと思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   対象年齢が３０歳以上になっていますので、子育て中の方

もこの当然申請できるわけです。今全部で１６団体とおっしゃいましたけれども、この

方たちの年代は大体どれぐらいになりますでしょう。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   年齢層は大体６０歳以上になっております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   やはり子育て中の方とか現役でお仕事されている方なんか

も含めましたら、広報も隅々までというわけにはいかないかとも思いますけれども、そ

ういう３０歳以上のターゲットにしているわけですので、やはりチラシなどをつくって

子育て世代の方にも事業内容もお知らせできるような、何かそんな方法はないかと思う

んです。若い世代が集まっているような団体とか、子育て中でしたら子育て支援のほう

とかそっちのほうにも行ける可能性もありますので、配付するところもちょっと工夫さ

れて６０歳以上と言わずもうちょっと若い人たちに、若いときからの健康づくりという

ようなことも考えますと、そちらの方面への健康づくりの啓発も兼ねて、地域の担い手

にも将来なってもらわないけませんので、そっちのほうもぜひ広報活動をしていただき

たいと提案をいたしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。 



 

－23－ 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   おっしゃるとおりで、若い方に利用もしてもら

いたくて、この事業は続けていきたいということも考えておりますので、また担当班の

ほうでも一応こうやって話をして、啓発の方法また考えていきたいなと思っております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   それでは、（２）の質問のほうに移ります。（２）は、香

美市健康まつりについてです。 

  香美市健康まつりは合併後３町、土佐山田町、香北町、物部町、交互に開催をしてき

たと思います。自分の健康データを知ることで健康意識の向上やまた健診に行ってみよ

うと思う、その受診勧奨にもつながってきたと思います。取り組みの実績と評価につい

て伺います。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  合併後１０年にわたり、毎年テーマを決めて健康まつりを開催してきました。例年１

００人を超える方が健康ウォークや骨密度測定に来場されています。さまざまなイベン

トを行うことにより、健康づくりに関する啓発が行われてきたと考えております。 

  しかし、近年、イベント内容のマンネリ化、来場者の固定化、６０歳以上になる方が

見られ、健康づくりに関心のある方が来場者の多く占めている傾向が見受けられました。

このため、これからは健康づくりに関心のある方へのさらなる啓発はもちろんのこと、

健康づくりに余り関心のないような方々、若年者をターゲットとした、より効果的な啓

発方法を目指すことが課題となっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   毎年１００人ほどずっと来ていただいたということは、住

民の皆様は本当に楽しみにしてたんじゃないかなと思います。特定健診とかではデータ

が出ない骨密度ですとか肺年齢ですとか、そういったふだん検査できないようなものを

検査することもできるということで、それこそ課長がおっしゃるように健康に関心のあ

る人が来てるという意味で、ここ１０年やってきたけれども固定化してきたんじゃない

か、若年層にはなかなか広がらないんじゃないかというようなことの評価をするという

ことだと思うんですけども、そうしましたら、去年がちょうど１０周年ということで盛

大にされました。香北町のほうでされたわけですけれども。 

  そしたら②のほうに移りますが。 

  今年は、香美市健康まつりとしては開催をしないということをお聞きしております。

その理由と今後の計画について伺います。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 
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  合併後１０年間にわたり健康まつりを開催してきましたが、先ほども申し上げたよう

に健康づくりに余り関心のないような方々に対するアプローチ方法を検討するという課

題が出ました。 

  しかし、健康まつり単独での開催では無関心層の開拓は困難と考え、ほかのイベント

と同時開催することにより、新たな年齢層を獲得することができるのではないかと検討

した結果、子どもさんの参加が多いイベントでお子さんを連れたお父さんとお母さん世

代が多く来場する可能性がある、中央公民館主催の市民セミナーまつりと同時開催する

ことにしました。無関心層、若年層への啓発については、ほかの団体も同じような悩み

を抱えており、ターゲット層を絞ることにより、若年層へのより効果的な健康づくりに

関する啓発ができるのではないかと考えました。 

  しかし、従来の健康まつりという名称では若年層の集客は困難ではないかと、昨年の

反省会で参加団体から出た意見もあり、検討した結果「ヘルシー☆香美ング☆デー」と

いうイベント名に変更し、新たな体制で開催する方向としました。このため、今年度は

１１月３日に香美市立中央公民館において、市民セミナーまつりと同時開催し、相乗効

果を狙う計画を考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   参加が固定化していること、そして子育て中の若い世代の

若年層が少ないということで、ヘルシー☆香美ング☆デーということで１１月３日に市

民セミナーまつりと同時に開催するということをお聞きしましたけれども、そうなりま

すと今までは大体１００人ぐらいが参加されていた、今回は健康まつりという名前だと、

子育て世代が来ないんじゃないかなどいうことでターゲットにするという目的でネーミ

ングも変えたということだと思うんですけれども、やはり今まで来ていた方もこれを楽

しみにしている方はいらっしゃるわけです。６０歳以上、高齢の方が健康まつりを楽し

みに、バスに乗っていくとか地域の方が乗り合わせていくとかで、ウォーキングも楽し

みに、またいろんなデータもわかるので楽しみにしてる方もいらっしゃると思うんです

が、そういう方も来て、そして若い方も参加ができるというような形での企画といいま

すか、何か縮小しているような気がするんですけれども、そうではなくて若い世代も巻

き込んで楽しめるような、そういう企画をという計画は立たなかったのでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  健康まつりをしないのではなくて、縮小じゃなくて、新たな環境でのイベントの同時

開催で健康についての啓発をしていきたいと思っております。健康に関心のある方もも

ちろんのこと、健康に関心のない方も市民セミナーまつりで楽しみながら、健康につい

ても意識を高めてもらいたいということで同時開催を考えました。 

  以上です。ご理解のほどよろしくお願いします。 
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○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   当初予算では、健康まつりとしては予算がちょっとわから

ないので決算のほうで見ましたら、３年前に土佐山田町の八王子プラザで開催したとき

の支出額は８万３,０００円でございました。昨年は１０周年ということで３０万４,０

００円ということになっております。今年のヘルシー☆香美ング☆デーの規模ですね、

およそですけれども例年１０万円、８万円、９万円、１０万円というふうになっている

んですけど、去年は特別にということだったと思うので、今年の予算規模をどのように

考えてらっしゃいますか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   金額のほうはちょっと手元にないんですが、昨

年度は１０周年ということで多かったんですが、平成２７年度分ぐらいの規模でという

形です。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   私の近くの方も健康まつりを楽しみにしている方が何人も

いらっしゃるんですけれども、やはりその方なんかは６０歳以上なわけです。課長は縮

小とはおっしゃいませんでしたが、そうかもしれません。関心のある方をもっとふやし

たい、次世代も若い世代にもということの意図はすごくわかるんですけれども、やはり

市民セミナーまつり、中央公民館で子育て中の親御さんが来て、子どもと一緒に物をつ

くったり食べたりそういうのをやって、２階のほうでおそらくやることになると思うん

ですけれども、そうなりますとやはりやる内容もやっぱり限られてくると思うがです。

そうすると、やっぱり今まで行っていた方も、行く足が遠のくような感じをするわけで

す。 

  例えば今後、規模的には大きくなくてもいいんですけれども、この健康まつりを例え

ば、香北町、物部町、土佐山田町、中学校区ごとに開催をしていけば、その地域の住民

も参加しやすくなるのではと思うところです。そして、なお規模縮小して小学校区ごと

にやるとか、そうなりますとおじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、そし

て子どもさんたちが３世代で参加してくれるという可能性もあろうかと思うんです。だ

から、１つのところでやるとどうしても関心のある人しかそこへ行かない、バスも利用

しないということになるかもしれませんけれども、やっぱり子どもたちの身近な校区、

小学校区とかそういうところですると、運動会すると同じようなことになりますけれど

も、そういうところで香美市として、健康まつりという名前になるのかどうかはまたわ

かりませんけれども、そういったイベントをされたら参加もふえるんじゃないかなと私

思うところなんですが、いかがでしょう。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 
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  今までも土佐山田、香北、物部と順番に行ってました。今回は物部のほうは橋の工事

の関係で駐車場がないということで中止になっていまして、昨年は香北のほうでしまし

たが、小学校区で行うとか中学校区で行うという、なかなかスタッフの日程等もなかな

か厳しい部分もありますし、今回このヘルシー☆香美ング☆デーが終わりましたら検証

を行います。そのときに反省点などを酌み取って、次の健康まつりについての協議に入

りたいと思ってますので、それを見て、やってみてどうするのか考えていきたいなと思

っております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   今回やってみて検証するということで、また期待をしたい

と思います。 

  せっかく健康づくり地域ネットワーク推進事業で１６団体がやってこられましたので、

ぜひそういう人たちの活動の発表といいますか、こんなことをやってきたとかいうよう

なことの発表の場ということもプラスして、地域の中ではいろいろ健康づくりに活躍さ

れている、ラジオ体操したりとかポールウォーキングしたり、いろいろやっている団

体・サークルがたくさんいると思うんです。そういう人たちの発表の場といいますか、

こんなことをしているよ、あんなことしているよ、これしたらよかったよとか、そうい

うふうなことの交流ができるそういう場に、健康づくりの一環として健康まつりという

名前で、名前はまた変わるかもしれませんけれども、そういうような活動発表の場にし

て、お互い交流できるような、健康まつりのような企画を今後取り入れるようにしたら

いいかなと私思うところですが、そのことも含めて検証のほうお願いできますか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   わかりました。以前、香北町時代には福祉と健

康とかイベントやった経過がありますので、今までも環境の部分が入っていました。い

ろいろ各課には一応協議をして、どんなイベントになるかわかりませんが、ただ、これ

もやはり今回の検証をしてどのようにしたらいいのか、やはりテーマを決めてするべき

なのか、そのことについてまた課のほうで検討していきたいと考えております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   それでは、次の（３）に移ります。特定健診についてです。 

  特定健診につきましては、全体の受診率に対しましてやはり４０歳から５０歳代の受

診率が低いということが、ここ二、三年ずっと課題に上がっていると思うんですけれど

も、その対策をどのようにしてきたのか、対策について伺います。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   お答えをいたします。 

  特定健診受診年齢に達したことをお知らせするため、特に今年度から４０歳到達者用

の受診勧奨チラシを作成し、送付をしています。また、来年度につきましては、４０歳

到達者で特定健診を受診された方に特典としてクオカードの配付をし、受診年齢になっ
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たということのきっかけづくりの取り組みをしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   やはり受診率が低いということで本人に意識づけを、健診

に行ってほしいということの意識をどう高めるかということが課題の中、来年度こうい

った取り組みをされるということで、またその結果どうなるかということはわかりませ

んけれど、いろいろ模索をしているということはわかりました。 

  ②に行きます。 

  特定健診受診後の健診結果説明会は３町それぞれで開催していると思っているんです

けれど、参加状況はいかがでしょうか。 

  また、健診異常値放置者への受診勧奨はどのようにされているのでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   特定健診結果説明会への参加人数は、各年度６回開

催し、２４０人定員に対し平成２７年度は１０３人、平成２８年度は１１３人の参加と

なっております。今年度から結果説明会を業者委託から直営に変更し、内容を工夫し、

参加者がふえるように努めております。 

  また、集団健診で要医療・耐糖能要精密の方、また集団健診、個別健診両方ともです

が、腎機能要精密に該当した方につきましては、地区担当保健師からの電話や訪問等で

受診勧奨を実施しております。また、医療機関を未受診であったり医療を中断された方

で保健指導ができない方につきましては、文書で受診勧奨を行っております。また、今

年度より受診勧奨の際にアンケートを同封させていただいておりまして、このアンケー

トの結果により面接ができる方や電話でお話ができる方につきましては、そのような取

り組みを行い、依然連絡のない方につきましては経過を見まして、さらに未治療であれ

ば文書により、繰り返し受診勧奨を行っていくようにしております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   積極的に受診勧奨をされているということがわかりました。 

  今年度からじかに市のほうが出向いていって変えたという、直接行って保健師も含め

てだと思うんですけれども、勧奨しているというようなことに変えた理由はどういった

ことがありますでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   やはり伸び悩みということもございますけれども、

その時々に合ったものを、データの分析とかもできるようになりましたので、それに合

わせてどういう形がいいかっていうのを考えた上で、取り組みが早くできるということ

で、直営に変えるようにいたしました。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   そのデータも分析をして、そしてじかにお話をされる、直
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営にしたということは私はそのほうが本当にいいと思っています。やはりデータ分析も

できるようになり、そして、この人にはどういった働きかけがいいんだろうかっていう

個別対応をやっぱりしていく中で、病気を放置、異常の値のままで置くんじゃなくて、

きちっと医療機関を受診してくださいというような受診勧奨をすることが相手にきちっ

と届くと、そういった働きかけができてくるんじゃないかなと思うところです。 

  その訪問したりするときには、先ほど課長がおっしゃいましたように、アンケートを

とったりとかして、そしてまた、面接できる方には面接もする、連絡ができるまでフォ

ローを続けていくというようなことに対して、人材は大丈夫でしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   今年度といいますか平成２８年３月から、うちのほ

うにも保健師が非常勤ですけれども来ていただけるようになりました。健康介護支援課

のほうの保健師と地区担当の保健師と連携をとりまして、できる範囲で頑張ってやれる

ように努めております。潤沢に保健師がいることにこしたことはございません。なかな

かそういうのは、どこの市町村も専門職の雇用は難しいと聞いております。また、来年

度からいろんなことを取り組むに当たって保健師が不足をするような場合は、一応保健

師の所属する団体等もございますので、そういうところの協力も得ながら進めていくこ

とも考えております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   続いて、（４）に移ります。後期高齢者の健康診査につい

てです。 

  ①です。 

  平成２７年度と平成２８年度の受診者数と受診率について伺います。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）    受診者数、受診率は、平成２８年度４７５人、３

４.６％、平成２７年度２８２人、２５.８％となっております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   ちょっと確認をしたいのですが、平成２８年度に受診率が

伸びていると思います。これは生活習慣病で通院中の方も受診できるようになったとい

うことだと思うんですがその確認と、今年は７５歳以上の方全員に受診券を発送するよ

うになっていると思うんですが、やはり生活習慣病であっても疾病の重症化を防ぐため

に必要だということから、経過的になったということの理解でよろしいでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   後期高齢者につきましては、受診券を送付するのが

平成２８年度からおっしゃられるように生活習慣病の方も対象になりました。しかし、

受診券を送る一斉発送の対象になっているのが今まで受けた方、それと前年度に７５歳

に達した方について一斉発送になっておりまして、受診券が一斉発送の対象になってい
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ない方でも、申請というか希望により受診券の発送ができるように現在はなっておりま

す。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   それでは、②のほうに移ります。 

  昨年も同じ質問をさせていただいたのですが、昨年の質問では、集団健診ができない

理由に、場所の問題や人の確保の問題などがあるとお聞きをいたしました。住民の方か

らは、「香美市だけ集団健診がないのはおかしい。」「受診の機会は多いほうがいいは

ず。」「集団健診もできるようにしてほしい。」という声を数人にお聞きをしておりま

す。１年がたちましたが、集団健診をするための検討はいかがでしょうか、お伺いいた

します。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   後期高齢者の健康診査につきましてですが、以前は

ということですが、元気で長生きをするためには、ご自分の生活スタイルによりどれだ

け自分らしい生活を送れるか、楽しみや喜びを感じるか、いかに今のＱＯＬを下げない

ようにするかに重点が置かれておりました。健康診査も生活習慣病等で治療をしていな

い方が以前は対象で、香美市では健康診査を受けたい方が、ご自分の行きたい医療機関

で受診をしていただくほうがいいということで個別健診のみとしてきました。 

  平成２８年度より、希望すれば生活習慣病で治療中の方も受診できることになりまし

た。後期高齢者の健康診査も、前の保険から引き続き重症化予防の観点に変わってきて

いると思います。 

  後期高齢者の健康診査に集団健診もできるようにすることについて、後期高齢者の方

の健康診査は国民健康保険のように事前に希望調査票を今とっていないため、集団健診

の希望人数を、これは集団健診の人数の問題になると思いますが把握することができず、

また受診券の発送対象者が後期高齢者の全員でないために、健康診査の申し込みをされ

てから受診券を発行する場合がございます。希望の集団健診日には、既に国保の被保険

者で定員がいっぱいで受診できない状況が発生することは想定をされます。また、後期

高齢者の健康診査を考慮して、このようなことの解決のため集団健診の日をふやしたり、

受診できる人数をふやしたりすることも考えられますが、かかわる専門職などが不足す

る問題等がありまして、これ以上集団健診の回数を今ふやすことが難しい状況です。 

  検討はいたしましたが以上のような理由で、現状では個別健診をお願いせざるを得な

い状況が変わってないという結果になっております。しかし、今後も引き続き、今言い

ました問題点の解決をするために、健康診査も集団健診ができるように努力していきた

いと考えております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   課長のほうから努力を引き続きしていきたいとご答弁いた

だきましたので、健診の機会、今まで７４歳までが集団健診で近くの集会所とかセンタ
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ーに行けた。７５歳になったらもう個別、医療機関に行かないと健診が受けれないって

いう年齢によるさび分けですね、そういうことなんですけど。やはり後期高齢者の健診

自体が重症化を防ぐために必要だ、単なるＱＯＬの向上だけじゃなくてっていうふうに

変わってきて、希望する方全員が健診を受けれるように変わってきているわけですので、

やはり一緒に行こうって誘われたときに私は病院にしか行けないっていうんじゃなくて、

やはり門戸を広げる意味でも場所のこと、そして人の確保等に問題があろうかと思いま

すけど、医師会のほう、そして庁内でも保健師さん、実際健診にかかわっている保健師

さんは現在７人とお聞きをいたしておりますが、それが少ないのか多いのか私のほうで

はわからないんですけれども、でも実際行くときに人がいないということであれば、そ

れをどんなふうにしていくかっていうことも議題にのせていただいて、できるだけ集団

健診も併用できるというような方向で今後も考えていってもらいたいところですが、応

援体制がとれないということはないと思いますが、その辺いかがでしょう。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   いろんな問題はございます。引き続き関係課とも相

談をしながら協議はして、できる方向へ向かって努力はしていきたいと考えています。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   次に、（５）に移ります。新規人工透析患者を未然に防ぐ

ためにで質問をいたします。 

  腎症は人工透析の導入の牽引の１位とされています。手元に資料を配付しております。

ごらんください。資料１のほうです。 

  棒グラフですけれども、数の多い棒グラフのほうが新規透析導入患者数で、少ないほ

うの棒グラフは死亡数です。日本透析医学会の調査によりますと、２０１５年末の透析

患者数は３２万４,９８６人、新たに透析を開始した方は２００５年より毎年３万人を

超しています。また、透析患者の約４４％が糖尿病の悪化が原因とされています。透析

にかかる１人当たりの年間医療費は約５００万円で、年間総医療費は国全体で約１兆

５,７００億円となっています。 

  透析は身体的・精神的な苦痛のみならず、行動制限を伴います。ＱＯＬの向上や健康

寿命を延ばすために、重症化予防することがとても重要です。 

  そこで伺います。①です。 

  本市の１０年間の透析患者数と医療費の推移についてお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   １０年間の透析患者数と医療費の推移というご質問

でございますが、ＫＤＢシステムでのデータ分析ができるようになったのが平成２５年

度でございます。それ以前の分の分析はできておりませんので、平成２５年度から２８

年度までの推移をお答えさせていただきたいと思います。また、患者数につきましては

各年度の５月のもの、医療費につきましては５月分を単純に１２カ月としたものとして
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お答えをさせていただきます。 

  平成２５年度の人数は２４人、年間医療費は１億３,１０２万２,０００円、平成２６

年度の人数は２４人、医療費は 1 億４,０４１万９,２００円、平成２７年度の人数は２

１人、医療費は１億９３２万２,６４０円、平成２８年度の人数は２７人、医療費は１

億４,２４７万１２０円となっております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   ＫＤＢで検索したときに平成２５年度からのこの４年間、

昨年度までのをお聞きしましたけれども、２４人、２１人、去年が２７人と若干ふえて

いるということがわかりました。医療費も１億円以上要ってるということになっており

ますが、やはり全国の調査もしかりですが、本市においても糖尿病の患者さんはふえて

いるというふうに理解をしたところでございます。 

  ②のほうに移ります。 

  糖尿病や腎臓病への保健指導が、重症化を予防するためにはとても大事です。医師や

保健師、管理栄養士等による連携した個別支援体制が求められていると思いますが、本

市はどのようになっていますか、お伺いします。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   香美市としての個別支援体制はなかなか難しいもの

がございますが、高知県として市、県、後期高齢者医療広域連合、医師会、高知県糖尿

病医療体制検討会議、高知県慢性腎臓病対策検討会議が連携して構築をしております高

知県版重症化予防プログラムによりまして、関係者が連携して個別支援体制が行えるよ

うな仕組みができております。 

  市は特定健診のデータとかレセプトデータからハイリスク者をいかに早期に発見をし、

また未治療者や治療中断者に対して、いかに早く保健師による適切な受診勧奨を行って、

かかりつけ医につなげるかに取り組むことが、香美市の支援体制の１つであると考えて

おります。かかりつけ医につなげることができれば、かかりつけ医が糖尿病専門医、腎

臓病専門医と診療連携をし、治療が行えることになっております。また、かかりつけ医

から保険者に対して情報提供や指示がされることの仕組みになっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   香美市としてもハイリスク者を早期に発見して保健師から

かかりつけ医に、そして、かかりつけ医からまた保健師にということで、お互いが情報

交換をするという、そういうかかりつけ医と連携した個別支援体制は、香美市としては

今できていると理解していいんでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市民保険課長、高橋由美さん。 

○市民保険課長（高橋由美君）   先ほど申しました未治療者や治療中断者、そういう

予備軍の方を、健診により早くこういう体制につなげていくことが大事だと思っており
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ますし、それについてはこれから一生懸命努力して取り組む現状だと思います。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   課長がおっしゃいました連携した個別支援体制、かかりつ

け医と保健師、連携してするということで努力して取り組むということですけれども、

先進的にやっている他県の事例もございます。また、課長には前もってお渡ししました

けれども、寝屋川市の糖尿病性腎症重症化予防プログラムっていうのも、ここは率先し

てやっているところなんですけれども、ほかにも重症化に対しての予防プログラムを各

自治体が立てて、そこに保健師さん、そして医師会、地域と連携して、一人一人のデー

タを分析してチームでやっているわけです。チームでやってその人をできるだけ重症化

しないようにという、そういうチーム体制を確立しないことには、やっぱり難しいと思

うんです。ぜひその方向に向けてやってもらうということにしていってほしいというこ

とを申し置きまして、次の質問に移りたいと思います。 

  次に、（６）です。 

  地域には地域のことをよく知っている住民がたくさんにいます。住民に依拠すること

も大事ではないでしょうか。保健師が積極的に地域に出向き、健康づくりの啓発をすべ

きと思います。 

  先ほどのお手元の資料の裏面の資料２をごらんください。 

  平成２７年３月の高知県健康長寿政策課の保健師人材育成ガイドラインでは、市町村

の保健師の課題として、「業務量が多く、訪問に割けるような体制がとれていない、地

区分担をベースにはしながら業務分担と併用はしていますが、地区が見えにくくなって

いるなどの課題があります。」と掲載されておりました。 

  この資料には、市町村保健師の目指す姿について１７項目、保健師の基本的な役割を

書いております。本来こういう役割が保健師にはあるわけでございます。目指す保健師

像というのは理想像かもしれませんけれども、基本は要望があるから地域に出かけるの

ではなくて、そこに暮らす住民の姿や暮らし向きを見て、住民と対話をしそして地域の

課題を見つけていくことが、そこに住む住民の健康な生活の啓発につながっていくと、

そういうことだと思うんです。なので、それが本来の保健師の仕事だと私は理解をして

いるところでございます。課長の見解をお尋ねいたします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  現在、健康介護支援課の親子すこやか班と健康づくり班の保健師で、地区担当制を敷

いて訪問をしています。担当地区の住民に対し、健康意識を高めてもらうよう地区の集

いへの参加もしており、ミニ健康講座や訪問依頼、各種相談については希望が出たとこ

ろは全て対応しており、できるだけ地区へ出向く努力をしておるところです。 

  また、高齢者を中心に対応している地域包括支援班の保健師も山田、香北、物部圏域

に分かれて担当制になり、高齢者だけでなく、健康を含む保健全般についても相談でき
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る体制をとっています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   この質問については、同僚議員が３月議会でも質問をして

おります。そのときの答弁で私もわかりましたけれども、親子すこやか班、健康づくり

班、地域包括支援班の保健師さんで連携をされていると、そして、香北町にも物部町に

も１人ずつ保健師さんがいるということで、連携をして奮闘をされているということは

理解していますけれども、課長のそのときの答弁で「いろんな保険事業もふえてきてお

り、マンパワーの限界もあるため、年々地区担当保健師が気軽に地区へ出向くことは困

難になってきています」というご答弁もあったわけでございます。なので、やはり保健

師の本来の役割１７番目、「地域の笑顔をふやすことができる」に書いているんですが

この資料の、地域の笑顔をふやすことができるっていうことが目標になると思うんです。

マンパワーの減があるため地区に出向くことが困難になっているならば、マンパワーを

ふやすため、つまり保健師をふやすっていうことをやっぱり要望していくことが、もう

さまざまな事業がありますので、なかなか限られた保健師さんの数では難しいと思うん

です。やはり保健師をふやすことでスムーズな連携ができる、ひいては地域住民にとっ

ても元気になる地域住民をふやす、重症化になることを減らすっていうことにつながる

んじゃないかと思うんですけれども、その保健師をふやすことについてはどう思われま

すでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  今、香美市のほうでは保健師が１８名います。福祉事務所に２名と教育委員会に２名、

そして包括支援センターに４名、親子すこやか班に４名、そして健康づくり班に６名と

いう配置になっております。確かに保健師、マンパワーが少ないというふうに回答をし

ました。実質、事務も兼務していますし、訪問に行って記録をとるのにも時間がかかる

ということもあり、先ほど言いましたように年々確かに事業はふえておると、妊婦から

高齢者、障害者まで幅広く対応しているということもありますので、うちとしては、保

健師は必要な人材やと思っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   課長のほうもさまざまな事業がある中で、保健師が本当に

必要だということをおっしゃっていただきました。やはりこれから需要はますますふえ

てくると思います。７５歳以上の高齢者もふえてきてくると思われますので、やはり地

域の見守り、そして信頼できる相談相手が身近におるっていうことは、本当に心が和む

といいますか安心できることだと思うんです。やはり課を横断して連携をとって、健康

づくりを支えるための行政の積極的な支援を期待したいところです。 
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  この質問はこれで終わります。 

  それでは、大きな次の２番の質問に移ります。香北の自然公園についてです。 

  香北の自然公園は、香北町出身のキャスター福留氏の寄附と提案を受けて市が整備し

た公園で、２００９年４月にアンパンマンミュージアムの裏山に開園しました。市民の

憩いの場として１年中花が楽しめるよう、約３ヘクタールの園内にはヤマブキ、オンツ

ツジなどの約７０種を植栽しています。開園当初から設計にかかわった元県立牧野植物

園長の山脇氏、この方も香北町出身だそうですが、この方の知人で地元のご夫婦がボラ

ンティアで管理してきています。毎日のように雑草を引き、花を植え、汗を流し、鮮や

かな風景を守ってきています。 

  開園して２年後の２０１１年には、ご夫婦の献身的な姿に賛同し、せめて草引きでも

と地元住民らが香北の自然公園を守る会を結成いたしました。毎月２回の除草などを続

けていますが、作業人数も減り新聞でボランティアを募りましたが、思うようには人は

集まりませんでした。お世話してくださっているご夫婦も高齢となり、体調もすぐれず、

作業も大変になってきているところでございます。守る会の方々、そしてご夫婦からは、

後を引き継いでくれる方や草引きのできる方のなどがいないものかという声を３年ほど

前から私も聞いておりました。 

  昨年度は地元要望もあり、３月１０日からですけれども、水洗トイレが使えるように

なっております。市民の方には大変喜ばれ親しまれ、香北の自然公園に訪れる方もふえ

てきています。 

  スクリーンをごらんください（スクリーンを示しながら説明）。 

  これは自然公園の頂上あたりのあずまやです。このあずまやの中にケースがありまし

て、このケースの中に四季折々の花々の草木の写真を撮った写真集がございまして、そ

こに３冊ぐらい、訪れた方が一筆感想とかを書けるようなものも置いてございます。保

育園、幼稚園、そして、せんだっていきましたら大学生が進路に迷っている、「ここへ

来てちょっといろいろ考えました。でも前向きになれそうな気がします。」のようなそ

ういった思いをつづられているものが３冊にもなっておりました。 

  これは全体の香北の自然公園の案内図です。アンパンマンミュージアムの裏から登れ

るようになっておりますし、足のちょっと不自由な方は車で上のほうまで登れるように

もなっています。 

  これはイチハツと言いまして、ちょっとアヤメのような感じでもありますけれども、

今は咲いていませんけれども、４月の下旬から５月の中旬、ちょうど連休あたりにすご

くきれいに咲くので、連休中ここへお弁当を持ってくる方もいらっしゃいます。 

  これはオミナエシです。秋の今ちょうど咲いている花でございます。 

  今は何もありませんけど、これはオンツツジです。ツツジが５月ぐらいにきれいに咲

きまして、向こうのほうには美良布、香北町を一望に眺められるところですので、自分

の家があこにあるとか、そんなふうなことも皆さん喜んでおられます。 
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  これは今咲いていましたけれども、これはカンゾウというお花です。 

  これは仁淀川町のほうからもらったひょうたん桜です。春には桜の花が咲きます。 

  これは遊歩道です。向かって左のほうに今ぱっと見たら雑草のようには思うんですが、

これはフジバカマなので、今から花がだんだん咲いて、１０月の初旬から中旬にかけて

は、花が咲きましたらアサギマダラのチョウチョウがここへ飛来をしてきます。ここへ

来るとアサギマダラは手でとれるくらいのチョウチョウですので、羽を広げたらマーキ

ングもできます。マーキングしたチョウチョウが飛んできたらすごくうれしくて、私も

経験があるんですけれども、そんなふうに花も植わってます。 

  これも雑草のようにお見受けするかもしれませんけれども、この間にキキョウとかリ

ンドウとか、それからスズランとか秋のノギクとかもあるわけです。なかなか花が咲か

ないとその辺がわからないんですけれども。 

  これがトイレです。３月１０日からオープンしました。２人入れるようになっており

まして、立派なトイレができて本当に皆さん喜んでいるところでございます。 

  スクリーンは以上です。 

  香美市香北の自然公園の設置及び管理に関する条例で第２条では「市は、市民が自然

に親しみながら憩い交流する場及び自然を観察する場として、この自然公園を設置す

る。」、第４条では「公園の管理は、市長が行う。」、第５条では「公園は、常に良好

な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効果的に運用しなければならな

い。」と条例で定められているところです。市としての今後の対応について伺うもので

す。 

  ①ですが、現状の管理はどのようになっていますか。 

○議長（小松紀夫君）   香北支所長、黍原美貴子さん。 

○香北支所長（黍原美貴子君）   濱田議員からの香北の自然公園の現状の管理につい

て、お答えいたします。 

  現在は香北の自然公園を守る会が月に１回、二、三名で３時間程度と、ＪＡとさかみ

女性部香北支部が月に１回、約１５名で２、３時間程度、ボランティアで公園の除草を

してくださっています。また、市の委託による下草刈りとトイレの清掃業務をシルバー

人材センターに月平均４８時間お願いしております。さらに、開園当時から公園に携わ

ってくださっていますご夫婦が月三、四日、半日程度、公園の維持管理作業をしてくだ

さっております。 

  また、本年度は通行不能となっている遊歩道の修繕工事も予定しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   現状をお聞きしたのですが、新しくできたトイレの清掃、

そして大まかな草とわかるものの草刈りですね、シルバーさんのほうにお願いをしてい

るということで、でも実際どういう草木を植えたらいいのか、肥料はどのときに施した
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らいいのかというようなノウハウですね、その辺のわかっている方っていうのが、先ほ

ども申しましたように地元のご夫婦に頼っているという現状がございます。材料費等は

市が負担をしている、そして、シルバーのほうの清掃費用も市が負担している、けれど

も、実際のそういった作業自体は、ボランティアに頼っているということの理解でいい

でしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   香北支所長、黍原美貴子さん。 

○香北支所長（黍原美貴子君）   そのとおりです。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   ②に移ります。 

  先ほどスクリーンでもお見せしましたが、なかなかきれいな花をちょうど撮ってない

のが残念でなりませんけれども、四季折々楽しめるような自然公園を維持管理していく

ためには、やはり専門的な知識が必要かと思われます。そのあたりの認識について伺い

ます。 

○議長（小松紀夫君）   香北支所長、黍原美貴子さん。 

○香北支所長（黍原美貴子君）   先ほどから映していただいている写真を見てもわか

るとおり、香北の自然公園は野草を年中楽しめる公園ですので、草引き作業１つとって

も、自然に生えている野草と植栽している草花と駆除の必要な草との見分けが難しく、

専門的な知識がない市の職員ではできません。公園の維持管理をお願いしているご夫婦

も、体調がすぐれず思うように作業ができなくなっているということをお聞きしており

ますので、公園の維持管理を今後委託できる専門的な知識のある方、または団体を探し

たいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   やはり専門的な知識を持っている団体、個人も含めてでし

ょうか、探していきたいということですが、今の段階で何か見通しのようなものはおあ

りでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   香北支所長、黍原美貴子さん。 

○香北支所長（黍原美貴子君）   今の段階ではこれですということをお示しすること

はできないんですけれども、先ほど説明の中でもありましたように、牧野植物園の園長

の山脇哲臣さんとかが、もともとの花を剪定とかも手伝ってくださっておりますので、

牧野植物園のほうに相談に行ったりとか、市内の団体のほうでそういう方、適任者がい

ないかなども相談に行って人材を探したい、発掘したいと考えております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   そのようにご努力をしていってくれているということで、

ぜひ本当に早急にしないと、今携わってくださっているご夫婦がお伝えしたいことがい

っぱいあると思うんです。ぜひそうやって伝える方を早急に見つけなければと思うとこ
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ろでございます。 

  次の③に移ります。 

  やはり専門的な知識の必要な方が要ると思いますので、来てくれてる団体または個人

になるかもしれませんけども、やはりその人たちにはある程度の財源措置が要ると思う

んです。ボランティアでやってきてもらった、けれども、ボランティアではなかなか今

のこの山の状態は見分けが難しい、自然公園として維持するためにはやはり難しいと思

います。 

  それで、私のほうが提案があるんですけれども、③ですが、ふるさと納税の基金には

やすらぎコースがございます。基金を有効に活用して、香北の自然公園の維持管理に使

用してはいかがでしょうか、お伺いします。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   濱田百合子議員のふるさと納税の基金を有効活用し

てはというご質問にお答えいたします。 

  ふるさと納税の基金の活用方法につきましては、香北の自然公園も含めまして今後検

討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   定住推進課の課長からは、検討をしていくというふうな前

向きなお答えをいただきました。 

  やはり私は市の条例できちっと自然公園をうたっていますので、やはり市として財政

的な支援をきちっとして、そして専門的な知識を持っている方にお伝えして、そして、

自然公園をみんながずっと長く使えるような形に持っていく、整備・管理をしていくと、

市の責任としてやっていくというようなことが必要ではなかと思いますが、市としての

財政的な支援を今後ずっとしていくんだということは、認識していただけますでしょう

か。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   香北の自然公園はなかなか大事でございます。また、

この香美市まちづくり応援基金につきましても、検討委員会のほうもまた設置するよう

に考えておりますので、現在各課から活用方法とか新規事業も募集しておりますので、

その中でまた香北の自然公園の維持管理とか、いろんなことについても検討したいと考

えております。 

○議長（小松紀夫君）   ６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   以上で私の質問を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   濱田百合子さんの質問が終わりました。 

  次に、１３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番、山﨑龍太郎です。通告に従い順次質問をいたし
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ます。一問一答であります。 

  最初に、住宅リフォーム補助金制度についてお尋ねしてまいります。 

  本制度は香美市振興計画に継続して位置づけられ、地域経済の活性化、市民の住環境

の向上を図るとして、目的どおりの政策効果を上げているところです。一度利用された

市民の方々からは、こんな機会でもなかったらリフォームもようしなかったし、決断し

てリフォームしてよかったと多くの市民の感謝の声も聞いているところであります。ま

た、市内の建築関連業者には、仕事おこしにつながった。リフォーム工事でつながった

施主から知人を紹介され顧客が広がったなどの喜びも声も伺っております。 

  そこで、①でお尋ねします。 

  制度開始から本年で６年目、２０１２年６６件、その後７２件、７３件と平均７０件

程度、現在約３７０件の補助を行ってきたところでありますが、補助対象工事などで市

民より改善の要望等はなかったのか。本市よりかなりおくれましたが、香南市にも同制

度が立ち上がりました。香美市では対象外となっておるシロアリ駆除が、床・壁などの

張りかえ工事などに伴うシロアリ駆除・防虫駆除の場合は対象となっております。本市

も対象工事とすべきはないのか、その点も踏まえて答弁を求めます。 

○議長（小松紀夫君）  企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   山﨑龍太郎議員の住宅リフォーム補助金制度につい

てのご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、制度改善等の市民の要望ということでございますが、これまでのところ特にご

ざいませんでした。 

  ２つ目のシロアリ駆除についての部分ですが、この住宅リフォーム補助金制度が今年

度までの制度ということになっておりますので、今後リフォーム補助金制度を実施する

ということになりましたら、そのあたりも検討するということになります。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   特になかったということはまあいいでしょう。 

  課長の答弁の中で今年度までの制度というふうに言われて、確かに２年に一遍の更新

でずっと今まできたということで、ただ一つ確認しておきたいのは、振興計画、実施計

画にも位置づけして、１,０００万円の予算化を平成３１年まではやってるわけですわ

ね。そこのとこで続けるとしたらという部分であるときに、その部分をちょっと聞き違

えると、何か今年でやめるみたいな発想で聞かれる方もおられたんですけど、継続の可

能性が強いということについては確認しておきたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   あくまでこの住宅リフォーム補助金制度は、要綱上

今年度ということになっておりますので、来年度を必ずやるといったものではございま

せん。 
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  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）  この時点からバトルすると思うてなかったんですけど。 

  現実問題、確かにそのとおりです。そのとおりですけれども、そしたら香美市振興計

画そのものが、実施計画そのものがいかなるものかということについても、検討加えて

あそこに載っているというのが私が大前提の考え方なんです。そうやなかったらこんな

質問せんがです。実際、そこのところでその可能性が大きいか否かと、丸々ゼロベース

からなのかということを、まず確認しておきたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）  企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   振興計画の実施計画に掲載していた部分というのは、

ちょっと自分のほうも抜かってた、整合性がとれていない部分もあって、よく検討でき

ていない部分ではございます。ただ、このやるかやらないかという部分については、現

状ではやるというふうにはとても言えません。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   市長に伺いたいんですけど、課長そう言われたんで、現

状ではやるとは言えないというふうな逆のゼロベースの答えが返ってきましたので、そ

したら我々議会としては、振興計画、実施計画そのものがそういう判断で出されている

のを議員協議会等で聞かされてるということの原点に戻るわけですけど、市長はその点

について、ちょっと見解を求めたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   リフォームの件について、お答えをしたいと思います。 

  言われるように毎年度７０件ほどの需要があってやってきておりますし、これまでも

経済効果についても検証させていただいております。そうしたことから、私としては十

分に検討させていただきたいと思っております。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   市長は検討するということですので、課長の答弁よりは

レベルが高いということにして、実際のところ、この質問自体が有効であるのかどうか

もよくわからん現状になりましたけど、通告してますので続いて聞いていきたいと思い

ますが。 

  次に移ります。②です。 

  香美市住宅リフォーム補助金交付要綱の第８条関連です。交付回数は１回を限度とす

るという点であります。 

  ある方の例ですが、１回利用時、最低限のリフォームしかお金の都合がありできなか

った。クロスの張りかえ等で工事費３０万円で６万円の補助金をいただいたが、本来は

ほかにもリフォーム箇所があり、残額を使ってできないものかということであります。
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当時はお金の準備ができてなかったが、今ならできるのでお願いしたい。道理としては

成り立つ話と思いますが、次年度の改正までに検討できないか伺いますが、やることを

前提にした答弁をお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  仮にやるとなった場合ですが、住宅リフォーム補助金はより広く多くの方に利用して

いただきたいというふうに考えておりますので、一度利用した方が２０万円の残額を利

用できるようにするということは考えておりません。そのため、リフォームを実施され

る場合には、十分検討していただいて申請していただきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）  制度の創設時の課長は、先ほど私が言った準備できるお金

の都合もあるので、一定の長いスパンの取り組みで公平性も担保したいと。現在まで６

年間継続したというがは、そういう意味合いもあると思います。また、対象を１０万円

以上の工事にしているということも踏まえて考えたときに、広く市民に利用してもらい

たいという部分もあって現在まで来ております。ただ、そういう中でやはりもう一度、

あと１０万円ぐらい残っちゅうき使えんろうかと、これほかの自治体では結構取り組ん

でいるところもあるんです。そういうことも検討に入らないのか、再度お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   ほかの市町村の状況も踏まえての検討をさせていた

だきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   他の市町村の状況も踏まえて検討するということで、次

に移ります。③です。 

  先ほどの答弁が答弁ですのでこれも期待できませんが、この点も第８条関連です。 

  １００万円以上のシステムバスへの変更等のリフォーム工事を行い、２０万円の補助

金をいただいた。ただ古い家でほかにも修繕箇所があります。蓄えもそんなにないので、

現在踏ん切れないでいるとの声がありました。制度の目的の地域経済の活性化、生活環

境の向上という側面から言えば、２回目の利用も視野に入れたらと考えますが、いかが

でしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  この住宅リフォーム補助金制度は、持ち家があってリフォーム資金がご用意できる方

に限られている面がございます。公平性という点からも、同じ方が再度制度を利用する
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ことができるようにすることは、現在考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）  このことはかなり前の制度導入時に何回も聞いてきたわけ

ですけど、定住促進を目指していますわね、本市はね、定住推進を。ということは、こ

の香美市から外へ出て行かないためにも、こういう施策は大事であると思います。持ち

家持ってる方がそこに住み続けると、耐震化もそうですし、リフォームもそうです。そ

ういうことによって、やはり香美市が住みやすい町であると、それからあとの保育のこ

とらあも踏まえてそうですけど。そういうことで、その部分の地域経済の活性化も踏ま

えてやっていこうということが物事の走りだったんです。もちろん持ち家を持っている

方には持ち家持っている方の施策、アパートを借りてる人、マンションを借りてる人に

はそれに応じた施策、そういうことで公平性をとっていくのが市としての責務じゃない

でしょうか。そのことだけ捉まえて、持ち家持っている方だけにこの施策をやったから、

公平性に欠くということは私は非常に乱暴な論法というふうに思います。 

  現状、今１,０００万円の予算について、昨年５５件で８９０万円の利用がされまし

た。今年は８月の当初の時点ですけど６５０万円ぐらいの予算消化の状況。確かにだん

だんだんだん１回使われた方という方がふえてきて、これからどうなるかというがをち

ょっと見ていかんといかんところがあるんですけど。実際、ここで新たな展開をという

ことで私は②、③の質問をしゆうがです。それについてまるっきり考えてないというレ

ベルから始まったので、ちょっとヒートアップしてるところですけど。現実問題は、今

考えていないということは、そしたらほかの施策等のことも踏まえて企画財政課として

は考えておられるのか。住宅リフォームにかわる施策とか、そういうことの展望を持っ

ての現状を、この住宅リフォームについて考えてないということなのかお尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  今現在行われています住宅リフォーム補助金につきましては、議員さんもご存じのよ

うに、言われましたように地域経済の活性化と市民生活の環境の改善ということを目的

として始まった制度ということで、一定その所期の目的は達成してるというふうには考

えております。ただ、先ほど言われましたように定住関係とかそういったものにつなが

っていくということも今後は検討していく必要があると、そういった人口減少対策とい

う位置づけでの実施については、今後検討していく必要があるというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   暫時休憩します。 

（午前１１時５３分 休憩） 

（午後 １時００分 再開） 
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○議長（小松紀夫君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

  企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   午前中の答弁の中でいろいろございましたけども、

要綱は２年で終わるということ、それから、振興計画のほうは３年を掲載してるという

こともあって、両方関連がございますので、今後それも含めた検討をしてまいりたいと

いうふうな答弁にさせていただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   それでは、午前中に引き続きまして、質問を続行させて

いただきます。 

  次の質問に移ります。店舗等リニューアル補助金についてであります。 

  制度の説明は以前にも行っているので今回は控えますが、９月６日の議員協議会にお

いて、香美市中山間地域生活支援総合補助金事業及び香美市買物困難地域店舗維持確保

事業費補助金の説明を受けたところであります。物部・香北地域のこの間の不測の事態

に対応したもので、今後見守りたいところであります。しかしながら、中山間地域では

地域の日常生活の守り手として営業を行っている個人商店もございます。また、町中に

おいても地域に根づいて頑張っている事業所、商店がございます。 

  そこで、お尋ねします。 

  平成２７年９月議会において、高知県店舗魅力向上事業費補助金、店舗リニューアル

制度について、私は利用しにくい制度であるので改善の要望をすべきと質問をいたしま

したが、当時の課長は、県には要望をするが県政の場で議論をしてくれとの答弁であり

ました。要望したかどうか現課長には引き継がれてるのかどうかも定かではございませ

んが、この制度は基準を満たすと１００万円の２分の１、５０万円が補助金として出る

ところであります。この補助金の本市での事業所の利用状況を、まずお尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   山﨑龍太郎議員の店舗リニューアル補助金について

お答えいたします。 

  本制度については、利用事業者はございませんでした。 

  また、県への要望につきましても、市のほうからは上げておりませんが、確かに議員

がおっしゃるとおり１年目は非常に使いづらい制度であったようで、高知市のみしか実

施してなかったようですが、２年目以降、制度の見直しもあったようで、ほか５市ほど

が事業をしているようです。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 
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○１３番（山﨑龍太郎君）   答弁をいただきました。 

  県は事業意欲に満ちた商店街をつくり出すという目的のもと、本制度を若干の見直し

を行いながら、課長のおっしゃった方向で進んでいるところでありますが、基本は商工

会が商業振興計画を策定しています。本市の場合はできていないという現状もございま

すが、その大前提に個人商店から、店から、事業所からの申請の要望もないというふう

な現状も伺っております。いかんせんまだまだハードルが高いというふうな現状があり

ますし、それに応じた対応もできていないと。このような結果を見て、縛りが多過ぎて

本市では利用促進は難しいと考えますが、その点を課長はいかがお考えでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  本市の場合、議員がおっしゃいました商業振興計画の策定が、非常に難しいという思

い込みがありまして事業に取り組んでおりませんでしたが、これはエリアの策定につき

ましては、別段、県のほうで許可をされるものではありませんので、独自でつくれるも

のですので、その辺が市のほうから商工会のほうへ説明不足等もあったかと思いまして、

今この事業が取り組まれなかったものと認識しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ということは、前課長含めてその説明の仕方自体ハード

ルが高いように持っていったというレベルもあるのかなとも思いますけど。現実問題、

そしたらその商店街というかそういう計画の策定に向けては、今後ちょっと商工会とも

相談しながら、前向きに検討するという判断でよろしいのかお尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   おっしゃるとおり、前向きに取り組んでいきたいと

考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   その方向は堅持してもらいたいし、実際、高知市を中心

に最初事業想定をされているということで、他市等にもちょっと広がっていってるんで

すけど。こういう制度は、２分の１補助となりますと名前のとおり魅力ある商店・商店

街をつくるということですので、そういう前を向く事業者にとっては非常に有利と思い

ますし、計画等、確かに商工会の経営指導員の力もからんといかん部分もありますけど、

それはそれでやらねばならないというふうには思いますが。実際、そこのところで今後

この事業を推進するために、早急に商工会等と再度の話し合いをする予定があるのか、

お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   ちょっと②の質問の中でお答えしようと思ったんで



 

－44－ 

すが、この事業については、県のほうがとりあえず平成２７年から３年の限定の事業と

捉えておりますので、今後どうなるかわかりませんが、うちとしてはこの事業の継続を

望んでおりますし、それとともに商工会とのほうとは、随時協議を進めていきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次に移ります。②です。 

  この質問は、平成２６年１０月議会で伺って、先進地事例から店舗リニューアル制度

が好評を得ているとの認識は示されましたが、制度の創設は考えていないとのことであ

りました。①で伺った利用しにくい県制度の申請は本市においてはゼロ、前段で述べた

２点の補助金事業は県制度とリンクをさせましたが物事が起きてからの後追い、後手を

踏んでいると私は考えるところであります。 

  私は、各施策の構築で本市商店の経営面にプラス効果を与え、将来を展望させる役割

の一端は行政が担う時代であると考えます。法人であろうが個人であろうが、積極的に

事業を展開しようが、商店として生き残るために踏ん張っている店であろうが、顧客を

確保するために店舗に投資する事業主にひとしく助成できる、市独自の店舗リニューア

ル補助金の創設を求めるところであります。見解を伺います。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  現時点では、市独自の創設については検討しておりません。先ほど言いました高知県

店舗魅力向上事業費補助金の上乗せについて検討しておりますが、当補助金は今年度で

終了の事業となっているようで、県の担当者に確認しましたところ、今後の予算折衝で

継続、廃止または内容を変更しての継続が考えられるということです。当課としまして

は、県の状況を注視しながら来年度予算への計上を検討していきたいと考えております。 

  なお、商工会のほうでは、店舗等のリニューアルに活用できる小規模事業者持続化補

助金というのがありますので、それの受け付けを行っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   上乗せ制度等については、考える余地はあるけれども、

現時点、単独では考えないというところでありますけども、実際平成３０年度で終わる

ということですかね？３年限定ですかね？もうそろそろ終わりですわね、県制度自体は。 

  それと、使用目的が実際は、県の考えている方向性というのは、あくまでも中心商店

街の活性化という部分を踏まえて考えているというふうに思います。ただ、本市のよう

に中山間でお店が営業されて、お店だけやなくて事業所等もさまざまあって、そこで地

域の経済の守り手、そして、本市がやったような買い物難民を防ぐようなそういうとこ

ろに鋭意努力されているところに、やはり行き渡る補助金というふうになると、やっぱ
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り県制度には私はのっからないと思うんです。そういうときにやはり、さまざまな県制

度とのリンクもあるんですけれども、市単独の助成ということも考える必要性が私はあ

る時期と思っています。先手を打つのがやっぱり行政の役割と思っていますけども。検

討する、検討するって言っている中で、地域の個人商店がなくなっていくということは

非常に寂しいものでありますので、そこをもう少し具体的に検討すると、上乗せだけじ

ゃなくて、なかなか今の時点では単独では考えられないという部分もありますけれども。

やはりそこのところを平成２６年の議会で聞いたときには、住宅リフォームと店舗リニ

ューアル、別制度でありますけど、それの財源的な部分で抱き合わせたような考え方を

しているときもあったんですけど、そうじゃなくて、やっぱりこの制度がなかなか大変

な商店街の状況もありますけど、頑張っているところもありますが、実際のところは全

体的に疲弊している中で有利な制度となると思いますし、その制度の中身等は課長等も

検証していると思いますが、もう少し前を向いた答弁を求めますが、いかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  現行の制度自体は、中心部商店街以外でも使えるものであるとは考えておりますが、

議員がおっしゃるように、今後につきましては先日の議員協議会で龍河洞まちづくり協

議会のお話をさせていただきましたが、今、基本計画を立てておりまして、その計画の

後は具体策を来年度の当初予算に反映させていくこととなると思います。その件で県も

市も、龍河洞に限らず周辺への波及効果を望んでおりますので、その中で新たな施策を

考えていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   こういう施策については、県のほうが先進んでるんです

わね。実際、おっしゃったようにやっぱり周辺の波及効果という分で、本市の部分では

議員協議会でもらったこの香美市買物困難地域店舗維持確保事業費補助金と定住推進課

のほうがやった香美市中山間地域生活支援総合補助金事業という格好でありますけれど

も、現実問題この２つの補助金は市として２分の１補助しますわね実際、県の３分の１

と合わせて６分の５ということでやるんですけど。こういう部分が俗に言う公平性とい

う部分で言ったときに、これは申し込みを受けたという部分で一定の規模の店舗である

と思いますけど。やはりこういう施策が片一方で６分の５ということで、残り６分の１

ということでやられてる中で、まだまだ中山間地域、土佐山田町にもあります、香北町、

物部町にもまだまだあります。そういう地域に根づいてやってる個人商店にも同様の施

策はあってしかるべきと、常識的に考えたときにね。片一方はそういう施策があって何

とか地域の買い物困難者に対してやってくれと、ほかの部分が地域の買い物困難者のた

めにやりやせんかっていうたらやっているわけです。上手に品ぞろえして、賞味期限切

れを起こさないような食品を調達してやっているところもあるんです。そういうところ



 

－46－ 

に施策の恩恵がいくようなことを考える時期じゃないかということを申しておりますけ

れども、再度の答弁を求めます。 

○議長（小松紀夫君）   産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   議員がおっしゃられるとおりでして、今回は物部町、

香北町について応急的なという形になってしまいましたが、今後は検討していきたいと

思っておりますし、また今回、物部町、香北町のスーパーの閉店問題に絡みまして担当

課と協議をしていく中で、確かに土佐山田町、この中心部でさえ大型量販店はちょっと

離れているということで、この中心部でも買い物困難者が出てくるおそれがあるという

ことは重々認識しましたので、今後、今回限りではなく継続的な課題として位置づけて

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次の質問に移ります。避難準備情報等について伺ってま

いります。 

  私の携帯の着信履歴には、２０１４年の８月の台風１１号から始まり１０月の台風１

９号、２０１５年、２０１６年、２０１７年とその都度、本市より出された避難準備情

報、避難勧告、避難所開設、最終的には解除等のエリアメールが履歴として残っており

ます。 

  最初に、指摘をしておきます。以前、同僚議員が質問で、香美市よりのエリアメール

と一目瞭然でわかるように、メールの最初に「香美市」と入れるようにとのことで改善

されておりましたが、今回は当初２０１４年の当時と同じように見にくい情報となって

おりました。ころころ変わらないようにお願いしたいところであります。 

  さて今回の質問は、本年８月６日の台風５号のとき、市民からの電話で、他市の避難

準備情報はエリアメールで入るのに香美市は入らない、どうなってる？というところか

ら始まります。 

  そこで、①で伺います。 

  ドコモ、ａｕ、ソフトバンクなど、携帯電話業者と災害時のエリアメール契約は結ば

れているはずです。同僚議員たちに聞くと、私どもは一度もエリアメールは入ってこな

いというふうに言われる方が数名おられました。そのことから思うに、携帯電話を持っ

ている市民のどの程度の方まで情報は行き渡っているのか、お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   ご質問にお答えする前に、ご指摘いただいたメール

情報の名称につきまして、一言ご説明をさせていただきます。 

  平成２８年台風１０号災害を踏まえた課題と対策の在り方を踏まえた避難に関する取

組及び避難準備情報等の名称変更についてという通知によりまして、「避難準備情報」

の名称が「避難準備・高齢者等避難開始」という名称に変更になりました。これにより
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まして文字数が従来の６文字から１３文字になったことでございます。これによりまし

て、通信会社各社の表題に関します文字制限、これが１５文字でございますので、１３

文字の後には２文字しか残りがないということになりました。まずは、この名称につき

ましては短縮とか一部削除ということができませんので、「香美市」の表記というのが

できなくなったという事情がございます。そのほかの２つ情報、避難勧告、避難指示

（緊急）、これにつきましては従来どおり４文字、それから８文字ということでござい

ますので、頭に「香美市」の文字表示は可能であるということでご了解願ったと存じて

おります。 

  続きまして、エリアメールの伝達範囲につきましてお答えいたします。 

  本市における通信会社各社の契約台数につきましては数値を把握しておりませんが、

総務省の平成２９年版情報通信白書では、全国の携帯電話、スマートフォンの保有世帯

率は、それぞれ９４.７％、７１.８％となっており、本市でも同程度の普及率が見込ま

れます。ただし、山間部に電波の不感エリアがあり、この地域内に位置するおよそ６０

世帯には、メールでの伝達が困難と考えられます。また、端末の機種によりましては、

設定が必要なもの、また受信機能を有していないものもありますので、そのためにシス

テム上のふぐあいはないにもかかわらず、受信ができないといった場合も想定されます。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   指摘にまで回答いただきまして、どうもです。 

  １点聞きますけども、対応機種が古いということですが、それのパーセンテージはわ

かります？古い機種で感知できないという部分ですわね。結構、保有とかについては非

常に多くの方が保有しているけれども、結局、香美市でいったら不感地域があるという

部分と合わせて、機種によって対応できないというのが全体の２割、３割あるのか、そ

こら辺ところはおわかりでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  ご質問の緊急速報メール、エリアメールの受信機能を有した端末台数につきましては

把握はしておりません。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ということでございますので、対応機種を持っていない

議員の方々は早急に持たれたらということは、私は携帯会社の者ではございませんが申

しておきたいと思います。 

  次に移ります。 

  さきに述べた方もそうですが、私も会社はドコモでありますが、８月６日時点、避難

準備情報は入らないのに解除のお知らせは入ってきたところであります。行政の取り組
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みとして、お粗末ではないかという市民の声がございました。避難指示等が出されてい

る場合、今回の状況となれば行政不信も招きかねないとも考えるところであります。警

鐘を鳴らす点からも、なぜそのような事態になったのか、経過を伺います。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   ご質問のありました台風５号対応におけるメール情

報の一部不達について、経過をご説明いたします。 

  台風５号の接近に備えた避難準備・高齢者等避難開始と開設避難所に関する情報を８

月６日１５時３０分に配信いたしました。伝達手段は、防災行政無線による放送、高知

県総合防災情報システムを通じた携帯電話各社への緊急速報メール・エリアメールの発

信、テレビ・ラジオの放送、そしてホームページへの掲載でございました。送信メール

のうち通信会社１社について、情報が不達であったことがその後判明しましたが、原因

は不明でございました。 

  翌７日１４時に、避難準備・高齢者等避難開始の解除と避難所閉鎖に関する情報を発

信しました。伝達手段は前回と同じ方法によるものでした。この時点においても通信会

社１社で送信メールが不達であったので、７月に新設した予備回線を使用し、再度送信

を行ったところ受信がなされたものです。 

  その後、ふぐあいのあった１社のメール配信について調査を行った結果、従来使用し

ていた県システム上の回線が削除されていたことが判明しました。原因は、前月７月に

市の予備回線を新設するに当たって、誤って既存回線を削除していたことです。通信会

社から香美市名義の回線が既に登録されていると告げられた際、二重登録は不要と判断

してしまいましたが、その回線が県システム上の回線でございました。県システムは、

使用者名義が高知県であるはずとの先入観にとらわれ、事実誤認をしてしまいました。

結果、情報伝達に不備が生じましたことにつきましておわび申し上げます。原因の判明

後、直ちに対策を講じ、現在は正常に作動していることを確認しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   先ほど私、携帯会社名を言いましたけれど、課長は言っ

てないので、もし言わないほうがいいんやったら、後ほど削除したいと思いますけれど

も。 

  次に移ります。 

  エリアメールは高知市、南国市、香南市など各地の情報が入ってまいります。その中

に「避難所に食糧、毛布はありませんのでご持参ください。」との情報もありました。

いくら他市の情報であっても高齢者等は勘違いしますが、本市においてはそのような対

応をされることはあるのか、お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 
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  本市では、風水害に備えた避難、特に台風接近の場合、避難所に滞在する時間が長く

ても一晩程度と予想されることがほとんどであったため、避難情報の発信に際して食糧

の持参を呼びかけたことはこれまでございません。また、風水害に対して開設する指定

避難所では、開設に当たって市で毛布を用意していることから、市民の方の持参は不要

としてきました。 

  しかし、不測の事態により、避難が長引く場合もあり得ますので、今後は食糧の持参

を促すよう、また予想される災害規模などに応じた準備品を用意するよう、情報提供に

努めたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   食糧について、手近で持てるのであればオーケーかなっ

ていうふうに思ったりもするんだけど、毛布を持ってこいとかになるとよね、なかなか

高齢者の方は大変と思うんです。災害で避難しているのに、そういう荷物によってやっ

ぱり新たな危険に遭遇する可能性もあろうかと思いますので。食糧もそういう可能性も

あるというふうなことを言われていましたけど、備蓄倉庫等も構えて完璧な状況を本市

としては目指している中ですので、極力やっぱり身一つでも避難しもらうと、特に避難

指示なんかの場合には大切というふうに思いますけど、そういう情報を出すにはかなり

慎重であってもらいたいと思いますが、そこの点を再度確認します。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  大地震等、災害の種別によりましては、やはり即応体制が必要ではございますけれど

も、ある程度被害が予想できる災害につきましては、やはり事前の準備を市民の方に呼

びかけていくといったことを心がけまして、情報提供をしていきたいというふうに考え

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   災害時等に他市の方、広域でいろいろ話しする機会もあ

ろうかと思いますけど、このようなメールの出し方も踏まえて、やはり一度話し合いを

されたほうがいいと私は思うんです。やっぱり携帯におのおのの市から入ってきますの

で、それにやっぱり入った以上は市民というのは目にしますので、やっぱりそこのとこ

ろである部分、統一できるところは統一性を持ってもらいたいというふうなことを思い

ますが、そういう話し合いについての見解を求めます。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  県の南海トラフ地震対策の中央東本部のほうで、そういった本部管轄内の市町村が集

まりまして意見交換をするという会合もございますので、そういった機会を利用いたし
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まして、より適切なメール配信の方法、時期につきまして、今後、意見交換をし、より

よい方法を模索したいというふうに考えます。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次の質問に移ります。 

  保育所への入園についてであります。 

  保育を必要とする家庭が増加している中、保育サービスも多岐にわたっている現状が

ございます。そのような中、園区を設定していない保育所運営では、保護者の勤務の状

況等が優先され、一部の保育園に入所の申し込みが殺到していると伺っております。す

ぐ近くに保育園があるのに遠くの園までどうして送っていかねばならないのかなど、率

直な疑問も寄せられているところであります。 

  そこで順次、伺ってまいります。①です。 

  第一希望の園には無理であっても他の園に入園にしていただき、４月の時点では待機

児童はいないとの報告を以前伺ったことがございますが、年度中に出生もあり、引っ越

ししてきた家族もあり、そういうわけで現実の待機児童をどのように捉えているのか、

お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   山﨑龍太郎議員の保育所入園についてのご質問にお

答えいたします。 

  ４月１日時点での待機児童はおりませんでしたが、９月７日現在では、園を指定して

待たれている方や育児休業を延長して待たれている方など、正式な待機には含まれない

数を含めて、ゼロ歳児クラスで１７名、１歳児クラスで２名、２歳児クラスで２名とな

っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ゼロ歳児における１７名というがは非常に多い数字と思

いますけれども、これは毎年このような傾向でしょうか、その点を伺います。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  昨年も今年も４月１日時点では待機児童はゼロだったのですが、やはり年度途中で育

児休業を終わられる方とか仕事を始めたいという方が途中で出てきた場合、どうしても

こういった方が出てきます。先ほどの１７名の方も、ほかの園にあきはあるけどここで

待ちますという方とか、入れたら仕事をしたいという方とか、育児休業延長するために

保育園に入れない証明を取りに来られる方とかもおいでますので、本当に困っている方

がどれくらいかというまでは詳しくは調べておりませんけど、やっぱり年度途中ではど

うしても乳児のほうの待たれている方が出てくるという傾向にはあります。 
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  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ゼロ歳児の保育の要求が多いということで、順次対応は

しているんですけど、まだまだ必要性はあるということであろうかと思いますが。実際

のところ、育児休業を踏まえてさまざまな部分がありますけれども、私は待機児童数が

年度途中であっても、９月の時点ということで言われて、起きない状況をつくり上げる

ということが大事と思いますが、そこについての課の見解はいかがでしょう。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   確かに正規な待機でなくとも待たれる方がいないよ

うな状況をつくるのが、本当にそうしていきたいという考えはございますけれども、や

はり需給のバランスの見きわめと申しますか、保育士の数であったり保育室の面積であ

ったりというところで、なかなか年度途中全ての方を受けるということが難しいという

状況になっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次、②です。 

  先ほど述べられた待機児童にさまざまな手だてをしているというふうに思いますけれ

ども、途中入所です。引っ越してきた児童、そしてゼロ歳児はなかなか入れないという

現状も聞きましたけれども、そこで一般的にどういうふうに対応して実際に待機児童に

なっているのか。入られた方もおると思うんです実際はね、そこの対応についてお尋ね

します。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   年度途中でありましても定員にあきがある施設、年

齢のクラスには入所いただいておりますけれども、特に３歳児から５歳児クラスは途中

入所が可能な園がほとんどとなっておりますけれども、ゼロ歳児から２歳児クラスにつ

きましては、ほとんどの施設が利用定員に達している状況ですので、民間も含めて定員

にあきができたら、すぐにお知らせするような形で対応させていただいております。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ③です。 

  各園の定員に対して入所の申し込みはいかなる傾向にあるのか。また、希望の保育園

へはどの程度入れているのか、お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  今年度の入所受付終了の段階で、あけぼの保育園のゼロ歳児から３歳児クラスが新規

児童の定員を上回って、第二希望の園への入所をお願いしました。また、同順位の選考

基準となった複数のご家庭には、抽せんにより選考させていただいております。また、
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新改保育園でも１歳児・２歳児クラスで定員が上回って、第二希望の園へ入所をお願い

しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ２つの園について報告がありましたけれども、実際この

２つの園が人気がある言うたらおかしいですけど、申し込みがやっぱり殺到する傾向に

あるということでいいのか、お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   やはり保育時間のこともあろうかと思いますし、通

勤の途中で預けるのに便利であるといったことも要因であろうかと思いますが、あけぼ

の保育園には、人気が集中している傾向にはございます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   もう一点、あけぼの保育園でゼロ歳児から３歳児で上回

って、第二希望へ回ってもらったというふうなこと言われているけども、どれだけのパ

ーセンテージで第二希望へ回ってもらったということでよろしいでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  あけぼの保育園でゼロ歳児のクラスで９名超過しておりまして、１歳児も同じく９名、

２歳児で８名、３歳児が９名で超過しておりました。この方々につきましては、第二希

望あるいは抽せんにより他の園に入っていただいたということになります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   ９名、９名、８名、９名で３５名が上回ったというふう

なことです。結構大きな数と思います。 

  それでは、④に移ります。 

  そういう状況の中で、兄弟姉妹が別の保育園に通っているとも伺っておりますが、中

にはね。どういう状況なのか、現状をお示しください。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  兄弟姉妹が別の保育園に通っているご家庭は、現在１４世帯おいでます。そのうち、

今年度の選考によって兄弟姉妹で別の保育園に通われている世帯は６世帯となっており

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   まあ改善が必要というふうに思いますけど。 
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  保護者としては車で、最低でも２つの園を送り迎えするっていうことですわね。現実

問題、保護者の勤務の状況などからいって、あけぼの保育園とか新改保育園とか今人気

の高いところへ入所の申し込みがあったりしてる現状がありますわね。そういう勤務の

状況で１２時間保育が必要とかいうような場合に、そしたら兄弟も同じようなレベルの

扱いであるんかなとも単純には考えるんです。けど、同じ保育園には通えないという、

定員の問題もあるし、途中からの転校の部分もあると思いますけども、同一保育園に通

えるのがベストであるという認識はお持ちですかね。  

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   保育園へ通園させる保護者さんの利便性からいえば、

当然同じ保育園、６世帯の方はそういったことで選考になってしまったということで、

もともと別の園に通わせるということで通わされている方もおいでますけど、今年はそ

の６名の方が別々に、同じところへ行かせたかったのに別々になったという状況です。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   保護者のさまざまな現状、要望等ももちろん採用される

ところもあると思うんですけど。実際、年度変わりなんかに、希望を出したら兄弟で一

緒の園になれる可能性はありますかね。２つの園に分かれてると、けんど進級によって、

そのときにどちらかの園に統一したいと。実際、送迎の関係とかをいったときに、そう

いう申し込みは可能になってるのかどうか、お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  ３歳児から５歳児のクラス、年齢が上がった部分については割とあきのある園が多い

ですので、その場合は対応させていただきます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次、⑤です。 

  入所申し込みから見て、あけぼの保育園の１２時間保育とかゼロ歳児、土曜日１日保

育、それから新改保育園のゼロ歳児保育、そういう状況なんかで人気が高いのかなとい

うふうにも思いますけども。そういう役割をほかの園にも担ってもらうなど、保育サー

ビスの拡充の必要性を今の伺ってきた現状から感じるところでありますが、見解を求め

ます。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   見直しの１つとしてやはり保育時間の延長、変更等

が考えられます。あけぼの保育園への申し込み集中を分散させるためには、なかよし保

育園の土曜日の１日保育といったことも検討していきたいと考えております。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   なかよし保育園の土曜日の１日保育というのは検討を今
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現実的にされているわけですか。今後のことですか。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   実際、なかよし保育園の土曜日１日の保育を検討し

ております。平成２８年度からそういう検討しておりますが、実際のところを申しまし

て、保育士の確保とかがなかなか難しくて、実現に至ってないというのが現実でござい

ます。精いっぱいの保育士の確保に努めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   あけぼの保育園は定員が２１０名ですかね。なかよし保

育園が２００名やったかな、たしか。そういう大規模な保育園の統合等でなっているわ

けですけども。現実問題、担う役割っていうがは、やっぱりある部分なかよし保育園の

こと言われましたけど、早急に私らはしていただいて、やはりその規模に似合う役割が

求められると思うんです。保育を充実させるためにはやっぱり保育職員も確保して、そ

れを早急にするということが定住を推進しているまちとしては望ましいことやし、先ほ

ど前段に言ったように、保育園の近くに家を建てるということで来たのに、どうしてと

いうレベルについては、単純な疑問として起こって当然ですわね。だからやっぱり、そ

ういう保育園に入れる基準を見直せということは毛頭申しませんけれども、実際そうい

う我が町に住んでくれる若い層が、やっぱり充実した子どもが保育生活を送れるような

ところっていうがは、通う園の部分から入ってくると思いますけれども、そこのところ

は平成２８年度から検討してるんやったら早く結論を出してもらいたいと思いますが、

再度の見解を。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   議員のおっしゃることは本当にそのとおりだと思っ

ております。１日の保育時間の延長、土曜日の１日保育につきましてでも、やはり保育

士と調理師とかの確保が一番のネックになっております。その点につきましても、精い

っぱい努力はしていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   次の質問に移ります。防犯についてです。 

  ５月に開催された物部地域の議会報告会で、立て続けに玄関先などに置いている物が

なくなっているなど空き巣被害の現状が語られ、防犯カメラの設置についての要望も伺

ったところであります。また、空き巣犯の手口も巧妙で、新聞に死亡時広告等が出ると

地域の下見を行い、住民が留守の時間帯を狙い、火事場泥棒的な犯行を重ねるなどの情

報もございました。町中においてもそのような被害があっているというふうにも伺って

おります。 

  そこでお尋ねします。 
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  ①に空き巣被害の件数、金額、また主な犯行の状況はいかがなのか、お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   山﨑議員のご質問にお答えいたします。 

  本年の被害件数は、空き巣３件、忍び込み１件、侵入窃盗３件で合計７件、被害額の

総額は３１２,５００円となっています。 

  犯行の状況は、家の方が不在中に施錠していない出入り口から侵入したものとなって

おります。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   この傾向は今年の状況を伺ったんですが、多くなってい

るのか、ずっと大体平準化されているのか、そこら辺のところはわかりますか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  南国署のほうで平成２７年度から調べていただいた件数でございますが、平成２７年

が空き巣１件、忍び込み６件の合計７件、それから、平成２８年は侵入窃盗１件という

ことになっております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   空き巣、忍び込みを踏まえて７件が多いほうの数字って

いうふうに伺ってますが、実際検挙されてますかこういう犯人は、いかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  平成２９年につきましては、７件中２件を検挙ということになっております。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   常習性の高い部分もあろうかとも思いますけれども、実

際、次の被害も防がねばなりません。 

  次の項目に移りますが、先ほど述べた物部の例では、そういう被害が起こったときに、

警察派出所に地域巡回をお願いしたというふうなことも伺いましたけども、警察及び市

におけるそういう現状の対策は、被害の予防策としても市民からちょっと不審者がおる

とか、そういった申し出があったときにどのようになされているのか、お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  防犯に対する対策としましては、地域安全推進協議会、地域安全協会を中心に、広報

紙への地域安全ニュースの掲載や振り込め詐欺防止活動、刃物まつりにおける啓発活動、

防犯パトロールなどを行っています。 

  なお、警察におきましては、被害があった場合には被害現場の確認をするなど所用の
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捜査を徹底して、鋭意犯人の検挙に努めるようにしております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   犯行があればもちろん警察は動いてくれるわけですけど。 

  私がここで主として聞きたいのは予防策です。そういう兆候があったとき、傾向があ

ったとき、不審者、そして、先ほど言ったように地域に不幸事があったりして全体的に

留守になったりするときです。そういうときに警察なり市のほうに言ってきたら、ちょ

っとそのあたりを巡回していただけるとか、そういうことはお願いできるものなのか、

そこのところはいかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  地域におきましては、やはり自己防衛ということで戸締まり等をしっかりしていただ

くということにはなろうかと思います。また、こういった被害が多い場合には、警察の

ほうでもやはり見回りの回数等は多くしていただいているのではないかというふうに思

います。ちょっとその辺は確認しておりませんが、そういうふうに感じております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   そうですわね。そもそも総務課長が答弁いただけるとも

思うてなかったんですけれども、そうやって調べてもらってありがたいんですけども。 

  基本はそらもちろん自己防衛になると思いますけど、実際、空き巣に入る人はガラス

割ってでも入っていきますので、実際、３１万円ぐらいの被害で今年はおさまってると

いうことで、それも金額の大小を言える部分ではないんですけども、やはりそういう部

分にどういう役割を果たせるのかっていうことで、広報、啓発等は中心にやってるけど、

実際の具体的対策として、課長が言う自己防衛ということであるんやったら、自己防衛

の手段を市民がとる援助を、やっぱり行政は行えるのかということで次に移ります。 

  ③です。 

  市民の防犯への意識も上がってます。防犯カメラの設置に対して補助はできないかと

いう点です。市民からの要望は私は大きくなっていると考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  防犯カメラの補助制度につきましては、先日も防災対策課長のほうからご説明いたし

ましたけれども、高知県警において街頭防犯カメラ等設置に対しての補助制度がありま

す。補助対象者は、地域の防犯活動に取り組もうとする組合、団体、事業者ということ

になっております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 
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○１３番（山﨑龍太郎君）   同僚議員の質問にその点についてはもちろん私も聞いて

ますのでそうですけれども、今回求めているのは個人への助成ということです。私が求

めているのは、自己防衛と課長言われたので。実際、自治会等に対してやっぱり県のそ

ういう補助メニューがありますので、土佐市とか日高村やったら、その要綱を整備して

それに上乗せしてやっているというふうな部分も見てはおるんですけれども。 

  現実問題、個人が設置する、防犯カメラも大分安くなったんですけど、それまでは高

うございます。そういうときに個人がお家に防犯カメラをつけたいというときには助成

できないかということで、自治会等で子どもの見守りとか不審者のための防犯カメラに

ついてのことはわかってますので、そこの部分についてはなかなか考えられないことか

もしれませんけれども、自己防衛の援助を行政ができないのか、お尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  現状のところ、地域で対策をする場合としてこういった補助制度は高知県警のほうで

も設けておるわけでございます。個人への補助となると、非常に補助制度として、なか

なかそれを設置するのは難しいかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   私は、防犯カメラについてはやっぱりプライバシーの問

題とか個人情報の関係とかいろいろあると思います。ただ、逆に発想を変えれば、そう

いう市が補助することによって使用の抑制、こういう目的にしか使えませんよというふ

うな抑制も図れるんじゃないかというふうに思ったりもするんです。これはちょっと逆

転の発想の考え方でもあるんですけれども、実際さまざまな部分でも民間事業所等はつ

けてる部分もあります。それから、必要に応じて県警や県の助成等も応じてやっている

と。ただ物事が起こらないために、個人がみずからの財産を守るときに、行政は何らか

の役割を果たせないかという旨の質問構成にしたところでありますが、今後できれば検

討いただきたいんですが、いかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  防犯という観点から防犯カメラの設置、個人への補助制度をつくってはどうかという

ことなんですけれども、なかなかいろいろとプライバシー等いろんな課題等もございま

すし、それを補助制度として補助するということがどうかというようなこともさまざま

な検討課題、問題等もあろうかと思いますので、この辺は今後の研究ということで考え

てはみたいとは思いますが、難しい問題ではないかというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   以上で私の質問を終わります。 
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○議長（小松紀夫君）   山﨑龍太郎君の質問が終わりました。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２時０１分 休憩） 

（午後 ２時１５分 再開） 

○議長（小松紀夫君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   ２番、小松 孝でございます。議長の許可をいただきました

ので、通告に沿って一問一答方式にて質問します。 

  今回は、過去において質問をした２項目について、同僚議員より１回質問したぐらい

では何も変わらないとの指摘を受け、再度お尋ねするものでございます。 

  １点目は、あけぼの街道沿いの道の駅構想についてであります。 

  平成２７年６月定例会において、直販店を併設した道の駅をあけぼの街道沿いに建設

することについて質問しました。その後の検討状況について順次お伺いします。 

  まず、前回の私の質問に対し、当時の担当課長からは、あけぼの街道、道の駅構想は

ぜひとも実現したいプランであり、財政状況を踏まえ観光を含めた産業振興面に配慮し

ながら、プランを熟成していくべきと考えるとの答弁ありました。 

  担当課長がかわり、現課長は前任者からどのような引き継ぎを受けていますか、お伺

いします。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   小松 孝議員のあけぼの街道沿いの道の駅構想につ

いてのご質問にお答えいたします。 

  平成２７年６月議会で議員にお答えした内容の引き継ぎを受けております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   引き継ぎを受けられたということですが、文書で引き継がれ

ていますか。どんな内容で引き継がれているか、お答え願います。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   この春の人事異動のときに、文書での引き継ぎを受

けております。 

  内容につきましては、同じような内容で要点を捉えた内容のものの引き継ぎを受けて

おります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   それでは、次の質問に移ります。 

  あけぼの街道は、将来的に本市の主要な幹線道路になると考えられます。この道路沿
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いに観光、産業振興、交流の拠点として、道の駅を建設することは大きな意義があると

考えます。 

  道の駅構想について、市長の考えをお伺いします。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  道の駅は香美市に来ていただくきっかけとなり、交流人口の拡大が望め、地域経済が

潤うものと期待しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   道の駅は潤うということですが、これは本当に前向きに検討

するのか。いつごろまた計画を立てて検討していただけますか。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  ちょっと③の答弁と重なる部分がありますが、昨年度担当課では協議をいたしました

が、現時点ではまず、道の駅美良布周辺の美良布地区集落活動センターの整備を優先と

考えておりますので、その後の検討になってくると思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   この道の駅は、今から計画立ててもやっぱり二、三年後にな

ると思いますが、これをほんでいろいろキャンプ場とか温泉、別府峡に来るお客さんに

対しても、香美市だけの人口を何ぼ店へ連れて来ても発展はないんです。それやから、

そのためには私は皆さんがあけぼの街道とは言われますけど、あけぼの街道沿いに安い

土地を買って建てても、左右抜け道がないんです。 

  そやから私は思うには、もう現在すぐにはとは言いませんが、いいとこがあるから西

東全部４面にある、そういう土地を探して積極的に１回計画を立てて、早急にやってい

ただきたいと思います。 

  それじゃ、次の質問に移ります。 

  前回の質問で、道の駅に直販店を併設し、高齢農家の農産物を巡回集荷して、販売す

ることを提言しました。 

○議長（小松紀夫君）   ④に移ってるということでよろしいですか。 

○２番（小松 孝君）   ④。 

○議長（小松紀夫君）   じゃあ、③は先ほどの②と一緒ということにします。 

○２番（小松 孝君）   道の駅が早期実現できない場合は、過日に実施した議員視察

研修における福井県大野市の事例を提言したいと思います。 

  大野市では、高齢農家を中心に生産物を巡回集荷し、取り扱いを契約している福井市

内の４１店舗にて販売したり、食材として使用したりしています。現在、生産者は１０



 

－60－ 

４人、売上高は４,５００万円とのことです。 

  大野市の担当者の話では、病院通いのお年寄りが生きがいを持ち、生産・出荷に精出

し、病院通いをやめて元気になった方もいますとのことであります。本市でも検討して

みてはどうかとお伺いします。 

○議長（小松紀夫君）  産業振興課長、西本恭久君。 

○産業振興課長（西本恭久君）   お答えいたします。 

  議員が以前からおっしゃられるとおり、小規模で栽培してる農家は高齢の方が多く、

これらの農産物の販路を開拓することは高齢者の生きがいにもなり、地域の活性化につ

ながります。しかし、高齢農家にとって販売店への出荷業務が大きな負担となっており、

農作物は栽培できるが出荷ができないという方は非常に多いと思います。 

  この問題を解決するには出荷業務の役割を担う組織が必要で、最もシンプルな方法と

して、直販店がこの出荷業務を担うシステムがよいと考えます。集落ごとに出荷場所を

決め、直販店の職員が各集落の出荷場所を巡回して直販店へ輸送する方法等を検討して

いきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   それでは次の質問事項、定年退職した職員について質問に移

ります。 

  本件につきましては、本年３月に定例会において質問しました。再任用による課長職

について、市長の見解を再度お伺いするところです。 

  ①、定年退職した職員が再任用にて課長職につくことに対し、現役の職員がどのよう

に感じていると推察するのかとの質問に対して、市長は現役職員からは何ら疑義は生じ

ていないとの答弁でございました。しかし、実際に現役職員に尋ねてみますと全く逆の

反応でございました。 

  そこで、改めて現役職員の思いに対する見解をお尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   再任用制度に関する小松議員のお尋ねにお答えしたいと思

います。 

  このことによりまして職員の士気が下がったとすれば、まことに残念であります。議

員がお尋ねになったときに、私のほうでは今議員が紹介をしたように疑義が生じてない

とこう申し上げました。 

  職場のことを念頭に置きながらお話をさせていただいたわけでありますけども、議員

からご質問をいただきました後、外部の方、市民の方々にお話をいろいろとお聞きもし

たりすることがございました。その中で、議員にご指摘いただいた同じご意見も実はご

ざいました。詳しく内容もお聞かせを願いましたが、人事はもとより市長の専権事項で

ございますので、職員が私に直接言うとか、あるいは伝わるように周りに言うとかいう
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ことは、はばかることだということで周りの方にずっと聞いてまいりましたが、そのご

指摘のとおりのことがございました。 

  そういうこともございまして、今また議員が直接職員に聞き、そして思い切って率直

にこうしてお話をいただいておることに対しまして、重く受けとめて今後しっかりと考

えてまいりたいというふうに今考えておることでございます。 

○議長（小松紀夫君）   ２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   それでは、次の質問に移ります。 

  現在、職員の年齢構成が偏っているとのことが、定年退職した職員の課長職への再任

用となる原因であるとの判断は一定の理解はできますが、現役職員の士気を高めるため

にも再任用の課長を置くべきではないと私は考えますが、市長の見解をお伺いします。 

○議長（小松紀夫君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   今議員がおっしゃられたように、職員の偏りといいますか

管理職者の定年退職予定といったものが、平成２８年度が８名、また平成２９年度がゼ

ロとこういう状況でございました。そうしたことから、３名の課長には大変ご無理を言

いました。無理に無理を言いまして再任用制度を活用させていただきまして、それぞれ

の課長は本当に期待に応えて今頑張っていただいております。 

  なぜそのような決断をしたかということでございますけれども、それぞれの課にはこ

れから管理職になろうという方、指導的な立場で優秀な職員もおります。そういう職員

を複数人以上その課から昇格をさせるということになりますと、課への影響もかなりあ

りますし、問題も生じてくるというふうなことを検討しました。 

  そうしたことから、１年間異動体制が整うまで待たなければならないということで判

断をしたわけでありますけれども、それでも大量の課長人事となりまして、職員の皆さ

んには大変ご負担をかけてきましたし、時には市民の皆さんにご迷惑をおかけするよう

なこともあったんではないかなというふうに反省をしておるところでございますけれど

も、今申し上げましたようにしっかりと実力をつけてきている職員がおりますので、議

員がご懸念をするような状況はこれからは避けていくことができるんではないかと、そ

のように考えておるところでございます。 

○議長（小松紀夫君）   ２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   いい職員がたくさんおられるということでありますので、市

長も言われておったそういうことに進んでいただけると思います。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  定年退職した職員が社会福祉協議会の事務局長や繁藤出張所長、また、中央公民館の

館長、香南香美老人ホーム組合の施設長らに就任しています。 

  市民からは特権ではないかとの疑問の声が聞こえます。市長みずから老人ホーム組合

の施設長でもございました。 

  この件について、市長の見解をお伺いします。 
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○議長（小松紀夫君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   お答え申し上げます。 

  今、議員がご指摘になられました出先機関の長につきましては、特別職の非常勤職員

として勤務をしていただいておるところでございます。 

  これまで全てのこうした出先機関の長を行政経験者、行政職の職員を充ててきたわけ

ではございません。出先もそれぞれ事情を抱えておりまして、住民の皆さん、そして施

設をご利用される皆さんから、施設の運営のあり方や改善などについても多くの要望を

いただいております。したがいまして、施設管理上適切と考えられる方、適材をそのよ

うな方にお願いをしておるところでございます。 

  また、社会福祉協議会、三宝荘等につきましては行政と密接な関係にございますが、

これは他の組織ということでございまして、したがって、組織から要望、要請等がござ

いましたときには、相談に応えるというようなことで人材の紹介等も行ってきたところ

でございます。 

  それぞれの組織にはそれぞれ事情がありまして、行きました職員につきましてはその

期待に応えられているというふうに思いますし、また、期待に応えられなかったら組織

からご批判をいただくことだろうというふうに思いますけれども、今のところそれぞれ

が、期待に応えて頑張っていただいておるというふうに考えておるところでございます。 

○議長（小松紀夫君）   ２番、小松 孝君。 

○２番（小松 孝君）   それぞれの役職ということでありますが、この私がきょうの

質問に対しては、市民に疑問に思われないような対応を求めてやっていただきたいと思

います。結構市民からは年功序列のラインが残っとるということも聞きます。 

  そしてまた、課長までいっても長にはなれないでしょう。公民館長なんか天下りが来

て。それで長になるということは、班長、課長クラスが全然育っていないということで

す。そやから、長につく人はやっぱり二、三歩下がってしなきゃ。 

  一つ参考に言いますと、農協も市役所と違うから簡単なところですけど、農協なんか

を退職になった人は、もう明くる日から肥料の運搬をしてます、民家に。それくらいの

格差がつかないということは、上の課長がもうかっちり抑えてるからできないんです。

班長以下。 

  そういうことで、本当に疑問を持たれないようにやっていただきたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   小松 孝君の質問が終わりました。 

  次に、３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ３番、市民クラブ、利根健二です。一問一答方式で行ってま

いります。 

  まず、通告の１番、防災訓練と避難所準備について質問をいたします。 

  最初、ＨＵＧについてです。これは避難所運営ゲームということで、静岡県でしたか
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ね、発祥の避難所の訓練でございます。 

  ＨＵＧも開催され始めてから随分たっています。その進め方は請負事業者や開催時期

によって微妙に違っています。避難所運営マニュアルの素案の中にある既に書かれてい

る一定のルール、例えば非常食の配布、これは今回問題にするのは在宅避難者等に対し

てとかでございます。あと施設内禁煙、ペットの飼育場所などはＨＵＧの設定から外す

か、あえて意識として残すための設問であれば、例えば身体障害者補助犬はペットでは

ありませんよねとか、その場で早目に共通の認識を確認していたほうがよいのではない

かと思いますが、どうでしょうか。 

  ワークショップ形式のＨＵＧの性質上、正解は出さないようなシステムになっていま

す。マニュアルで決定されるであろう事項について、多数の意見が出たまま放置される

のはよくないと思います。 

  ちなみに自分は防災士を取得するために初めてＨＵＧをやったときは、非常食の配布

については、避難所の食料は避難所に避難した人のためのものであると、在宅避難者は

個人の備蓄食料でといった考え方の方が非常に多く、その意識がそのまま強く残ってお

りました。今回のマニュアルの素案を見てみると、在宅避難者や集会所等へ避難した方

にも対応すると書かれております。自分はたまたま２回目のＨＵＧを体験し、また、素

案ですが運営マニュアルを見たから意識を修正できたわけですが、複数回受けれる人は

少ないと思います。 

  ワークショップでは、人の心に残る言葉は人によりまちまちであります。 

  今後ルール化されるものについて誤解がないよう、また、誤解が残らないような進行

を委託業者と検討していただきたいと思いますがいかがでしょうか、お尋ねをいたしま

す。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  ご質問のありましたＨＵＧ、いわゆる避難所運営ゲームは、８月２０日に市役所で開

催しました山田小学校避難所運営マニュアル策定に係るワークショップの中で行ったも

のでございます。 

  今回のＨＵＧは、参加者の方々がさまざまな仮想の出来事に対応する中で、避難所運

営に当たっての気づきや問題点を把握することを目的として実施したものであり、マニ

ュアル素案の内容を直接想定したものではありませんでした。 

  しかしながら、ご指摘いただいたとおり盲導犬はペットとして取り扱わない、学校施

設内での禁煙といった基本的なルールは議論の対象として余りふさわしくないものと考

えますので、今後他地区でのワークショップにおきましては、参加された皆様に誤解が

生じないよう改善するようにしてまいりたいと考えております。 

  また、さまざまなご意見からルールとして必須の項目を整理し、合意形成に結びつけ

るよう、進行の仕方にも配慮するよう業務受託業者と調整することといたします。 
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  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   自分は最初設定から外すかというような意見を入れてました

が、自分もこれずっと考えてますと、最後はその後につけ加えましたように、多分あえ

て意識として残すためにゲームとして残してることだと思いますので、実際はそれがあ

ってみんなで考えたあげく後日に残すんじゃなくて、その日のうちにちゃんとした正解

はみんなで確認しようというような提案ですので、ぜひそのことも含めてご検討いただ

ければと思います。 

  続きまして、（２）に移ります。避難所開設・運営マニュアルについてです。 

  先ほど言いました８月に行われました準備会で配付された避難所運営マニュアルの素

案については、今後準備委員会の中で検討されるようになってると思います。 

  ＨＵＧの中でいつどこでやっても同じ意見が出るものについては、運営マニュアルに

追記をしておくとスムーズな進行になると思いますがいかがでしょうか。 

  これは内部へのもうきれいな冊子になるべく整理されておりますので、内部への差し

込みじゃなくて、Ａ４で追加のやつをプリントで添えてる形で、それで一つの検討材料

として、もう最初から提案を上げていくという意味です。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  先月２０日には午前に山田小学校、午後は山田高校を対象としたワークショップを開

催いたしました。いずれの会場でも要配慮者の方への対応、ペットへの対応といった点

でさまざまなご意見をいただきました。 

  今後、避難所準備委員会においてご検討いただく新たな素案には、ワークショップで

お示しいただきましたご意見を反映することとしております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ②のほうへ行きます。 

  避難所の配置計画図等、今後の協議が必要なものは協議後になると思いますが、それ

以外の避難所の受付セット、名簿やカードですね、そういった必要と想定されている各

種サイン類については、今後の協議を待たずに早急に整備をしたらどうでしょうか。 

  例えば各スペースの名称のほか、立入禁止、使用禁止、トイレの対応表等です。ちょ

っとマニュアルの素案のコピーをさせていただきましたのでごらんになって（スクリー

ンを示しながら説明）。 

  これですね。これが素案に書かれているこの文字を張るのには、とてもその現場でこ

んな文字を書いてる暇なんかないということで、「このトイレは水が出ません。」とあ

りますね。これをもう最初からつくってファイリングしておいて、タグをつけておって、

すぐ引っ張り出してトイレへぱっと張るというような。これもそうですね。「このトイ
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レは使用できません。」というのがありますね。「このトイレは水を流せません。」、

こんな感じですね。 

  ほかにもサイン類で必要とわかってるものが数多くあります。至急に作成して、わか

りやすくファイリングをするべきではないでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  円滑な避難所の開設、運営における備品類の事前準備の必要性はご指摘のとおりでご

ざいます。避難者名簿、連絡票、避難所内の区割りを示す掲示物など、あらかじめ用意

すべきもの、できるものにつきましては、早急に取りそろえ配置するよう努めていきた

いと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   続きまして、③のほうへ移ってまいります。 

  避難所運営には、運営側でなく利用者も含めた、避難者も含めた全員の協力が必要で

す。運営マニュアルを多くの人に理解してもらうことがスムーズな運営につながってま

いります。 

  今回示されました素案ですけども、この素案は対応しなければならない順序に沿って

丁寧に詳しく、誰が見てもわかるように記述されています。丁寧、詳しいということは、

実はその流れを事前に十分に頭に入れていかないと、情報量が多過ぎてスムーズに進行

ができません。 

  また、ペットの対応、傷病者の受け入れ等、その場でマニュアルを見ていては間に合

わない事項もたくさんあります。概略版の作成内容も含めまして、そのマニュアルの内

容の共有こそ一番大切なことではないでしょうか。 

  マニュアルができ上がったときの配布方法、そして勉強会開催等をどのように考えて

いるのかお伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  円滑に避難所の開設、運営を行っていく上で、地域の方々があらかじめマニュアルの

内容を把握しておくことは必要不可欠であると考えております。 

  今回のマニュアル策定に当たりましては、１０ページ程度の概要版を作成し、地域の

防災会の役員さんを中心に配布するとともに、策定後にはマニュアルを使った避難所運

営訓練を実施するよう検討を重ねているところでございます。 

  こうした取り組みを行っていく中で、地域の方々に協力体制を築いていただくととも

に、避難所運営についての習熟度を高めていただきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 
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○３番（利根健二君）   次へ行きます。 

  今回の業者との契約では、ＨＵＧ・マニュアル作成ともに山田小学校区と山田高校だ

けだったようですが、その他の地区の避難マニュアル作成とかＨＵＧの開催も重要であ

ると思いますが、そういった計画についてお伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  本年度は、モデル事業としまして山田小学校、山田高校を対象としたマニュアル作成

委託業務を進めており、今後もこうした学校などの大規模な避難所のマニュアルにつき

ましては、委託業務として数年をかけ作成していくよう計画しております。 

  なお、本市では昨年度から耐震改修実施済みの地域集会所を含めた小規模・中規模の

避難所を対象に、直営でマニュアル作成を進めており、本日時点で５０カ所にマニュア

ルを配置させていただいております。 

  こちらにつきましても、今後地域の方々のご協力をいただきながら、順次作成してま

いりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   たしか以前、割と最近の以前ですけども、香美市のＰＴＡの

連合会みたいなやつがあるがですかね、その場所でたしかＨＵＧを行ったように伺って

おります。 

  どういうやり方というか、どこが主導してどうやったのかちょっとわからないんです

けども、こういったメニューがその地域でもしできるのであれば、その自主防災の訓練

メニューに県が主催でやれるようなやつやったら、県の出前講座に入れてよってお願い

するとか、そういった形でＨＵＧっていうのをいろんな人が数多く体験をしておかない

と、一部の人が体験をしていても、運営はできるかもしれんけど、その運営する人に対

して周りの理解がなかなか得られないというかそういった意味がありますので、できる

だけ多くの人が体験をできるように、出前講座等をそのメニュー入れられないかという

ことをお伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   ＨＵＧにつきましては、共助を進める上ではやはり

重要な手法であるというふうに認識しております。 

  今後、自主防災組織からの訓練の内容につきましてご相談いただいた場合につきまし

ては、そういったＨＵＧの活用を重点的にお知らせいたしまして、普及を図っていきた

いというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   次へまいります。⑤です。 
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  避難所の開設に当たりまして、山田小学校の場合、小学校の教職員とＰＴＡとの連携

が大変重要になってまいります。特に、教職員在校時は避難所開設において教職員の指

示に従うと素案の中ではなっております。 

  子どもたちの保護及び保護者への受け渡しだけでも大変なのに、開設時の対応まで加

わるとなりますと、教職員のその責務は大変重いものになります。教職員のスキルアッ

プは必須となってくるんではないでしょうか。 

  また、日ごろから教職員と地域の方とのコミュニケーションを十分にとっておく必要

があると思いますが、どのように対応していくのかお伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   お答えいたします。 

  ご指摘のとおり、避難所の開設に当たり地域の防災リーダーの方々とともに重要な役

割を担うのが、教職員やＰＴＡの方々であると考えております。 

  今回開催したワークショップでは、両校ともに学校側から校長先生、教頭先生にご参

加いただき、山田小学校ＰＴＡからは会長さんにもご参加をいただきました。今後につ

きましても、作成に至る過程の中でそれぞれの立場からのご意見をいただき、より使い

やすいマニュアルづくりを進めてまいりたいと考えております。 

  また、先ほど申し上げた避難所運営訓練などを通じまして、より連携を深めてまいり

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   先ほど答弁いただきましたように、自分たちがやったほうで

も校長先生が参加してＰＴＡ会長も参加をしていただいておりましたが、現場において

多分校長とか教頭とかそういった管理職の方はなかなか出張とかも多いんで、実際現場

でこうがっと動かんといかんのは、現場でいる教職員の可能性もありますので、その現

場を見ながら、マニュアルできたらその確認も合わせまして、合同の勉強会とか合同の

ＨＵＧをぜひやるようにお願いをしたいと思います。 

  あと、特に山田高校は県立高校なんで、香美市とのパイプが小学校ほどは密に連絡を

とれないと思いますが、その辺はどういうふうな対応を考えておりますか。 

○議長（小松紀夫君）   防災対策課長、中山泰仁君。 

○防災対策課長（中山泰仁君）   山田高校との連携につきましても、やはり市の指定

避難所という位置づけでは同列に扱いたいと考えておりますので、より学校側とのパイ

プを太くしていくように連絡調整をしていきたいと考えます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   続きまして、２番へ移りたいと思います。中央公民館の改修

及び運営についてです。 

  まず、改修計画についてのほうから進めてまいります。 
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  第２次香美市振興計画、第１次実施計画の５１ページにある中央公民館の貸し館事業

に上げられている平成３０年度１億６,４００万円のうち、照明改修の費用及び内容を

お伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   利根議員のご質問にお答えします。 

  １億６,４００万円のうち、照明改修に要する費用は１億１,８８０万円です。主な項

目としましては、ボーダーライト、サスペンションライト等の負荷設備に５,６２６万

円、調光装置に２,１６０万円、その他としまして、取りかえ作業費、管理費などが

４,０９４万円となっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ②に移ります。 

  計画作成時に参考にした舞台は、及び設計見積もりをとった業者をお伺いいたします。

そして、実際にその業者は中央公民館での照明業者としての実績があるかあわせてお伺

いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  計画の改修工事につきましては、節電を目的としたＬＥＤ照明への改修が主な目的で

あり、現況の設備の位置を大幅に変更するものでないことから、他の施設は参考にして

おりません。 

  また、見積もりを徴収した業者は、長年にわたり中央公民館の舞台設備、照明設備の

点検、改修等を行ってきた実績がある業者でございます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   そしたら、実は自分は実績を聞いているんじゃなくって、催

し物の照明業者としての実績がどれぐらいかということです。 

  なぜかというと、ここでどんな方がどんな形で利用をしているのか。それを知らない

と、業者としてある程度こんなプランはどう、これは要らんじゃないのという提案する

力とか知識がないんじゃないかと。設備の腕とか全国のツアーの照明をやりよって、技

術はすごく高いというのと、地域の公民館でどれだけの照明が要るかということとはも

う全然こう次元が別の話ですので、そういった意味での中央公民館での照明業者として

の実績ということでしたが、わかりましたらお願いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  その件につきましてはちょっと確認しておりませんが、私が先ほどお答えしたのは実

績のある照明設備、施設とか舞台設備に精通した業者であると認識しております。 
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  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   そしたら、③のほうへ移ってまいります。 

  実際の利用者、イベントの主催者とか中へ入る照明業者さん、そういったとこの意見

を取り入れるべきではないかと思いますが、どうお考えでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  計画の改修工事は、先ほど答弁したとおり照明のＬＥＤ化による節電を目的とした改

修であることから、利用者の意見をいただくための説明会等の開催は必要がないと考え

ております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   この見積もりは単に今ある照明機材をＬＥＤ機材に節電のた

めに置きかえるということでしたが、幾らＬＥＤが省エネといっても月に数回程度と思

われる演出照明ですね、講演とか別にして演出照明の電気料は、高々という言い方はあ

れながですけども実際はしれています。多分演出照明分だけですが、自分があそこにあ

るライトの数とか、ざっくり計算して今回改修分の費用を電気代でペイしようとすると、

多分２００年とかそんなスパンでかかります。講演も含めて全体やっても多分１００年

以上は使わんと、単に電気料だけですよ、利便性とかそういうがを抜きにしてですね。 

  多分そういった金額になっておりますので、機器購入とか整備に当たっては利用者の

意見をちゃんと聞いて、本当に必要なものを見きわめていくことにより、初めて効率的

で意義のある計画になるんじゃないかと思いますけども、どうでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  議員のご意見はＬＥＤ照明だけやなくて白熱灯もあるんではないかというようなご意

見と思いますので、今後効率性などを含め、総合的に専門的な者を入れて検討したいと

考えます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   半分④に踏み込んだようでございますので、④に行きましょ

うかね。 

  意見を聞くということでございますが、実際に利用している方、自分が知ってる分と

かかかわってる分だったら踊りの会とか合唱団、コキーズさん、あとミントグリーンブ

レスさんとかそういった方とか、あと先ほど出ませんでしたけどもＮＥＳＳさんとか、

互光照明さんらというのが踊りの会とかそういったところには業者として、実際あそこ

を利用して使い勝手とか、どういった人が使ってるか把握しております。あとボランテ
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ィアで照明を手伝ってるのが自分と、あと職員の方がボランティアで出て来てくれて、

照明なんかもお手伝いをしていただいております。そういった方々で、自分も入れてで

すけども検討する会を開いたらどうでしょうか。この利用者不在の計画で１億円を超え

る設備は、ちょっとなかなか理解が得られないんじゃないかなと思います。ちゃんとし

た会を開いたらというような提案です。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   先ほどの答弁の繰り返しとなりますが、効率性

などを含め、総合的に専門的な方を入れて検討すると、会を開くということも今後必要

ではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   その検討委員会にどれくらいの重きを置いていただけるのか、

今までの流れからすると非常にちょっと心配するところでありますけども、１回だけこ

う意見を聞いて検討委員会で終わりとかやなくって、いろんなシチュエーションがあり

ます、舞台の照明、これが要る、これが要らん。多分見積もりの中にはよその見積もり

とか僕見たことあるがですけども、かえる必要のないもんまでかえていたりとか、不必

要なもんとか多分かなり入っちゅうと思います。 

  そんなやつも検証するのには、もちろん自分もある程度は知ってますけども、本当に

詳しい人、ある意味そういった業者さんなんかにもスーパーバイザー的な形で入ってい

ただいて、専門的なところから意見をいただき、ちゃんとこう単発的やなくて練り上げ

ていく。一緒に練り上げていくような作業。 

  ちょっと時間かかりますけども、もうこれもう何千万円とかいう金額が変わってくる

事業ですので、ちゃんと継続した重きを置いた検討委員会をつくってもらいたいと思い

ますけども、いかがでしょう。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   私が考えていますのは、検討委員会を置くんで

はなくて、専門的な見地を持った方のご意見をお伺いするという考えでございます。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   意見を聞くというよりは、やっぱり一緒に責任を持ってつく

り上げていくということが自分は大事やと思います。 

  何か今までいろんな審議会とかあって、最近やっといろんなとこが議事録とかも出る

ようになりましたけども、誰がどんな考えを持って、責任を持って発言してこう決まっ

たということがなかなか見えづらい。専門的な委員に集まってもらってというよりは、

さっきと同じことですけどもちゃんとした検討委員、報酬がある検討委員じゃなくてボ

ランティアでもえいがですけども、やらんとちょっとやばいんじゃないかなという気が

自分はします。 
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  かなり重きを置いた委員をつくってもらいたいということを再度お願いをしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  施設自体が現況の設備の位置を大幅に変更するものではないことから、その検討委員

会は設置しなくても、その専門的な知識を持った方の意見を伺うことも１つの選択肢で

あると考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   その意見を伺うというがは、具体的にどんな形を考えていま

すでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   それにつきましては、今後検討したいと考えて

おります。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   まあ自分の思いは十分伝えましたので、課長も直接現場で見

ないので、なかなか答弁もしづらいとこもあるかもしれません。 

  また横でじっとこう注視をさせてもらいますので、よろしくお願いをいたします 

  続きまして、備品のほうです。（２）の机の正しい積み重ね方を中央公民館からとい

うお願いのほうへ移りたいと思います。 

  一般質問でやるような項目なのか自分も悩んだがですけども、ある程度皆さんに知っ

ておいていただきたいという意味も含めまして取り上げさせていただきます。 

  机の正しい積み方を中央公民館から、公共施設でこれが正しい積み方だという間違っ

た知識を広めると、ローカルな会議室が右に倣えで広まってまいります。自分としては

いろんなところで正しい積み重ね方を伝えてきておりますが、一向に直りません。 

  大分前になりますが、中央公民館の方にも話をしたことありますが、これは間違いが

直るどころか、最近はもうこう大々的にこの間違いを広めているんじゃないかというこ

とで、写真をごらんください（スクリーンを示しながら説明）。 

  これですね。これは積み重ねじゃないですわね。「注意 机は表面と表面を合わした

状態で片付けてください。」、ストッパーを外すのはいいですね。 

  もう一つ、これです。「注意 机は表面と表面を合わした状態で片付けてくださ

い。」、一番下は、これはどうでもえいことですね。 

  こんな状況ですね。こういうやつが大々的にばーんと張り出しております。 

  ちゃんと机の足にはプラスチックのキャップがついております。このポリプロピレン

という材質のほうが天板の使われているデコラよりやわらかいので、傷がつくのはキャ

ップのほうです。 
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  現在のように、天板の面と面で同じ固さのものを重ねたらどちらも傷がつきます。広

い天板の間に砂１つ挟まったら、傷をつけるために重ねたようなものになってまいりま

す。ちなみにキャップ４つの天板との接触面積は、天板同士よりも５００分の１ぐらい

であり、砂粒を挟み込む確率が桁違いに少ないです。これですね、このキャップです。

これちょっとお借りしました。通販の会社から。 

  そして、正しい積み方がこうですね。こうすると持ち上げるときもここへこう手がか

かって持ち上げやすいということです。交互に積むとキャップ同士の狭いところを重ね

ることになりますが、キャップの幅が２センチ弱であり、ちょっとずれたら脱線をいた

します。不安定な積み方となります。大変危険です。 

  続いて写真を行きましょうかね。これが中央公民館の３階です。これは面同士のとき

はまだするっと出るけど、この段になると足同士がみんな、特にお年寄りは持ち上げれ

んので、そのまま引っ張って足同士がひっかかったりしますね。これほんで無理やり引

き出す人がおるので、足の上に落ちたりして非常に危険です。結局ガタガタいわしてキ

ャップが外れることになります。こうなってしまうと鉄がむき出しの足と天板を重ねる

わけにはいかなくなり、交互積みになるしかなくなります。これが交互積みというやつ

です。 

  そして、危険なばかりでなく机の足が壊れやすくなります。ストッパーなどが曲がっ

たりパイプがとれかかっていたりするのをよく見ますが、これが主な原因でございます。

ちょっとそのどういう状況かいうと、これが曲がってますね。曲がってます、外へ向い

て。ここはもうとれてます、１本。 

  これを交互積みでとろうとしたら、ここへ手をかける。ふだんやったらここへ手をか

けれるけど、パイプも一緒に手をかけてよけ危ないです、これは。ということです。 

  これは自分が言うてどんどん直りよっても、また公民館にこう書いちゅうもって言わ

れたことが実はあります。 

  ぜひちゃんとした積み方を、一番利用の多い中央公民館から正しい積み方を広めてい

ってほしいというような提案でございます。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   現在、机の整理・整頓は、表面の損傷を防ぐた

めに表面同士を重ね合わせています。次に、その上に置く場合は脚部同士を重ねていま

す。脚部にはゴム製のクッション材があることから、転倒の危険性は軽減されていると

考えますが、この方法が正しいかについては調査・研究をしたいと考えております。 

  正しい方法がわかりましたら収納場所等へ掲示し、職員にはインフォメーションで周

知したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   法律とか算数のように、これが正解でこれが間違いっていう
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ことはないがですけども、多分こういった会議用机で足の折れるやつ、先ほどみたいに

重ねるやつで、ほぼ粗悪品でない限り１００％このキャップがついてます。何のために

ついてるかっていうたら、先ほど示した写真のように積むためについてますので、数学

のような正解ではなくても多分それが正しいと思いますので、多分どこにもどっちが正

解ということは書かれてないと思います。 

  けど、本当に危ないですよ。これで足が壊れて、ここがこうかからんなってきて、も

うそのままでかけろうとしてもかからんやつをそのまま、ひん曲がったやつを立ててお

いて、よくあると思います、荷物置いた途端にがーんってこう転ぶとか、本当にこうけ

が人が出ますので、ぜひよろしくお願いをいたします。調べてくれるということですの

で、またご検討をよろしくお願いをいたします。 

  続きまして、利用申し込みの受け付けについてに行きたいと思います。 

  公民館の使用希望者は、遅くとも使用の前日までに公民館備えつけの願書に必要事項

を記入の上提出し、館長の許可を受けなければならなくなっています。これは条例か何

かに書いておりますね。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様のよう

でございます。これは、備品等で借り忘れがあったとき等大変困ります。 

  当日、空き部屋があれば貸せるように、また、備品については、特に当日の追加がで

きるシステムに変更するべきではないでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  現在、貸館業務は当日の昼間、夜間を含め土日・祭日の受け付け業務は行っていませ

ん。職員が夜間・土日・祭日に勤務して受け付け業務を行うことになると、現在の職員

数では対応が困難であると考えます。 

  また、備品につきましては、平日の昼間は職員が在席しているので追加の貸し出しも

行っていますが、夜間・土日・祭日は職員が在席していないため、基本的には追加の貸

し出しは行っていません。 

  ただし、土日・祭日に開催する講演会、映画上映会などの大きなイベントで備品が不

足して開催できない場合は、職員が出勤して対応しております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   答弁いただいた職員数では困難というのは、②のほうにもち

ょっとかかってきますので、それは②のほうであわせて質問をすることにいたします。 

  備品が不足して開催できない大きなイベントは対応しているという答弁。 

  そういえば最近、土曜日、日曜日に大きなというかホールを使うやつで、あれっ、な

かったとなって主催者同士で問題になったときに、シルバーの方が職員の方の携帯に電

話してくれて、職員が来ていただいたことがありました。運用において対応をしていた

だいてるというようなことでよろしいでしょうか。 
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○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   その点につきましては、臨機応変に対応してお

ります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   非常にいい方向に改善されつつあるということです。 

  これもし今の館長の姿勢なのかようわからんですけども、以前に公民館の舞台へ僕靴

で上がるようにしようよって、全国どこのホールでも靴で上がれますよってやったとき

に、当時の公民館長がそれはいいですねということで、そうですね。そういえばどこも

ステージへ上がれますよねって、一瞬靴で上がれるようになったことあるがですよ。 

  それが公民館長がかわった途端に、ステージは神聖なものだから靴で上がったらいか

んって言われてね。コロッと１８０度また見解がかわったことありますので、ぜひ館長

とかがかわっても、とりあえず本当はもっと変えてほしいがですけども、そういったよ

くなったことについては、運営マニュアルとか文書化して引き継いでいってもらいたい

と思いますけども、どうでしょう、文書化。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  そのような細かなことでよいことにつきましては、館長のかわるたびに文書にて引き

継ぎを行うように言うようにしますので、よろしくお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ②のほうへ行きます。 

  土日・祭日・夜間の利用の申し込みができないことになっております。利用者の中に

は会社勤めの方も多く、土日・祭日・夜間の利用申し込みの希望が多く寄せられます。

利用者に優しいシステムに変更してはいかがでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  現在、土日・祭日・夜間はシルバー人材センターの職員が交代で鍵の管理等を行って

いますが、申請時には使用対象者の判断及び現金徴収の対応はできません。 

  先ほども申し上げましたとおり、現在の職員数では申し込みの受け付けは困難である

と考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   これは時間外の受け付けとして雇っているシルバーの方の責

任と権限をもっとふやすことはできないでしょうか。条例とか規則等があればお示しを

いただきたいと思います。 

  また、それに伴う何か香美市だけでは変えれない上位法がもしあれば、あわせてお示
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しをいただきたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  香美市財務規則第４条により、現金取扱員は中央公民館担当職員と規定されています

ので、シルバー人材センターの職員は現金取り扱いの権限を有しておりません。 

  加えて上位法につきましては、地方自治法第２３５条の規定によるものです。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   法律上できないと。これはもう香美市がどうあろうとも、香

美市だけで決められることではないので仕方ないかなという気もしますが。 

  さっきの②の質問でも出たとおり、ちょっと運用面で非常に配慮をしていただいてい

ることについては評価をしますが、その運用面での配慮っていうのももちろん条例違反

をするわけにもいかんし、規則違反もするわけにも、どうしても限界があります。 

  市民のための施設なので可能な限り利用者に優しくすることは大事ではないかと思い

ますが、職員の増員はできないでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   公民館の職員の増員についてです。 

  総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   利根議員の質問にお答えします。 

  職員数につきましては、ある程度人数の定数を定めて雇用をしてきておりますので、

現在さまざまな部署で定員不足ということが言われておりまして、その対応にも苦慮し

ているところです。 

  一方、やはり財政的な状況もありまして無制限に職員を雇うということもできません

ので、そういった状況も踏まえた上で、職員数については今後も検討していくというこ

とは考えております。 

  一方で、現在これからのさまざまな職務に対応していくためには一定数の職員数は必

要であるということも答弁させていただいておりますので、現状は維持していきたいと

は考えておりますが、増員ということになりますと、またさまざまちょっと検討してい

かなければならないというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  職員の増員は別としまして、議員が言われています希望者の実態把握ができないこと

から、費用対効果等を考慮しますと、申し込みは知人等にお願いするなど現行の申請方

法で対応していただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 
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○３番（利根健二君）   そうやね。お金を預かって金庫へ入れちょって、受け付けを

翌日にするいうこともできんがですね。できんとしましょうか。 

  そしたら、利用者の不便さを解消するには指定管理しかないということかな、もしか

したら。指定管理にしたら、受付の方が受けた方の責任でもって、職員じゃなくてもで

きると。 

  というか、ほとんどのホールって実は指定管理で運営をしていると思いますが、今自

分がきょうの質疑で聞いた中では指定管理かなという、行き着くところはという感じは

しますけども、どうでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  指定管理者制度につきましては、今後の検討課題かと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   指定管理については流れの中で言っただけですので、あんま

りここで深く議論するのはあれですので。ぜひ考えていっていただきたいかなと思いま

すので、よろしくお願いします。 

  続きまして、（４）です。公民館の南東出入り口の利用についてです。 

  以前、車いすマークの障害者のための駐車スペースの設置を求める質問をした折に、

あわせてその方が利用できるように、公民館の南東の入り口を利用者に使いやすくする

べきというような提案もあわせてしました。が、最近ドアには職員専用のステッカーを

張り出し、入り口へ通じる中の廊下も通行どめのコーンが置かれています。写真行きま

す（スクリーンを示しながら説明）。 

  これです。ここが駐車場、ここが入り口です。 

  これをアップすると職員通用口、一般の方は使わないでくださいという。 

  中、ここも一般の方は、こう通行どめにとうとうなってしまいました。 

  公民館の利用者の駐車場は、ほとんど南東入り口が近いです。また、北東の交差点は、

交通量が多い割に歩道部分が狭く、十分安全な交差点とは言えません。交差点をちょっ

と見ましょうかね。 

  ここです。会が終わってこっちに渡る方向で信号待ちする人がおる中の後ろをすり抜

けていく。ここは結構交通量が多いというような交差点ですね。多分皆さんここから、

会が終わってこっちへ信号待ち、ここをすり抜ける。 

  ここに実はもう一つ電柱があります。それで、実はこの交差点を抜けたところ。車い

っぱいとまって、車道の幅すごい狭いですね。交差点からこういった南に向かう道も専

用の歩道がないので、車すれすれでこするような状況で歩いています。特にここはもう

ぎりぎりでとめてますので、子どもらが駐車場とめてお母ちゃんがこうざっと入れて、

ここから車が出たらもう全く危ない場所になっております。 
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  全国どこのホールを見ても、駐車場側の出入り口を封鎖してわざわざ遠回りをさす施

設は見当たりません。車の事故は交差点で多く発生をいたします。交差点を通らずに入

るルートがあるのに、そこを閉鎖するのは利用者の方向を向いた行政ではないような気

がします。事故が起こったときに何と言うでしょうか。改善を要望して質問といたしま

す。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  ご質問の出入り口はロビー及び事務室から死角となっており、来館者の安全の確保、

またセキュリティー面における対応が困難であることから、職員専用の出入り口として

います。 

  来館者の安全確保は最優先課題でありますので、今までどおり正面玄関を利用してい

ただきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   香美市の施設内、中央公民館だけの話だったようですけど、

公民館へ来るために事故を起こしたら、周辺道路の交通事故でも来館者にとっても事故

は事故ですね。やっぱり、あれ道やき俺は関係ないぜとかそういう話にはならんですね。

公民館へ来るためにぷっと入れるドアがありながら、わざわざ遠回りをしゆう中で事故

が起こったら、それはやっぱり公民館の責任、行政の責任じゃないかと私は思います。

そこですね。 

  あと薄暗いと。犯罪は人通りの少ない暗い場所で起こりがちです。あのドアを利用者

に開放して、常に人が通るほうが安全確保、セキュリティーのためにはよいように思い

ます。また、心配ならセンサーライトとか防犯カメラ等もつけたらよいのではないでし

ょうか。 

  答弁にありました来館者の安全確保は最優先の課題であるという認識が本当におあり

なら、なおさら南東の入り口の開放は必要であると思いますがどうでしょうか、お伺い

をいたします。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  どのような方法であればこの出入り口が一般の方に開放できるかについて、館長と協

議、検討をしたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）   ぜひ前向きに、可能な方法はあろうかと思います。もちろん

ハードルもあると思いますけども、可能な方法もありますのでよろしくお願いします。 

  ちなみに、自分結構公民館の２階とか３階とか行くんですけども、少なくっても不審
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者的な意味で言えば、自分が２階３階に行ったときに公民館の職員さんと目を合わした

ことはほとんどないです。というか、もう１００回行って１回あるかないか、皆さん真

面目に下向いて仕事しゆうがですよ。前向いてぼーっとしゆうような職員さんおりませ

んのでね。現実的には向こうから入ったほうが職員の目にはとまるんじゃないかという

ような気は私はしておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  以上で終わります。 

○議長（小松紀夫君）   利根健二君の質問が終わりました。 

  次に、１５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   １５番、織田でございます。議長のお許しをいただきまし

たので、通告に従いまして一問一答方式でお伺いをいたします。 

  １点目、大規模災害の処理について、また、２点目は、余り皆さんも聞きなれないか

と思いますが、胃がんリスクの軽減、ピロリ菌のことについてお伺いします。 

  この胃がんのリスクの軽減については、また、子どもの健康意識の啓発の観点からも

最後に教育長からも見解をいただけたらうれしいと思いますので、その点よろしくお願

いします。 

  それでは、１点目の大規模災害の処理についてでございます。 

  答弁者は建設課長いうことでございますが、建設課長は地域のインフラ等におきまし

ても特段のご理解、そしてご協力をいただいております。ありがとうございます。 

  別にごまするわけではありませんが、せんだっても我が地域で市道に穴が開いとる要

請を受けまして、そして、建設課のほうへ電話しました。課長は空席ですいうことで、

そのことを伝えとってください言うたら、金曜日のもう夕方やったわけですけど、ほし

たらもう時間外に来て、誰か穴を潰してくれておりましたいうことで、よく聞いたら何

か井上課長のようでしたので、ありがとうございました。土日またいで月曜日、もしく

は火曜日ぐらいに道路が復旧するんか思ってましたけど、金曜日の夜には直っておりま

した。ありがとうございます。 

  また今後ともいろいろお世話になることもあるかと思いますが、地域のインフラ整備、

今後ともよろしくお願いをいたします。 

  それでは本題に入りますが、崖崩れや土石流、地すべりなどの土砂の災害、これはす

さまじい破壊力を持つ土砂が一瞬にして多くの人の人命また住宅など、財産を奪ってし

まう恐ろしい災害でもあります。本市も傾斜が急な山、急峻な山が多く、台風また大雨、

地震などで土砂災害が発生しやすい環境にもあるわけでございます。 

  また、地震による土砂災害は、過去の事例で見ると震度５強以上のところで、そうい

った事例が多発しているような状況でございます。 

  しかし、地震の震源は事前に予測することは難しいわけでございまして、そこで地震

に伴って発生する土砂災害への対策は、やはり過去の災害に学んで平時から対応してい

くことが大変重要になってくるんではないか、そのように思っているところでございま
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す。 

  南海トラフ地震による急斜面の崩壊、地すべり、山津波、これは大規模土石流のこと

ですが、熊本地震及び北九州、朝倉ですが、豪雨による大規模災害を教訓にしてお伺い

をいたします。 

  ①でございます。 

  国道１９５号など、県道、市道も含める主要な道路を塞ぐ土砂の除去には緊急性を伴

うわけでございまして、迅速な対応へのマニュアル作成、また、残土処理に係る地元業

者との協定が結ばれているのかどうか、その点をまずお伺いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   織田議員のご質問にお答えします。 

  最初に、通常道路パトロール担当課であるうちのほうがしなくてはならないところな

かなか手が回らなく、ちょっと抜かりがあるところを地域の道路を監視してくださいま

したことを改めてお礼申し上げます。 

  最初に、道路管理としてのお答えをさせていただきます。 

  国道１９５号や各県道については、管理者であります県土木事務所に確認したところ、

現在マニュアルや残土処理等に係る地元業者などとの協定は結んでいませんが、各路線

維持管理委託を結んでいるため、応急処置（管理）の体制はできているという回答でし

た。また、市においては、災害時の応急対策活動協力に関する協定書を平成１８年８月

９日付で南国建設協会と締結しています。さらに、市としましては香北・物部地区につ

きまして、県同様、維持管理契約を結んでいます。 

  ただ、災害などの緊急時には、道路状況などにより委託業者の到着や処理が大幅にお

くれることは想定されます。 

  そのため、今後は道路管理者としまして、高知県道路啓開計画に基づく対応などにつ

いて、関係機関、特に県土木及び地元業者と今以上の協力をしなければならないと考え

ています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   路線維持管理委託は結ばれておりますが、マニュアルとか

残土処理に係る地元業者との協定、それはまだ結ばれてないことでございますが、これ

②のこととも関連しますので、②のほうに移らせていただきます。 

  今年５月、これは神池の議会報告会ですが、大規模災害時の残土処理に係る仮置き場

が必要ではないか、そういった提案があったわけでございます。 

  これは執行部のほうにもその議会報告会の経緯として、要望事項として上がっておっ

たんではないかと思いますが、この件についての再度見解をお願いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   お答えいたします。 
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  土木行政につきまして、地域で提案してくださりましてありがとうございます。この

場をかりまして、改めてお礼申し上げます。 

  各地区への残土処理場整備、仮残土処理場も含めましてですが、予算面や管理面を考

えますと、建設課だけでの対応は困難だと考えています。そのため、今後は先ほども言

いましたが、高知県道路啓開計画及び市の防災対策の応急期機能配置計画などにより、

関係機関との協議に進めていかなければいけないと考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   確かに予算また管理の面から、建設課としての対応は困難

である、これはまさしくそのとおりではないかと思いますが。 

  私がこの①②で述べたかったことは、やはり地元のご意見も聞く、そして地元の建設

業者の話を聞く、その点が大事ではないかと思うわけです。 

  当然大規模な災害の場合には、県のほうからの応援とかも当然あるわけでございます

が、その仮置き場があるなしによって費用対効果とか、そして一番大事なことは早い復

旧につながるんではないかとそのように思うわけですが、課長の見解はいかがですかね。 

○議長（小松紀夫君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   議員のおっしゃるとおりだと思います。 

  ただ、今の状況で行きますと、地元業者と建設課のほうとで話し合いを持って早急な

対応をし、現場へ行っての処理、地域の業者でありますと土地カンがあるため、業者に

頼っていくのが現状だというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   今までに地元の土木業者とこの件について話し合うたとい

う経緯はありますか。 

○議長（小松紀夫君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   地域の業者とまとまって話した経過はありません。 

  ただ私としましては、検査などに行ったときなど、現場代理人や社長さんと会うたび

に協定的な話、どっか置けるくとか、とりあえず即座に対応できる体制づくりをいつも

お願いをしている状況です。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   こういった話が神池から出たいうことで、地域の方もそう

いうようなもしものときの不安も抱えておるんではないかと思うし、やはり議会報告会

の中でどのような内容の話があったかいうたら、市外からの業者等がダンプでどんどん

どんどん運びよると、ほしたらかなりな費用がかかっておるんではないか、そういった

懸念もあったりするし、そしてやはり、地域の地区長とまた業者と交えて、そして場所
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の選定等も理解、協力いただけないかと。小松 孝議員の質問ではないですけど、１回

でだめなら２回３回と、そういう対話の場、そういったものをつくっていくいうことは

必要やないかと思います。 

  当然、大規模災害のときは市が直接かかわるということは少ないかもわからんわけで

すけど、やはり香美市の中山間の集落地域、これは最後の責任いうんは香美市でかちっ

と対応していけるいうんですかね、そういうマニュアルづくりとか地域での協定が今後

必要になってくるんではないかとそんなに思うわけですが、見解をお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   お答えいたします。 

  当然そのような形で行ければいいのですが、建設課単独でという話にはならない場合

もありますし、広域的な話、隣接する南国市、香南市との協議及び県土木との協議、あ

わせて市の防災対策の方面からという形で、今後検討ができればと思います。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   今、地域での言うたら協働、行政も地域と協働というんで

すかね、そういった意味合いからも防災とか、こういう大きな災害等についても地域の

どんどんどんどん情報もいただく。また地域で協力しながら、それに行政も一緒になっ

てやっていくいう、そういうコンセプトやないですけど、そういった観点から、今後と

も折に触れて大規模災害時の対応等についても検討をしていっていただきたいと思いま

す。その点よろしくお願いをいたします。 

  それでは、③でございます。 

  ５月１７日水曜日、これは地元紙でございますが、その報道の中に、災害瓦れき広域

処理を想定し、南国市と香美市は県外を含めた２社との災害廃棄物処理に関する基本協

定を結びましたよと、大きく写真入りで載っておりました。 

  写真の記事の最後に、処分場は確保できたが瓦れきの仮置き場、このことについて２

社の業者もちょっと懸念を示したような文言であったように思いますが。 

  この瓦れきの確保の取り組みに対して、課長の見解をお伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   織田議員の瓦れきの仮置き場確保への取り組み

についてお答えいたします。 

  平成２８年度に策定された応急期機能配置計画に基づき、災害廃棄物の仮置き場を計

画しておりますが、最大クラスの地震、津波、Ｌ２ケースです。を想定した場合、仮置

き場としての数量は大幅に不足しております。今後、農用地の利用や広域での仮置き場

の確保等について検討していきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 
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○１５番（織田秀幸君）   現在の状況ではちょっと足らないいうことで。どっか足ら

ないいうことは、構えとるいうことですか。そこらをちょっと課長、詳しく教えてくだ

さい。 

○議長（小松紀夫君）   環境上下水道課長、安井幸一君。 

○環境上下水道課長（安井幸一君）   お答えいたします。 

  先ほど説明しました応急期機能配置計画におきます災害廃棄物仮置き場ですが、Ｌ２

ケースにおきまして必要数量が８万６,１９０平方メートル、現在確保している数量が

５万９８６平方メートル、不足分が３万５,２０４平方メートルになっております。 

  現在のところ、この確保している土地は公共用地、公園、運動公園も含めて１８カ所

の合計の面積になっております。この不足した分を確保しないといけないと。 

  その取り組みについて、まず市のほうでは平成２２年４月に香美市災害廃棄物処理計

画を策定しております。これを今年度中に改定をする作業に今取り組んでおります。そ

の中で、仮置き場について検討を進めていく予定になっております。 

  また、県におきましては、広域での取り組み状況なんですが、平成２９年度南海トラ

フ巨大地震の発生に伴う災害廃棄物処理検討会において、災害廃棄物の処理方策を検討

しております。 

  基本的に１次仮置き場については市町村単位で設置、２次仮置き場についてはブロッ

ク単位で、県広域で設置するという予定になっております。 

  今後平成２９年度中に複数回の検討会を経て、平成３０年度に広域ブロックでの協議

会等の設置が予定されており、その中で広域での仮置き場の設置等についての検討を予

定しております。 

  次に国の対応ですが、大規模災害時における災害廃棄物処理計画策定モデル業務、こ

れ国が実施主体、環境省が実施主体になりますが、そのモデル地域として南国市、香南

市、香美市、香南清掃組合、このエリアについて調査を環境省が行うということが決ま

っております。今月１９日に第１回目の意見交換会を予定しております。 

  以上のように、市、県、国において共同でこれに取り組んでいるという状況です。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   大変詳しくご答弁いただきましたので、３万５,０００平

方メートルばあちょっと足らんいうことで、おおよその候補地いうんか、そんなもんは

あるんかないんかわかりませんが、精いっぱいその目標値、それに向けて頑張っていた

だきたい思います。 

  なお今回、田中石灰工業、そして大栄環境ホールディングスいうことで、これは神戸

市と紙面にありました。県外処理を想定した協定、そういったものは県内の市町村でも

初めてであると。実際、我々素人で考えてみても、こういった瓦れきを県外のほうまで

よくぞ協定を結んでいただいたと思いますが、調印に臨まれた副市長、ちょっと経緯と
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その状況をちょっとお教えいただけますか。 

○議長（小松紀夫君）   副市長、今田博明君。 

○副市長（今田博明君）   それでは、お答えをいたします。 

  災害廃棄物の処理につきましては、各自治体ともに大きな課題であるところでござい

ますが、今回先ほど織田議員のほうからもご紹介ありましたとおり、大栄環境ホールデ

ィングス株式会社さん、また田中石灰工業株式会社さんと災害廃棄物の処理に関する協

定を結ばせていただいたことは、大変意義深いものであるというふうに思うところでご

ざいます。 

  特に県外の大栄環境ホールディングス株式会社さんにつきましては、東日本大震災や

また熊本での震災等の実績もありまして、また広大な処理場も保有をしておるというふ

うにお伺いをしておるところでございます。 

  処理場につきましては一番近い場所でも兵庫県ということで、少し距離的なもんが心

配なところもありまして、この協定締結後に少し懇談会があったんですが、その中で私

のほうから運搬についてはどうするのかという質問をさせていただいたところでござい

ますが、基本的には高知新港が近くにありますんで、そこに貨物船とか大きな船を停泊

させて、それに瓦れきを搬入するというような流れになるようです。熊本でもそういっ

た形で瓦れきの処理をしたというふうに聞いておるところでございます。高知新港は比

較的香美市は距離も近いということもございまして、心強くは思うところでございます。 

  しかしながら、効率よく運搬作業を進める上では、先ほどから議論されております仮

置き場っていうのが必ず必要となってくるものでございます。先ほど担当課長のほうか

らまだ３万５,０００平米余りのの不足分があるというふうな答弁がございましたけれ

ども、そういった確保市有用地につきましても、例えば仮設住宅の敷地であるとか、こ

れからまだ検討しなければなりませんけれども、復旧用資材の仮置き場とか、そういっ

たことにも活用する必要も出てくるだろうと思いますので、多くのそういった用地の確

保っていうのは今後の課題になってこようかと思います。 

  今後におきましても、仮置き場等の確保については引き続き検討してまいりたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   ありがとうございました。 

  それでは、２点目のほうに移らせていただきます。胃がんリスクの軽減についてでご

ざいます。 

  愛媛県西条市は、今年度から中学２年生と５０歳を対象に、胃がんの主な原因である

ヘリコバクターピロリ、通称ピロリ菌のことですが、ピロリの感染の有無を調べる検査

を無料で実施しているところでございます。対象は、この西条市は中学２年生と今年度

５０歳になる市民の希望者。若いうちにこのピロリ菌は除菌することが重要であるため、
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中学生が検査で陽性と判断された場合、除菌治療費の７割、上限１万６,０００円を市

が補助する。中学生は今年１０月以降、西条市は１０月以降いうことでございますが、

市内の病院で検査する予定で、５０歳の対象者はこの５月から行っている市の集団検診

で実施しているとのことでございます。 

  また、熊本県の天草市でも、今年度から中学３年生を対象に無料で感染検査を行って

おります。この制度は、生徒の健全育成を図る上で大切な健康管理の取り組みにもつな

がるのではないか、そういう認識で以下お伺いをするわけでございます。 

  課長は、諸説あるピロリ菌と胃がんとの関連性、答弁者、前田課長、この見解をお伺

いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   暫時時間を延長します。 

  健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   織田議員のピロリ菌との関連性という質問にお

答えします。 

  国立がん研究センターによると、胃がんの発生については多くの研究が行われており、

幾つかのリスク要因が指摘されています。中でも喫煙や食生活などの生活習慣やヘリコ

バクターピロリ菌の持続感染などが、胃がんの発生のリスクを高めると評価されていま

す。 

  日本人のヘリコバクターピロリ菌の感染率は中高年で高く、若年層では近年低下傾向

にあると言われています。ヘリコバクターピロリ菌に感染した人の全てが胃がんになる

というわけではありませんが、現在、除菌療法が胃がんにかかるリスクを低くしている

という研究が集まりつつあるようです。感染していることがわかれば除菌療法が推奨さ

れていますが、定期的な胃がん検診の受診も重要と考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   ②のほうに移らせていただきます。 

  課長もピロリ菌と胃がんの関連性、確かにデータ的にもそういった傾向はあると、そ

のような認識でございます。 

  これ、諸説の中ではなかなかピロリ菌の胃がんへの罹患率いうんですか、そんなもの

を否定したような記事もあったりするわけでございますが、課長は関連性があると、そ

のような答弁と受けとめました。 

  それでは、②。 

  本市の中学２年生を対象とした場合に、これは尿検査とか血液検査、便をとっての検

査等も呼吸器の検査等もあるわけですが、これ尿検査で検査した場合、検査費用の概算

についてちょっとお教え願いたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 
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  現在、高知県内で集団検診にてピロリ菌、略してピロリ菌言います。ピロリ菌の判定

尿検査を実施している検査機関はないと伺っております。そのため、県外での実施状況

から調べてみると、１人当たり３,０００円ほどかかるそうです。 

  血液検査での実施であれば、成人集団検診を実施している高知県総合保健協会にて、

ピロリ菌抗体検査１人当たり税抜きで１,５００円、単独検査なら別途に採血料が１０

０円要るそうです。の単価で実施可能です。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   本市の中学２年生の人数が何人で、３,０００円やったら

それ掛けた倍数ですわね。ちょっと２年生の人数をちょっと教えてくれますか。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  平成２９年３月３１日現在、中学２年生の人口は１４歳で１８９人です。尿検査で計

算しますと、５６万７,０００円になります。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   次、③に移ります。 

  これ若いうちに除菌することが重要であると。就学前ゼロ歳から５歳ぐらいまでいう

たら胃液が少ないとか抵抗力が少ない、そういったときにピロリ菌が住みつくらしいわ

けでございまして、我々中高年７割か８割ぐらいは皆ピロリ菌を持っとると。そして、

成人になるにつれて胃酸によってピロリ菌が入ってもそのピロリ菌は死んでしまういう

んか、そういうことで若いうちにその除菌をしておかないと、これずっと一生持ち続け

るらしい菌でございます。 

  これ陽性と出た場合には、除菌するしないというんは特段本人のあれなんですが、こ

れ除菌費用は大体どんなもんでしょうかね。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  医療機関の状況や治療の過程で使用する検査機器によっても差があります。医療機関

ごとに変わってくるので、はっきりした治療費の額はお答えすることができませんが、

情報によると保険診療の３割負担で１万７,０００円から３万円ほどかかるということ

です。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   １週間薬を飲み続けなければならないということでござい

ます。 

  今回、先ほど答弁の中で県下ではどこもやってないよと、本市の執行部の答弁の中で

も他市の状況を参考にとかそういう答弁がよくあるわけですが。 
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  これは愛媛県西条市、そして熊本県天草市、私が担当課にちょっと直接電話をさせて

いただきまして、状況を聞かしていただきました。 

  西条市は大体人口が１１万人余りのところです。そして、西条市は中学２年生を対象

にしとるいうことで、１,０００人ぐらい２年生がおると。そして、まだ１０月から実

際検査に移行するわけですけど、希望する生徒が３００人であると。そして、１人大体

３,０００円の予算を組んでおるいうことで、９０万円の予算ですわね。そして、これ

は県とか国の補助はないですか言うたら、補助はありませんということで。 

  市長も西条市は思い出があるところなんですが、四国山脈の水脈があって地下水がか

なり豊富なところでございます。そして、西条市は井戸水とか地下水が豊富な関係で、

井戸水を使う関係でこのピロリ菌の検査をしましたかと、それは全く関係ありませんい

うことで言われましたけども。 

  そして天草市は、８万人ちょっとぐらいの人口のところですが、この中学３年生がは

やこの春に全部やりました、検査を。そして、７４１名中３５０名が手を挙げて検査を

いたしました。学校では健康診断の時期に尿検査をするときに、ピロリ菌の検査をして

も構いませんという希望者に対しては、一緒に出したもので検査ができるそうなんです。

そして、実際にどればあの費用がかかりましたか言うたら、１人１,５００円前後でい

けましたと。そして、３５０人が検査を受けて３０名陽性反応が出ました、１割弱でご

ざいますが。そして、除菌の対処についてはどのように対応するんですか。これは、こ

のピロリ菌をすぐに除菌しないとどうこういう問題ではありませんので、各父兄にその

陽性または陰性であるその通知を出すだけで、後は個々が対応するとしておるそうでご

ざいます。 

  いろんなネットなんかで状況を見ても大体１割前後が今でもピロリ菌がおるらしいで

す。 

  そういったことから、やはり今の中学生、香美市も中山間で井戸水を使っている家庭

もあるんではないかいう思いから、私もこの件はぜひとも取り上げたいという思いで取

り上げたわけなんですが。 

  以上のことから、この④の質問に移ります。 

  検査を終えました天草市では、検査を受けた生徒のみならずその家族や周囲にも、ピ

ロリ菌による将来の病気へのリスクを知ることで、適切な健康管理につながるとしてお

るわけでございます。この取り組みは子どもたちの胃がんリスクの軽減を図り、医療費

の削減にもつながると思うわけですが、担当課長の見解をお伺いします。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  現在、厚生労働省においてピロリ抗体検査については、死亡率減少効果の有無を判断

する証拠が不十分であるため、対策型検診として実施することを勧められてないとされ

ています。また、高知県下では中学生に対し、ピロリ菌の検査を実施している自治体は
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ありません。 

  除菌のために服用する除菌剤の副作用のこと、学生に実施することになるため除菌治

療の際には学校を欠席する必要があること、学校欠席時にヘリコバクターピロリ菌の除

菌のためと周囲にわかったためにいじめの対象になりはしないかと危惧されること、検

査のために胃カメラを飲む必要が出たときの子どもに対する身体的負担、導入するまで

には十分検討が必要と思われますので、県外の市町村では実施しているようですが、香

美市としましては、子どもたちの負担リスクが高いため、国や県の動向を見ていきたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   他市の状況、県の状況、それは課長の答弁としては正解で

すわ、その答弁。 

  でも実際今の答弁の中にあったように、胃がんのピロリ菌のリスクが、国レベルでは

かちっとした認証ができてないと。これはいろんなデータから、やはり胃がんの患者の

大半がもう全部ピロリ菌があると。そして、我々小さいころは近所のおんちゃんがのう

なった、大体が胃がんやったわけです。そして、現在は胃がんの死亡率もだんだん減っ

てきて、肺がんが今一番多くなっているような状況でございます。これは早期発見で胃

がんなんかは病気のうちに入らないいうんか、そういうような状況さえ生まれておりま

す。 

  これぜひとも、県下でやってないとか、確かにそれは答弁間違うてないですわ、どこ

もやってないです。ほんでも子どものリスク、休まないかんとか１週間薬を飲まないか

んとか、そういういろんなリスクはありますけど、別にこの中学生時代に飲まないでも

構わんわけなんです。二十になって自分自身にピロリ菌があるいうんがわかっておれば、

職についてからでも構んわけなんですわ。 

  これは除菌するまでは絶対のかないと、そしてまた、女性であれば子どもの養育とか

そういうときには、せきをしたり飛んだりした場合にもうつる可能性もあるらしいです

が。ゼロ歳から５歳までの乳幼児、就学前の乳幼児なんかに物すごいうつりやすいいう

んですかね、そういうあれがあります。 

  そして、最後に教育長、子どもの健全育成の観点からも、健康面は大きな課題ではな

いかと思います。通告もなしで申しわけないんですが、今までのやりとりの中から教育

長の見解をお伺いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   教育委員会の所管ではございませんけれども、許可をします

ので簡潔に答弁をお願いいたします。 

  教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   胃がんリスクの軽減ということで、お答えをいたします。 

  実はこのご質問をいただきまして、健康介護支援課のほうに専門的なこともお尋ねを
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したりしながら、教育委員会の事務局内部で随分いろんな話をしたところです。 

  それで、その尿検査で検査ができるんだったら一番いいということで、課長も申しま

したように高知県総合保健協会のほうにすぐ問い合わせまして、尿検査を出したときに

希望の子どもたちの検査ができないだろうかという話をしましたら、ピロリ菌の検査は

していないという課長の答弁のとおりだったのです。 

  この辺がちょっと簡単にいかなくなったもので、その後ずっと話をしていましたけれ

ども、１つは児童生徒の健康診断をしていくときの、こういう項目をしてくださいとい

う定められたものがございまして、その中に現在はピロリ菌のことが入っていないとい

うこともあったりして、議論をしていますけれども結論には至っていない状態というの

が今の、前田課長がお答えしたような流れになっています。 

  内容的にはこのごろピロリ菌を除くということについては一般的にも随分知られてき

て、除いたほうがいいというような方向が通っていますので、全体にはピロリ菌のこと

は知られてきたというふうに思っているんですけれど、このことにつきましては、ちょ

っと検討するのにお時間をいただきたいというようなことでございます。今は課長の答

えさせていただいたとおりでございます。 

○議長（小松紀夫君）   １５番、織田秀幸君。 

○１５番（織田秀幸君）   ありがとうございました。 

  急に振ったりして申しわけなかったわけですが、また今後とも課長参考に、こういう

提案者がおりましたいうことを記憶にとどめておいていただいたら思います。 

  以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（小松紀夫君）   織田秀幸君の質問が終わりました。 

  お諮りします。本日の会議はこの程度にとどめ延会にしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、本日の会議は延会することに

決定しました。本日の会議はこれで延会します。 

  次の会議は９月１４日午前９時から開会します。 

（午後 ４時１５分 延会） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（小松紀夫君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１９人です。定

足数に達していますので、これから、本日の会議を開きます。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。 

  日程第１、一般質問を行います。通告順に従いまして順次質問を許可します。 

  ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   皆さんおはようございます。９番、爲近です。通告に従いま

して一問一答方式で質問を行います。 

  まず、地籍調査事業の面積拡大について質問をいたします。 

  地籍調査事業による土地の所有者及び管理者との境界確定は、伐採事業や林道、作業

道事業の推進に欠かせないものです。しかし、過疎化や林業離れのため、民有林の境界

はわかりづらくなっています。 

  物部町においては、この何年かで山に入れなくなる、どうにか体の動くうちに早く調

査を行ってほしいといった要望が森林組合に多く寄せられています。高知県下において

は、梼原町など６自治体、最新では７自治体が地籍調査を完了しているようです。本県

の平均進捗率は５５％となっていますが、本市は３３％です。香北町は７３％と進んで

おりますが、土佐山田町１５％、物部町１４％と大きくおくれています。 

  地籍調査が未実施の地域は境界がわからず、間伐や皆伐、また林道や作業道の開設時、

計画作成の支障になり、調査完了が喫緊の課題となっています。調査現場において、所

有者や地元の世話役、また、土地の事情を知る協力者により行われておりますが、県外

に出ている人を呼ぶこともあり、苦労が多い状況の中で１０年も待てない状況がありま

す。 

  物部町の未実施の民有林面積は１万３,７００ヘクタールです。１年に４００ヘクタ

ールこなしても３４年かかります。今年の実施面積は４３ヘクタールで、ここ３年２桁

台となっております。今年のペースだと３００年以上かかる超スローペースとなってい

ます。早急な改善が必要です。 

  民有林は成熟期に入った中で、その活用や木材の生産販売の増大などがうたわれる状

況下にあります。地籍調査事業の面積拡大は、地域社会及び地域林業の発展に大きく寄

与するものであります。 

  今後の地籍調査事業をどう実施していくのか、見解をお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   おはようございます。地籍調査事業についてお答えいた

します。 

  香美市では旧町村単位、土佐山田町、香北町、物部町の３地区にて、毎年一定量の地

籍調査事業を実施しています。近年、国からの補助金や交付金が減少傾向にあり、計画
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の事業量を確保することが困難となっています。県全体に対する補助金が減少している

中で、これ以上の進捗を低下させることのないよう、国の経済対策などの補正予算等も

活用し、事業量を確保しなければならないと考えています。 

  国や県などの協議の場において事業量を減少させないよう、要望していくことが大切

であるとも考えています。あわせて、本市が参加しています高知県国土調査事業推進協

議会においても、公益社団法人全国国土調査協会及び全国国土調査協会四国ブロック会

などと協力し、関係機関等への陳情及び要望を引き続き行っていかなければならないと

考えています。また、１０月に予定しております高知県市長会議等へも補助金、交付金

の今まで以上の確保を要望していきたいと考えています。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   以前は予算が１億円を大きく超えるような事業量でやってい

たと思いますが、わかれば昨年度の実績、そして、来年度目標とする金額がわかればお

願いしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   建設課長、井上雅之君。 

○建設課長（井上雅之君）   お答えいたします。 

  平成２６年が当初事業費としまして１億８００万円で、事業費としましては１億４０

０万円程度になっております。平成２７年度が８,８００万円の当初事業費に対しまし

て、事業実施生産額としましては８,３００万円ぐらいになっております。平成２８年

度に関しましては、補正予算等の絡みもありますが、当初としましては約７,３００万

円で、実施変更で約７,０００万円という形になっております。 

  担当課としましては事業量ベース、まあ１０カ年計画があってその中で動いており、

現場状況、事業の進捗動向ということもありますが、年間金額ベースにしまして１億円、

１億円を目標といいますか、１億円前後という形の中で交付金、補助金の額によっての

変更という形で計画したい、今後もその形で進んでいかなければならないと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ぜひ１億円を超えるような予算の実現を望んでおりますが、

またその国や関係機関への陳情や要望を強く働きかけていただきたいと思います。 

  市長にもお聞きしたいと思いますが、地籍調査は今やらないと大変な状態になると思

います。間に合わなくなると思う中で、その１億円を超すような事業量が何とかできな

いかと思っていますが、どうお考えかお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   地籍調査でございますけれども、議員がお話をなさいまし

たように、地籍調査は非常に大事な事業だというふうに思っております。 
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  流域３市の市長と森林組合の組合長さんなどと一緒に山に入ったときもお話をいただ

きました。 

  地籍調査をすることによりまして施業計画も立てられる、それから、所有者間で混乱

しないというふうなこともありまして、安定的に山が管理をされていくことによって、

山がよみがえるんだというお話をいただきまして、そのことについては流域の３市長と

一緒に要望していかないかんというお話もさしていただきました。 

  ただ今現在、東日本大震災の津波の関係で、海岸地帯の地籍調査が行われてなかった

ことによって復旧が大変おくれておるというふうなこともありまして、今県においては、

海岸部を中心に地籍調査を進めようということでやっておられまして、その分これまで

の予算配分からすると、少なくなってきているということであります。 

  そのことは十分理解ができますけれども、やはり山手側には山手側の事情、今議員さ

んの言われたように、本当に立会をしようにもできなくなっていくという状況がござい

ますので、これについてはやはり知事にもご理解をいただかなきゃならないということ

で、この秋の知事会には、私のほうから要望書を上げさせていただきたいというふうに

考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   事は喫緊の課題と思う中で、何とか１億円を最低確保するた

めに、環境税を創出されるということですし、またふるさと納税の一部でも使えるとか、

また非常に重要なことと思いますので、その一般財源の一部も使って、何とか予算確保

をお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   まずは国・県に対して私どもの抱えている事情をしっかり

ご理解をしていただくということが第一ではなかろうかというふうに思っております。 

  その後につきましては、議員もいま少しご提案もいただきましたけれども、そういっ

た多面的なことを検討をして、合意形成を図っていく必要があるんではないかというふ

うに考えております。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   前向きな対応をまた検討をよろしくお願いいたします。 

  続きまして、次の質問に移ります。本市交流促進施設の継続についてを質問いたしま

す。 

  物部町の玄関口、奥物部湖畔にあるレストラン、ふるさと市、奥物部美術館、ライダ

ーズイン奥物部は、物部町にとりましても、また、本市にとっても重要な施設です。指

定管理者制度において運営をしていただいておりますが、今年度末で更新のときではと

思います。継続しての更新を願っておりますが、もし更新がされない場合、市としてど

う継続していこうとするのか、見解をお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   物部支所長、近藤浩伸君。 
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○物部支所長（近藤浩伸君）   爲近初男議員のご質問にお答えいたします。 

  現在の指定管理者は、いろいろな面に対してご苦労して交流促進施設の運営を行って

いただいています。今後の指定管理を考えますと、スーパーが閉店し、今までどおりの

買い物環境ではなくなった現在、既存の商店にもご協力いただき、買い物困難者の減少

にご協力をいただいているところです。 

  議員の質問の指定管理者の更新がされない場合、市としてどう継続していこうとする

のかのご質問ですが、市としましてもあらゆる可能性を模索して検討し、交流促進施設

の継続を考えていかなくてはならないと考えております。 

  今は現在の指定管理者と指定管理に関して協議を重ねていますし、各方面にも交流促

進施設を活用して買い物環境が改善できないか、支援、手法はないものかお話を聞かせ

ていただいているところです。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   大栃橋のかけかえによりまして駐車場がやや狭くなっている

関係なんかもありまして、紅葉シーズンを中心に観光バスがとまりにくい状況もありま

して、経営がさらに厳しくなっている状況もあります。 

  そんな中で、指定管理が１年ごとというような感じにはならないのでしょうか。お聞

きしたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   物部支所長、近藤浩伸君。 

○物部支所長（近藤浩伸君）   ご質問にお答えいたします。 

  指定管理の期間を決めたものはないと考えますが、事業の内容により３年から５年ぐ

らいが適当な期間ではないかと考えています。 

  毎年の契約も事業継続がない内容によればあり得ると考えますが、同じ事業で毎年契

約できるとは限らないため、事業継続がある事業内容なら長期契約が有利であり、煩雑

な事務手続も避けることができると考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   本人もなかなか厳しい中で頑張って運営をしていただいてお

りますが、できるだけ継続した運営をお願いしたいと思います。 

  どうしても継続できない場合は集落活動センター的な取り組みとか、今度大栃、神池

へ地域支援員も入ってくれるということですので、その人との連携をしていただいて、

何とかこの施設が維持できて、活発に運営できるような形を構築してほしいと思います

が、市長はどう考えておられますか。 

○議長（小松紀夫君）   市長、法光院晶一君。 

○市長（法光院晶一君）   物産館等の指定管理についてお答えをいたします。 

  この指定管理につきましては、奥物部ふるさと物産館、前のふるさと市、そして２階
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の奥物部美術館、そして川を挟んで橋を挟んでライダーズイン奥物部と、こういう施設

を指定管理ということで行っておりますけれども、指定管理ということであれば、やは

りもう少し整理をして考えていく必要があるんではないかと。全部まとめて行政がやっ

ていた時代とは違う施設管理をお願いをしてる、指定管理をしていただくということに

なればもう少し整理をして考える必要があるんだと、ライダーズインと分離をして考え

るというふうなことも大事なことではないかと。 

  それからもう一点は、この指定管理料についてもう少し見直してみる必要があるんで

はないかなというふうに思っております。そのことについては支所のほうからもいろい

ろと問題点についてご指摘をいただいておりますので、当然相手もあることですから、

相手のお話も十分聞かなきゃならないというふうに思っております。 

  そして、地域の買い物困難については、行政として応援のできることは既存の商店の

応援について行うということで、今議会にも予算増の提案を申し上げているところです

けれども、住民の皆さんからは、それはそうであっても、土曜や日曜に買い物ができな

い状況にあるんだというお話もあっております。そういうことに対しても対応ができる

ような、これからの対策をこの物産館で考えてみることも大事なことではないかという

ふうに思っております。 

  したがいまして、民間のコンビニエンスストアなんかのご提案等もあれば、これはし

っかり検討をしなきゃならないということで、お話し合いもさしていただいております

ので、ただ、現在管理をしていただいている方とのきちんとした、お互いがよい形で受

けられる形でなければならないというようないろいろ問題もございます。施設の性質上

の問題もございますので、そのあたりを今後余り時間をかけないで、案をまとめていき

たいなというふうに考えておるところでございます。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   いろんな形を模索していただきまして、この本市の交流促進

施設、重要な施設でございます。順調に継続できるようによろしくお願いしたいと思い

ます。 

  また、買い物難民対策におきましては早期に対応していただきまして、商店の支援を

していただきましてありがとうございました。ここにお礼を申し上げます。 

  続いて、次の質問に移ります。バスの利用等について質問をいたします。 

  土佐山田町より、物部町に住む親の世話に来て二、三日滞在して、別府発１３時１分

で大栃駅に着き、２分後のＪＲバスで帰っていましたが、ＪＲバスが春より１０分早く

なり間に合わなくなっております。１時間待ちとなって困っているということです。 

  改善はできないか、お聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   定住推進課長、中山繁美さん。 

○定住推進課長（中山繁美君）   爲近議員のバスの利用等についての質問にお答えさ

せていただきます。 
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  市営バス別府線は運休日なしで毎日１日４往復運行しておりまして、ご指摘の便は大

栃駅を１２時２５分に発車し、別府駅で折り返し、また大栃に１３時３６分に到着する

ため、１３時２８分発の土佐山田行きＪＲバスには間に合わず、次の便まで５２分の待

ち時間が発生し、乗り継ぎには不便なダイヤ設定となっております。 

  そこで、スムーズに乗り継ぎができるよう、市営バスの到着時刻を早めることが可能

かどうか何パターンか検証してみましたところ、当便は大栃駅を発車した後、別府で折

り返し、大栃駅へ戻ってくる運行となっているため、大栃駅の到着時刻を早めた場合、

大栃駅の発車時刻も早くなりまして、そうなると今度はＪＲバスで大栃に来た方が別府

行きの市営バスに間に合わなくなり、約４時間の待ち時間が発生することが判明いたし

ました。 

  以上のことから、市営バスの当便をＪＲバスに合わせて時刻を変更することは、その

ほかの利用者への影響が大きく、適切でないと考えられます。 

  また、ＪＲバスのダイヤ変更を要望される場合は当課が窓口となりますので、地区の

自治会長様より要望書を上げていただきましたら、当課からＪＲバスへ別途要望させて

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   ＪＲバスの変更を期待したいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  ②の質問に移ります。 

  山田高校に通う子どもを持つ保護者の中には、ＪＲバスの利用を望む声を物部町や香

北町でも聞きますが、高い運賃がネックになっていると思っております。大栃から山田

高校への１カ月の運賃は、１カ月定期で２万９,０００円、３カ月もので２万７,５００

円、６カ月もので２万６,０００円となっています。保護者にとっては大きな負担額で

す。保護者は朝夕の忙しい中、子どもの送り迎えをしている現状があります。補助等は

できないか、お聞きいたします。 

  また、大栃発のＪＲバスは６時１８分から始まり、６時５１分、７時台がなくて、８

時５分、８時３５分となっていて、８時５分では山田高校の始業時間には間に合いませ

ん。８時５分の便を少し早めて、７時４０分ぐらいにしてほしいという要望が保護者か

ら上がっております。また、保護者のみならず一般の大人からも要望があります。対応

はできないかお聞きいたします。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   爲近初男議員のご質問にお答えいたします。 

  通学費の補助につきましては、現在関係部署と検討会を立ち上げ、補助の内容や必要

額の試算などについて協議を行い、検討を行っているところでございます。 

  また、ＪＲ四国バスの発着時刻の変更につきましては、先ほど定住推進課長が答弁い

たしましたように、自治会長様から市に要望を上げていただきましたら、ＪＲ四国バス
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に要望を行うようにいたします。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   地元の山田高校の入学者をふやしてほしい思いもありますし、

また、その卒業生が地元の工科大への入学につながっていくんじゃないかとも考えてい

ます。 

  そのためにも補助の検討を早期に重ねてほしいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   現在検討をしているところですので、それを待って

いただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   よろしくお願いしたいと思います。 

  また、高校の通学等を支援する制度はないでしょうか、聞きたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   爲近議員のご質問にお答えいたします。 

  バス利用を直接目的とした制度ではございませんが、香美市高等学校等奨学金の給付

制度がございます。 

  香美市高等学校奨学金につきましては、高等学校・大学等で勉学する意欲と能力を持

ちながら、経済的な理由により修学が困難な方に学資の一部として奨学金を給付するも

のとなっております。奨学金の金額は、高等学校等で月額１万円、短期大学・大学等で

月額１万３,０００円となっています。ただし、これは経済的な理由によりということ

で、給付条件に世帯の収入などについての要件がございますので、対象とならない場合

もございますのでご相談いただけたらと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ９番、爲近初男君。 

○９番（爲近初男君）   この奨学金制度、また周知等もよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  何とか実現するようによろしくお願いしまして質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○議長（小松紀夫君）   爲近初男君の質問が終わりました。 

  次に、１番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   おはようございます。１番、市民クラブの甲藤でございます。

通告に従いまして一問一答方式で順次質問をさせていただきます。 

  まず、１番目の職員定数についてでございますけれども、これ質問用紙にもあります

ように、２００６年の行政改革推進法の成立により、地方自治体においても定数の削減、
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人員の削減というのが進められてまいりまして、平成２４年の香美市職員定数条例によ

りますと、本市の職員定数というのは４２８人になっていると思います。 

  昨年３月議会の一般質問におきましてこの定数問題を取り上げた経緯がございますが、

今後ますます業務量が増大していくことが予想される中で、定数条例の見直しが必要で

あるというふうに考えております。 

  なお、今議会の一般質問の中期財政計画についての質問の中で、この定数についての

質問がございました。そこで言及しておりましたけれども、若干重複する部分があるか

もしれませんけれども、確認の意味も含めて、そして切り口を変えて、以下順次質問を

してまいります。 

  まず、①です。 

  平成２９年４月１日現在の実際の職員数、実人員というのは何人になっているんでし

ょうか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   甲藤議員のご質問にお答えします。 

  定数管理上の人数は３８８人となっております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   結構、乖離が大きいなというふうに見ています。 

  平成２８年３月議会での質問では答弁の中で、合併時点の職員定数が４５７人であっ

たと、そして、平成２４年の定数条例では４２８人だと。このときに平成２７年の４月

１日現在の実人員、これ３８７人だったというふうにお聞きをしております。３８８人

ですから１名の差ということになっておりまして、余りその時点からは変わってないと

いうことにはなります。 

  そこで、②お聞きをします。定数外職員数についてお聞きをします。 

  これも同じく平成２９年４月１日現在ですが、病気休暇とかあるいは育児休暇、こう

いった職員さんがおいでると思いますけれども、それ別に人数がわかっておりましたら

お願いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  まず、定数に含まれない短時間の再任用職員が３人、それから、県からの出向職員が

２人となっています。 

  なお、病気休暇等については具体的なご質問はありませんでしたので、ちょっと今資

料を持ってきておりませんので、ご了承いただきたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   多分前回も聞いておりましたので、想定しておるのかなとい

うふうに思っておりました。 
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  この再任用職員が３人と、それから県の出向職員が２人というふうにおっしゃいまし

たけれども、再任用というのはこれ定数外になっておるんですか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  再任用職員も常勤の再任用職員は定数に入っておりますけれども、短時間、フルタイ

ムでない再任用職員が定数外ということになっております。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   わかりました。 

  この質問をしたかったのは、実際の定数とその実人員との間に大きな乖離があるわけ

ですね。そうしますと、この定数外になっている職員さんは、当然病気とか育休でなけ

ればこの定数に入ってくるわけですから、もうその差が縮まるということになるんです

が、そこちょっと確認したかったということです。 

  その病気休暇につきましては、最近ですがちょっと１人の方が病気休暇に入られたと

いうふうにも聞いておるんですが、これ事実でしょうか、わかりませんか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  病気で休んでおります職員は複数おりまして、最近もちょっと体調不良ということで

１人の方が、また病気休暇ということになっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   そのイメージとして、昔に比べて病気休暇の職員さんがふえ

ているというふうな受けとめ方を私しているんですが、実態というのはどうでしょう、

ふえてきているんですか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  比較する時期にもよると思うんですが、合併後はふえているというか、横ばいではな

いかと思います。 

  ただ、私たちが若いころから比べるとふえております。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   この病休職員が昔と比べてふえているというのは、やっぱり

非常に仕事もハードになってきておりますし、実際その職員数が足りないという部署が

随分あるというふうに思っております。 

  特に新人さんについては、昔は２年３年かけて指導してきたというところがあるんで

すが、もう最近では入ったら即戦力という形でやっていかなければ仕事は回らないとい

う部分もありますし、中堅の職員さんについては、非常にその責任が重くなってるとい

うところもありますので、よくよく周りの職員さんとか上司の方は、兆候が必ずあるわ
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けですから、それを見逃さないようにしていただきたい。 

  といいますのは、こう言ったら何でしょうか。特に、精神的な場合は早く見つけて早

く治療すれば、割と復帰することができるという可能性もあるわけですけれども、これ

が重症化をしてしまいますと、なかなか完全復帰まで至らないというところがあります

ので、皆さん全員でぜひ目配りを、気配りをしていっていただきたいというふうに思い

ます。 

  それでは③ですけれども、通告書で平成３０年度退職予定者となっておりますけれど

も、これ平成２９年度末の退職者ということにしていただきたい。 

  採用予定職員数を、事務系、技術系、保育士別にお伺いをします。 

○議長（小松紀夫君）   通告が変わったけど、答えれますか。平成２９年度末でいい

ですか。 

  総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  本年度末の退職予定者数は８人となっております。 

  そしてまた採用者でございますが、事務系が９人程度、保育士３人程度を予定してお

ります。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   そうしますと、退職者が８人、採用がまず１２人程度となっ

て、４人の増ということになるわけですね。 

  それとさっきお聞きをしましたけれども、再任用職員についてですが、この常勤の再

任用職員、これ何人かおいでると思うんですが、これはこの８人の退職者数に含まれて

おりますか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  再任用職員も、この退職者の中に含まれております。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   それでは、再任用職員の方は任期は１年ということですね。

（総務課長、山中俊明君、自席にてうなずく） 

○１番（甲藤邦廣君）   条例上は３年間延長できるというふうになっておりますけど、

そこはないんだというふうに捉えてよろしいんでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  再任用職員については１年１年で契約ということになっておりますので、希望すれば

次の年も再任用として働くこともできるということになっておりまして、まあほとんど

の方が退職ということにはなりますが、再任用を希望している再任用職員もおります。 
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○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   これきのうの同僚職員の質問とも関連はしてきますけれども、

やっぱりほかの職員さんにチャンスを与えるという意味からも、確かに１年更新で３回

までということにはなっていると思うんですが、やっぱりやるべきではないだろうとい

うふうに申し上げておきます。 

  この採用を見てみますと、技術系の職員の採用はないということになっておりますけ

れども、これは技術系の職員はもう足りているんだというふうに解釈をしてよろしいん

でしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  職員の採用につきましては、中長期的な職員配置というものを考えながら採用してお

りますので、技術・土木系の職員につきましては、昨年度職員を４人ですか採用をして

おりますので、本年度はほかの部署で不足しているところを重点的に採用するというこ

とで、こういう計画にしております。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   これは後でも触れますけれども、特別委員会であるとか一般

質問でも出たと思うんですが、技術系の職員が不足をしておるというのはずっと指摘を

されてきております。 

  今問題にしておりますのは、定数というものがあって、その実人員との間に大きな乖

離があるわけで、普通に考えればそこまで埋めていけばいいじゃないかというふうにも

思うわけですが、それは多分そうじゃないだろうと思います。 

  来年度以降、もう今年の試験の結果で来年採用になるわけですから、技術系の職員は

もう採用しないということになっておりますので、今さらという感はありますけれども、

今後を考えてみますと、これ非常に大きな問題になってくるんだろうと思います。これ、

詳しく後で触れることにいたします。 

  次に、④です。 

  定数の見直しの検討を行うということを平成２８年の３月議会の一般質問のときに答

弁をいただいておりましたけれども、これ実際検討されているんでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えをします。 

  職員定数については、現時点では見直しまで至っておりません。 

  職員定数については、地方分権や平成の大合併、行政改革などの時代の波に加え、多

様化する行政サービスの提供や権限移譲による業務の増大などにより、部署によっては

時間外勤務が慢性化している状況、また、総合戦略や平成２８年度に策定した第２次香

美市振興計画において設定した将来目標の実現、喫緊の課題である防災対策や人口減少

問題対策など、本市にとって重要な時期となっていることを踏まえた対応が必要である
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と考えております。 

  本市が将来目標を実現し、さまざまな問題や課題に対応していくためには、やはり一

定のマンパワーは必要であろうと考えております。しかし、一方では普通交付税の削減

の影響も見据えた取り組み、業務の改善による効率化への取り組みも必要であろうと考

えております。 

  職員定数につきましては、このようなさまざまな状況を踏まえた上で検討していかな

ければならないと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   まあ何といいますか、実にすばらしいお答えだろうと思うん

ですが、ちょっとお聞きをします。 

  職員定数を定めるということに当たっては、やっぱり一定のルールであるとか考え方

が当然あると思うんですが、実際にどういうやり方によって平成２４年に数字が出てき

たのか。ちょっとわかっておりましたらお教え願いたいんですが。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  平成２４年に定数をそのように定めた根拠になるような資料をちょっと持ってきてお

りませんが、ただ考えられることは、こういう定数を図るときに類似団体との比較など

も行いますので、そういったものも含めたところで、その定数を決めていったのではな

いかというふうには考えられます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   私は基本的に質問のすり合わせはしません。だから、答弁の

すり合わせまではしません。だから私自身、皆さん方の答弁を想定して組み立てもして

います。ですから、あなた方も想定することは必要ですよ。わからなければ質問すれば

よろしい。そうでなければこれ議論になりませんよ、小学生じゃないんですから。これ

は小学生に失礼ですけど。 

  これだけ一問一答で番号までを振って通告してある。それだけしか調べて来ないんだ

ったら、こら議会で質問する意味ないじゃないですか。ペーパーでやりとりすればこれ

は済む話になりますのでね。そこはよく考えておいてください。 

  このことに関して、私は定数については、市の内部で行政改革の委員会とかいうもの

があって、当然内部的には以前から検討されてきているんだろうというふうに思ってお

りましたが、それはやっていないんですか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  定数につきまして毎年度各部署からもヒアリングを実施しておりまして、そういった
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中で、その部署部署で必要な人数等の把握をして異動等を行っておりますので、その上

での現在の職員数ということになっております。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   私ちょっと議事録を見た記憶がちょっとあるんですが、また

調べてみてください。大体市の内部でいろんなこと検討しているはずですよ、表に出さ

ない状態でね。 

  基本的に、実際の条例上の定数と実人員で４０人ぐらい差があるということなんです

が、市としてこの定数をどう考えているか、実人員がイコールもう定数になっているん

じゃないか、そこはどう見たらいいんですか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  実人員数が定数というご質問ですが、現在の状況で考えますと確かにこの定数が４２

８人で４０人という乖離がございますので、現在の３８８人が定数になっているんでは

ないかというご質問だと思うんですが、ここについては今後香美市が取り組んでいかな

ければならない施策等もございますので、そういったものを含めて、ちょっとその人数

についての整理はしていかなければならないと考えておりますので、現在の実人員数が

定員というようなことにはちょっとならないんではないかと考えております。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   わかりました。 

  次に、⑤ですけれども、これ今議会で同僚議員がトップランナー方式ということにつ

いても言及しておりました。 

  私はこの意味っていうのは、単純に言えば国の例えば削減方針に反すれば、先ほど言

っておりました交付税の削減がありますよと、ペナルティーが待っていますよというこ

とであって、要するに国の言うこと聞けば優等生として処遇しますよと、交付税につい

ても優遇しますよということではないかと私、実は思っております。 

  総務課長の答弁では、同僚議員に対する答弁の中でも出ておりましたが、これ以上の

職員の削減は困難であるというのは、市の統一見解であろうかと思います。 

  こういったことを踏まえますと、実際に実人員定数の増というのは非常に考えにくい

というふうに思っております。ただ先ほど申し上げましたように、業務量の増大という

のは当然予想されております。この少ない人数で業務執行がスムーズにいくのかどうか。 

  それと、もう一つは、これは提案になりますけれども、職員の配置転換ですね、それ

から職種の転換、これちょっと微妙な話になりますけど、この職種の転換については最

後にちょっと聞かせていただきます。 

  どうすればこういった中で住民サービスの質の低下を防ぐことができるのかとか、ま

た、職員の健康管理の面で、職員をどう守っていくのかということを本当に真剣に考え

ていかないと、これ大変な事態になるというふうに思っております。人員に余裕がない
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から、仕方がないからやれっていうことだけでは、やはり無責任ではないかというふう

に思います。職員が実際壊れてしまいますのでね。 

  そう考えてみますと、私は限られた選択肢しかないというふうには思っております。

つまり、今以上の外部委託をしていくということしかないのではないか。当然支出とい

うのは伴いますけれども、この件について見解をお伺いしたい。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  本市におきましては、これまで普通交付税の一本算定を見据えて職員数の削減を行っ

てきましたが、その中で職員数減や業務増加に対応し、市民サービスの維持、向上を図

るため、平成２３年度、２６年度、２８年度と組織改革を実施していきました。 

  今後、本市の将来目標の実現、増加する業務に対応するためには、組織の見直しや業

務の効率化とともに、職員配置の弾力的な運用も検討の１つであると考えております。 

  また、業務委託等の行政改革等もまた検討の１つであると考えております。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   その職員の配置の転換というのを具体的に言うと、事務職と

技術職の配置のことです。 

  例えば、技術系の職員がもし足らないのであれば、事務職から配置をするということ

も考えられると思うんですね。それは何か縛りがあるんですか。 

  多分、ほかの市町村でもそういうことやっていると思うんですが、それはやろうとす

れば可能なんですか。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  現在におきましても、事務職の職員が技術の仕事をしておる職員も何人かおりますの

で、それは不可能なことではないというふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   このことは、これは皆さん方まだ記憶に新しいと思うんです

が、 ’９８豪雨というのがありましたね。幸いなことにその ’９８豪雨以来、本市ではあ

のような大きな災害がないですが、実はその同規模程度の災害であっても、当時から言

えば職員数も減っておりますので、実際対応できるのかなという心配をしております。

多分、被害調査すらできないんじゃないかとそういうふうに思っております。 

  ちょっと私のこと言わせてもらいますと、私自身昭和４０年代から、県内のほとんど

の大規模な災害にはかかわってきています。その経験上から申し上げますと、市町村の

職員さん単独では、大規模な災害にはなかなか対応できない、それが実体です。 

  これは職員さんが能力的に劣っているということではありませんが、実際にそういっ

た災害が起こりますと、ほとんどの職員さんが家屋の被害調査であるとか、住民の被害
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の調査であるとか、当面の生活道の被害調査、そして応急復旧工事にかからないといけ

ないということで手をとられて、実際の山間部での被害調査が大体後回しになる傾向に

あります。当然道路網が寸断されておりますから、車って大体使えないんですよね、大

体徒歩での被害調査ということになります。 

  以前は応援要請を受けて県も派遣をしておりました。しかし、県もご多分に漏れず職

員数が減っております。それに伴って技術力というのも相当低下をしております。実際

どこが動いてくれるかといったら、農業部門であれば土改連、今の水土里ネットですか、

林業部門で言えば山林協会に委託をするということになろうかと思うんですが、ここも

実際人減らしをしております。だから、なかなか対応できないんですね。 

  せめて自分のところで対応できるとしたら、私以前から言っておりますけれども、事

務系の職員を３年程度技術系の職場に配置をして、そこで勉強してもらうと。それは、

今の職員さんって結構優秀な人が多いですね、皆さん方優秀ですよ。今の職員さんって

結構前向きな職員さんが多いと思います。３年ぐらいやれば災害調査はできます。設計

書も多分組むようになりますよ。それだけ優秀な職員さんが多い。 

  例えば大規模災害を受けたときに、激甚災害の指定を受けようとすれば、被害調査せ

んといかんわけですね、被害額を確定せんといかんわけです。それがなかったら申請す

らできないわけですから、これがおくれると、どんどんどんどんずれ込んでしまうとい

うこともあります。 

  ですから、そういう形がとれないのかなというふうに思うわけです。いかがでしょう

か。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  将来起こるであろう南海トラフによる巨大地震、それから最近の集中的な豪雨等、大

災害が起きたときに、それに対応できる職員の体制にしていくということは非常に大切

なことであろうと考えておりますので、議員の提案にあったことも含めまして、今後庁

内で検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   わかりました。 

  次に、⑥、割愛人事の件です。 

  これ以前から私よく申し上げておりますけれども、要は幹部職員として国の職員を受

け入れてはどうかということです。 

  結構多くの自治体がそれをやっております。それやっぱり、メリットがあるからなん

ですよ。視野が広いであるとか、専門性が高いであるとか、あるいは情報どりの早さで

あるとか、実際でも一番違うのは切り口がやっぱり違うんですよ、物事を見たときに、

そこが大きな違いがあります。それと、国との当然パイプがあるわけですね。それから、
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復帰されたときの後のつき合い方、それによって情報の収集のやり方というのがすごく

有利な面がありますから。 

  実際、デメリットがあるっていったら、経費の問題がちょっとありますかね、経費の

問題が。それと、市の職員さんのポストに対する不満があるのかなというふうにも思い

ます。 

  しかし、これメリットのほうがはるかに大きいと思います。これ再任用職員の問題と

も当然絡んできますけれども、本市ではなぜ過去からこれ受け入れていないのか。ちょ

っとそういうふうな基本的な考え方があったらお示しください。 

○議長（小松紀夫君）   総務課長、山中俊明君。 

○総務課長（山中俊明君）   お答えします。 

  割愛人事につきましては、教育委員会では現在３人の割愛職員を採用雇用しておりま

すが、その他の部署において割愛人事は現在のところ考えていません。必要に応じて今

後の研究課題と考えております。 

  なお、香美市においては、現時点のところ県との派遣職員の交換ということで、県と

の交流に力を入れて人事を行っているという現状でございます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   私の言っているのは国です、県ではなく。ちょっと真剣に考

えたらどうなんでしょう。 

  それでは、２番目の鏡野中学校グラウンド及び市民グラウンドの再整備についてとい

うことで、ご質問をいたします。 

  本年８月に契約が締結されました鏡野中学校武道館及びプール施設等新築工事は、こ

れもう当然繰越施工が前提になっておりまして、平成３０年、来年の１０月末までが工

期になってるんではないかというふうに思います。その後に鏡野中学校周辺施設整備工

事として武道館の撤去工事、そしてグラウンド整備工事が計画をされております。しか

しながら、鏡野中学校の周辺整備工事は、市民グラウンドの再整備の計画と私は一体性

を持って計画されなければならないというふうに考えております。 

  その考え方がありますので、以下順次聞いてまいります。 

  ①ですが、この全体計画は、普通の工事の場合全部あるはずなんですね、全体の計画

というのが。実際その基本構想であるとか基本計画であるとか、そういったものは作成

をされておりますか。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   甲藤議員のご質問にお答えいたします。 

  鏡野中学校武道館及びプール施設等新築工事につきましては、平成２６年２月に提出

されました鏡野中学校武道館及びプール施設等整備検討委員会報告書に、武道館及びプ

ール解体撤去と鏡野中学校グラウンド整備までの構想、計画は取りまとめられておりま
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す。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   甲藤議員のご質問にお答えします。 

  市民グラウンド整備につきましては、既存施設の改修であることから基本構想は策定

していません。ただし、計画については、香美市振興計画及び中期財政計画に計上して

おります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   確かに数字的なものは載っているとしても、要するに図面で

すよ、私の言っているのは。図面としたものはあるんですか。私、見たことないんです

が。 

  当然、上のプールができなければ下のプールは解体できないし、上のグラウンドがで

き上がらないと下の市民グラウンドは工事にかかることできないじゃないですか。密接

に関連性があるわけですよ。 

  そういったときに、もう当然図面があると思っていました。あるのかないのか確認し

てないからわかりませんよ。 

  市民グラウンドのほうは所管がどこなんですか、生涯学習振興課。学校のほうは教育

振興課ですね。これ同じフロアにいるわけですから緊密な連携が必要だと思うんですが、

そういった打ち合わせ的なものはやっているんですか。どちらでも結構です。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  鏡野中学校の今、合築等の工事をこれから始めます。それと、それの終わった後で鏡

野中学校のグラウンド整備が行われますが、予定では平成３１年の１１月ごろの完成を

目指しておりまして、それが終わった後、市民グラウンドの整備にかかるということで、

その時期等についてはお互いに協議は行っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   先ほどの検討委員会の中で検討したというふうにお伺いした

んですが、市民グラウンドの関連についてもきちんとした検討をされて、検討委員会の

メンバーの方は全て周知をしているんですか。内容について、どんなことをするのか。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   お答えいたします。 

  武道館とプールの検討委員会のほうは、グラウンドの具体的な整備の計画までは入っ

ておりません。 

  以上です。 
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○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   いやいや、何か入っているようなことを聞いてましたけど、

実際やってないということですよね。 

  前回の議会で同僚議員から、実はそういう市民グラウンドの件について質問がありま

したね。そこで私も初めて知った事実っていうのもあります。 

  実際、大規模な工事になるわけですから、これ周知が必要ですよ。特定の人間だけが

知っていてもいいわけじゃないんですね、最初から。別に伏せておく必要はどこにもな

いんですから。そういうところが、多分香美市教育委員会には欠けているんだろうとい

うふうに思っております。 

  何年間かにわたって工事がされていきますので、当然人事異動があるわけですね。そ

のときにきちんとした引き継ぎをしないと、またもとに戻ってしまう。それは文書でき

ちんと残さないと、お互いが判こついて確認せんといかんのですよ。それは、例えば課

長同士がやったときには、教育長まで上げて確認をするというふうにしないと、どっか

で話が立ち消えになってしまうケースがある、どっかでボタンのかけ違いをするという

ケースもありますので、そこはきっちりやってくださいよ。これ常識ですよ、役所の。 

  次に、②をちょっとお聞きをいたします。 

  その市民グラウンドの整備につきまして、一般市民の意見を聞いているのかというの

が合意形成という意味なんですが、また、いつごろ関係者の意見を聞いたのか。どのよ

うな意見とか要望が出されて、それをどういうふうな形で市民グラウンドの整備に反映

するのか、それをお聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  市民グラウンド整備計画の説明及び意見聴取は、平成２８年８月３日に関係使用団体

等を対象に行っております。 

  意見の中では多くの団体から、グラウンドの水はけが悪く、降雨量によっては二、三

日晴れないと利用ができない意見や、北側の照明が暗い、ネットの高さが不足している

など、改善を求める意見が提出されております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   これ平成２８年の８月、去年ですね。えらい遅いですね、こ

れは。 

  実際、水はけが悪いであるとか照明が暗いであるとかいうのは、これ２０年以上前か

らの話なんですよ、実際は。それが今の時点で意見聴取をして、聞き取りをして工事を

しましょうねと、計画を立てて工事をしましょうねということになっているということ

なんですが。これ私、これは推測でしかないんですが、実際市民グラウンドの南側にあ

けぼの街道が開通しましたね。そのときに北側を一部削っているはずです。グラウンド
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の中そのもの、野球で言えばファールゾーンが多分狭くなってる。北側にプールがある

がためにライト側が狭いというのは、これはずっと前からの話ですよ。 

  ちょっと関連して言っておきますけれども、プールについても、女子生徒が上からお

りてくるのに水着のままでおりてこないかん。恥ずかしいというのは、これはもうでき

た当時からの話なんですよ、今に始まったことではないということです。 

  １つお聞きしますが、関係使用団体ということを言われましたがどういう団体なの

か、どういう人なのか。それ別に伏せる必要ないと思いますので、お聞かせください。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   意見を聴取した使用団体は、鏡野中学校の野球

部の先生、ナイターリーグ、体育協会、壮年ソフト、高知工科大学ソフト部などのそれ

ぞれの代表者です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   えらい早口で言われましたからとても書けんのですが。 

  そういう関係者だけでなく、例えば運動関係だけが市民グラウンド使っているわけで

はないですよね。そういった方の意見は聞いてないんですか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

  余り早口にならないようにお願いします。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  そういう方のご意見は伺ってないと聞いております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   前回と言いますか、前回の議会で同僚議員が質問しておりま

したけれども、これ後でも聞きますが、テニスコートの整備については全体の中で考え

ていくというふうな答弁があったように思うんですが、それ今回の計画に全てのってい

るんですか、テニスコートの改修も。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  テニスコート整備も計画にのっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   次に、③ですけれども、他の法令による規制はどのようなも

のがあるかということでお聞きをします。 

  多分埋蔵文化財の関係があると思いますし、昭和５５年ごろに１回発掘調査をしてい

るんじゃないかと思うんですが、そんなこともあって今回グラウンド工事をするに当た

って、また試掘から始まっていろんな手続があると思うんですよ。 

  なぜこういう質問をするかといったら、今までに物すごくこういう手続がおくれてき
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たがために発注がおくれたとかいうことがありますから、確認のために聞きます。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  プールの解体撤去等を行う場合、文化財保護法第９４条第１項の規定により、県に対

して関係書類を提出し、県と協議しながら作業を進めていく必要があります。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   まあ今回はもう最初からわかっておりますのでね、後の工程

に支障がないようにきっちり進めてください。 

  ④です。 

  今後の具体的な設計計画とか工事計画を問うということですが、先ほどちょっと答弁

ありましたが、中学校のグラウンドの完成時期と市民グラウンドの着工時期というのは

いろいろメニューがあるじゃないですか、一番初めにかかる時期です、どれを先にかか

るのか。まあ多分解体から始まるんでしょうけれども。ちょっとお答えください。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  鏡野中学校グラウンドの完成時期は、平成３１年１１月の予定です。これにあわせて

市民グラウンド整備の測量設計は平成３１年度に行いまして、工事は平成３２年度に着

手する計画です。 

  まず、プールの解体撤去は早期に着工する計画ですが、市民グラウンド整備につきま

しては、土佐山田まつり終了後、直ちに着手したいと考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   それでは⑤ですが、ちょっと具体的に聞いていきます。 

  解体工事を含めて全体の工事は幾ら見積もっているかということなんですが、ちょっ

と上の部分とかぶってる部分がありますが。 

  まず武道館の解体撤去が幾らなのか、中学校のグラウンド整備が幾らなのか、プール

の解体撤去が幾らなのかですね。それから、市民グラウンドの整備に幾らかかるのか、

この中でテニスコートも含めて大体幾らを。当然概算になると思うんですが、当然やっ

ていると思いますのでちょっとお聞かせをください。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  武道館解体撤去工事は概算で２,４００万円、中学校グラウンド整備は概算で１億円

と試算しています。次に、プール解体撤去費は概算で２,８００万円です。市民グラウ

ンド整備費はテニスコート整備を含めて、概算で２億４,７００万円と試算しておりま

す。 
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  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   これ、なかなか大きな工事になりますね。４億円ぐらいにな

りますか、概算で。これ多分、大体概算工事から下がるってことはないですよね、大体

ふえてくるわけですから。ただ、だからといってやみくもに上がっていいわけじゃない

ですから、最初からきちんとした計画を立ててください。あと、これはまた補正が出て

くるようになりますのでね。 

  次に、⑥の財政計画ですが、これ費用は何の費用で賄うんですか。 

○議長（小松紀夫君）   生涯学習振興課長、岡本博章君。 

○生涯学習振興課長（岡本博章君）   お答えします。 

  中学校グラウンド整備は、過疎対策事業債の充当を予定しております。また、市民グ

ラウンド整備事業は、合併特例債の充当を考えております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   もう早口ですきね、なかなか書けませんよ。後で議事録で確

認します。 

  今回財政計画ということで通告をしております。具体的にこれから聞きますことは通

告にはないのですが、いろんなところに関係しますので、特に議長のお許しがあれば合

併特例債について企画財政課長にお聞きをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   はい。 

○１番（甲藤邦廣君）   それでは、お聞きをいたします。 

  物部村、香北町、土佐山田町が合併をしたとして、使える合併特例債の上限というの

があって、これ多分平成１５年か１６年ごろに総務省がホームページ上で公表しており

ました。その当時は見た記憶があるんですが、１３０億円台だったかなというふうに記

憶しておりますが、それわからないでしょうか。 

○議長（小松紀夫君）   数字的な部分については、なるだけ通告をしてください。わ

かる範囲でお願いします。 

  企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   お答えします。 

  合併特例債は建設事業分と基金発行可能額と両方になっておりまして、建設事業分の

発行可能額が１１１億１,２３０万円、基金発行可能額が１６億２,９２０万円の総額１

２７億４,１５０万円となっております。 

  以上でございます。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   なかなか大きな数字ですが。 

  実際、まあわかっておる範囲で結構ですが、その平成３２年度が合併特例債を使う最
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終年度だということになっておりますけれども、今までに使った金額とか、もうその平

成３２年度までに充てようとする金額、トータルでもしかしてわかっておりましたら。

概数で結構です。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   今現在の実績とこれから平成３２年度までの見込み

額を合計しますと、約８７億３,０００万円ということになっております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   約８７億円ですか。 

  この償還についてちょっとお聞きをしたいんですが、今の計画ですと最終的な支払い

が終わるっていうのはいつごろになるんですかね。わかりませんか。大体で結構です。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   合併特例債の償還期間が１０年となっておりますの

で平成３２年、まあ繰り越しがないとして平成３２年で借りますと、平成３３年から償

還が始まることを考えますと、どうなりますかね、平成４２年ですかね。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   これちょっと細かいことをお聞きますが、これもわかってお

るかどうかわかりませんが。 

  償還の利率ですね、これ一体どれくらいになりますかね。 

○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   償還の利率はその時々で各金融機関から見積もりを

いただいて、一番安い利率で借り入れをするようにしておりまして、ちょっと最近どれ

ぐらいかっていうのを記憶していませんので、ちょっとお答えできません。申しわけご

ざいません。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）    普通の起債でもやっぱり１.５％とか２％ぐらいとか、まあ

そんな数字かもしれないですね。 

  ただ、普通預金利率というのは、たとえ１００億円預金しても０.０１％だったら１

００万円ですか、それぐらいしか利子がつかんのですね、ほとんどゼロに等しい。だか

ら、借金というのはしないにこしたことはないということです。 

  それともう一つ、これも私ずっと疑問に思っておりますけれども、よく皆さん方その

合併特例債が有利だっていう話をしておりますが、私は単に借金できる額、上限がふえ

ただけなのかなというふうに思っておりまして、有利だということであれば一体何に比

べて有利なのか。例えば過疎債とか辺地債とかですね、そういったものに比べてどうい

った点で有利さがあるのか、ちょっと教えていただけませんか。 
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○議長（小松紀夫君）   企画財政課長、川田 学君。 

○企画財政課長（川田 学君）   一般的に有利と言われていますのは、借りた場合の

元利償還金が普通交付税のほうに措置されるということになっておりまして、一応過疎

債は１００％事業に充当できまして、７０％後年度元利償還金が措置されると。辺地債

は１００％事業に充当されまして、８０％が交付税措置されると。合併特例債につきま

しては９５％の充当がされまして、７０％が交付税措置されるということになってます。 

  ただ、最近過疎債とか辺地債は枠があってシーリングがかかっていまして、なかなか

１００％まで行かないというような状況で大体９０％前後で行っていると。ただ、過疎

債については、今年度は１００％ついたというようなことを聞いていますので、有利な

ほうを使いながら事業はやっていってるというような状況です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   わかりました。別に合併特例債を使うから有利だというとこ

ろはやっぱりないんですね。借金はできるんだけれども、過疎債とか辺地債に比べてそ

れほど有利さはないんだということですよね。 

  今回急遽こういう質問をさせていただいたのは、今回もですが、この一般質問の場で

数多くの議員が、ほとんどの議員さんがそうですがいろんな要望を出しているわけです

よ。それは全て多額の財政支出を伴ってくるというふうなものですから、実現すれば当

然市民の方は喜ぶというふうな内容にはなるわけですが、ただ中期財政計画について、

企画財政課長からその質問に対して丁寧な答弁があったところですけれども、財政の健

全化については現時点では問題ないんだと、現時点ではというふうな答弁もありました

し、平成３２年度までは何とか行くだろうというふうに答弁があったように思うんです

が、私はそこまで楽観は実はしておりません。 

  というのは、確かに基金の積立額も結構多いですから一見問題がないようには思われ

ますけれども、地方交付税が削減されてきておりますので、企画財政課長の答弁の中で

たしか平成３３年度以降はもう基金の取り崩しをしなければならないと、積み増しもで

きないんだというふうなことを言っておられたと思います。その中で維持管理経費につ

いても基金を充てる必要があるんじゃないかというふうなことをおっしゃっておられた

と思うんですが、これ維持管理経費に基金を充てないといけないということになると、

これはちょっと危険なのかなと、個人的にはそういうふうに思っております。 

  基金を取り崩しても、今までっていうのは、まあ言葉はちょっと適当ではないんです

が補充がきいておりましたよね。ですけれども、恐らく来年度以降は早い時期に、そう

いった積み増しっていうのはなかなか難しいんじゃないかというふうに思います。基金

というのは取り崩し始めるとすぐになくなりますのでね、これ非常に危険です。 

  そうなると、恐らく将来的に、早い時期に新規事業の採択ができないとか、あるいは

継続事業についても削減をしていくとか、それから、既存の事業であってもスクラップ

をしていかないといけないとか、そういう事態になりかねないというふうに思っており
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ます。 

  議員っていうのは地域の要望を受けていろんな質問もしていくわけですけれども、ほ

とんど先ほど言ったように財政支出が伴うわけですよ。これを考えていかないと、とて

も何もできないような状態になってくる。それを心配して私こういう質問を急遽してお

ります。 

  そういったことがありますと、やっぱり財政が硬直化をしてしまうと、財政危機って

いうところまで行かないかもしれませんけれども、実際に過去から現在まで多くの自治

体で、箱物行政をやったがために痛い目にあっているところがたくさんあります。これ

を何とかしようとしたら、１０年とか１５年とかいう長いスパンで財政緊縮化を図らな

いといけない。つまりできないんですよ、事業が。そういったことを始めて、やっとも

との状態に戻るということがあります。これよく新聞等に載っていますから、皆さんご

存じだろうというふうに思います。 

  実際、今はよくても、やっぱり後の世代に負担をつけ回すことだけは避けないといけ

ないというふうに思っております。言葉だけではなくて真剣に費用対効果を考えて予算

を組んだ上で、我々議員も財政とか財源、こういったものに真剣に目を向けるべきであ

るというふうに考えております。今回の私の３つの質問というのは、全て財政、財源の

ところをもとにして質問するようにしています。 

  以上を申し上げて、３番目の質問に移ります。 

  保育園行政についてですけれども、本市の保育園は全て公設公営ということになって

おります。南国市では、既に民営化をされているという実態もございます。 

  財政面から、あるいは職員定数の面からも将来にわたって現在の運営形態のままで維

持できていくのか。このことについて見解をお尋ねします。 

○議長（小松紀夫君）   教育振興課長、横山和彦君。 

○教育振興課長（横山和彦君）   甲藤議員のご質問にお答えいたします。 

  現在の中期財政計画の基礎数値における中期的な見通しとしては、現在の形態で維持

していけるものと考えられますが、将来的な入所児童減少に伴う保育料や補助金等の歳

入の減少、施設の老朽化による修繕、建てかえ費用、人件費などの負担状況によっては、

現在の運営形態を見直さざるを得ない時期が来ることも推察されます。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   確かにその中期の財政計画上は、先ほども言ったように何と

かなるだろうというふうなことは言えます。 

  しかし、１０年後とかあるいは１５年後を見たときに今のままでいいのか。私実際、

その公設公営のままで残せればそれはそれで結構だと思っています。しかし、実際それ

が可能なのかということをお尋ねしているんですよ。本当にできるのかどうか。 

  実際、今回の来年度の採用についても保育士さんの正職員の採用もありますし、一般
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質問の中でもよく出てまいりますけれども、正職員の保育士さんをふやせと、それから、

臨時職員さんの処遇改善をせよという話もよく出てまいります。それはそれで理解でき

るんですね。 

  しかし、定数にも限りがあると、実人員にも限りがあるんだと、そのように財政的な

制約もあるわけですから、ここに予算をつけようとしたら、どこかほかの予算を削らな

いとできないではないですか。それを考えた場合に、将来的には、はっきり言えば民営

化ですよ、民営化も視野に入れて検討すべきだと私は考えています。 

  公務員ですから、例えば民営化になったとしてもそれは、もう首を切るわけにはいか

んわけですね。そうすると、行政職への職種の転換をするというふうなことになろうか

と思います。二、三年かけて研修も受けて、実地で行政の場で活躍してもらうという選

択もあるんではないかということで、前段でもちょっと絡めて質問をしたところです。 

  実際これはなかなか言えないかもわかりませんけれども、市の内部で実はこういった

検討をもう既に始めているんではないですか。教育長、どうなんでしょう。 

○議長（小松紀夫君）   教育長、時久惠子さん。 

○教育長（時久惠子君）   お答えをいたします。 

  甲藤議員さんのおっしゃられるとおりで、これから先を見通したときには非常大きな

問題がありますので、南国市等の状況とかを研究をしているというようなところです。 

○議長（小松紀夫君）   １番、甲藤邦廣君。 

○１番（甲藤邦廣君）   なかなかはっきり言えない内容もあると思いますので、それ

で結構です。 

  本当に要望だけ出しても、先立つものがなければ実際何もできないわけですから、そ

こをやっぱり真摯に検討していくべきところだろうというふうに思います。 

  ここでちょっとご紹介というか申し上げたいことがあるんですが、きのうの地元紙に

載っておりましたけれども、某自治体の某前首長さんが町有地の売却に絡んで裁判にな

ってまして、実際これ１,１６９万円余り、これを前町長個人が払っております。実際

あんまりこういうことないんですけれども、予算も全て議会がこれ可決したものですよ。 

  何で議会のほうの責任はないかと言ったら、これは執行権がないからだけなんですよ、

執行権が議員にはないから。そういう見方をすれば、全部執行権のある皆さん方の責任

にこれからかかってくることが多いと思います。こういうことがこれからふえてくると

思いますよ。何も萎縮する必要はないと思います。堂々と仕事を進めればいいわけです

から。 

  ただ、気をつけていただきたいのは、私以前から言っていますけども、誰に言われて

もできないこととか、やっちゃいかんことっていうのがあるわけですよ。公務員という

のは法律、法令を遵守しないといけないというのがありますから。そこは十分に気をつ

けないと、痛い目にあうのは皆さん方ですよ。そこをよく注意していただきたい。 

  ただ、何も萎縮する必要はないと思います。堂々と仕事すればいいわけですから。
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堂々と日の当たる場所を歩けばいいんですから。陰を選んで歩く必要ないんですから。 

  言っておきますが、議員にはそういう責任に問われるってことはまずないんですから、

問われるのはあなた方です。きっちり責任を持って仕事を進めてください。香美市の未

来はあなた方の双肩にかかっているんですよ。将来世代に誇れるように仕事をしていっ

てもらいたいというふうに思っております。 

  いろんなことを申し上げましたけれども、これで私の質問を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   甲藤邦廣君の質問が終わりました。 

  以上で一般質問を終わります。 

  本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれで散会をします。 

  次の会議は９月１５日午前９時から開会をします。 

（午前１０時４０分 散会） 
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平成２９年第４回香美市議会定例会会議録（第５号） 

招集年月日 平成２９年９月６日（水曜日） 

招集の場所 香美市議会議場 

会議の日時 ９月１５日金曜日（会期第１０日） 午前 ９時００分宣告 

出席の議員 

   １番  甲 藤 邦 廣      １２番  山 崎 晃 子 

   ２番  小 松   孝      １３番  山 﨑 龍太郎 

   ３番  利 根 健 二      １４番  大 岸 眞 弓 

   ４番  山 﨑 眞 幹      １５番  織 田 秀 幸 

   ５番  森 田 雄 介      １６番  比与森 光 俊 

   ６番  濱 田 百合子      １７番  依 光 美代子 

   ７番  村 田 珠 美      １８番  石 川 彰 宏 

   ８番  島 岡 信 彦      １９番  山 本 芳 男 

   ９番  爲 近 初 男      ２０番  小 松 紀 夫 

  １１番  門 脇 二三夫 

欠席の議員 

 な  し 

説明のため会議に出席した者の職氏名 

 【市長部局】 

  市 長  法光院 晶 一   税 務 収 納 課 長  秋 月 建 樹 

  副 市 長  今 田 博 明   ふれあい交流ｾﾝﾀｰ所長  明 石 清 美 

  総 務 課 長  山 中 俊 明   福 祉 事 務 所 長  佐 竹 教 人 

  企 画 財 政 課 長  川 田   学   産 業 振 興 課 長  西 本 恭 久 

  会計管理者兼会計課長  森   安 伸   建 設 課 長  井 上 雅 之 

  管 財 課 長  柳 本 隆 司   環境上下水道課長  安 井 幸 一 

  定 住 推 進 課 長  中 山 繁 美  《香北支所》 

  防 災 対 策 課 長  中 山 泰 仁   支 所 長  黍 原 美貴子 

  市 民 保 険 課 長  高 橋 由 美  《物部支所》 

  健康介護支援課長  前 田 哲 夫   支 所 長  近 藤 浩 伸 

 【教育委員会部局】 

  教 育 長  時 久 惠 子   教 育 振 興 課 長  横 山 和 彦 

  教育次長兼学校給食センター所長  野 島 惠 一   生涯学習振興課長  岡 本 博 章 

 【消防部局】 

  消 防 長  寺 田   潔 

 【その他の部局】 

  監査委員事務局長  山 﨑 泰 広 



 

－2－ 

職務のため会議に出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  猪 野 高 廣   議会事務局書記  山 本 絵 里 

  議会事務局書記  一 圓 まどか 

市長提出議案の題目 

 議案第 ５２号 平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ５３号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第 ５４号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 議案第 ５５号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 議案第 ５６号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 議案第 ５７号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

の認定について 

 議案第 ５８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算

の認定について 

 議案第 ５９号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入

歳出決算の認定について 

 議案第 ６０号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 議案第 ６１号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 議案第 ６２号 平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び歳入歳

出決算の認定について 

 議案第 ６３号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ６４号 平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号） 

 議案第 ６５号 平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第

２号） 

 議案第 ６６号 香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第 ６７号 香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ６８号 香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議案第 ６９号 香美市立大栃診療所の指定管理者の指定について 

議員提出議案の題目 



 

－3－ 

 な  し 

議事日程 

平成２９年第４回香美市議会定例会議事日程 

                         （会期第１０日目 日程第５号） 

平成２９年９月１５日（金） 午前９時開議 

 日程第１ 議案第 ５２号 平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第２ 議案第 ５３号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第３ 議案第 ５４号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第４ 議案第 ５５号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第５ 議案第 ５６号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第６ 議案第 ５７号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算の認定について 

 日程第７ 議案第 ５８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳

入歳出決算の認定について 

 日程第８ 議案第 ５９号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業

勘定）歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 議案第 ６０号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第10 議案第 ６１号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 議案第 ６２号 平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び歳入歳出決算の認定について 

 日程第12 議案第 ６３号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第13 議案第 ６４号 平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第14 議案第 ６５号 平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補

正予算（第２号） 

 日程第15 議案第 ６６号 香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第16 議案第 ６７号 香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第17 議案第 ６８号 香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す
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る条例の制定について 

 日程第18 議案第 ６９号 香美市立大栃診療所の指定管理者の指定について 

会議録署名議員 

 １６番、比与森光俊君、１７番、依光美代子君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（小松紀夫君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１９人でござい

ます。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。 

  それでは、協議の前に皆様にお知らせをいたします。 

  提出議案の差しかえがございますので説明を願います。教育次長兼学校給食センター

所長、野島惠一君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（野島惠一君）   おはようございます。議案の差

しかえをお願いしたいと思います。 

  議案第６６号、香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついてですが、お手元に差しかえの文書をお配りしておりますが、附則の文章中で、た

だし書きの部分の記載が抜かっておりました。差しかえをお願いしたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

○議長（小松紀夫君）   それでは、ここで初日の地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づく報告におけます、報告第６号、

平成２８年度香美市健全化判断比率の報告について及び報告第７号、平成２８年度香美

市資金不足比率の報告についての質疑を受けることにいたします。これにご異議ござい

ませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、そのように決定をいたします。 

  これより、報告第６号及び報告第７号についての質疑を行います。質疑はありません

か。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  以上で報告に対する質疑を終わります。 

  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりでございます。 

  日程第１、議案第５２号、平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について、

本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

日程第２、議案第５３号、平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第３、議案第５４号、平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第４、議案第５５号、平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 
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○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第５、議案第５６号、平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第６、議案第５７号、平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第７、議案第５８号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳

入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第８、議案第５９号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業

勘定）歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第９、議案第６０号、平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１０、議案第６１号、平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会

計歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１１、議案第６２号、平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処

分及び歳入歳出決算の認定について、本案について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１２、議案第６３号、平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の

認定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１３、議案第６４号、平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号）、本案

について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１４、議案第６５号、平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）

補正予算（第２号）、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １７番、依光美代子さん。 

○１７番（依光美代子君）   依光です。 

１１ページの歳出の総務費のところで、説明書によると計画変更によるとなっており

ますが、計画がどのように変更になったのか説明を求めます。 
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○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   お答えします。 

  この計画変更ですが、特養の場所が、現在あるところからじんざん保育園の跡地のと

ころに新設するということに変更になりました。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １７番、依光美代子さん。 

○１７番（依光美代子君）   もう一点お尋ねをいたします。 

  １１ページの下の端の償還金ですが、今回の補正で大きく補正をされるようになりま

したが、この増額の理由というか詳細についてお聞かせください。昨年度と比較しても

大きくこう金額がなってるので、償還金。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   この返還につきましては、給付費が結局使われ

てなかったということで、その分の返還になります。 

○議長（小松紀夫君）   １７番、依光美代子さん。 

○１７番（依光美代子君）   給付費が使われてなかったということですけど、前年度

から比べたら３,０００万円ぐらい使われてなかった。そこにはどういう、何かここの

押さえてますか。平成２８年度は居宅サービスなんかが、けどこれ平成２８年度はない

ですよね、平成２７年度に対してですかね。 

○議長（小松紀夫君）   健康介護支援課長、前田哲夫君。 

○健康介護支援課長（前田哲夫君）   平成２８年度分の返還になります。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１５、議案第６６号、香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する

条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   細部説明等に書かれてるとおりだと思うんですが、生産

者団体または給食資材卸団体の役員または職員を２人以内入れるということになってお

りますけれども、ここの背景ですわね。結局、学校給食センターの運営を適正かつ円滑

に進めるために、この運営委員会を設置する中に、納入する業者の役員とか職員が入る

ということがどうかなあという思いもあって聞いてるわけですけど、そこのところの答

弁を求めます。 

○議長（小松紀夫君）   教育次長兼学校給食センター所長、野島惠一君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（野島惠一君）   言葉の意味合いがどうかってい

うところもありますが、現在資材の卸の代表の方が、区分で言うたら学識経験者という

枠の中でお一人入られております、学識経験者の枠から。それから、給食センターの運

営に関して、その生産物の供給の状況とか卸の状況を聞くことは重要なことだと考えて
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おりますので、そういう中で生産者の団体の方、それから、卸の業者の幾らかの方に入

っていただくということを考えて、今回上程させていただいております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   卸団体いうたら、まあ学校給食の納材センターみたいな

んかがありますわね、そこから入るというふうに思いますが。実際、このことで食を提

供するサイドで学識経験者、そしてまた生産者団体、給食の卸団体というふうになって

きたときに、構成のメンバー的にはどういう比率になんのか、お示しできるんやったら

お願いしたい。 

  それと、その子どもの食については大事なことで、その運営委員会の中でどういう議

論をされてるのかなあという部分が、この会議自体がどういう頻度でやられてるのかも

踏まえて、ちょっとお示しいただきたいと思います。 

○議長（小松紀夫君）   教育次長兼学校給食センター所長、野島惠一君。 

○教育次長兼学校給食センター所長（野島惠一君）   お答えします。 

  香美市立学校給食センターの設置条例の中に、その区分と割り振りが入っております

が、小中学校の校長先生の代表者が４人以内ということで現在４人、それから、小中学

校の給食主任の代表者ということで２人以内ですが現在１人、それから、小中学校のＰ

ＴＡの代表者ということで２人以内になっておりますが現在１人、それから、中央東福

祉保健所の所長または代理者ということで１人となっておりますが、その方が１人。そ

れから、学識経験者２人以内というところで２人、それから、市議会議員の方で２人以

内で２人、それから、保健師の方が１人ということで現在１人ということで、１４人の

中で現在１２人で運営をするということになっております。この会については、重要な

事項を審議するということで、平成２６年に消費税が上がるときに、給食費を上げるか

上げんかということでの議論をしたということが最後で、現在は行われておりません。

会としては、例えば統廃合であったり、運営に関して重要な事項を検討するということ

で、現在そういう形でいくようになってるというふうに聞いておりますので、平成３１

年度に消費税が上がる、まあ、どうなるかわからんですけど、そのとき学校給食費の協

議をせんといかんじゃないろうかと現在は思っております。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   よくわかりました。最後に１点だけ。 

  この食の内容とかそういう分について、栄養士とかおると思いますけれども、その方

なんかは対象になってないということで、大もとの運営ということの細部にわたる議論

を、こういう運営委員会でやるということはないという認識でよろしいのかお尋ねしま

す。 

○議長（小松紀夫君）   教育次長兼学校給食センター所長、野島惠一君。 
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○教育次長兼学校給食センター所長（野島惠一君）   過去には、そういうふうに毎年

１回以上の運営をされてきたという経過はあります。ただ、先ほども言いましたとおり、

現在は重要な事項について協議するということで、通常の業務についての協議は行って

おりません。 

  以上です。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１６、議案第６７号、香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１７、議案第６８号、香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、本案について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  日程第１８、議案第６９号、香美市立大栃診療所の指定管理者の指定について、本案

について質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  以上で日程第１、議案第５２号から日程第１８、議案第６９号までの質疑は全て終わ

りました。各案件は、お手元にお配りをしました議案審査付託表のとおり、それぞれ所

管の委員会に付託します。 

  お諮りします。付託しました各案件は、９月２１日までに審査を終えるよう期限をつ

けることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、付託の案件は、９月２１日ま

でに審査を終えるよう期限をつけることに決定をいたしました。 

以上で本日の日程は全て終わりました。 

  本日はこれで散会します。 

  次の会議は９月２２日午前９時から開会します。 

（午前 ９時１８分 散会） 
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平成２９年第４回香美市議会定例会会議録（第６号） 
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職務のため会議に出席した者の職氏名 

  議 会 事 務 局 長  猪 野 高 廣   議会事務局書記  山 本 絵 里 

  議会事務局書記  一 圓 まどか 

市長提出議案の題目 

 議案第 ５２号 平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ５３号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第 ５４号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 議案第 ５５号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 議案第 ５６号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

 議案第 ５７号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

の認定について 

 議案第 ５８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算

の認定について 

 議案第 ５９号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入

歳出決算の認定について 

 議案第 ６０号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 議案第 ６１号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 議案第 ６２号 平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び歳入歳

出決算の認定について 

 議案第 ６３号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定について 

 議案第 ６４号 平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号） 

 議案第 ６５号 平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第

２号） 

 議案第 ６６号 香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 議案第 ６７号 香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第 ６８号 香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

 議案第 ６９号 香美市立大栃診療所の指定管理者の指定について 

議員提出議案の題目 
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 意見書案第 ７号 地域経済の活性化や安全・安心な「命の道」を確保するための、道

路整備の推進に関する意見書の提出について 

 意見書案第 ８号 全国森林環境税の創設を求める意見書の提出について 

 意見書案第 ９号 参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書の提出について 

 意見書案第１０号 憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求める意見書の

提出について 

 意見書案第１１号 「給食費の無償化」を求める意見書の提出について 

議事日程 

平成２９年第４回香美市議会定例会議事日程 

                         （会期第１７日目 日程第６号） 

平成２９年９月２２日（金） 午前９時開議 

 日程第１ 議案第 ５２号 平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 日程第２ 議案第 ５３号 平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第３ 議案第 ５４号 平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第４ 議案第 ５５号 平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第５ 議案第 ５６号 平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 日程第６ 議案第 ５７号 平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳

入歳出決算の認定について 

 日程第７ 議案第 ５８号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）歳

入歳出決算の認定について 

 日程第８ 議案第 ５９号 平成２８年度香美市介護保険特別会計（介護サービス事業

勘定）歳入歳出決算の認定について 

 日程第９ 議案第 ６０号 平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第10 議案第 ６１号 平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計

歳入歳出決算の認定について 

 日程第11 議案第 ６２号 平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び歳入歳出決算の認定について 

 日程第12 議案第 ６３号 平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第13 議案第 ６４号 平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号） 

 日程第14 議案第 ６５号 平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補
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正予算（第２号） 

 日程第15 議案第 ６６号 香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条

例の制定について 

 日程第16 議案第 ６７号 香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第17 議案第 ６８号 香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 日程第18 議案第 ６９号 香美市立大栃診療所の指定管理者の指定について 

 日程第19 意見書案第 ７号 地域経済の活性化や安全・安心な「命の道」を確保する

ための、道路整備の推進に関する意見書の提出について 

 日程第20 意見書案第 ８号 全国森林環境税の創設を求める意見書の提出について 

 日程第21 意見書案第 ９号 参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書の提

出について 

 日程第22 意見書案第１０号 憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求め

る意見書の提出について 

 日程第23 意見書案第１１号 「給食費の無償化」を求める意見書の提出について 

 日程第24 閉会中の所管事務の調査について 

 日程第25 議員派遣の件 

会議録署名議員 

 １６番、比与森光俊君、１７番依光美代子君（会期第１日目に会期を通じ指名） 
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議事の経過 

（午前 ９時００分 開議） 

○議長（小松紀夫君）   おはようございます。ただいまの出席議員は１９人です。定

足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。 

  ここで大岸眞弓議員より発言を求められておりますので、これを許します。 

  １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   皆さんおはようございます。１４番、大岸眞弓です。 

  議長の許可をいただきましたので、一般質問の発言の一部削除をお願いしたいと思い

ます。ご審議をよろしくお願いします。 

  私の過日の一般質問の中期財政計画のところで、１回目の職員定数の答弁を受けまし

て、それで再質問のときに「職員定数のことですが、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○」というふうに発言をしました。ただ、この部分が少し言葉足らずでご

ざいまして、私は現在のような支所も２つ新築をして、現在のような規模で職員さんを

残す計画ではなかったということを言いたかったのですが、こういうふうに言い切って

しまいますと、事実と少し違うということで誤解を与えますので、以下の部分を削除し

たいと思います。「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」のところから

「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」この部分を削除いたします。ご審議よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（小松紀夫君）   ただいま、１４番、大岸眞弓さんから、一般質問の発言の部

分を取り消したいとの申し出がございましたが、これを許可することにご異議ございま

せんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。したがって、大岸眞弓さんからの発言

の取り消しの申し出を許可することに決定をいたしました。 

  議事日程に入る前に、本日、議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委

員会の報告を願います。議会運営委員会委員長、比与森光俊君。 

○議会運営委員会委員長（比与森光俊君）   おはようございます。１６番、比与森で

す。本日の会議の運営等につきまして、議会運営委員会を開催いたしましたので、協議

の結果をご報告いたします。 

  まず、追加議案等については、市長提案の議案及び議員提案の発議はありません。意

見書案につきまして、第７号から第１１号までの５件を追加議題とし、委員会付託を省

略し、提案説明から採決まで行います。 

  続きまして、１２月定例会の会期日程及び会議の予定につきまして、協議の結果別紙

のとおり決定しましたので、予定表をお手元に配付してあります。 

  以上、本日の議会運営委員会の報告を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   議会運営委員会委員長の報告を終わります。 
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  議事日程は、お手元にお配りをしたとおりです。 

  日程第１、議案第５２号、平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定について

から日程第１８、議案第６９号、香美市立大栃診療所の指定管理者の指定についてまで、

以上１８件を一括議題とします。 

  これから各常任委員会委員長の報告を求めます。 

  総務常任委員会委員長、大岸眞弓さん。 

○総務常任委員会委員長（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。総務常任委員会の

報告を行います。 

  去る９月１５日、全委員出席のもと総務常任委員会を開催しました。今期定例会で総

務常任委員会が付託を受けました案件は、議案第５２号、議案第６４号の２件です。 

  まず、議案第５２号、平成２８年度香美市一般会計歳入歳出決算の認定についてを議

題としました。本案につきましては、審査に日数を要するため閉会中の継続審査とする

ことに決定しました。 

  次に、議案第６４号、平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号）を議題としま

した。議題としました案件は連合審査会で既に質疑を終了しており、直ちに討論に入り

ました。討論はなく、採決の結果、議案第６４号は、全員賛成で原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

  以上で総務常任委員会の報告を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   総務常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  次に、教育厚生常任委員会委員長、織田秀幸君。 

○教育厚生常任委員会委員長（織田秀幸君）   １５番、織田でございます。教育厚生

常任委員会の報告をいたします。 

  今期定例会において、教育厚生常任委員会が付託された案件は、議案第５７号、第５

８号、第５９号、第６０号、第６１号、第６５号、第６６号、第６９号の８件でありま

す。以下、審査の経過と結果を報告いたします。 

  まず初めに、閉会中の継続審査にすべきと決定した議案について報告します。 

  議案第５７号、平成２８年度香美市国民健康保険特別会計（事業勘定）歳入歳出決算

の認定について、議案第５８号、平成２８年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘

定）歳入歳出決算の認定について、議案第５９号、平成２８年度香美市介護保険特別会

計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算の認定について、議案第６０号、平成２８年

度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第６１号、平成２

８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計歳入歳出決算の認定についての５件

は、審査に日数を要するため、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

  次に、議案第６５号、平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予

算（第２号）では、返還金の７,３８８万８,０００円の内訳についての質疑がありまし

た。介護給付費国庫負担金返還金が４,１４９万２,０００円、県負担金返還金が２,５



 

－7－ 

０９万２,０００円、支払基金交付金返還金が４０８万６,０００円、地域支援事業国交

付金返還金が２７０万９,０００円、県交付金返還金が１１２万４,０００円、支払基金

交付金受入金がマイナス６１万７,０００円となり、合計で７,３８８万８,０００円と

の答弁がありました。次に、過去の補正額からすれば金額が膨らんでいるがとの質疑に

対し、過去の利用状況を参考にした試算であり、介護保険料の増加を見込んでいたが利

用者が少なかったためとの答弁。また、事業者への給付の取り消しはなかったのかとの

質疑に、給付の取り下げについては確認していないが、在宅や施設利用など、保険者の

利用状況により変化が生じているとの答弁がありました。さらに、昨年度より総合事業

への移行になっているが、その影響で居宅介護へ移行があるかとの質疑に、多少の影響

はあるかもしれないが詳しくはわからないとの答弁。また、基金の積み立てが３,１０

０万円余りとなっているが、残高と合わせ今後の活用はとの質疑に対し、残高は１億

７,７００万円余りで、使途についてはまだ考えていないとの答弁がありました。ほか

に質疑、討論もなく、採決の結果、議案第６５号は、全員賛成にて原案のとおり可決す

べきものと決定しました。 

  次に、議案第６６号、香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条例の

制定については、過去には定期的に審議会が開催されていたが、条例の改正で議員がい

なくなり、重要案件だけの審査となった経過はとの質疑に、香美市立学校給食センター

運営委員会規則の第２条で運営に関する重要な事項について審議するとなっていて、統

廃合や給食費に関することなど、直接給食費にかかわる事項などであるとの答弁があり

ました。また、給食の内容について別に会議があるように聞いているがとの質疑に、外

部団体などの委員や会議は存在しない。運営に関しては、基本的に学校栄養教諭が献立

や材料の調達を管理しているし、調理員による衛生管理における研修で十分との認識で

あるとの答弁がありました。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第６６号は、

全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  最後に、議案第６９号、香美市立大栃診療所の指定管理者の指定についてでは、質疑、

討論もなく、採決の結果、議案第６５号は、全員賛成にて原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

  以上で教育厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   教育厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  次に、産業建設常任委員会委員長、利根健二君。 

○産業建設常任委員会委員長（利根健二君）   ３番、利根でございます。産業建設常

任委員会が付託を受けました議案第５３号、第５４号、第５５号、第５６号、第６２号、

第６３号、第６７号、第６８号の８件について、９月１９日に全員出席のもと審査を行

いました。以下、審査の経過と結果を報告します。 

  議案第５３号、平成２８年度香美市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、議案第５４号、平成２８年度香美市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に



 

－8－ 

ついて、議案第５５号、平成２８年度香美市特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、議案第５６号、平成２８年度香美市農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、以上４件は審査に日数を要するため閉会中の継続審査

とすることに決定をいたしました。 

  続いて、議案第６２号、平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及

び歳入歳出決算の認定についてを議題としました。補足説明はなく、直ちに質疑に入り

ました。戸板島水源地更新工事実施設計委託業務の減額と同水源地３号井築造工事の増

額の理由はとの質疑に対し、減額は入札減、増額は内部の濁りが想定外に多く、それに

対応するためであると答弁。当初見込まれていた前浜植野線配水管布設工事はとの質疑

に対し、大型車の通行により破損する区間があった。そこを避けた場所に耐震管を布設

する計画であったが、道路管理者の高知県との協議に時間を要している。平成２８年度、

２９年度は先送りし、平成３０年度を目標に協議中であると答弁。破損修理時にあわせ

て水道管の耐震化は行っているかの質疑に対し、破損が再三起こる長い区間は耐震管が

ベストであるが、今のところ計画はない。今後アセットマネジメントを行う中で計画し

ていく。小規模の補修についても、既存の塩ビ管で対応していると答弁。修理費の内訳

を問う。また、その修繕は計画的か緊急修繕かとの質疑に対し、量水器一斉取りかえ８

４５万円、配水給水施設修繕費６０５万円であり、後者の６０５万円が緊急修繕になる

と答弁。有収水量の率の改善は、緊急修繕の積み重ねによるものかとの質疑に対し、そ

う認識していると答弁。給水装置新設分担金の詳細及び業者からの苦情はとの質疑に対

し、１３ミリから２０ミリへ変更が１０件、１０万円、１３ミリが４０件、１８４万円、

２０ミリが５６件、２８０万円、２５ミリが１件、１０万円、合計１１３件、４８４万

円である。業者からの苦情はないと答弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案

第６２号は、全員賛成にて原案のとおり認定すべきものと決定をいたしました。 

  続いて、議案第６３号、平成２８年度香美市工業用水道事業会歳入歳出決算の認定に

ついてを議題としました。補足説明はなく、直ちに質疑に入りました。募集要件の緩和

で一般製造業が追加されたが、それによって工業用水利用の可能性は上がったかの質疑

に対し、県内を見ても工業用水の有無と入居率は関係がない。全国的に工場の設備は節

水型になってきている。見込みは厳しいと答弁。現在、操業している事業者が今後使用

する可能性はとの質疑に対し、使用する見込みはないとの回答であると答弁。維持費用

もかかっている。３年間の観察は必要がないのではないかとの質疑に対し、起債に関し

ては利息に対する保証金を払わなくてはならないので、早く返してもほとんど変わらな

い。経費については、毎年変動のある修繕費を除いた額を平成２８年度で見ると、水熱

費、通信運搬費、委託料の合計が６６万円ぐらい、減価償却費が７５０万円くらいであ

る。また、保証金は元利合わせて平成２９、３０、３１年度と１,４２４万円程度を予

定している。観察期間について、地区計画の見直しがまだである。建設課と県の都市計

画課との協議が必要である。これは今年の秋にめどが立つ。また、県の企業立地課と協
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議をしたところ、工業用水の利用は未確認であるが、何件かの問い合わせがあるので様

子を見させていただきたいという返答であった。以上、初期投資の金額、機械の耐用年

数を含め、総合的に考えると３年間の観察期間を設定したいと答弁。県の要望があると

いうことは、県もより積極的に動くと考えてよいかとの質疑に対し、８月の協議時に積

極的に動くということであった。難しい面もあろうと思うが期待をしていると答弁。企

業が入居しても工業用水は採算的に厳しいのではないか、次の展開もあわせてプランは

あるのかとの質疑に対し、計画水量は１日当たり１,０００立米で計算すると、年間

１,１０３万円ぐらいの収入になる。廃止された場合、財産は山田堰簡易水道に統合し

たいが、簡易水道もダウンサイジングが求められている中厳しい。利用計画は具体的に

決まっていないが、井戸自体は南海トラフ地震発生時の補助水源として考えられると答

弁。ほかに質疑、討論もなく、採決の結果、議案第６３号は、全員賛成にて原案のとお

り認定すべきものと決定をいたしました。 

  続いて、議案第６７号、香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定について

を議題としました。補足説明はなく直ちに質疑に入りました。委員の構成メンバー及び

会議の開催頻度はとの質疑に対し、委員数１５名中３名が市議会議員、会議は平成１９

年１１月に一度開催したと答弁。文中、「委嘱し、又は任命する。」は今までが間違い

であったのかとの質疑に対し、職員に対しても委嘱ということになっていたのを改める

ためであると答弁。議員の委員が３名減った後の対応はとの質疑に対し、減のまま１２

名で行くのか１５名にするのかは今後検討すると答弁。傍聴及び議会への開催の案内は

との質疑に対し、会議は原則公開なので傍聴できる。議会への開催案内は議会事務局を

通して告知すると答弁。審議会に行政職員の委員がいるのはなぜかとの質疑に対し、行

政職員としての専門的・実務的な立場で意見を述べるためであると答弁。ほかに質疑、

討論もなく、採決の結果、議案第６７号は、全員賛成にて原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。 

  続いて、議案第６８号、香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題としました。補足説明はなく直ちに質疑に入りました。委員

２０名の構成メンバー及び会議の開催頻度はとの質疑に対し、現在、委員１７名中３名

が市議会議員、市の職員は入っていない。会議は平成１８年１１月、平成１９年２月の

２回開催し、内容は一般廃棄物処理基本計画の策定についての審議であったと答弁。市

議会の委員は充て職と思うが、開催頻度からすると就任した意識はなかったのではない

かとの質疑に対し、詳細については承知していないと答弁。ほかに質疑、討論もなく、

採決の結果、議案第６８号は、全員賛成にて原案のとおり可決すべきものと決定をいた

しました。 

  以上、産業建設常任委員会の報告を終わります。 

○議長（小松紀夫君）   産業建設常任委員会委員長の報告が終わりました。 

  これから、常任委員会委員長に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、議案第５２号から議案第６１号までを一括して採決します。議案第５２号

から議案第６１号までにつきましては、各常任委員長から閉会中の継続審査の申し出が

あります。 

  お諮りします。各常任委員長からの申し出のとおり継続審査とすることにご異議あり

ませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、議案第５２号から議案第６１

号までの各案件は、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

  これから、議案第６２号、平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分

及び歳入歳出決算の認定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は認定であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第６２号は、委員長報告

のとおり認定されました。 

  次に、議案第６３号、平成２８年度香美市工業用水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は認定であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立でございます。よって、議案第６３号は、委員長報

告のとおり認定されました。 

  次に、議案第６４号、平成２９年度香美市一般会計補正予算（第４号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第６４号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、議案第６５号、平成２９年度香美市介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予

算（第２号）を採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 
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○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案６５号は、委員長報告の

とおり可決されました。 

  次に、議案第６６号、香美市立学校給食センターの設置条例の一部を改正する条例の

制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第６６号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、議案第６７号、香美市環境審議会条例の一部を改正する条例の制定についてを

採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第６７号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、議案第６８号、香美市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第６８号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  次に、議案第６９号、香美市立大栃診療所の指定管理者の指定についてを採決します。 

  本案についての委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、議案第６９号は、委員長報告

のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午前 ９時２８分 休憩） 

（午前 ９時３０分 再開） 

○議長（小松紀夫君）   正場に復します。 

  休憩前に引き続き会議を行います。 

  お諮りをします。日程第１９、意見書案第７号、地域経済の活性化や安全・安心な

「命の道」を確保するための、道路整備の推進に関する意見書の提出についてから日程
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第２３、意見書案第１１号、「給食費の無償化」を求める意見書の提出についてまでは

追加の案件であります。会議規則第３７条第３項の規定により委員会の付託を省略した

いと思います。これにご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、日程第１９、意見書案第７号

から日程第２３、意見書案第１１号までの案件は、委員会の付託を省略することに決定

しました。 

  日程第１９、意見書案第７号、地域経済の活性化や安全・安心な「命の道」を確保す

るための、道路整備の推進に関する意見書の提出についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。３番、利根健二君。 

○３番（利根健二君）    意見書案第７号、地域経済の活性化や安全・安心な「命の

道」を確保するための、道路整備の推進に関する意見書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日提出、香美市議会議長 小松紀夫殿、提出者 香美市議会議員 

利根健二、賛成者 同 大岸眞弓、賛成者 同 織田秀幸 

  案文を朗読し、提案理由の説明といたします。 

  地域経済の活性化や安全・安心な「命の道」を確保するための、道路整備の推進に関

する意見書（案） 

  香美市は約５４０㎢の広大な面積を有しており、主要幹線道路である国道１９５号や

各県道、通勤・通学・通院・買い物等で日常的に利用している市道（生活道など）の整

備は、重要な施策として位置づけています。 

  このことから、今後も安全・安心に利用できる道路状況を確保するためには、道路整

備事業に係る国の交付金などを活用し、計画的な維持管理や老朽化対策を進めていかな

ければなりません。 

  つきましては、地域経済の活性化に寄与し、さらには、日常の安全・安心な利用や、

住民の生命と財産を守る「命の道」を確保するためにも、国の道路予算全体の拡大と、

これまでどおり、道路整備事業に係る国費率（交付金、補助金など）等の嵩上げ措置の

継続が不可欠です。 

  よって、国におかれては、更なる地方の道路整備の推進に向け、下記の事項を実現さ

れるよう強く要望します。 

記 

  １．地域経済の活性化や防災力の向上に資する道路整備を推進し、安全・安心な利用

を確保する維持・修繕、老朽化対策などを計画的に進めるため、道路関係予算全体を拡

大したうえで、必要な額を確保すること。 

  ２．「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第２条に規定する国
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の負担又は補助の割合の特例を平成３０年度以降も継続すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 伊達忠一殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、国土交通大臣 石井啓一殿、財務大臣 麻生太郎殿、総務大臣 

野田聖子殿、内閣府特命担当大臣（地方創生規制改革）まち・ひと・しごと創生担当 

梶山弘志殿 

  高知県香美市議会議長 小松紀夫 

  ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

【意見書案第７号 巻末に掲載】 

○議長（小松紀夫君）   説明が終わりました。 

  本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第７号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、意見書案第７号は、原案のと

おり可決されました。 

  日程第２０、意見書案第８号、全国森林環境税の創設を求める意見書の提出について

を議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。１９番、山本芳男君。 

○１９番（山本芳男君）   １９番、山本でございます。 

  意見書案第８号、全国森林環境税の創設を求める意見書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日提出、香美市議会議長 小松紀夫殿、提出者 香美市議会議員 

山本芳男、賛成者 同 比与森光俊、賛成者 同 島岡信彦 

  案文を朗読いたしまして、説明にかえさせていただきます。 

  全国森林環境税の創設を求める意見書（案） 

  我が国の地球温暖化対策については、２０２０年度及び２０２０年度以降の温室ガス

削減目標が国際的に約束されていますが、その達成のためには、とりわけ森林吸収源対

策の推進が不可欠となっています。 

  しかしながら、森林が多く所在する高知県内の中山間地域においては、木材価格の低

迷や林業従事者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口減少など、厳しい情勢にある

ほか、自治体が、森林吸収源対策及び担い手の育成等、中山間対策に主体的に取り組む
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ための恒久的・安定的な財源が大幅に不足しています。 

  このような中、政府・与党は、『平成２９年度税制改正大綱』において、「市町村が

主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割りの枠

組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林

環境税（仮称）の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み

等について総合的に検討し、平成３０年度税制改正において結論を得る」との方針を示

したところです。 

  もとより、中山間地域の自治体による森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確

保などの取組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつながる

ものであり、そのための自治体の財源の強化は喫緊の課題です。 

  よって、森林・林業・中山間対策の抜本的強化をはかるための「全国森林環境税」の

早期導入を強く求めます。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 伊達忠一殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、財務大臣 麻生太郎殿、農林水産大臣 齋藤 健殿、環境大臣 

中川雅治殿、内閣府特命担当大臣（地方創生規制改革） 梶山弘志殿 

  高知県香美市議会議長 小松紀夫 

  議員各位のご賛同よろしくお願いします。 

【意見書案第８号 巻末に掲載】 

○議長（小松紀夫君）   説明が終わりました。 

  本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに、原案に反対の方の発言を許します。討論はありま

せんか。 

  １３番、山﨑龍太郎君。 

○１３番（山﨑龍太郎君）   １３番、山﨑龍太郎君です。日本共産党及びくらしと福

祉を守る会を代表して、意見書案第８号、全国森林環境税の創設を求める意見書案に対

して、反対の立場で討論を行います。 

  最初に、基本的に国の予算の組み替え等で対応すべきで、新税は必要ないとの立場で

あります。その上で数点、私どもの見解を示させていただきます。 

  地球温暖化対策について、森林吸収源対策の推進は不可欠との見解には同意するとこ

ろであります。しかし、環境にかかわる全ての分野で大企業の製造責任、排出責任は厳

しく問われなければなりません。環境保全のルールを確立し、汚染の原因となる物質を

生産、使用している企業の責任と負担を明確にした環境対策税を創設することは、必要

と考えるところであります。国民にひとしく森林環境税として負担を求める点は、財源
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のあり方として異議がございます。 

  ２点目に、現在でも３７の府県等で森林環境税は導入されております。国税として導

入となれば、二重課税となるとの理由にて反対意見も相次いでいる報道もございます。

高知市の６月議会では、同様の意見書が否決されている例も示しておきます。 

  ３点目に、税収が全額地方の税財源となるような制度設計なのか決まってもおりませ

ん。全国知事会もさまざまな点で意見具申をしているところです。課題を残しながら国

民にひとしく負担を求める本意見書案には、賛同できない旨発言し、討論といたします。 

○議長（小松紀夫君）   次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありません

か。 

  １８番、石川彰宏君。 

○１８番（石川彰宏君）   市民クラブの石川でございます。 

  意見書案第８号、全国森林環境税の創設を求める意見書の提出について、賛成討論を

行います。 

  終戦後、荒廃しておりました山林を、国の政策で山林復興の名のもとに、植林や拡大

造林が昭和４８年ごろまでに全国的に行われてきました。山々は緑を取り戻しましたが、

高度成長期に入りますと、今まで山で生計を立てていた人々も都会へと流出してまいり

ました。手入れが行われないままの放置された森林が増加してまいりました。 

  先人が築いた森林資源を活用するために、地方創生や田園回帰等、政府や民間ではさ

まざまな動きがあるところでございますが、全体の流れとしてはまだまだ弱い部分があ

り、山村の疲弊、衰退が進んでおります。 

  美しい国土を守るためには森林整備が必要であります。森林整備の財源は国・県とも

に不足し補正予算頼りとなっており、事業量の不安定さから担い手となる若者も定着し

づらいなど多くの困難に直面しており、このままでは手入れ不足の森林はますます増加

し、森林・山村の公益的機能は失われる一方となってしまいます。このような問題を乗

り越えて、我々の子どもや子孫に豊かで美しい森林、国土を引き継ぐためにも、今まさ

に安定的な財源の確保が緊急の課題となっております。 

  現在、成長産業と言われている林業でございますが、安定して森林整備に取り組める

ようになれば、我が国の温室効果ガス削減の国際約束の達成のみならず、地域の水源涵

養や土砂流出の災害防止など、農山村漁村から都市部まで広く恩恵をもたらす森林の多

面的機能が発揮され、林業・木材産業の振興、雇用の創出につながります。 

  よって、全国森林環境税の創設を求める本意見書の提出は賛成であります。同僚議員

の賛同をお願いし、賛成討論といたします。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第８号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   起立多数であります。よって、意見書案第８号は、原案のと

おり可決されました。 

  日程第２１、意見書案第９号、参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書の

提出についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。１４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓でございます。 

  意見書案第９号、参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長に対し、下記の意見書を提出し

ます。 

  平成２９年９月２２日提出、香美市議会議長 小松紀夫殿、提出者 香美市議会議員 

大岸眞弓、賛成者 同 織田秀幸、賛成者 同 利根健二 

  案文を朗読して、提案理由にかえさせていただきます。 

  参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書（案） 

  第２４回参議院議員通常選挙は、高知県と徳島県、島根県と鳥取県は憲政史上初の合

区での選挙となり、各県から「地域代表」を選出できない合区の問題が浮き彫りになり

ました。 

  高知県の投票率は過去最低の４５.５２％で全国最低となり、うち６.１４％の１

７,５６９票が「合区反対」などと書かれた無効票でした。 

  また、１８歳選挙権が導入されて初めての国政選挙でしたが、高知県では１８歳が３

５.２９％、１９歳が２６.５８％の投票率でいずれも全国最低でした。合区となり、県

内在住の候補がいなかったことも一因と考えられます。 

  参議院の一票の格差是正とはいえ、合区制度は、県の歴史、文化、県民性などを無視

したものです。 

  人口を基準に議員定数を決定するのであれば、今後人口減少が続く地方を中心に合区

が広がることは明らかで、地方選出国会議員は減少し、地域の民意は国政に届かず切り

捨てられ、都市部への一極集中は進むばかりです。 

  参議院の選挙制度は、歴史、文化、自治体のあり方などを踏まえた上で制度設計され

るべきです。 

  都道府県が、歴史的にも文化的にも政治的にも意義と実態を有している中で、国にお

かれては、二院制における参議院のあり方、役割を踏まえ、参議院の選挙制度について

は、都道府県から少なくとも１名が選出されることを前提として、検討を行い、合区の

解消を図ることを強く要望します。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 伊達忠一殿 

  高知県香美市議会議長 小松紀夫 
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  同僚議員のご賛同よろしくお願いします。 

【意見書案第９号 巻末に掲載】 

○議長（小松紀夫君）   説明が終わりました。 

  本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第９号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   全員起立であります。よって、意見書案第９号は、原案のと

おり可決されました。 

  日程第２２、意見書案第１０号、憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を

求める意見書の提出についてを議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。６番、濱田百合子さん。 

○６番（濱田百合子君）   ６番、濱田百合子です。 

  意見書案第１０号、憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求める意見書

の提出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日提出、香美市議会議長 小松紀夫殿、提出者 香美市議会議員 

濱田百合子、賛成者 同 門脇二三夫、賛成者 同 依光美代子 

  案文を朗読し、提案の理由といたします。 

  憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求める意見書（案） 

  安倍首相は憲法記念日の５月３日、２０２０年施行と期限をきって、憲法９条に３項

を設けて自衛隊を明記する改憲を行なうことを表明しました。 

  日本国憲法は、多くの犠牲をもたらした戦争への深い反省のうえに、二度と戦争はし

ないと誓い、恒久平和、国民主権、基本的人権の尊重を掲げてきました。とりわけ９条

１項の武力による威嚇、武力の行使の放棄と２項の戦力不保持・交戦権否認によって、

世界でも類まれな「武力によらない平和」の理念を掲げてきました。新たに３項を設け

て自衛隊を明記することは、２項の「制約」が自衛隊には及ばなくなり、海外での無制

限の武力行使に道をひらくことになります。このことは、９条２項を空文化するもので、

容認できません。 

  ＮＨＫ世論調査では、憲法９条の改定について「必要ない」が５７％と国民の多数は

９条改定に反対であり、世界に誇る９条を守り、憲法を生かす政治の実現こそが求めら

れています。 
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  よって、国におかれては、憲法９条を改定せず、憲法を生かす政治の実現を強く求め

ます。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 伊達忠一殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、総務大臣 野田聖子殿、法務大臣 上川陽子殿、防衛大臣 小野

寺五典殿 

  高知県香美市議会議長 小松紀夫 

  同僚議員のご審議、ご賛同よろしくお願いをいたします。 

【意見書案第１０号 巻末に掲載】 

○議長（小松紀夫君）   説明が終わりました。 

  本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   討論がありますので、まず初めに、原案に反対の方の発言を

許します。討論はありませんか。 

  ７番、村田珠美さん。 

○７番（村田珠美君）   ７番、自由クラブ、村田珠美です。意見書案第１０号に反対

の立場で討論いたします。 

  皆様方もご承知のとおり、日本国憲法は１９４６年１１月に公布され、１９４７年５

月に施行されました。この当時の日本は、敗戦により米国の統治のもと復興が始まった

ところでした。また、敗戦国を裁く東京裁判の真っ最中でもあり、当然のことながら自

衛隊は存在しておりません。 

  憲法施行から７０年が経過した現在、日本は経済大国として世界に認められる存在と

なりました。しかし、一方では、尖閣諸島や南シナ海での中国の脅威、いつ飛んでくる

かもわからない北朝鮮のミサイル、さらに核実験など周辺の事態は緊迫感を増しており

ます。 

  我が国を取り巻く環境は、憲法が施行された７０年前と現在では大きく変わりました

が、最高法規である憲法は１文字も変わっておりません。 

  憲法は私たち日本人が生きていくためのルールです。私は９条に限らずルールは時代

の変化とともに改正されることが必要であり、そうでなければならないと考えます。そ

の中でも９条第２項の戦力不保持と自衛隊の存在は、大きな矛盾となっております。 

  私の息子は自衛隊に入隊しております。入隊の際には宣誓書に署名するのですが、そ

の宣誓文には「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民

の負託にこたえることを誓います。」とあります。これは、日本国が危機にさらされた

ら、自分の命を盾に戦いますということなのです。私は、今このときも２４時間体制で

ミサイル発射などの警戒を続けている自衛隊員を、憲法に矛盾した存在のままにしてお
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いてはいけないと考えます。 

  また、意見書には世論調査の数字がございます。安倍首相が２０２０年までに憲法改

正を目指すと表明した後に新聞各社が行った世論調査によりますと、朝日新聞では首相

の提案を評価する３５％、評価しない４７％です。産経新聞では評価すると評価しない

は４６.９％と並んでおります。また、読売新聞では賛成４７％、反対３８％となって

おります。 

  意見書案のＮＨＫ世論調査はいつ行ったのでしょうか。また、どのような設問だった

のかはわかりません。わかったのは、世論調査の数字がいかにいいかげんなものかとい

うところです。世論調査の数字をもって、国民の多数が９条改定に反対とする意見書に

はとても賛成はできません。 

  以上申し上げまして、私の反対討論といたします。同僚議員のご賛同よろしくお願い

いたします。 

○議長（小松紀夫君）   次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありません

か。 

  ５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   ５番、森田雄介です。 

  意見書案第１０号、憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求める意見書

案に賛成の立場で討論を行います。 

  憲法を守り、憲法を生かし、立憲主義に基づき政治をするのが国の役割です。戦後７

０年以上にわたって日本が海外で戦争をしてこなかったのは、憲法９条の存在と国民の

粘り強い運動があったからです。今９条を変えたり、新たな文言をつけ加えたりする必

要は全くありません。日本が再び海外で戦争をする国になるのは、平和を願う国民の思

いに逆行しています。 

  難民支援などの日本のＮＧＯの方々やカメラマンの方たちが海外で活動できているの

は、日本が憲法９条を持つ国だからです。一たび自衛隊が同盟国である米軍とともに武

力抗戦をすれば、自衛隊員の生命の保障もなくなり、現地の住民を巻き込む大惨事とな

ることは明らかです。いかなる理由があろうとも、武力で解決することは憲法の基本的

人権の尊重を無視した行為となります。日本の安全保障とは、憲法９条を守り続けるこ

とだと思います。憲法９条の３項に自衛隊を書き込むことは、単に自衛隊を認めるので

はなく、安保法制によって海外で戦争できる自衛隊を認めることになる危険な道です。 

  北朝鮮の問題で安倍政権は対話を否定し、圧力ばかりを強調しています。北朝鮮から

のミサイル発射のたびに危機管理体制の強化を発信し続けていますが、これでは事態の

解決にはつながりません。 

  日本共産党は、「危機打開のため米朝は無条件で直接対話を」との声明を発表し、ア

メリカ、北朝鮮、関係各国や国連に送り、軍事衝突を回避するよう働きかけています。

元自民党政調会長は新聞紙上で「日本はアメリカの軍事的な威嚇をやめさせるべきだ。
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アメリカがそれに乗らないのなら、日米同盟を破棄するくらいの構えが必要だ」と言っ

ていました。今の安倍政権のもとでの憲法改定は、日本がアメリカとともに他国で戦争

できる国になることを意味します。改憲案を国会提出させない、発議させないことがと

ても重要ではないでしょうか。 

  ７月７日、国連で核兵器禁止条約が採択され、９月２０日、国連本部で署名が行われ、

署名国数は同日午後５０カ国に達しました。同条約の発効要件は５０カ国の批准となっ

ており、実現に向けて前進しました。日本政府は署名して、核兵器禁止を率先して進め

ていくことが、９条を掲げる国としてすべきことではないでしょうか。北朝鮮に核を放

棄させるためには、核兵器のない世界を目指すことが大切です。 

  来年度の予算で史上最大の５兆２,０００億円という防衛予算が要求されています。

社会保障は財源がないと言いながら、アメリカから不必要で高額な兵器を買うためには

税金をつぎ込む、こんな政治を国民が望んでいるでしょうか。 

  自衛隊を海外の戦争に送らず、平和外交に徹する政治を実現していくためには、憲法

９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求めることが必要です。 

  以上述べまして、本意見書案に賛成の討論といたします。同僚議員の賛同をよろしく

お願いをいたします。 

○議長（小松紀夫君）   次に、原案に反対の方の発言を許します。討論はありません

か。 

  次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありませんか。 

  １４番、大岸眞弓さん。 

○１４番（大岸眞弓君）   １４番、大岸眞弓です。 

  意見書案第１０号、憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求める意見書

案に賛成の立場で討論を行います。 

  私は、現在の国際情勢に鑑み、北朝鮮問題から述べたいと思います。 

  今、北朝鮮のたび重なるミサイル発射や核実験強行などで、アジア地域での緊張が極

度に高まっております。国連決議も無視して危険きわまりない暴走を続ける北朝鮮の暴

挙は、厳しく糾弾されなければなりません。同時に、周辺国や米国は制裁・圧力一辺倒

でなく、対話により解決するという外交努力をあくまでも追及すべきです。それしか道

はありません。緊張の高まる中で暴発的にせよ軍事衝突が起きれば、韓国や日本におび

ただしい犠牲、さきの大戦時とは比較にならないほどの核の惨害がもたらされることは

必至だからです。 

  北朝鮮の６回目の核実験を受け国連安保理決議は、核実験に対する非難、弾道ミサイ

ル発射や核兵器計画の放棄を求め、経済的な制裁の決議を上げました。また、政治的に

は朝鮮半島の非核化を目指す６カ国協議の再開、情勢の平和的・外交的・政治的解決な

どを確認しています。 

  多くの専門家は、北朝鮮のたび重なる暴挙は、米国への牽制とみずからの体制の安全
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と存続を図るためであると指摘をしております。日本への攻撃が狙いではありません。

安倍首相は、北朝鮮の問題で過剰に危機感をあおりながら、日・米・韓での合同軍事演

習の強化、防衛費の増額を要求しています。このような姿勢は相手国にさらなる核開発

の口実を与え、緊張を高めることになります。日本は憲法９条を持つ国として、米朝間

の対話を橋渡しするべきではないでしょうか。 

  憲法９条は「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の

発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、

永久にこれを放棄する。」とうたい、２項で「前項の目的を達するため、陸海空軍その

他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」となっております。 

  自民党の２０１２年の改正草案では、戦争の放棄を定めた憲法９条１項の後に、２と

して「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。」とただし書きをつけ、戦

力の不保持や交戦権の否認を定めた２項は削除して、新しい２項に「内閣総理大臣を最

高指揮官とする国防軍を保持する。」となっておりました。 

  しかし、立憲主義を否定して安保法を強行するなど、国民の安倍政権への批判が高ま

り、改憲議論は高まっておりません。世論調査でも憲法改定は必要ないという意見が多

くなってきています。 

  そこで突然、憲法９条１項、２項はそのままで、３項に自衛隊を書き込むと表明した

のが、今回の首相の改憲案です。首相の改憲案の発信源とされる日本会議系シンクタン

クの日本政策研究センターが出版した本によると、３項に自衛隊を明記することについ

てこう説明をしております。「２項を削除し自衛隊を世界の国々が保持している『普通

の軍隊』として位置づけることが最もストレートな解決方法だが、「７０年間にわたっ

て浸透してきた（国民の）『９条平和主義』は根強い」から、「２項はそのままにして、

９条に新たに第３項を設け、第２項が保持しないと定める『戦力』は別のものであると

して、国際法に基づく自衛隊の存在を明記する」ということであります。条文が書き加

えられれば、後で加えた条文が優先しますので、自衛隊の運用などについての法整備が

着々と行われていくものと思います。２項の制約が自衛隊に及ばなくなり、海外での無

制限な武力行使に道を開くことになります。 

  日本国憲法はアジアで２,０００万人、日本国民３１０万人の命を奪った痛苦と反省

の上に制定されました。世界で唯一の被爆国として同じ過ちを繰り返さないために、戦

争だけは二度と起こさないように制度設計をされているのが現憲法です。緊張が高まっ

ているときだからこそ、日本はこの憲法９条の精神を生かし、米国にも北朝鮮にも直接

対話を呼びかけることが肝要です。 

  さて、核兵器を非合法化して廃絶を目指す核兵器禁止条約の署名式が国連本部で開か

れました。日本から長崎の田上市長や被爆者の代表も参加しました。条約は９０日後に

発効されることになっておりますので、それは間もなくのことであると思います。安倍

首相は署名を拒否しましたが、こうした国際的な流れに合流し、全ての核保有国を包囲
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していく道理ある行動が今ほど求められているときはありません。人類の誰もが再び核

の犠牲とならないよう、平和憲法を守り変えず、最大限生かす外交に邁進するよう求め、

本意見書案への賛成討論とします。 

○議長（小松紀夫君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第１０号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   起立少数であります。よって、意見書案第１０号は、否決さ

れました。 

  日程第２３、意見書案第１１号、「給食費の無償化」を求める意見書の提出について

を議題とします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。５番、森田雄介君。 

○５番（森田雄介君）   意見書案第１１号、「給食費の無償化」を求める意見書の提

出について 

  地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係各

大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日提出、香美市議会議長 小松紀夫殿、提出者 香美市議会議員 

森田雄介、賛成者 同 大岸眞弓、賛成者 同 山崎晃子 

  案文を朗読して、提案理由の説明にかえさせていただきたいと思います。 

  「給食費の無償化」を求める意見書（案） 

  貧困と格差が広がる中、社会保険料や消費税の増税などが追い打ちをかけています。

併せて、原油高、消費税増税の影響で、本市においては平成２１年、２６年に２度にわ

たり給食費の値上げをしています。収入減・増税・原油高とすべての負担が家庭へ押し

付けられたのがこの間の実態です。このような状況の中、自治体独自に給食費への保護

者負担の軽減を行う例も増えています。 

  また、子どもの食をめぐる状況は、成長・発達の重要な時期にもかかわらず、栄養の

偏り、朝食の欠食、肥満や痩せの増加など、問題は多様化してきています。 

  本来なら、地域を理解することや食文化の継承、自然の恵みなどを理解する上で、食

は重要な教材です。学校給食は、食教育の「生きた教材・食の教科書」として、学校教

育法でも教育活動の一環に位置付けられています。 

  公教育の機会均等の立場からも、居住する地域によって教育費負担に著しい格差を生

じさせることなく、すべての小中学校で学校給食を実施し、給食費を無料にすることが

求められています。 

  よって、政府に置かれては、国の責任による給食費の無償化を実現するよう強く要望

します。 
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  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

  平成２９年９月２２日、衆議院議長 大島理森殿、参議院議長 伊達忠一殿、内閣総

理大臣 安倍晋三殿、財務大臣 麻生太郎殿、文部科学大臣 林 芳正殿、厚生労働大

臣 加藤勝信殿、農林水産大臣 齋藤 健殿、内閣府特命担当大臣（地方創生規制改

革） 梶山弘志殿 

  高知県香美市議会議長 小松紀夫 

【意見書案第１１号 巻末に掲載】 

○議長（小松紀夫君）   説明が終わりました。 

  本案の質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

  討論がありますので、まず初めに、原案に反対の方の発言を許します。討論はありま

せんか。 

  次に、原案に賛成の方の発言を許します。討論はありませんか。 

  １２番、山崎晃子さん。 

○１２番（山崎晃子君）   １２番、山崎晃子です。日本共産党及びくらしと福祉を守

る会を代表して、意見書案第１１号、「給食費の無償化」を求める意見書案に賛成の立

場で討論します。 

  給食費無償化は１９５１年の山口県和木町で始まり、北海道三笠市が人口対策として

実施した２００６年以降、全国に徐々に広がっています。子育て環境を充実させ、移住

者をふやそうという政策の１つです。 

  また、政府の経済財政諮問会議も、昨年３月、子育て支援として給食費無償化の検討

を打ち出しています。その政策提案によりますと、現在、小中学校合わせて総額５,１

２０億円で無料化が可能としています。子育てしやすい環境につながるほか、家庭で使

えるお金がふえることで経済効果も期待できるとしています。 

  憲法第２６条では、小中学校の義務教育は無償としています。一方、法律である学校

給食法では、食材費を自治体の負担義務にしていません。しかしながら、子どもの貧困

などを背景に学校給食の役割が注目されており、自治体負担での無償化は２０１７年９

月２０日までで８３自治体が実施しています。一部補助まで広げると、２０１６年時点

で３６２自治体となっています。 

  文部科学省によりますと、２０１５年の給食実施率は小学校で９９.１％、中学校で

８８.１％と実施率はあと一息まで来ています。保護者が負担する平均月額は、小学校

で約４,３００円、中学校で約４,９００円です。当然ながら兄弟姉妹の多い家庭ほど負

担は大きくなります。相対的貧困が広がる中、子どもの健全な成長発達を促すためにも、

学校給食の無償化は喫緊の課題となっています。 

  以上を申し述べまして、本意見書案の賛成討論といたします。 
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○議長（小松紀夫君）   ほかに討論はありませんか。 

○議長（小松紀夫君）   討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、意見書案第１１号を採決します。 

  本案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小松紀夫君）   起立少数でございます。よって、意見書案第１１号は、否決

されました。 

  日程第２４、閉会中の所管事務の調査についてを議題とします。 

  議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会の各委員長から会議規則第１１２条の規

定によって、お手元にお配りしました所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査

の申し出がありました。 

  お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、各委員長からの申し出のとお

り閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

  日程第２５、議員派遣の件を議題とします。 

  お諮りします。議員派遣の件について、お手元にお配りをしましたとおり議員を派遣

することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、お手元にお

配りをしましたとおり派遣することに決定しました。 

  この際にお諮りをいたします。ただいま決定をしました議員派遣の内容につきまして

は、諸般の事情により変更が生じる場合には議長に一任をお願いしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

「異議なし」という声あり 

○議長（小松紀夫君）   異議なしと認めます。よって、そのように決定をしました。 

  以上で今期定例会に付された事件は全て議了しました。 

  それでは、閉会に当たり一言ご挨拶を申し上げます。 

  ９月６日に開会をいたしました平成２９年第４回香美市議会定例会も、本日をもちま

して終了することになりました。 

  本定例会には議案１８件、意見書案５件が上程され、平成２８年度決算の認定に関す

る議案１０件につきましては継続審査となりました。その他の議案等につきましては、

それぞれ慎重審議の上、適切な議決がなされました。 

  また、一般質問におきましては、市政全般にわたり１４人の議員が市長、教育長の所

信をただしました。執行部におかれましては、しっかりと精査をしていただいて、今後
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の行政運営に生かしていただきたいとそのように思います。 

  また、国におきましては、突然の解散総選挙となったわけでございます。議員各位に

おかれましては慌ただしい日々が続くことと思いますが、健康に留意され、議員活動に

励むようお願いを申し上げます。 

  結びに、本定例会が無時終了できましたのも議員各位のご協力のたまものでございま

す。まことにありがとうございました。 

  以上で閉会のご挨拶とさせていただきます。 

  次に、市長から発言を求められておりますので、これを許します。市長、法光院晶一

君。 

○市長（法光院晶一君）   平成２９年第４回香美市議会定例会閉会に当たりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。 

  初めに、本定例会に上程いたしました全ての議案につきまして、慎重なる審議をいた

だき、それぞれ適切なるご決定を賜りましたことに対しまして、心よりお礼を申し上げ

ます。 

  また、一般質問では１４名の議員の皆様から、行政全般１６０項目にわたる質問をい

ただきました。事業の実施をめぐっては、計画の精度、透明性、市民や利用者の声を生

かすこと、防災対策では、耐震化補助、エリアメールの発信、訓練や連携などについて

ご指摘やご意見をいただきました。また、職員等の雇用や配置、支援員等の雇用期間、

財政問題についても貴重なご意見をいただきました。各種事業・制度運営に関する改

善・充実についてのご提案、その他多くのご指摘、ご意見を賜りました。議員の皆様が

香美市の発展、明るく元気なまちづくりのために、行政の充実を願ってご質問に立たれ

たことの真意をしっかりと受けとめ、今後それぞれ庁議、担当課等におきまして検討を

重ねて、市民本位の行政、市民サービスの充実に生かすよう努めてまいりますので、ど

うぞよろしくお願いをいたします。 

  さて、６月議会の一般質問で市長２期目に関する質問をいただき、時間をいただきた

いとお答えをいたしましたところですが、その後さまざまな方々からご意見を賜り、私

なりに整理がつきましたので、このことについて申し述べさせていただきたいと思いま

す。 

  活力のある元気な香美市、安全・安心、香美市の発展のために決意を新たに２期目に

挑戦をいたしたいと存じます。 

  市政につきましては、本定例会でもさまざまご指摘をいただきました。不十分な面も

ございますが反省すべき点は反省し、改めるべき点は改め、前進を図ってまいりたいと

存じます。他方、多くの皆様のご理解、ご協力をいただき、地域産業や観光、交流拡大、

防災、減災、教育、医療、福祉などにおいて、将来、香美市の発展につながるであろう

新たな取り組みも進んでおります。可能性を秘めた新たな取り組みも始まろうといたし

ております。今後、国・県にもご支援をいただき、市民の皆様、関係の皆様とともに、
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これらの取り組みを必ずや結実開花させ、香美市の発展を力強く前進させたいと思いま

す。そのために全力を挙げたいと存じます。どうか議員の皆様には、何とぞ特段のご理

解を賜りますようお願いを申し上げます。 

  気がつけば寒さも遠のき、彼岸花の咲き乱れる季節となりまして、朝夕大変涼しくな

りました。議員の皆様におかれましては、どうか健康に留意され、地域福祉の向上、地

域産業・経済の発展、まちづくりのために一層のご活躍をなさいますよう心よりご祈念

申し上げまして、閉会に当たりましての私からの挨拶とさせていただきます。 

  皆様本当にありがとうございました。 

○議長（小松紀夫君）   これをもちまして平成２９年第４回香美市議会定例会を閉会

します。 

（午前１０時２８分 閉会） 
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意見書案第７号 

 

地域経済の活性化や安全・安心な「命の道」を確保するための、 

道路整備の推進に関する意見書の提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

 平成２９年９月２２日提出 

 

 

香美市議会議長  小 松 紀 夫 殿 

 

 

               提出者 香美市議会議員  利 根 健 二 

 

               賛成者    〃     大 岸 眞 弓 

 

               賛成者    〃     織 田 秀 幸 

 

 

地域経済の活性化や安全・安心な「命の道」を確保するための、 

道路整備の推進に関する意見書（案） 

 

 香美市は約５４０㎢の広大な面積を有しており、主要幹線道路である国道１９５号

や各県道、通勤・通学・通院・買い物等で日常的に利用している市道（生活道など）

の整備は、重要な施策として位置づけています。 

このことから、今後も安全・安心に利用できる道路状況を確保するためには、道路

整備事業に係る国の交付金などを活用し、計画的な維持管理や老朽化対策を進めてい

かなければなりません。 

つきましては、地域経済の活性化に寄与し、さらには、日常の安全・安心な利用や、

住民の生命と財産を守る「命の道」を確保するためにも、国の道路予算全体の拡大と、

これまでどおり、道路整備事業に係る国費率（交付金、補助金など）等の嵩上げ措置

の継続が不可欠です。 



 よって、国におかれては、更なる地方の道路整備の推進に向け、下記の事項を実現

されるよう強く要望します。 

 

記 

 

１．地域経済の活性化や防災力の向上に資する道路整備を推進し、安全・安心な利用

を確保する維持・修繕、老朽化対策などを計画的に進めるため、道路関係予算全

体を拡大したうえで、必要な額を確保すること。 

 

２．「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第２条に規定する国の

負担又は補助の割合の特例を平成３０年度以降も継続すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２９年９月２２日 

 

 

衆 議 員 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 員 議 長  伊 達 忠 一 殿 

内 閣 総 理 大 臣   安 倍 晋 三 殿 

国 土 交 通 大 臣   石 井 啓 一 殿 

財 務 大 臣   麻 生 太 郎 殿 

総 務 大 臣   野 田 聖 子 殿 

内閣府特命担当大臣  梶 山 弘 志 殿 

（地方創生規制改革） 

まち・ひと・しごと創生担当 

 

 

高知県香美市議会議長  小 松 紀 夫 



意見書案第８号 

 

全国森林環境税の創設を求める意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

 平成２９年９月２２日提出 

 

 

香美市議会議長  小 松 紀 夫 殿 

 

 

提出者 香美市議会議員  山 本 芳 男 

 

賛成者    〃     比与森 光 俊 

 

賛成者    〃     島 岡 信 彦 

 

 

全国森林環境税の創設を求める意見書（案） 

 

 我が国の地球温暖化対策については、２０２０年度及び２０２０年以降の温室ガス

削減目標が国際的に約束されていますが、その達成のためには、とりわけ森林吸収源

対策の推進が不可欠となっています。 

 しかしながら、森林が多く所在する高知県内の中山間地域においては、木材価格の

低迷や林業従事者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口減少など、厳しい情勢に

あるほか、自治体が、森林吸収源対策及び担い手の育成等、中山間対策に主体的に取

り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足しています。 

 このような中、政府・与党は、『平成２９年度税制改正大綱』において、「市町村が

主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割りの

枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする

森林環境税（仮称）の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な

仕組み等について総合的に検討し、平成３０年度税制改正において結論を得る」との



方針を示したところです。 

 もとより、中山間地域の自治体による森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の

確保などの取組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつな

がるものであり、そのための自治体の財源の強化は喫緊の課題です。 

 よって、森林・林業・中山間対策の抜本的強化をはかるための「全国森林環境税」

の早期導入を強く求めます。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２９年９月２２日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  伊 達 忠 一 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

財 務 大 臣  麻 生 太 郎 殿 

農 林 水 産 大 臣  齋 藤   健 殿 

環 境 大 臣  中 川 雅 治 殿 

内閣府特命担当大臣  梶 山 弘 志 殿 

（地方創生規制改革） 

 

 

高知県香美市議会議長  小 松 紀 夫 



意見書案第９号 

 

参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書の提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長に対し、下記の意見書を提出

します。 

 

 平成２９年９月２２日提出 

 

 

香美市議会議長  小 松 紀 夫 殿 

 

 

               提出者 香美市議会議員  大 岸 眞 弓 

 

               賛成者    〃     織 田 秀 幸 

 

               賛成者    〃     利 根 健 二 

 

 

参議院議員選挙における合区の解消に関する意見書（案） 

 

 第２４回参議院議員通常選挙は、高知県と徳島県、島根県と鳥取県は憲政史上初の

合区での選挙となり、各県から「地域代表」を選出できない合区の問題が浮き彫りに

なりました。 

 高知県の投票率は過去最低の４５.５２％で全国最低となり、うち６.１４％の１７,

５６９票が「合区反対」などと書かれた無効票でした。 

 また、１８歳選挙権が導入されて初めての国政選挙でしたが、高知県では１８歳が

３５.２９％、１９歳が２６.５８％の投票率でいずれも全国最低でした。合区となり、

県内在住の候補がいなかったことも一因と考えられます。 

 参議院の一票の格差是正とはいえ、合区制度は、県の歴史、文化、県民性などを無

視したものです。 

 人口を基準に議員定数を決定するのであれば、今後人口減少が続く地方を中心に合

区が広がることは明らかで、地方選出国会議員は減少し、地域の民意は国政に届かず



切り捨てられ、都市部への一極集中は進むばかりです。 

 参議院の選挙制度は、歴史、文化、自治体のあり方などを踏まえた上で制度設計さ

れるべきです。 

 都道府県が、歴史的にも文化的にも政治的にも意義と実態を有している中で、国に

おかれては、二院制における参議院のあり方、役割を踏まえ、参議院の選挙制度につ

いては、都道府県から少なくとも１名が選出されることを前提として、検討を行い、

合区の解消を図ることを強く要望します。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２９年９月２２日 

 

 

衆 議 員 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 員 議 長  伊 達 忠 一 殿 

 

 

高知県香美市議会議長  小 松 紀 夫 



意見書案第１０号 

 

憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求める意見書の提出について 

 

 地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

平成２９年９月２２日提出 

 

 

香美市議会議長  小 松 紀 夫 殿 

 

 

提出者 香美市議会議員  濱 田 百合子 

 

賛成者    〃     門 脇 二三夫 

 

賛成者    〃     依 光 美代子 

 

 

憲法９条を改定せず、憲法を生かした政治の実現を求める意見書（案） 

 

安倍首相は憲法記念日の５月３日、２０２０年施行と期限をきって、憲法９条に３

項を設けて自衛隊を明記する改憲を行なうことを表明しました。 

日本国憲法は、多くの犠牲をもたらした戦争への深い反省のうえに、二度と戦争は

しないと誓い、恒久平和、国民主権、基本的人権の尊重を掲げてきました。とりわけ

９条１項の武力による威嚇、武力の行使の放棄と２項の戦力不保持・交戦権否認によ

って、世界でも類まれな「武力によらない平和」の理念を掲げてきました。新たに３

項を設けて自衛隊を明記することは、２項の「制約」が自衛隊には及ばなくなり、海

外での無制限の武力行使に道をひらくことになります。このことは、９条２項を空文

化するもので、容認できません。 

ＮＨＫ世論調査では、憲法９条の改定について「必要ない」が５７％と国民の多数

は９条改定に反対であり、世界に誇る９条を守り、憲法を生かす政治の実現こそが求

められています。 



よって、国におかれては、憲法９条を改定せず、憲法を生かす政治の実現を強く求

めます。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２９年９月２２日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  伊 達 忠 一 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

総 務 大 臣  野 田 聖 子 殿 

法 務 大 臣  上 川 陽 子 殿 

防 衛 大 臣  小野寺 五 典 殿 

 

 

高知県香美市議会議長  小 松 紀 夫 



意見書案第１１号 

 

「給食費の無償化」を求める意見書の提出について 

 

地方自治法第９９条の規定により、衆・参両議院議長及び内閣総理大臣並びに関係

各大臣に対し、下記の意見書を提出します。 

 

平成２９年９月２２日提出 

 

 

香美市議会議長  小 松 紀 夫 殿 

 

 

提出者  香美市議会議員  森 田 雄 介 

 

賛成者     〃     大 岸 眞 弓 

 

賛成者     〃     山 崎 晃 子 

 

 

「給食費の無償化」を求める意見書（案） 

 

 貧困と格差が広がる中、社会保険料や消費税の増税などが追い打ちをかけています。

併せて、原油高、消費税増税の影響で、本市においては平成２１年、２６年の２度に

わたり給食費の値上げをしています。収入減・増税・原油高とすべての負担が家庭へ

押し付けられたのがこの間の実態です。このような状況の中、自治体独自に給食費へ

の保護者負担の軽減を行う例も増えています。 

 また、子どもの食をめぐる状況は、成長・発達の重要な時期にもかかわらず、栄養

の偏り、朝食の欠食、肥満や痩せの増加など、問題は多様化してきています。 

 本来なら、地域を理解することや食文化の継承、自然の恵みなどを理解する上で、

食は重要な教材です。学校給食は、食教育の「生きた教材・食の教科書」として、学

校教育法でも教育活動の一環に位置付けられています。 

 公教育の機会均等の立場からも、居住する地域によって教育費負担に著しい格差を

生じさせることなく、すべての小中学校で学校給食を実施し、給食費を無料にするこ



とが求められています。 

 よって、政府に置かれては、国の責任による給食費の無償化を実現するよう強く要

望します。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

 

平成２９年９月２２日 

 

 

衆 議 院 議 長  大 島 理 森 殿 

参 議 院 議 長  伊 達 忠 一 殿 

内 閣 総 理 大 臣  安 倍 晋 三 殿 

財 務 大 臣  麻 生 太 郎 殿 

文 部 科 学 大 臣  林   芳 正 殿 

厚 生 労 働 大 臣  加 藤 勝 信 殿 

農 林 水 産 大 臣  齋 藤   健 殿 

内閣府特命担当大臣  梶 山 弘 志 殿 

（地方創生規制改革） 

 

 

高知県香美市議会議長  小 松 紀 夫 
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平成２８年度香美市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について

継　続 29. 9.22

  議案

  第 61 号

平成２８年度香南香美地区障害者自立支援審査会特別会計歳入歳

出決算の認定について

継　続 29. 9.22

  議案

  第 62 号

平成２８年度香美市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び歳

入歳出決算の認定について

原案認定 29. 9.22

  議案

  第 63 号

平成２８年度香美市工業用水道事業会計歳入歳出決算の認定につ

いて

原案認定 29. 9.22
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  第 64 号
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